
●

調査 取りまとめ様式Ⅲ ■
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様式1から8は、調査漏れの防止、調査結果の迅速な取りま､とめ、調査の簡略化等の

観点から作成したものであるので､以下の点に留意の上､調査に当たって十分に活用す
4〃 、

ることとする。

なお、この様式を参考に事案ごとに様式を工夫して差し支えないものであり、様式に記

載されていない特記事項があれば、附記されたい。

○様式1及び様式2について

様式1は、調査した事項について専門医・部会へ協織した結果を踏まえた業務上外の

判断を行うための復命書である。

1 総合判断

2－1 出現した心身の症状等に関する事項

2－2 自殺の状況に閲する事項

3 業務による心理的負荷の有無及びその内容

4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

5－1主治医・産業医等の意見

5－2専門医の意見

6 就業条件等一般的事項

7 労働時間を認定した根拠、労働時間集計表

の構成となっている。

様式2は、様式1と同様調査した事項について専門医・部会への協礒の要否、否の場

合は業務上外の判断についても行うための復命書である。

1 調査結果のまとめ

2－1 出現した心身の症状等に関する事項

2－2 自殺の状況に関する事項

3 業務による心理的負荷の有無及びその内容

4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

5 主治医・産業医等の意見

6 就業条件等一般的事項

7 労働時間を認定した根拠、労働時間集計表

の構成となっている。

様式1と様式2は、表紙のほか、 1 （｢総合判断」 〈様式1〉及び「調査結果のまとめ」

幟式2>）と5－2 （｢専門医の意見」 〈様式1のみ>）を除き、共通である。

、
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○様式3について

様式3 「申立書」は、労災請求の際に請求人に記入・提出を依頼するものであり、請

求人の聴取に係る負担の軽減と保険給付決定のための効率的な調査を図るためのもので

ある。

○様式4及び様式5について

様式4－1及び様式5は「意見書の提出依頼について」 （昭和33年7月12日付け基発

第454号様式3）の別紙として､様式4－2は｢意見書の提出について」 （同通達様式4）

の別紙として活用することを想定したものである。

や

－82－
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1

○様式1の記載要領

1総合判断

認定要件に沿って、対象疾病の発病の有無及び発病時期、業務による強い心理的負

荷の有無、業務以外の心理的負荷又は個体側要因により発病したか否かについての判

断を取りまとめるためのものである。

ー

※ 「（2）業務による心理的負荷」のうち「労働時間の状況（時間外労働時間数)」

欄については、発病年月日が特定できない場合には、以下の条件に上から順に当て

はめて、一番はじめに該当した日を起算日とした月毎の時間外労働時間を記入する

こと。

なお起算日は、例えば「発病年月日」が不明の場合は1日～月の末日、上旬の場

合は1日～10日、中旬の場合は11日～20日、下旬の場合は21日～月の末日の間の

日とすること。

(条件）

（1） 極度の長時間労働が認められる起算日値数ある場合は時間数が最も多い起算
L

日、時間数が最も多い日が複数ある場合はその中で最も遅い起算日）

(2） 「出来事」としての長時間労働が認められる起算日 （複数ある場合は合計した

時間数が最も多い起算日、合計した時間数が最も多い日が複数ある場合はその中

で最も遅い起算日）

(3） 発病年月日の中で最も遅い起算日

､

2から6については、取りまとめられた各々が、添付のどの資料の何頁に記載されて

いるかについても整理できるものとしている。

2－1 出現した心身の症状等に関する事項

2－2 自殺の状況に関する事項

「当該疾病に関する精神科等の医療機関の受診状況」については、症状が出現した

当時の業務従事状況等を含め、症状の出現から医療機関への受診までの当該労働者の

症状経過等を、時間を追って記載すること。

また、自殺事案の場合は死体検案医又は剖検担当医力?ら意見書を徴し、その意見書

の概要を記載すること。

、

3業務による心理的負荷の有無及びその内容

業務による心理的負荷に関し、出来事の有無や、出来事ごとにどのような調査結果

であったのか、どのような事実が認定できたのかを取りまとめるためのものである。
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

業務以外の心理的負荷に関し、出来事の有無や、出来事ごとにどのような調査結果

であったのか、どのような事実が認定できたのかを取りまとめるためのものである。

4－2個体側要因の有無とその内容

個体側要因の有無とその内容について取りまとめるためのものである。

5－1主治医・産業医等の意見

「主治医の意見」は、発症前の主治医（既往症の治療担当医)、発症後の主治医（労

災請求に係る疾病の治療担当医）から、また、 「産業医意見書」は、当該事業場に選任

されている産業医において、当該労働者の健康状態等を把握し、指導等が行われてい

る場合に当該産業医から意見書を徴し、その意見書の概要を記載すること。 「専門医意

見書（請求人提出)」は請求人から専門医の意見書が提出された場合に、当該専門医の

意見書の概要を記載すること。

5－2専門医の意見

専門医による事案の検討結果について、結論を取りまとめるためのものである。

6就業条件等一般的事項

「職歴」については主要なものを、 「現在の事業場に雇入後の配属先」については直

近のものを含め主要なものを記載すること。

「当該労働者の日常業務」については、単に職種や役職にとどまらず、具体的な業

務内容、作業環境等のほか、 1日の業務の流れ等について記載し、さらに、発病前お

おむね6か月間に業務内容の変更等がある場合は、変更前の業務内容等についても記

載すること。

7労働時間を認定した根拠及び労働時間集計表

精神障害発病のおおむね6か月前の時間外労働等の状況を明確にするためのもので

ある。タイムカード等の客観的な資料による場合も含め、その把握方法及び推計方法

を記載すること。

－8生
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様式1

精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

1

-85-

整理番号

署
長

副
署
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 年 月 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再鯛査を要する。

鯛査官職氏名

受付年月日 令和 、 年 月 日

請求種別

口療養口休業口還族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 事業の種類

事業の名称 労働者数

人

事業場の所在

ー

T ｰ

睡話 （ ） ．

ふりがな

被災労働者氏名 生年月日 年 月 日 性別 男・女

職 種

ふりがな

購求人氏名 続柄

雇入年月日 平成 年 月 日

疾患名及び
発病時期

〔鯖求時〕疾患名：
ケヴ

発痢日：平成 年 月 日(頃)(発痢時年齢 魚）

〔決定時〕疾患名： 発病日：平成 年 月 日(頃)(発病時年齢 歳）

現在の状況
生存

死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

錆求人の申述

事案の概要
(罷定した
事実）

総合判断
〔鯛査官の意見〕
本件は、 〔業務上 ・ 業務外〕と考える。

(理由）

●

■ ●

(医学意見書： 専門医 ・ 部会）



1総合判断

心理的負荷の
総合評価の強度

－86－

精神障害発病の有無 有 ・・無 発病時期 年 月 日(頃

疾
じ
う

患 名
の-10診断ガイド
インによる）

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・ 堕度の長時間労働

有（
）
無

発病前6か月間
に起きた糖神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 有 ・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有・無

具体的出来事

（ ） 平均( I ･ Ⅱ ．Ⅲ ）
で

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強

（ ） 平均( I ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価；

（ 類推の有無・ 有・無 ）

弱中強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

-87ー

労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

時間

発病前2か月

時間

発病前3か月

時間

発病前4か月

時間

発病前5か月

時間

発病前6か月

時間

づ

総合評価 弱 中 強

出来事の有無

U確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは罷められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

ｂ
昂

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

口確認できなかった P

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

←●



2－1 出現した心身の症状等に関する事項

-88-

当該疾病に
関する糖神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

Ｊ
ｊ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｊ
ｊ

月
月
月

年
年
年

へ
一
一

月
月
月

年
年
年

Ｋ
ｆ
ｔ

ｊ
ｌ
ｌ

ｆ
ｌ
ｌ

年・月 鯖求人の申述 資料恥． 鯛査結果 資料恥．
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2－2 自殺の状況に関する事項

《

－89－

自殺の状況 自殺の手段

’
、｡

ゥ

自殺直前の状況（特記事項がある場合のみ配戦）

’
置書の有無： ．有・無

し
遺警の内容

0

険視者： 所属 警察署

職名 氏名

検案戻師： 所属 病院・医院

判定された死因

職名 氏名

1

１
１

’

資料恥．



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事：

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

●
や
ｇ
ｏ

認定事実
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因（有 ・ 無）

上記が有の場合その内容

-91-

出 罪： ．

年・月 錆求人の申述 資料恥 調査結果 資I sIM

認定事実 ．

。
。



5－1主治医・産業医等の意見

-92-

主治医の意見書

〔有・無〕

(概要）

、

診療記録等の収集〔有・無〕

資料No.

産業医意見書

〔有・無〕

(概要）

専門医意見書
(鯖求人提出）

"

〔有・無〕

(概要）
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5－2専門医の意見

。ー93-

部会
●

専門医
(監督署長依頼）

の意見書

~

ａ
■
０
８

■夕

の b

I



6就業条件等一般的事項

-9生

学歴 最終学歴〔中学校・商等学校･大学･大学院･その他〈 ） 年 月 日卒業・中週 資料恥．

職歴

I鰯I
現在の事業場に
雇入後の配属先

|鰯I

I

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

当麟労働者に
ついて記較

すること。 I

事業場名 職種

ｊ
ｊ
ｌ

ｆ
ｆ
ｆ

ｊ
ｊ
Ｊ

日
日
日

月
月
月

年
年
年

一
一
一

日
日
日

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｆ
ｆ

ｊ
Ｊ
１

ｆ
ｆ
ｆ

配属先 職種

１
』
Ｊ
ｊ

ｌ
ｆ
ｌ
ｆ

ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
、
年

ｆ
ｔ
ｆ
く

』
Ｊ
１
１

ｔ
ｆ
ｌ
！

所定始業時刻： 時分

所定終業時刻： 時分 ． I
所定労働時間

(1 日） 時間 分

(1週間） 時間 分

所定休憩時刻： 分時分～ 時 （休憩時間 時間 分）

所定休日： ①週休ユ日制②週休2日制③カレンダー等で指定④その他

i…
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時間制②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④戟堂労働制⑤その他

…

勤務形態： ①日勤勤務②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制④その他

|…
雇用形態： ①正規職員・従業員②契約社員③派遣労働者

退
の

出
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
そ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

勤の管理の状況：

特配事項

④パート・アルバイト⑤その他

①タイムカード②出勤簿③嘗理者による碗隠④本人の申告⑤その他

他特妃事項： ． ．

I

ｌ
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｛

当咳労働者の
日常業務

具体的に記戦
すること。 1

資料蝿．

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

’
の位匿づけ

恕鍵図により表
すと共に聴取実
施者にはo印を
付配すること。

I

、

’

事業場以外にお
ける当麟労働者
との相関図

(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付記すること。



7労働時間を認定した根拠

6

-96-

(労働時間の把握方法）

ロタイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

資料恥
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）労働時間集計表（ ～

(発病前（）か月目）

労働時間
(始業～終業）

1 日の

拘束時間数
1 日の

労働時間数
総労働
時間数
時間外
労働時間数

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

一
・

～

～

～

～ ム

～

～

① ⑥=O-,40

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

～

～

～

～ 。

～

～

～

②
■ ザ

⑦＝②－40

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

～

～

～

～ ■｡

～

～

～

③ ⑧＝③－40

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

～

～

～

～

～

～

～

④ ⑨＝④－40

／ （ ）

／ （ ）

～

～

⑤ ⑩=@-:X )

合 計

①～⑤ ⑥～⑩ ‘



様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

ー~r

-98-

整理番号

署
長

副
署
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 年 月 日

１
２
調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

下記事由により再鯛査を要する。

鯛査官職氏名

受付年月日 令和 年 月 日

鯖求種別

口療養口休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 事業の種類

事業の名称 労働者数

人

事業場の所在

■■■■

T －

電話 （ ）

ふりがな

被災労働者氏名 生年月日 年 月 日 性別 男・女

職 種

ふりがな

錆求人氏名 続柄

雇入年月日 年 月 日

疾患名及び
発病時期

〔鯖求時〕疾患名： 発病日：平成 年 月 日(頃)(発病時年齢 歳）

〔決定時〕疾患名： 発病日：平成 年 月 日(頃)暁病時年齢 歳）

現在の状況
生存

死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

錆求人の申述

Q ●

事案の概要
（罷定した
事実）

● 巳

〔鯛査官意見〕 ．

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に骸当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合雛による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に骸当せず6ないし9に該当するこ．とから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

□ 次頁（1）のいずれにも咳当せず、業務による強い心理的負荷が露められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する



●

1■■一4■ー－1■■一争■＝－4■■

いむ●－－

調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合醗による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

口上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する
Q

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等
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1 自殺事案

2 業務による心理的負荷の強度について「強』に骸当するかどうかも含め判断しがたい

3 業務による心理的負荷力＄ 「強」に咳当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる

4 諭求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断について
高度な医学的検肘が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない ．

8 業務による心理的負荷が「強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が明確に「強」に該当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が罷められる



1－1調査結果のまとめ

(1)発病の有無等 I

(2)業務による心理的負荷

-10賑

精神障害発病の有無 有・無 発病時期 年 月 日(頃） 自殺 ・ 生存

疾 患 名 ･ (F )

（ ）について主治医の判断の補足が必要‘不要

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が 蕊度のもの・ 』重度の長時間労働

有（ ） ・ 無

発病前6か月職
に起きた精神隠
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 有・無 恒常的な長時間労働の有無 有 ・ 無

具体的出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

（ ） 平均( I 。Ⅱ．Ⅲ）

具体的な内容及び評価：

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明

（ ） 平均( I ･Ⅱ．Ⅲ）

具体的な内容及び評価：

＄

(類推の有無 有・鯛

弱中強

不明

（

具体的な内容及び評価：

） 平均( 1 ．Ⅱ．Ⅲ）

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明



一句■■勺舎一 ｡ -－一一一■－③－■－－－■■一e－一－－ 一一 ー ■ー ① ■－■ー甲－5 一寺 F■■｡－一一ー一0 4 や■酉一一一一一一一口一③ －‐ーー－ーーー■ーI■■■■■■■■

（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

1

、

‘
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労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

時間

発病前2か月

時間

発病前3か月

時間

発病前4か月

時間

発病前5か月

時間

発病前6か月

時間

複数の出来事の
全体評価

総合評価 ①強 ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明

出来事の有無

口確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

口確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の
’

他



2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 月〕 〔年 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 錆求人の申述 資料No. 飼査結果 資料NO.
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2－2 自殺の状況に関する事項

-103-

自殺の状況

少

自殺の手段 。

｜
自殺直前の状況（特配事項がある場合のみ紀戦）

’
遺書の有無： 有・無

＝

倹視者： 所属 警察署

職名 氏名

検案医師： 所属 病院・医院

職名 氏名

判定された死因

し

１
１

口

資料Nd;



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事：

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

f

認定事実
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内箔

個体側要因 （有 。 無）

上記が有の場合その内容

-105-

出来事：

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

、

■ 0

0 ℃

認定事実

① b



5主治医・産業医等の意見
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主治医の意見書

〔有・無〕

瞭要）

診療配録等の収集〔有・無〕

資料胸．

産業医意見書

〔有・無〕

(概要）

専門医意見書
(請求人提出）

〔有・無〕

(概要） ．
q 9
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6就業条件一般的事項
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学歴 最終学歴[中学校･高等学校･大学･大学院･その他《 ） 年 月 日卒業・中退〕 資料NC．

職歴

I瀞I
現在の事業場に
扉入後の配属先

{鰯I

I

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

当鮫労働者に
ついて妃戟
すること。

dジ

I

事業場名 職種

１
１
ｊ

ｆ
ｆ
ｌ

Ｊ
ｊ
ｊ

日
日
日

月
月
月

年
年
年

へ
一
ｑ
一

日
日
日

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｌ
ｆ

Ｊ
１
１

１
ｔ
ｆ

配属先
■ ■

職種

１
１
１
１

ｆ
に
ｆ
ｆ

ｌ
１
Ｊ
ｊ

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

ｆ
ｆ
ｆ
ｆ

ｌ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

１
ｆ
に
ｆ

所定始業時刻： 時分

所定終業時刻： 時分 I
所定労働時間

<エ 日〉 時間 分

(1週間） 時間 分

時分～ 時所定休憩時刻： 分 （休憩時間 時間 ・ 分）

所定休日： ①週休1日制②週休2日制．③カレンダー等で指定④その他

働
務
用
退
の

Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
労
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
ｌ
Ｌ
勘
ｒ
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
胆
出
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
そ
ｒ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

特配事項

時間制度： ①1か月単位変形労働時間制②1年単位変形労働時間制

特配事項

Q

形態：

特記事項

形態 、
甲

勘の管理の状況

記
．
特

特
他

事頃

罷事項 ●
●

●
●

③フレックスタイム制④鎮赴労偏制⑤その他

?

①日勤勤務②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制、④その他

①正規職員・従業員②契約社員③派遣労偽者

④パート・アルバイト⑤その他

①タイムカード．②出勤傭③管理者による砿鱒④本人の申告⑤その他

I

ｌ
ｌ
ｌ
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｛

当餓労偽者の
日常業務

具体的に記載
すること。 ｝

資料No.

事業場(所属部署)内
における当餓労働者

’
の位匠づけ

組塗聞により表
すと共に聴取実
施者には○印を

付記すること。

’

事業場以外にお
ける当餓労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付紀すること。
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(労働時間の把握方法）
ロ ■

ロタイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等
、 F

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

●

P

I

□

貯料恥



）労働時間集計表（ ～

(発病前（ ）か月目）

-11俳

労働時間
(始業～終業）

1日の

拘束時間数
1 日の

労働時間数
総労働
時間数
時間外
労働時間数

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

～

､ ～

～

～

～

～

～

① ⑥＝①－40

●
①

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

～

～

～

～

～

～

～

② ⑦＝②－40

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

～

～

～

～

～

～

～

③ ⑧＝③－40

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

／ （ ）

～

～

～

～

～

～

～

④ ⑨＝④－40

／ （ ）

／ （ ）

～

～

⑤ ⑩＝⑤－:X )

合 計

①～⑤ ⑥～⑩
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様式3

申立書の提出についてのお願い

労災保険給付の請求が行われますと、労働基準監督署では、保険給付を行うことができるかを判断す

るために必要な調査を行うこととなります｡調査に当たり、請求人の方から詳しくお話をお聴きする(聴

取といいます｡）ことになりますが、申立書をご提出いただければ、この申立書によって聴取を省略でき

る場合があり、また、聴取を行う場合でも短時間に行うことができます。

そのため、縞求人の方には申立塞の提出をお願いしています。

ただし、申立書の提出は強制ではありませんので、職員に直接話すことを希望する場合等には提出し

ないこともできます。

また、各項目については、精神障害を発病しだ方に関して記入していただくものです。

なお、本申立書は、労災保険給付の決定のためだけに使用するものであることを申し添えます。

申 立 書

令和 年 月 日

（署名又は記名・押印してください）

※鯖求人と「申立垂」の作成者が異なる場合には、次の
｢作成者氏名」及び「鯖求人との関係」を記してください。

(署名又は記名・押印してください）

（

｢三臺臺Eﾗ辰可
1 精神的な症状はいつ頃から始まりましたか。

平成・令和 年一一一_一月（－歳頃）から
ル

2その症状を含めて、どのような症状がどの位続いたのかについてできるだけ詳しく教えてください。
また、病院に行くことになったきっかけについても教えてください。

1
-111-

･



3現在の精神症状に関する治擦の経縫を教えてください｡(病院を変わっている場合はそのすべてを教えて
ください）

F王菫E弓『同
4勤務状況等について教えてください。

発病前おおむね6か月間に時間外労働はありましたか。 』

･発病前1か月

①毎日あった

②月の半分以上はあった

⑧全くなかった

④わからない

丑 'か月間の時間外労働は｡どのくらいありましたか。
時間程度

･発病前1か月を含む発病前6か月

｛鬘薑誰②月の半分以上はあった丑腰冨繍蕊駕｡吟
①毎日あった

③全くなかった

④わからない

時間程度

時間程度
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医療機関名 受診期間 病 名

(初診） H/R 年 月

~H/R 年 月

H/R 年 月

~H/R 年 月
1

H/R 年 月

~H/R 年 月

H/R 年 月

~H/R 年 月

配属先

(所属の部、課、係）

従事する具体的

な作業の内容

所定労働時間 始業時刻： 終業時刻： 休憩時間：

所定休日
Q■

週休1日制・隔週週休2日制・完全週休2日制・その他（ ）
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5精神障害の発病前おおむね6か月の間に仕事の関係であなたが体験した出来事であって、糒神障害の発

病の直接の原因と考えている(ストレスとなった』出来事の右の該当欄に○印を付け､また､それらの出
来事が発生した時期をそれぞれ記入してください。

○印を付した出来事の「具体的な内容」について詳しく記入してください。

＝

P

この柵に書ききれない場合には､別紙添付してご記入ください。
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仕事上の出来事 該当 出来事があつだ時期

退職を強要された H/R 年 月頃

配■転換があっだ H/R 年 月頃

転勤をしだ H/R 年 月頃

複数名で担当していた業務を1人で

担当するようになっだ
H/R 年 月頃

非正規社員であるとの理由等により、

仕事上の差別､不利益取扱いを受けだ
H/R 年 用頃

C

自分の昇格・昇進があっだ H/R 年 月頃

部下が職っだ H/R 年 月頃

早期退脇制度の対象となっだ H/R 年 月頃

非正規社員である自分の契約満了が

迫っだ
H/R 年 月頃

上国等から、皇体的攻撃､編神的攻馨

等のパワーハラスメントを受けた
H/R .年 月頃

同僚等から、暴行又は（ひどい）いじ

め・嫌がらせを受けだ
H/R･ 年 月頃

上司とのトラブルがあった H/R 年 月頃

同膿とのトラブルがあった H/R 年 月頃

部下とのトラブルがあった H/R 年 月頃

理解してくれていた人の異動があっ

だ
ザ■ H/R ･年 月頃

上司が替わった H/R 年 月頃

同僚等の昇達･昇格があり、昇進で先

を越されだ
H/R 年 月頃

セクシュアルハラスメントを受けだ H/R 年 月頃

仕事上の出来事 該当 出来事があつだ時期

業務による病気やケガをした H/R 年 月頃

悲惨な事故や災害の体験､目醸をした H/R 年 月頃

業務に関連し､重大な人身事故、重大

事故を起こしだ
H/R 年 月頃

重大な仕事上のミスをしだ H/R ，年 月頃

会社で起きた亭故､事件について､責

圧を間われだ
H/R 年 月頃

自分の関係する仕事で多額の損失等

が生じだ
H/R 年 月頃

業務に関連し､違法行為を強要されだ H/R 年 月頃

還成困難なノルマが謀された H/R 年 月頃

ノルマが達成できなかつだ H/R 年 月頃

新規事業の担当になった､会社の建て

直しの担当になっだ
H/R 年 月頃

顧客や取引先から無理な注文を受け

だ
H/R 年 月頃

顧客や取引先からクレームを受けだ H/R 年 月頃

大きな脱明会や公共の蝿での発褒を

強いられた
H/R 年 月頃

上国が不在になることにより､その代

行を任された
H/R 年 月頃

仕事内容･仕亭■の変化を生じさせる

出来事があっだ
H/R 年 月頃

長時間労働を行っだ H/R 年 月頃

2週間以上にわだって連続勤務を行

っだ
H/R 年 月頃

勤務形態に変化があっだ H/R 年 月頃

仕事のペース、活動の変化があった H/R 年 月頃



仕事以外について

6発癌前6か月の間に、仕事の関係以外にあなた自身や身の回りで起きた出来事で、次の表の項目にあて

はまる出来事がありましたら、その項目の右の該当欄に○印と出来事があった時期を記入してください。

その他気になることがありましたら記入してください。

7今回、鯖神障害を発病する前の飲酒による問題や病院での治療歴について教えてください

（1）お酒が原因で会社を休んだり、病院にかかったり、その他生活に支障が出たことはありますか。

①ある（内容： ） ②ない

（2）現在の糟神障害を発病する前に、精神障害やそのほかの大きな病気またはケガで治療を受けたこ

とがありますか。

※①又は②のいずれかを丸で囲み、①の場合には、病名等を記入してください。

①ある ②ない

4

－114－

自分や易の回りで起きだ出来夢 該当 出来事があつだ時期

離婚又は夫婦が別居しだ H/R 年 月頃

自分が重い病気やケガをしだま

たは流産しだ
H/R 年 月頃

配偶者や子供、親又は兄弟が死

亡しだ
H/R 年 月頃

配偶者や子供が丘い痛気やケガ

をしだ
H/R 年 月頃

自分や皇の回りで起きた出来夢 咳当 出来願があった晴期

親顛の確かで世間的にまずいこ

とをしだ人が出だ
H/R 年 月頃

多額の財産を損失しだ又は突然

大きな支出があった
H/R 年 月頃

天災や火災などにあつだ又は犯

罪に巻き込まれだ
H/R 年 月頃

病名 発病時期 治擦期間
′

医療機関名

H/R年 月
H/R 年 月

~H/R 年 月

H/R年 月
H/R 年 月

~H/R 年 月

H/R年 月
H/R 年 月

~H/R 年 月

H/R年 月
H/R 年 月

~H/R 年 月
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8学歴及び職歴を教えてください。

に" :: ‐…
・最終学歴

1
･職歴

9家族構成を教えてください。

同居している人を○で囲んでください。

記入例）

両親

、本人・兄弟

夫・妻

ゞ子ども

10次の資料がありますか｡※①又は②のいずれかを丸で囲み､①の場合は､コピーを添付してください。

（1）人間ドックや健康診断の記録

①ある ②ない

L

（2）出勤・帰宅時刻・残業時間など勤務状況を記録（メモ）していたもの（例えば手帳、日記、カレン
ダー、家計簿、 メール）

①ある ②ない

-115-＝

事業場名 職 種

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 ・日

年 月 日
’
一 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日



〆

11 最後に、あなたが今回の精神障害の発病が業務に原因があると考える理由を詳しく教えてください。
また、その他調査に当たり参考となる特記事項がありましたら記入してください。

-116-
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様式4－1

依頼事項

に発病した精神障害に関して労災保険に請求がありましたが、

業務上外の判断をする上で必要がありますので、下記事項について、ご意見等

を賜りますようお願いいたします。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、 月 日までにご回答くださいま

すようお願い申し上げます。

記

1 貴院への初診日についてご回答ください。

2 貴院に受診したきっかけ（来院経路等）及び初診時の主訴について、

ご回答ください。

3 初診時における症状についてご回答ください。

4 疾患名とそのように診断された根拠について、ご回答ください。

（できる限り、 ICD-10の診断ガイドラインに基づきお書きくだ

さい）

5 発病時期とそのように診断された根拠について、ご回答ください。

（できる限り、発病時期は絞り込んでお書きください）

6 発病原因とそのように診断された根拠について、ご回答ください。

7 治療経過、投薬状況などの治療内容、現在の病状について、ご回答く

ださい。

8 精神障害の既往歴について、ご存じであればご回答ください。

19 他の医療機関・診療科の受診の有無、有の場合はその内容について、
ご存じであればご回答ください。

10 当署職員がこの方からの聴取を行うに当たっての制限又は留意事項
があれば、ご回答ください。

11 精神障害が業務が原因で発病したか判断する上で参考となる事項が

あれば、ご回答ください。

12 ご意見の裏付けとなる資料等（診療録・看護記録、性格テスト、精神

療法の結果、血液生化学検査等の結果、投薬状況などを記載したもの、

その他治療経過に関して記載したもの）がございましたら、ご提出くだ

さい。

以上
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様式4－2

に発病した精神障害に係る下記事項について、意見書提出依頼のあった、

下記のとおり意見等を申し述べます。

当院への初診日について1

当院に受診したきっかけ（来院経路等）及び初診時の主訴について2

初診時における症状について3

疾患名及びそのように診断した根拠について4

発病時期及びそのように診断した根拠について．5

発病原因及びそのように診断した根拠について6
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治療経過、投薬状況などの治療内容、現在の病状について7

精神障害の既往歴について8

「

他の医療機関・診療科の受診の有無、有の場合はその治療（投薬等を含む）内容9

について

当署職員がこの方からの聴取を行うに当たっての制限等について10

その他参考となる事項について11

意見の裏付けとなる資料等
■

別添のとおり。 ．

12

以上

日令和 年 月

医師氏宅 ⑳
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様式5

依頼事項

に発病した精神障害に関して労災保険に請求がありましたが、

業務上外の判断をする上で必要がありますので、下記のうち1 234※の

事項について、ご意見等を賜りますようお願いいたします。

※署において咳当部分に○

なお、調査資料は別添のとおりであり、ご照会事項の詳細及び署の見解は｢調

査官意見の詳細（2）」欄（別添2頁目）に記載しております。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、 月 日までにご回答くださいま

すようお願い申し上げます。

記

1対象疾病の発病の有無、疾患名及び発病時期について

対象疾病の発病が有の場合は疾患名及び発病時期と、そのように診断さ

れた理由も併せて、ご回答ください。

2業務による出来事の心理的負荷の総合評価について

出来事ごとの心理的負荷の総合評価と、複数の出来事についての全体評

価、また、そのように判断された理由も併せて、ご回答ください。

「

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の評価について

業務以外の心理的負荷又は個体側要因により発病したと判断できるか

否かについて、そのように判断された理由も併せて、ご回答ください。

4その他
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様式6

計画作成(変更)年月日

調査担当者

(No. )の服

-121-

I

璽亘
壱二 副署長 課長

調
。
調

潔
官
給
官

係長 係

鯖求書受付年月日 鯖求種別

被災労働者氏名 生年月日

『

性別

疾患名〔講求時〕

疾患名：

発病日： 、 発病時年齢 歳）

現在の状況

口生存

口死亡(死亡年月日： 死亡時年齢 歳）

事業の名称

謂求の趣旨
(謂求人が述ぺ
る業務災害の
理由等）

調査計画
の概要

■ ゆ



W蚕計画及び施状調

－122－

区分 鯛査対象 閃垂(依鋤予定年月
査腐
日
着手(依蜘孚月

完了年月日 備考

資
料
等
の
収
集

論求人

（ ）

所属事業場
（ ）

主治医
（ ）

専門医
（ ）

産業医等
（ ）

健保歴等
（ ）

消防署･救急隊
（ ）

警察署(凹段

（

の”

）

取引先等(必要“合）

（ ）

（ ）

（ ）

● ●

● ●

● ●

● ●

0 ●

■ ●

● a

● ●

● ●

● 、

● ●

■ ●

● ●

● ●

● ■

● 、

● ●

■ ●

■ ■

● ●

● ●

● ●

、 ●

● ●

● ●

● ●

● 、

● ●

● ■

■ ●

● ●

■ ●

● ■

乎後･日記･メモ･ｶﾚﾝダｰ等・
逝舎･死亡蝕断谷

会“要C組繊図･斡薬規則。
各種協定届｡社内屈歴･人事孝
限･健詮個人票･ﾀｲﾑｶｰド姉

定見香･カルテ･CT｡趣1，X
P･脳波等の各融桧客鞍畢

窓兄書

医歴･各種憎鰍

･レセプト(写）

杖忽隊出勤時の状況

事故鐙ロロ害便母(自殺の手

段､自殺の状呪梓)･自殺と判断
した理由･死体検案毎

鋼葛による出来事が取引先等に
関係する場合

聴
取

請求人
（ ）

親族
（ ）

親族
（ ）

事業主
（ ）

上司

（ ）

上司

（ ）

同僚
（ ）

同僚

（ ）

同僚

（ ）

部下
（ ）

部下
（ ）

友人

（ ）

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● 0

● ●

● ●

● ■

● 、

● ●

● ●

● ■

● □

● ■

● ●

● ● Q

● ●

● ●

｡ ●

● ●

● ■

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

、 ●

● ●

O ●

■ ■

● ●

● ●

● ら
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様式7

No.

〕 事案の処理経過簿〔

-123-

年月日 処理内容
担当

者
決裁

｛

管理者指示事項等
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(続紙) No.
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年月日 処理内容
担当

者
決裁 管理者指示事項等

、■■■■■■■■■■ーｰーｰー1■ ■ロー‐一一ー■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■■■ｰ一一＝‐■■■■■■ーー■■ｰ■､ｰ‐■■‐ー‐‐‐‐‐■■‐■■■■ー‐一一＝I■ ■‐‐■■■■一一－4 D‐■■＝一一‐■■■■■■■■■■■■ロ■■ｰ Dｰｰ■■ｰーー－－■■‐一口■■■■■■■■＝ー■■‐■■ｰ‐ローー‐■■■■一■■■■■■‐‐‐I

■I■■Ⅱ■■q■■q■■I■■ーーーI■■q■■q■■

■ー■■ー■■■■■■■■ー■■■■‐■■■■‐‐■■■■‐■■■■■■■■ロ■■■■■■■ローーーーーー■■‐ーー■■■■‐■■■■ーー■■ー■■■■

■一一■■■■■■ーｰ‐■■＝‐■■－－■■ｰローーー■■‐‐■■‐ー■■一一一一一ｰ■■ー‐‐■■ー‐‐‐●■‐一－一q■ ■‐－－‐‐‐‐I ローｰ‐ー‐‐‐‐ー■■－－‐ ､■■■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■‐‐■■■■1■■‐ー■■■■■■ーー■■■■■■ー■■一一ー‐ー■■一一q

bー4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝ p■■■■■■■■■■ーーーー■■ｰ■ﾛ■ー■■■■ーー一一一ー‐‐ｰ‐4■■ー■■■■ー－－－■■‐‐ｰ一一一‐ｰｰー一一Ⅱ■■ｰ■

け－－■■'■■4■■■■■■4■■■■4■■－0■

､■■■■■■■■－1■■ー■■ー4■■一口

､一一一■■■■■■■■■■■■■■■■■

1－ーーｨ■■■■■■4■■4■■■■■■q■

■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■■1■■1■■1■■■■ー－－■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■ーーーー■

■■■■■■■ｰー■■■■■■■■■■ｰｰ－－－ー■■ｰ‐‐■■ロローー■■ー一一一ｰ■■■■■■■■■■■■■■■■＝■■■■■■■■■■-＝■

pー一一■■■■■■4■■1■■1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■＝ー~ー■■■■ーー‐ローーーー4■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■ｨ■■1■■1■■■■■■■■1■■4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ーー■■■■ー－－■■‐‐■■■■‐

■■■■■■■ーー■■ー1

■■■ー■■■■■■■■'■■4

■■■‐‐一--■■q

D■■ー■■■■■■一一‐■■一一一■■ー

D■■■■■■■■■■■■‐ｨ■■■■■■1■■■■4■■ー■■

ーー‐＝ー口一一一一一一一■■■■

､ー‐ー一一ｰー‐ー‐ー‐‐ーロー■■一一■■■■‐ーー■■‐‐■■ーーｰ‐ｰ＝ｰｰ-1

ﾛ■■■■■■■■ーー■■ー■■ー■■■■ー‐■■■■ーー■■■■ーー■■■■■■■■■■ーー■■ーー‐■■■■ーq

ローーー■■ー■■ーー■■ｰ‐‐一一一ーローーー■■ｰ■■－－‐ーローーーー■■ー■■■■ﾛ

ロー■■ーｰ‐ーー一口■■■■■ ■■■ーーー■■‐■■＝‐‐‐‐■■ｰ■■‐‐■■‐‐■■■■－－‐ー‐‐‐‐■■■■■■ーｰー口■■■■ー■■■■■■＝ー■■■■ー＝■ p■■‐‐q■■■■■ー1 D‐ー‐-口ー‐－－ーｰｰ‐■■ー

､■■ーーー■■■■ーー■■■■ーーー‐■■ーー‐■■■■■■‐‐‐ーー■■‐ー■■‐‐‐■■‐‐‐I

トーーロ■■ー■■ー■■ーー■■■■■■■■ーー■■ー■■■■＝■■ー■■■■■■ー■■■■■■ー■■‐ーー一一4



精神障害事案に係る処理経過簿
様式8

華
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鱈
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（
臆
俶
瀦
×
岬
囲
蝋
轟
嘩
〉
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筏
鱈
綱
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一
一
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叶
潅
唄
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銀
臣
潅
華
釈
京
臣
盤
罰
叶

緊
皿
・
伸
置
拝
涯

（
麓
佃
腐
）
岬
圃
崔

１
１
町
Ｈ
Ｅ
Ｈ
Ｉ
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■
０
８
４
９
１
１
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一
日
ｑ
Ｉ
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Ｉ
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ｌ
ｌ
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臣
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哩
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号
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卿
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（
虚
筏
憲
）
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蝋

轟
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骨

篭
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咋
余
票

（
骨
）
厚
■
〈
糾
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〉

敬
圃
・
垂
ド
閏
・
さ
制
勝
・
剥
制

（
泌
唱
）
■
盛
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璽

■

■

Ⅱ

０

Ｊ

・
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■

■

■
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凸
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垂
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調査・取りまとめ様式記入例Ⅳ

(医学的見解）

-12ケ



－－－1■■一●. 一』ーウー一●1■■■■－1■■■■

｡■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■‐■■守 勺 ｡－－凸↓ﾛ■■■｡■－5●4●一ﾛ1■' 1■

調査・取りまとめ様式記入例（目次）

事例1 （重度の）病気やケガをした事案

（専門医意見：様式1） 〔業務外〕

事例2顧客や取引先からクレームを受けた事案

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕

事例3仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった事案

【 （主治医意見：様式2） 〔業務上〕

事例4出来事が複数ある事案

（専門部会意見：様式2） 〔業務上外を部会に協鰻〕

事例5 1か月に80時間以上の時間外労働を行った事案

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕 ．

事例6 2週間以上にわたって連続勤務を行った事案

（専門医意見：様式2） 〔業務上外を専門医に協蟻〕

事例7出来事が複数ある事案

（専門部会意見：様式2） 〔業務上外を部会に協議〕

事例8上司等から治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた事案

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕

事例9上司等から暴行等の身体的攻撃を執鋤に受けた事案

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕

事例10上司等による箱神的攻撃が執勧に行われた事案
6

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕

事例11 同僚からの集団による精神的攻撃が執鋤に行われた事案

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕

事例12上司等による精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない事案

（専門医意見：様式1） 〔業務外〕
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事例13同僚等から治療を要する程度の暴行等を受けた事案

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕

事例14同僚等から人格や人間性を否定するような言動を繰り返し執勘に受けた事案

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕

事例15同僚等から人格や人間性を否定するような言動を受け、行為が反復・継続

していない事案

（専門医意見：様式1） 〔業務外〕

事例16セクシュアルハラスメントを受けた事案

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕

事例17業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者に係る事案

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕

事例18精神障害が発病後増悪した事案

（専門部会意見：様式1） 〔業務上〕

事例19通勤災害の事案

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕

(注） 事例4， 6及び7は、様式2により医学意見の依頼を行う場合の記入例を示しており、実際の処

理においては、医学意見の聴取後、様式1により別途取りまとめた上で決定する必要がある。
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事例1 （重度の）病気やケガをした事案（業務による心理的負荷評価表の項目

1と項目2）

○事案のポイント

・鯖求人は、業務中に起こった爆発事故でケガを負った。

・この事故により同僚等が大ケガを負う様子を目撃した。

○出来事評価のポイント

・悲惨な事故を目撃したことの心理的負荷は項目②で評価し、自らがケガをしたことの

心理的負荷は項目1で評価する。

・それぞれの項目に当てはめを行い、いずれかの項目で「強」と判断される場合には、

該当する項目により決定を行う。また、どちらの項目で評価しても「強」に至らない

場合は、それぞれの出来事を「具体的出来事」に当てはめ、出来事が複数ある場合の

全体評価を行うこととなる。

○医学意見の聴取のポイント

・全体評価の結果、 「強」に該当しないことが明らかな場合は、専門医意見で決定す

る。

(心理的負荷表（抜粋)）
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｢薫而様式1

精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

F5rr弓5_Z1
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整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
關
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年1月26 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下館事由により再溺査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償雪美

平成 25 年10月

●

6 日

1

購求種別

u療養口休業口遺族

口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 飲食店

事業の名称 ‐居酒屋彼が関 労働者数 5

人

事業場の所在

ー

T －

○○県△△市
愈話 99 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

にんたいまつえ

認対松江
生年月日 昭和63年9月15 日 性別 男・因

職 種

ふりがな

鯖求人氏名

接客

にんたいまつえ

認対松江
続柄 本人

雇入年月日 平成21年10月 1 日

疾 〔鯖求時〕疾患名： 外傷後ストレス障害 発摘日： 平成25年 2月 4日頃（発病時年齢24歳）

〔決定時〕疾患名： 外傷後ストレス障害（腿3.1） 発病日： 平成25年 2月 4日頃（発痢時年齢24鼓）

現在の状況
陛逼
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述

平成25年2月4日、鯖求人は業務中にガス爆発事故に遭い、爆発音に驚いて転倒した結果、頭部打撲により負
傷した。

事故後は精神的に不安定になり、理由もなく涙が出る、事故の悪夢を見る、物音に過剰に反応するなどの症状
が生じ、ストレスにより奪麻疹も生じた。また、薬を服用しないと睡眠をとることもできなかった。
このような症状が生じたのは、すべて今回の爆発事故が原因であると思う。

事案の概要
儒定した
事実）

平成25年2月4日21時30分頃、錆求人がアルバイトとして勤務している居酒屋飯が関において、店長と男性従
業員がキッチンでカセットコンロ用のガスボンペを廃棄するための穴開け作業を行っている際に爆発が起こつ
た。爆発自体は小さく、窓ガラス等の破損もない規模であったが、鯖求人は、フロアで接客中に、爆発音に驚い
たはずみで転倒した。その結果、鯖求人は頭部打撲により全治1週間との診断を受けた。また、店長及び男性従
業員は、頭部及び両腕に全治1か月の熱傷を負った。
錆求人は事故直後から不眠などを所え、同年2月6日に受診した精神科で急性ストレス反応と診断されたが、
2か月経過以後も症状の持続がみられたため、診断名は外傷後ストレス障害に変更された。
業務以外の心理的負荷及び個体側要因は確認されなかった。

総合判断
〔調査官の意見〕

本件は、 〔 業務上 ． 「蕊霧列］と考えろ‐

(理田）

請求人は、平成25年2月4日の爆発事故直後に急性ストレス反応を発病し、その後、外傷後ストレス障害に移
行したものと判断される。

平成25年2月4日の爆発事故は、具体的出来事の「 （重度の）病気やケガをした」及び「悲惨な事故や災害の
体験、目撃をした」に骸当する。それぞれの出来事の心理的負荷を評価すると、鯖求人自身のケガは頭部打撲で
あり、全治1週間と軽傷であったと考えられること、また、店長等が負傷する事故であったが、死亡したり多量
の出血を伴うなど特に悲惨な事故とまではいえないことから、心理的負荷の全体評価は「中」と考えられる。
以上から、本件は業務外と判断する。

（医学意見書:匿雨弓・ 部会）
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1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷
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精神障害発病の有無
l■■■■■■

有
I■■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成25年 2月 4日

疾 ，患 名
(IC"10診断ガイド
ラ インによる）

外傷後ストレス障害(F43.1)
０
■

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ ）囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 罰 ・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有。
■■■■■■■

無
■■■■■■■

O ●

具体的出来事
心理目

総合評

（ （重度の）病気やケガをした） 平均( I

具体的な内容及び評価；

●

●

Ⅱ 。回

平成25年2月4日21時30分頃、諸求人がアルバイトとして勤務している居酒屋
砿が関において、店長と男性従業員がキッチンでカセットーンロ用のガスボンペ
を廃棄するための穴開け作業を行っている際に爆発が起こった。爆発自体は小さ
く、窓ガラス等の破損もない規模であったが、請求人は、フロアで接客中に、爆
発音に驚いたはずみで転倒した。
錆求人は、頭部打撲により検査入院したが、全治1週間と診断され、入院翌日
には退院しており、後遺障害を残すようなケガではなかったため、総合評価は
｢弱」と判断する。

（ 類推の有無 有．囹

）

）

ヨ申 強

（悲惨な事故や災害の体験、 目撃をした ） 平均( I ･

具体的な内容及び評価：
回 ．Ⅲ ）

平成25年2月4日21時30分頃、請求人がアルバイトとして勤務している居酒屋鮫が関に
おいて、店長と男性従業員がキッチンでカセットコンロ用のガスボンペを廃棄するための
穴開け作業を行っている際に爆発が起こった｡･爆発自体は小さく、窓ガラス等の破損もな
い規模であったが、鯖求人は、フロアで接客中に、爆発音に驚いたはずみで転倒した。
論求人のケガは重症とはいえない程度であったが、事故当時、鯖求人は、頭部及び両腕
に火傷を負った店長と男性従業員の姿を間近で目にしていたことから
目撃をしたことが鯛められるが、被害者の死亡や大量の出血を伴うよ
とは言えないこ'とから、総合評価は「中」 と判断する。

、本件事故の体験、
うな特に悲惨な事故

（ 類推の有無 有．囹 ）

弱 田 強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ ．m )

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

-132-

労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

1 時間

発病前2か月

3 時間

発病前3か月

5 時間

発病前4か月

7 時間

発病前5か月

2 時間

発病前6か月

4 時間

①

複数の出来事
全体評価

の

平成25年2月4日の爆発事故は、具体的出来事の「 （重度の）病気やケガをした」及び「悲惨な
事故や災害の体験、目撃をした」に咳当する。それぞれの出来事の心理的負荷を評価すると、謂求
人自身のケガは全治1週間程度の頭部打撲であり、入院翌日に退院するなど軽傷と考えられるこ
と、また、店長等が負傷する事故であったが、爆発自体は小さく、窓ガラス等の破損もない規模で
あり、死亡したり多量の出血を伴うなど特に悲惨な事故とまではいえないことから、心理的負荷の
全体評価は「中」と考えられる。

総合評価 弱 回 強

出来事の有無

凹確開できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは罷められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと寵められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療掘関名 受診期間 病名

初診〔・東京病院 ] [ H25年 2月～ 年 月] [外傷後ストレス障害 〕

１
１
ｊ

ｌ
ｔ
ｆ

ｊ
ｌ
Ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｌ
ｆ

ｊ
ｌ
Ｊ

ｌ
ｆ
ｆ

年・月 錆求人の申述 資索紙． 鯛査結果 資料No.

125年
2月

事故の直後から精神的に不安定になり、ストレ
ｽにより孝麻疹も生じた。 （鯖求人申立書）

爆発事故の際、私はお客機の注文を聞くために
中腰の姿勢でいましたが、大きな爆発音に驚いた
|まずみで前のめりに転倒してしまい、机の角に頭
を激しくぶつけました。この時私は、痛みでその
場にうずくまり、 「痛い《痛い」などと叫んでい
たと思いますも

事故後、どうやって救急車に乗ったのかはよく
麓えていません。救急車の中で救急隊員に名前と
住所と連絡先を聞かれたことに答えたことは覚え
ています｡強い痛みがある中で、何人からも同じ
ことを聞かれ、救急車もなかなか病院に向かわな
かつたことに対し、怒っていました。 （聴取書）

両親が駆けつけてきて、両親の顔を見たら涙が
出てきました。 （鯖求人申立書)．

入院中はずっと不眠の症状が続いており、その
状態を看獲師さんに見られていたのか、その後精
神科を受診することになりました。初診の時は、
早く家に帰りたいとの思いが強く、主治医の先生
には精神的に不安定になっていることばないと鯖
しました。 （聴取書）

● ■

平成25年2月5日に退院して自宅に戻りました
が、精神的に不安定な状態が続きました。 （聴取
書）

０
０
Ｏ
○
○○

■ ●

平成25年2月4日21時43分救急車現場到着。被災
者は立位で待機。意餓レベル正常。頭部右側面に打
僕跡を露める。気分不良及び意餓消失なく、負傷部
位の保膜及び冷却を実施。21時51分現場出発、21時
56分東京病院収容。 （○○消防署回答）

脇対さんは救急車の車内では病院に着くまでずつ
と震えて泣いていた。名前と生年月日を聞くと、
ゆっくりと答えてくれた。他の従業員2名の方を気
にしていた。

今回の事故は突然の爆発によ届もので、御本人の
儀子からも大きなショックを受けたのだろうと感じ
た。 （救急隊員からの聴取）

松江は私たちを見ると、 「すごく怖かった。今日。
は休めばよかった。 」というようなことを号泣しな
がら言っていました。パニック状態だったと思いま
す。 （母親の申述）

少し落ち着いてから事故直後のことを本人に尋ね
ると、 「爆発の後、何が起こったのか分からなかっ
た。頭に衝撃を感じ、その場にうずくまった。高松
君は服の両袖が燃えてなくなり、髪の毛も焼けてい
た。救急車がなかなか来なくて、来たのも1台ずつ
だった。私はとにかく怖くて家に帰りたかったが、
頭が痛く、どうしたらよいかわからない状態だっ
た。とりあえず救急車に乗るよう促されて乗った
が、怖くて腰えが止まらず、車内ではずっと泣いて
いた。 」というようなことを言っていた。 （母親の
申述）

検査入院で翌朝退院しました。大事には至りませ
んでしたが、入院中、本人は眠れないと言ってお
り、手足とお腹が痒いとも言っていました。
退院後、すぐに手足に大きく膨れる奪麻疹が生
じ、今でもその跡が残っています。精神科の先生に
は「ストレスが原因だろう」と曾われました。 （母
親の申述）

ｏ
○
Ｏ
○
○
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年・月 錆求人の申述 資料No. 鯛査結果 資糊o、

腿5年
2月

2回目に精神科を受診した原に、訳もなく涙が

出ることや、事故の悪夢を見ること、物音に過剰
に反応するようになったことなどを主治医の先生
に話しました。 （聴取害）

退院後、高松君のお見舞いに行きましたが、高
松君の状態はひどく、湊を見るなり気分が悪く
なってしまいました。 （聴取番）

今回の事故によって薬がないと眠れなくなり、
大きな音や電車が怖くなりました。
私は基本的に悩みを持たない性格で、これまで
一度も糖神的に不安定になるようなことはありま
せんでしたので、まさか自分がこのようになると
は思ってもみませんでした。 （聴取香）

現在、打撲の痛みはありませんが、足には奪麻
疹が残っています。 （聴取書）

○
○
○

高松君の状態がとてもひどかったようで、松江も
気にしていました。高松君の状態が落ち箸くまで会
わないようにしていましたが、それでも「私だけが
良くなるのは申し駅ない」と首って事故のことを思
い出してはショックを受け、奪麻疹が出ることがあ
りました。 （母親の申述）

娘は体閥を崩しやすくなり、すぐに疲労を解えた
り、熱を出したりするようになりました。 （母親の
申述）

○

○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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！

出来事： （重度の）病気やケガをした・悲惨な事故や災害の体験、目撃をした

年・月 錆求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

児5年

2月

平成25年2月4日、勤務先で爆発事故に遭い、
庸院へ運ばれた。爆発音に鷲いたはずみで転倒
し、頭部を机に打ち付けた。 （請求人申立書）

事故は21時30分頃に起こりました。店長とアル
パイトの高松君がカセットコンロ用のガスボンベ
を捨てるために穴を開ける作業をしているときに
農発したみたいでした。爆発事故の際、私はお客
駿の注文を聞くために中腰の姿勢でいましたが、
大きな爆発音に驚いてたはずみで前のめりに転倒
して.しまい、机の角に頭を激しくぶつけました。
この時私は、痛みでその場にうずくまり、 「痛
い、痛い」などと叫んでいたと思います。聴取
害）

退院後、高松君のお見舞いに行きましたが、高
松君の状態はひどく、姿を見るなり気分が悪く
なってしまいました。 （聴取書）

へ

０
０

０
○

店舗の奥にあるキッチンで、使用済みの力

セットコンロ用のガスボンベを廃棄するため
|こ、先の尖った金槌を使用してボンベの底に穴
を開けている時、突然爆発が発生したもの。
キッチンは食鋸等の什器が破損したものの、
窓や壁など建屋の損傷はなく、 2名が火傷を
負った。 （事業場からの報告）

金槌で叩いた途端に火が見えた。何が起こつ
たか分からなかった。気が付いたら店舗の入口
付近に座っていた。 （店長宮崎の申述）

何が起こったのか分からなかったが、大きな
音と前に砥いていたガスボンベから火柱が向
かってきたこと、服の火を消しながら店の外ま
で走ったことは覚えている。 （アルバイト高松
の申述）

21時30分頃、キッチンで店長と高松君が力
セットコンロ用のボンベのガス抜きをしていた
時に爆発が起こったようです。私は同じ建物の
事務所内におり、爆発音を聞きました。
爆発直後、店舗に駆けつけると、店長が火傷
を負っており、服が焼けているのを見ました。
店の外で開対さんと高松くんを見つけ、とりあ
えず全員が無事で良かったと思いました。
当時お客椴は一組だけで、おケガはありませ
んでしたので、お勘定をいただかずに餅罪して
お帰りいただきました。 （オーナー山口の申
述）

駆対さんは救急車の車内では病院に著くまで
ずっと震えて泣いていた。名前と生年月日を聞
くと、ゆっくりと答えてくれた。他の従業員2
名の方を気にしていた。
今回の事故は突然の爆発によるもので、御本
人の様子からも大きなショックを受けたのだろ
うと感じた。 （救急隊員からの聴取）

少し落ち着いてから事故直後のことを本人に
尋ねると、 「爆発の後、何が起こったのか分か
らなかった。頭に衝撃を感じ、その場にうずく
まった。高松君は服の両袖が燃えてなくなり、
髪の毛も焼けていた。救急車がなかなか来なく
て、来たのも1台ずつだった。私はとにかく怖
くて家に帰りたかったが、頭が痛く、どうした
らよいかわからない状態だった。とりあえず激
急車に乗るよう促されて乗ったが、怖くて震え
が止まらず、車内ではずっと泣いていた。 』と
いうようなことを倉っていた。 （母親の申述）

Ｏ
Ｏ
○
○
○
○

認定事実 。
一

平成25年2月4日21時30分頃、鯖求人がアルバイトとして勤務している居酒屋段が関において、
ンでカセットコンロ用のガスポンベを廃棄するための穴開け作業を行っている際に爆発が起こり、

店長と男性従業員がキッチ
錆求人は、フロアで接客中

であったが、爆発音に驚いたはずみで転倒した。 、
爆発により負傷した鯖求人は、頭部打撲で全治1週間との診断を受け、事故後は搬送先の病院にそのまま入院したが、翌朝
には退院した。後遺障害が残るようなケガではなかった。
一方で､店長及び男性従業員は､頭部及び両腕に全治1か月程度の熱傷を負うなど､悲惨な事故であったと認められる。



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・圏）
上記が有の場合その内容

-13ケ

出 手： なし

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

認定事実
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5－1主治医・産業医等の意見

＄
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主治医の意見書

回･無〕

慨要）

(東京病院外科信濃太郎医師の意見御
初診日は平成25年2月4日。アルバイト先の居酒屋での爆発事故に遭遇し、当院救急外来に搬送さ
れ、そのまま入院となる。 「頭部打撲」と診腕入院時、不眠の所えがあり、箱神的にも不安定な様
子が窺われたため、当院糖神科を紹介した。
検査入院後、翌朝退院となった。後遺症は残っておらず、同日終診

(東京病院糖神科江戸一男医師の意見書）
1初診日は平成25年2月6日

。

2爆発事故による負傷の治療を担当した当院外科信濃医師の紹介により当科受診。主所として、不
眠の所えがあった。
3初診時の症状として、本人は不眠であることを開めたが、精神面が不安定なことについては否定
していた。
4 当初、急性ストレス反応と診断したが、事故後2か月を経過しても症状が持続していたため、外
傷後ストレス障害に変更した。診断根拠は、ICJ10の診断ガイドラインによる。
5発病時期は平成25年2月4日、発病原因は同日の爆発事故。被災後に生じた本人の症状や、治療
経過において観察した本人の様子などから判断した。
6抗不安薬を投与している。現在も通院を継続しているが、投薬により症状は徐々に軽減してい
る ｡

7精神障害の既往歴は罷められない。
8他の医療擬関の受診はないと聞いている。
9聴取時間は1回30分を超えない範囲にすぺき。また、聴取は女性職員が行うことが望ましい。

診療記録等の収集 （囿・ 無）

資料No.

産業医意見書

〔有･園

慨要）

9

専門医意見害
(鯖求人提出）

． 〔有･園

(概要） ．

、

L



5－2専門医の意見
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（

部会

鑑關頼）
の意見害

(地方労災医員長野吹郎医師の意見書）

1精神障害の発病について
開求人は、アルバイト先の居酒屋で爆発事故に遭遇したことを契機として、その直後から不眠
症状を所えている。主治医によれば、当初、急性ストレス反応と診断したが、事故後2か月を経
過しても症状が持続していたため、外傷後ストレス障害に変更したとのことであるが、当該診断
は、診療記録や請求人の心身の症状に関する申述等を踏まえると、 I -10の診断ガイドラインに
照らして妥当なものと考えられる。したがって、請求人は、平成25年2月4日の爆発事故直後に
外傷後ストレス障害を発病したものと判断される。

2業務による心理的負荷の検肘
署の調査によれば、請求人は、平成25年2月4日21時30分頃、アルバイトとして勤務している
居酒屋酸が関において、店長と男性従業員がキッチンでカセットコンロ用のガスボンベを廃棄す
るための穴開け作業を行っている際に起こった爆発に驚き、フロアで接客中に転倒したことによ
り、全治1週間程度の頭部打撲を負った。また、
従業員は、頭部及び両腕に熱傷を負うなど、全治

爆発自体は小さなものであったが、店長と男性
1か月のケガを負う事故であった。

この出来事を認定基準の別表1に照らせば、具体的出来事の「 （重度の）病気やケガをした」
及び「悲惨な事故や災害の体験、 目撃をした」に咳当し、その平均的な強度は、それぞれ「Ⅲ」
及び「Ⅱ」であるが、舗求人自身のケガの程度は打撲であり、全治1週間程度と重傷とはいえな
いことから「弱」にとどまり、また、店長等の負傷の程度は、全治1か月程度で重傷といえるも
のの、死亡や多量の出血を伴うような特に悲惨な事故とはまではいえないことから「中」と判断
される。
以上を全体評価しても、全体としての心理的負荷は「中」にとどまると考えられ、署の見解は
妥当なものと考える。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討
これらについては確認されていない。

4結輪
本件については、業務上の疾病には該当しないものと判断する ｡
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6就業条件等一般的事項

-139-

学歴 最終学歴〔中学校…大学.大学院.その他( ) H19年 3月 卒業〕 資料".

職歴

{瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

I瀞I
所定労侭時間、
所定休憩時間、
所定休日等

{瀞I

事業場名 職種

Ｊ
Ｊ
Ｊ

客接ｆ
ｆ
ｆ

ｌ
ｊ
Ｊ

日
日
日

、

月
月
月

年
年
年

一
一
一

日
日
日

１月
月
月

０１年
年
年

１腿Ｉ
ｆ
ｆ

ｌ
Ｊ
、
７

関が険屋酒居ｆ
ｆ
ｆ

配属先 職穣

ｊ
ｊ
ｌ
Ｊ

ｌ
ｆ
ｔ
に

’
Ｊ
丁
１

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

ｆ
ｆ
１
ｆ

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

ｆ
ｆ
ｆ
１

分
分
０
０

時
時

６
２
１
２

軸
麹
鐸
継
定
定
所
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 5 時間 30 分

(1週間） 22 時間 0 分

分所定休恩時刻： 時 分～ 時 （休憩時間

所定休日： ①週休1日制②週休2日制

時間 30 分）

「面万伝ラフ二軍E雨霜壷1 ④その他

|"鷲、‘……
①1か月単位変形労働時間制労働時間制度： ． ②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④裁迂労働制⑤その他

|"~
勤務形態： ． ①日勤勤務②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制 「灰万祠

|"…
雇用形態： ①正規職員・従業員 ②契約社員③派遣労働者

退
の

出
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
そ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

動

｢扉三戸~ﾃﾌ雨祠

の管理の状況g①タイムカ

特記事項

一 ド

⑤その他

②出勤博 庵砺扉扇雨1厩ｽ流言1 ⑤その他

今回の爆発事故によりキッチンに殻置されたタイムカードを焼失しており、鯖求人の申
告及び事業主の申告に基づき、出勤日数、労働時間等を確認した。

他特配事項：

１
１
１
１

’

｡

○
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｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に記載
すること。 I

』

居酒屋における接客業務に従事していたものであり、客への飲食物の提供、食器等の
洗浄作業などを行っていた。

資料恥．

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

’
の位澄づけ

組塑岡により表
すと共に琉取実

施者には○印を
付記すること．

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

○

---------+--------･‐

'○
I
I

○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■

可
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ

オーナー山口淡路

店長宮崎薩摩

アルバイト

鱒対松江（舗求人）

I

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図

(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を

付肥すること。

可
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■ーー■■■■■■■■■

I

ol
l
I
I
I

I
I
I
I

○

同居
■■■■■

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ロ■■■■■■■■■■■■■■■1■■■ーー■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝三

←

認対堺
（父）

鰯対松江
(請求人）
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7労働時間を認定した根拠
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(労働時間の把握方法）

ロタイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備配録等

回本人の申告 回管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

少

□その他 （ ）

(労働時間の推計方濁

今回の爆発事故とその後処理によりキッチンに設置されたタイムカードが散逸しており、論求人の申告
及び事業主の申告に基づき、出勤日数、労働時間等を確認した。
確認できた時間外労働時間は最長でも月7時間程度であり、精求人も長時間労働については主張してい
ない。このため、労働時間集計表の作成は省略した。

合 ﾛ

土 ①

資料恥



事例2顧客や取引先からクレームを受けた事案（業務による心理的負荷評価

表の項目12）

○事案のポイント

・請求人は、部下のミスをきっかけとして顧客から執勧なクレームを受けた。

・執勤なクレームへの事後対応において困難性が認められた。

○出来事評価のポイント

・本人に過失のないクレームについての心理的負荷は「顧客や取引先からクレームを受

けた（項目12)』で解価する（参考：本人のミスによるものは、 「会社の経営に影響す

るなどの重大な仕事上のミスをした（項目4)」で評価する｡)。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、 「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）
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出来事

の庫■

早寓“心I

具体釣
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一

唾負
■■■■■■■

Ⅱ■

心■

】

■■■■■■■

1打の■
■■■■■■■■

■
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皮

■■■■■■

画
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■ I 中

uと劇断する具体偵

強

4

》
嘩
函
函
趣
頸

会社の巳

孟'二巴■す
るなどの■

津仕事上

のミス乱
た

☆

・錘の大曾さ･丘女性､社会的

反ロの大きさ､換害等の麺

・ペナ碑ｨ･■函pの有■及
唾.事後対応の■腫性等

【“】

旦星、亘空_車些脅堂舎F君等から『■』又““と■■

O食杜の■■1通pするなどの丘大な仕事上の■ｽを
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【唖で“】
・企坐命星郵-苧＝す“どの…仕事上の､ス(…偏
會穿乞哩哩又_垂全■■今時璽織写巳ユ竺の但璽
ご咲■つ趣ｽ靱蜂事甚創頭尭白ｰた
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匡竺企_望め 4口＝…“た“食む）
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■客や取

引先かめ

し垂を受

けた

☆

｡■客･取引先の■口箆会社に

与貝と埋再の内容､田度等

・事後対産の田乙堂専

(”この項目建本“垂①い､ク
レームー､….本人の寧嘩

ら”は.項ロ4和する．

【｢■』唾ろ刺
。■客等からクレームを受けたが.何
に対応を求めらｵ蝿ものでばなく｡廟
引睡侭や.”内口･之整□三大Qな
宜化睡坤た

◎
量
■客や取引先からクレームを
雌

【｢中』で“■】
。■■~唾.…からｸﾚｰ
ﾑ(館＆…合の…の内
■鋸“もの)を量けた

【『卸lエ銅】
。■客や政91先かも宜麺クレーム(大口の配等の壁を

招台かねないもの.会社、■席を普しく毎つける“専)を受
け､その解鋼のためにせ毎門や劇の取引先と…エI邑当
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｢事罰冨可様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

r記一胃－55－罰
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整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年3月 3 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官保険次郎

平成 25 年10月 15 日

請求種別

回療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 ビルメンテナンス業

事業の名称 梅ノ門サービス㈱湾岸支店 労働者数 30 人

事業場の所在

ー

T 一

○○県××市
電話 999 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

ろうきたろう

労基太郎
生年月日 昭和54年10月 17 日 性別 男

職 種

ふりがな

請求人氏名

清掃

ろうきたろう

労基太郎
続柄 本人

雇入年月日 平成15年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔購求時〕疾患名： 適応障害 発病日： 平成25年 9月 上旬(頃)(発病時年齢 33歳）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成25年 9月 上旬(頃)(発病時年齢 33歳）

現在の状況 畦劃
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述

謂求人は、Aマンションのメンテナンス責任者として管理業務に従事していた。当該マンションは、事業場が
契約する最大金額の物件であり、マンション居住者等への対応には慎重を期す必要があった。
謂求人は、部下が所定のワックスがけを忘れる等のミスをしたことを契機に、平成25年7月頃より、マンショ
ン居住者（管理組合構成員）のBから度重なるクレームや、無理な要求を受けるようになった。
平成25年9月頃には不眠症、食欲不振に陥り、心身に支障を来すこととなったため、事業場に相談の上で精神
科を受診したところ、適応障害と診断された。

事案の概要
(認定した
事実）

舗求人は、平成25年9月10日にうえのメンタルクリニックを受診し、適応障害と診断されている。
Aマンションのメンテナンス責任者の立場にあった請求人は、部下のミスを契機として、平成25年7月頃か
ら、マンション居住者Bによる度重なるクレーム、無理な要求等を受けることとなった。部下のミスは軽微で
あったものの、繰り返しミスが生じてしまったことで信用が低下し、最悪の場合は契約解除も想定される状況で
あった。なお、マンション居住者Bの謂求人に対する態度は次第に威圧的になったものである。
業務以外の心理的負荷、個体側要因については、特に評価すべきものは確潔されなかった。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合畿による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

回
次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が罷められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する



調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合磯による意見を求める

上配1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

回上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

-144-

1 自殺事案 ．

2 業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3 業務による心理的負荷が「強」に咳当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が罷められる

4 鯖求人が悪化を主張している
一

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断について
高度な医学的検討が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が「強」に咳当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が明確に「強」に骸当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が罷められる
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1鯛査結果のまとめ

１
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精神障害発病の有無囿・無 発病時期 平成25年 9月上旬(頃） 自殺 。 生存

疾 患 名 】園山心陣言(rQU･〃

（ ）について主治医の判断の補足が必要。E雪

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が 堕度のもの・極度の長時間労働

有（ ） ・園

1

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 囿・無 恒常的な長時間労働の有無 有 。
－

無
一

具体的出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

（ 顧客や取引先からクレームを受けた ） 平均 （ 1回Ⅲ）
具体的な内容及び評価：

購求人はAマンションのメンテナンス責任者であり、 日頃からマンション居住者（管理
組合構成員）と接し、要望や注文を受ける立場にあった。
平成25年7月頃、部下が所定のワックスがけを忘れる等のミスが3度続き、これ以降、
マンション居住者Bから多少の汚れがみられるとすぐにワックスがけを行うよう再三にわ
たり要求されるようになった。鯖求人は要求の度に、応えられる範囲内での対応に努めて
いたが、Bの求めに応じて直接B宅を肪問し鮒罪させられるなど、困難な対応を余儀なく
された。その後もことあるごとにBから「仕事をなくす」 、 「会社を変更する」などと脅
迫、桐喝され、本社のカスタマーサービス部門に報告を上げて対応指示を受けるなど、困
難な鯛整に当たった。
当餓居住者からの要求は不当なものであったが、当咳マンションは所属事業場の契約で
最大金額の物件であったことに加え、元々のクレームの原因は他の作業員のミスが関与し
ていたこともあり、契約破棄ともなれば甚大な損害を被るとの思いから耐えていたことが
窺われ、心理的負荷の総合評価は「強」と判断する。

(類推の有無 有･園

弱中圃

不明

（ ） 平均( I 。Ⅱ．Ⅲ）

具体的な内容及び評価：

● q b

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明

（ ） 平均( I ．Ⅱ。Ⅲ）

具体的な内容及び評価：

(類推の有無 有・無）

弱．中強

不明



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

-14ヶ

労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

7 時間

発病前2か月

8 時間

発病前3か月

13 時間

発病前4か月

26 時間

発病前5か月

24 時間
0

発病前6か月

15 時間

複数の出来事の
全体評価

総合評価 ＠回 ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明

出来事の有無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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当該疾病に
関する糖神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 ・うえのメンタルクリニック〕 〔 池5年 9月～ 年 月〕 〔適応障害 〕

ｊ
ｊ
ｌ

ｌ
ｔ
ｆ

ｊ
Ｊ
ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｔ
ｆ

Ｊ
１
１

ｌ
ｆ
ｆ

年・月 鯖求人の申述 資料M. 調査結果 資料No.

H25年
9月

平成25年9月上旬頃から、不眠、食欲不握等が生じ
ることとなり、近くの精神科を受診することになっ
た 、

g 毎

■ ゆ

○ 平成25年8月下旬か9月上旬頃から労基さん

|ま元気がなかった。心配してお尋ねすると「最
近眠れない」ということを言っていたので、私
のミスが大ごとになっているのではととても落
ち込んだ。 （部下山田の申述）

業務の報告に際し、労基から不眠等の体鯛不
良が生じているとの報告があり、近日中に病院
に行きたいと話していた。 （事業場からの報
告）

0

○

○



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事：
ク

顧客や取引先からクレームを受けた ．

年・月 舗求人の申述 資料肋． 調査結果 資粥脳

H25年
7月

H25年
8月

H25年
9月

平成25年7月下旬、－緒に現場に入っている部
下（山田）が所定のワックスがけ作業を忘れると
いうことが3回続き、現場責任者であった私は、
マンションの管理組合構成員である居住者Bか
ら、以後の対応の改善を徹底するよう強く求めら
れた。 （聴取書）

平成25年8月上旬、Bから些細な汚れでもワツ
クスがけを行うよう再三にわたって求められるよ
うになり、社の規定を上回る回数ではあったもの
の、少しであれば問題ないと思い、承鰭して対応
していた。その回数は規定の2倍に近かったと思
吟

フ。 (聴取書）

平成25年8月中旬、Bから最近の管理不行届き
について脱明と耐罪を求める旨の要求があり、B
宅を1人で訪ねていかなければならなくなった。
この時、部下がワックスがけを忘れていたこと
を話題に出され、このような問題の反省を踏ま
え、住民が不快にならないよう、採算など関係な
く首われたとおりにやるぺき等、理不尽な要求を
受けた。結果的に3時間近くそのような内容を聞
かされることとなり、本当に辛かった。聴取
書）

翌日以降もBの行動は収まらず、私を見かける
度に「自費でワックスを調達して対応しろ」 、

｢仕事をなくす」 、 「会社を変更する」などと
度々脅迫、桐喝するようになり、通常の業務報告
に加え、本社のカスタマーサービス部門に報告を
上げて対応指示を受けるなど、本当に通常では考
えられない鯛整を行い、疲弊した。 （聴取書）

、

平成25年9月上旬頃から、Bから執勧に行われ
る理不尽な要求等により体調を崩し、不眠、食欲
不振等が生じることとなり、近くの精神科を受診
することになった。 （聴取書） ． ．

○
○
○
○
○

勤務先のマンションでの清掃作業は、定期的
にマンションロビーのワックスがけを行うこと
になっていたが、自分が失念して3度作業を忘
れていたことがあった。これが原因で、現場の
責任者である労基さんは、マンション居住者の
Bさんから厳しく注意されることになり、大変
申し訳なかった。 （部下山田の申述）

平成25年8月中旬以降、労基さんは度々居住
者Bさんから大声で怒られるようになった。労
基さんに聞くと、Bさんから頻繁にワックスが
けを求められたり、メンテナンス契約を他社を
変更するなどと脅されてもいたとのことだっ
た。 （部下山田の申述）

労基が担当していたAマンションの侭引主者B
から、弊社の対応の不手際等に関するクレーム
があり、労基に状況の報告を求めた。労基の報
告内容から弊社側の対応に問題はないと判断
し、今後、Bの対応に当たって問題が生じた場
合は報告するよう指示していた。
その後、Bの態度が悪質性を帯びてきたこと
から、支店への通常の業務報告に加え、本社の
カスタマーサービス部門にも報告を上げ、直接
対応指示を受けることになった。こうした対応
はあまり例がなく、労基は溺整に大変だったと
思う 回
労基がB宅を1人で肪問し鮒罪したことは報
告を受けたが、 3時間も理不尽な内容を聞かさ
れた点については、今回の労災諮求を期に本人
から初めて砿駆した。 （事業場からの報告）

労基から報告があり、Bへの対応に苦慮して
いる旨の報告があった。労基は体鯛不良を解え
るとともに、異動の希望を申し出てていた。
(事業場からの報告）

○
○
○
○

認定事実

鯖求人はメンテナンス業務を請け負うAマンションの現場責任者であり、 日頃からマンション居住者（管理組合構成員）と
接し、要望や注文を受ける立場にあった。
平成25年7月頃、部下が所定のワックスがけ等を忘れるミスが3度続き
れがみられるとすぐにワックスがけを行うよう再三にわたり要求されるよ

、これ以降、
うになった。

Aマンションの居住者Bから多少の汚
鯖求人は要求に応えられる範囲内での

対応に努めていたが、Bの求めに応じて直接B宅を訪問し耐罪させられるなど、困難な対応を余儀なくされた。その後もこと
あるごとにBから「仕事をなくす」 、 「会社を変更する」などと脅迫、桐喝され、本社のカスタマーサービス部門に報告を上
げて対応指示を受けるなど、困難な飼整に当たった。
Bからの要求は不当なものであったが、Aマンションはメンテナンス契約で最大金額の物件であったことに加え、元だのク
レームの原因は部下のミスが関与していたこともあり、契約破棄ともなれば甚大な損害を被るとの思いから耐えていたことが
窺われる。
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・園）
上記が有の場合その内容
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●

出来事： なし

年・月 錆求人の申述
●

資料恥 調査結果 資料恥

●

I■■■■■■■■■■■■■■■■■

認定事実

0



5主治医・産業医等の意見
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、

主治医意見書

画･無〕

(概要）

1平成25年9月10日、当院初診。
2平成25年7月頃、勤務先のマンションの住人からクレームを受け、以後、その住人から繰り返
し無理な要求を受けるようになり、同年9月初めより不眠、食欲不授に陥ったとして来院した。
3表情に活気がなく、元気がない槻子であった。不眠、食欲不振の所えもあった。
4疾患名：適応障害(F43.2)
診断根拠：不眠、憂鯵感、倦怠感、意欲低下、疲労感がみられること。
5発病時期：平成25年9月上旬頃
理由：本人が平成25年9月の初め頃から不潤が生じたと申し立てているため。
6職場の環境、業務上のストレスが原因と推測される。 （ストレス因と症状現況の時間的関係
や、ストレス因からの離脱により回復がみられるため。）
7薬物療法・精神療法により症状は徐々に改善している。
8精神障害の既往歴はなし。
9他の医療機関の受診の有無は不明。
10聴取は可能であるが、短時間が望ましい。

診療記録等の収集 （囿・ 無）

資料No.

産業医意見書

〔有題〕

慨要）

専門医意見書

(請求人提出）

（有囹）

(概要） ，
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学歴 簸終学歴〔中学校…大学･大学院･その他( ) H11年 3月 日(錘>中退〕 資料Nb．

職歴

|瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

|瀞I
所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

{瀞｝

6

事業場名 職種

〔 梅ノ門サービス] [ H15年 4月 1日～ ． 年 月 日] [ 清掃 〕

〔 上野企画 ] ( H13年 4月 1日～ H15年 3月 20日] ( . 清掃 〕

〔 目白ワークス ] I H11年 4月 1日～ H13年 2月 15日) [ 清掃 〕

配属先 職種

〔 事業開発媒 ] ( H15年 4月 1日～ 年 月 日] [ 楕掃 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 。 〕

鰯" 謡:, :1所定始業時刻： 8時30分

所定終業臨刻： 17時0分

所定休憩時刻： 12時0分～ 13時 0分‘ （休恩時間 1 時間 分）

所定休日： の週休1日制②週休2日倒 ④その他

L:凧緬耐壜…… ｜
③フレックスタイム制④裁丘労働制⑤その他

L ｡…雲…｡…… ｜
|"… I
雇用形魍：

出退勤の管理の状況：

’
特配亭項 ．

その他特配事項：

匠定悪頁弓悪顯1②契約社員③派遣労働者
e

④パート・アルバイト⑤その他

②出勤律③管理者による確認④本人の申告⑤その他

I

③カレンダー等により指定

①タイムカード
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｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に配載
すること． 1

マンション管理業務の現場責任者として勤務しており、マンション居住者への対応や敷地内の
清掃等に従事していた。

資料No.

事業場(所属部署)内
における当餓労働者

’
の位匠づけ

組撤図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付紀すること。

○

0

(湾岸支店）

’
士

ｰローローーロ

支店長

鮪求人(Aマンション現場責任者）

I

事業場以外にお
ける当餓労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付肥すること。

｡

、
‐

諸 ョ
別居 鰭姻、別居

労基三郎（父）
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7労働時間を認定した根拠

○

歩

-153-

(労働時間の把握方法） ’

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

タイムカードで確認したが、時間外労働は最長でも月26時間であり、請求人も長時間労働については主
張していない。このため、労働時間集計表の作成は省略した。

Q ●

●

け ｡

資料恥



事例3仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があり、その後に恒常的長

時間労働も罷められた事案（業務による心理的負荷評価表の項目⑮）

○事案のポイント

・購求人は、新規プロジェクトの担当になり、業務量が増大した。

。その後、月100時間程度の恒常的長時間労働にも従事した。

○出来事解価のポイント

・仕事量の変化（項目15）は、労働時間を加味しているため、恒常的長時間労働と組み

合わせて総合評価することはできない。

・配置転換等によって仕事量が変化した場合には、原則として最初の出来事である配置

転換等を「具体的出来事」として当てはめ、仕事量の変化（項目15）については出来

事後の状況とみなす方法により、その全体評価を行い、その上で、発病前6か月間

（全体評価を行った期間を除く｡）における恒常的長時間労働と組み合わせて総合評

価を行い、全体評価した心理的負荷の強度を修正する。

。上配の恒常的長時間労働の評価は、様式1と2の「1の（2）業務による心理的負

荷」にある「複数の出来事の全体評価」欄で行う。

○医学意見の聴取のポイント ボ

・総合評価の結果、 「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）

2国講的長■問麹が■躍れる■合の■合R■

①具体的出来事の心竃的負荷の強度が労■蒔価趣味せ抗三r中｣程度と肝国される堵合であって.出来事の後に恒常的な長時閃労■(月100島間極度となる時岡外労
■>が■められる増合には､低合頤は『強』とする．

a
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出塞事

の毎回
心血

1

食砕

、

宜
一
唾
一

画

一一一一一一一一▲一一一一L 心理的負萄の唾竃叡■』r中』｢強｣と判断する具体例

■ 中 ■

10

哩
唾
函
唖
軸
麹

■麺事婁
の担白に
なった､金

社の■て■

しの檀営に
なった

☆

｡”禽■の内白､本人の■貢．
麺蛇の躍壁冨睦カム■■内窟の
ギや”■度等

｡その後の裏藩内専.裏覇■の
“､■増の人面■毎年

【咽』I毒る侭】
。…“事躍辱(箭燭事配あ
るが､寅任が大きいとはいえないもの）
の伍退l華った

｡■崎卒■の■■になった.全
社の■て■しの■■になった

灯中』であ”
。…■毎【■”口塞ｸﾄ.■
里の垂聖急一企体や輻”
円の■て….”…ろ毎咽
■が撒鰄れやり鰹略麺も､畝寅日
も大齢…の掴量I毒っ亀

【r強』1垂る■】
・健郵=旦垂害邑

ご麺かbないもの．

の竪琴窟弓(失殉た巳舎
＝今ご亨卜磑壺蝿もの．

■用を毎域侮つけるもの､成功した■倉に会社の■津主要
事禽I魂馳の辱)の■凸であって､車裏の慮吾I垂大な頁任
のある立増臆賦g､嘗掌隼専F坐たった

15

④仕事
の■・
貢

仕事内忠。
牲車呈⑮

《和な)皮

也を隼世さ

せる出来事

があった

☆

・食堅年四重栓低力･唾ごと■

漉内■のギーブ等
。、外”､休日労■､案召の

疸皮の寅化の臣丘.仕事内白､量
任の寅化の■皮導

《途)侮和禽“ねeか月I率し,て.的

■外労臼瘻昇=官の…掘る潜倉
Fせ_些再垣日で…ろ珊台でも､こ

の項目で…する．

【『■jになる、
・仕事内官の宣化が客呂幽応でき
るもの(蟻)であり､皮化彼の象■の負
荷が大台<なかった

叢金■･龍輌●的の強■､皿
の“件の■■-句下の増加､同一事
■増内の厨■竺里勿鍾聾全､■■外

車辱吟I〆て②穿赤ご■里の曾冑等
・仕事■(”外”和歎再)'二

r中』に■ら唾唖の寅化が睡た

O仕車内口･仕事丑の大●な虞
仁を些哩させる由来事があった

口中』で…】

。F卓今ご窒曽タロロ車I哩命今
田頓ヰリ､鐸内■､仕事■の対
廟寅化《唖外…■と唾は凋
…一睡卜迺風,1月■たりお
“七一畦錘“ど)が室鯵
た

【『■』l毒る例】
・仕車旦鍼ごL<■…外”冬士璽-ご日茎q毎回卜

0~学命し､1月■たり…写生1塞再やト塗る)などの伏現
$ヱリ､その後の璽鄙ご多大な労力壱貸した(体■･休日を碓保
す“郡更壁毎型⑳峻璽となった壌鉦）

・廻御-竺学1金星…い仕事内靭華更となり.倉■緊整
を差L楚堂星ザ苧坊った



｢軍両言可様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

FB言一一局一記一罰
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整理番号

署
長

次
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年11月 11 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官徴収一美

平成 26 年7 月31 日

請求種別
日療養日休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 ソフトウェア開発

事業の名称 ㈱労働通信システム 労働者数 756

人

事業場の所在

ー

T 一

○○県▲▲市
電話 099 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

かんとく はじめ

監督一
生年月日

p

昭和57年8月26日 性別 圓・ 女

職 種

ふりがな

請求人氏名

システムエンジニア

かんとく はじめ

監督一
続柄 本人

雇入年月日 平成20年4 月 1 日

疾患名及び

発病時期

〔鯆求時〕疾患名： 発病日：適応障害 平成24年 8月 中旬 （頃)(発病時年齢29歳）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成24年 8月 中旬 （頃)(発病時年齢29歳）

現在の状況
唖
死亡 （死亡年月日： 死亡時年齢年 月 日 歳）

請求人の申述

平成24年4月以降、担当していた課金システム開発プロジェクトの業務量が増大し、 7月から8月にかけて1
か月当たり100時間を超える時間外労働を行った。その後、同年8月頃から不眠、不安などの症状が出てきたた
め、医療機関を受診したところ、適応障害であると診断された。請求人は、 自分が精神障害を発病したのは長時
間に及ぶ労働が原因であるとして労災舗求に及んだものである。

事案の概要
(認定した
事実）

謂求人は、平成24年4月以降、課金システム開発プロジェクトのチーフSEとして、クライアントとの仕様の調
整、仕様書の作成、動作試験等の業務を行っていたが、試験時に発生した不具合等のトラブルを契機に平成24年
5月の連休明けから業務量が急激に増大し、時間外労働は平成24年5～6月にかけて1月当たり72時間と前月
(34時間）よりも38時間増加し、また、その後に1月当たり115時間の恒常的長時間労働にも従事したことが認
められた。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合議による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

回
次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する



鯛査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合議による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

回上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する暑の見解等

I

-156-

1 自殺事案

2 業務による心理的負荷の強度について「強』に骸当するかどうかも含め判断しがたい

3
業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められ
る

4 鯖求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断につ
いて高度な医学的検討が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が「強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が鯉められる



－1■■■1■■T 一 一
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f

1鯛査結果のまとめ、

(2)業務による心理的負荷
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精神障害発病の有無
I■■■■■■■

有
■■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成 24年 8月中旬 （頃） 自殺。
－

生存

疾 患 名 適応障害 (F43.2)

（ ） について主治医の判断の補足が必要・心

不要
一

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの ・ 極度の長時間労働

有（ ） 。 図

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無
■■■■■■■■■

有
一

・ 無 恒常的な長時間労働の有無 詞 ･無
具体的出来事

心理的負荷の
総合評価の強度

(新規事業の担当になった､会社の立て直しの担当になった） 平均( 1 ･

具体的な内容及び評価：
回 。Ⅲ ）

錆求人は、平成24年4月以降、腺金システム開発プロジェクトのチーフSEとして、客先
との仕橡の鯛整、仕様書の作成、動作賦験等の業務を行っていた。
本プロジェクトは新規案件であったが、会社全体の立て直し等、成功に対する高い評価
が期待されるほどの案件とまでは言い難く、また、鯖求人の担当業務はプロジェクトリー
ダーの指揮の下、鵠求人の能力等を勘案しながら決められていたことから、心理的負荷の
総合評価は「弱」と判断する ■ ．

● ｰ

（ 類推の有無 有。函 ）

罰 中強

不明

(仕事内容･仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった） 平均( I ･

具体的な内容及び評価：
回 。Ⅲ ）

鯖求人は、平成24年4月以降、腺金システム開発プロジェクトのチーフSEとして、客先との仕織の
飼整、仕犠香の作成、動作拭験等の業務を行っていたが、賦験時に発生した不具合等のトラプルを契
機に平成24年5月の連休明けから業務量が急激に増大し、時間外労働は平成24年5月20日～6月18日
で72時間と前月（4月20日～5月19日の34時間）よりも38時間増加していたことが露められた（発癌
日が平成24年8月中旬のため、 8月11日から20日までを発痛日として10通り計算した結果、平成24年
8月17日を起点とする6か月間において上述の仕事量の変化が腿められた。下記「労働時間の状況
(時間外労働時間数） 」参照． ） ●

以上により、前月からの時間外労働時間数がおおむね20時間以上増加して、 lか月おおむね45時間
以上となったことが露められることから、心理的負荷の縄合呼価は「中」と判断する ｡

（ 類推の有無 有。囿 ）

弱 回

不明

強



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

-158-

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：8月17日

発病前1か月

107 時間

発病前2か月

68 時間

発病前3か月

72 時間

発病前4か月

34 時間

発病前5か月

40 時間

発病前6か月

42 時間

｢新規事業の担当になった」と「仕事量の変化」は関連する出来事であり、これらを全体として評価した場
合の心理的負荷の強度は「中」程度と判断される。
その上で、恒常的長時間労働の状況を確露したところ、発病前6か月（発病日が8月中旬のため、 8月20日
からさかのぼって計算し、項目15で評価した4月20日～6月18日までを除く期間）において、 7月13日～8月
11日までの30日間に115時間程度の時間外労働が鱒められることから、下記のとおり、心理的負荷の総合評価
を「強」に修正する。

総合評価 回 ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明

出来事の有無

回確認できなかった

口穂認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

（ 類推の有無 有・無 ）

（ 類推の有無 有・無 ）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

回砺認できなかった

口確駆できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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当骸疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 メンタルクリニックわかば] [ H24年11月～ 年 月] [適応障害(F43.2) ]

１
７
１

く
ｔ
ｌ

ｊ
ｊ
ｌ

月
月
月

年
年
年

一
・
一
一

月
月
月

年
年
年

ｌ
く
ｌ

ｌ
ｌ
ｊ

ｌ
ｌ
ｆ

年・月 鯖求人の申述 資料No. 、嗣査結果 資料No.

》
粋

､平成24年5月の連休明けからの残業は非常に長
かつたと思います。 8月に入って間もなく不眠、
不安などの症状が出たため、その月の産業医の面
唆にて体鯛不良を所えました。産業医の先生は、
私の相醗を受けて、会社に対して残業時間を短く
するよう要錆していただきましたので、会社も配
葱してくれたようですが、私の上司は制限時間内
であれば残業可能との理解でしたので、その後も
時間外労働自体は続きました。 （聴取書）

平成24年8月以降は、不眠、不安感、頭痛など
の症状が継続し、一向に改善することはありませ
んでした。このような症状がある中で何とか勤務
を続けていましたが、産業医の先生の勧めもあっ
て平成24年11月に精神科を受診することとなり、
以後治療を受け始めましたが、結局症状は良くな
らず、平成25年1月から休職することになったも
のですb (聴取杏）

ウ
６

。

0

平成24年6月頃から監督さんとは別の溺所で作莱

することがほとんどで、その期間の詳しい様子につ
,､てはわかりません。 （部下摂津の申述）

平成24年8月頃の監督の犠子については、特にお
いしかったという印象はありません。監督が突然会
吐を休んだ時、自宅に様子を見に行ったこともあり
霞したが、監督は「生活が昼夜逆転してしまって起
きることができず、出社ができなかった」と言って
|まいましたが、特に変わった機子もなかったと記憶
しています。 （リーダー房総の申述）

平成24年8月に入ってからだったと思いますが、
詮督が3～4日くらい休んだ時がありました。後か
ら監督に鱈を聞いてみると、体翻不良とのことでし
たが、今思えば少し沈んだ様子であった気がしま
す。 （同僚甲府の申述）

Ｂ
６

フ
。
．



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 新規事梁の担当になった､会社の立て直しの担当になった､仕事内容･仕事丘の(大きな)変化を生じさせる出来事があった

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

H24年
4月～

私が精神障害を発病するに至った原因は、平成

24年5月の連休明け以降の長時間労働にあると考
えています。
平成24年4月から、私は「蝶金システム開発プ
ロジェクト」のチーフSEとして、客先との鯛整、
仕椴啓の作成、動作試験などの業務に従事してい
ました。このプロジェクトは、携帯愈酷などのパ
ケット通信の腺金計算を行うシステムの開発を行
うもので、規模としては大きな案件に入ると思い
ます。
私は、他のメンバーと同棟に、房総リーダーの
指揮のもと、開発段階に応じて割り振られた業務
を担当していました。
システムの開発プロジェクトの一員となったの
は、今回が初めてではありません。
平成2拝6月以降は、動作賦験時に発生した不
具合等のトラブルへの対応に追われていたもの
で、帰宅時間が深夜に及んだり、休日もなく出勤
し続けるといった時期でありました｡正砿な時間
はわかりませんが、発病直前の頃は1か月100時
間は超えていたのではないかと思います。 （聴取
書）

○ 納期がいつまでであったのかは覚えていませ
んが、納期前の数か月がもっとも忙しかった配
憶があります。納期前の作業として動作試験を
行いますが、システムにバグが出ればその修正
を行う必要があり、平成24年夏頃も動作戯験を
行っては修正を繰り返すといった作業を行って
いたと思います。監督には以前にも動作拭験を
担当させてきましたので、この作業を任せてい
ました。
忙しかったのは事実だと思いますが、深夜に
及ぶまで作業を行っていたかと言われると、よ
く覚えていません。休日出勤をすることはあっ
たと思います．
監督の時間外労働についてですが、 1か月
100時間を超えるようなこともあったかと思い
ま式当社では各社員の労働時間について、 1
か月ごとに管理者が承露することとなっており
ますので、正確な時期まではわかりませんが、
監督についても100時間を超える時間について
承隠した妃憶があるからです。なお、この時期
は他の者も同じくらいの時間外労働を行ってい
た状況でした。プロジェクトのメンバー全員が
このくらいの時間働かないと対応できない状況
にあったもので･すも （リーダー房総の申述）

私の妃憶では、このプロジェクトの期間中は
常に忙しい状態にあったと思います。私もこの
間は深夜まで働くことが多かったです。
平成24年6月以降、私と監督さんは別の場所
で作業することがほとんどであったため、正確
なことはわかりませんが、私より早く退社して
いたことはなかったと思います。休日出勤につ
いても、私が会社に出てきた時に見かけること
はありましたが、詳しい出退社の時間は覚えて
いません。

平成24年6月頃の私の残業時間は1か月130
時間程度ありましたので、監督さんが私よりも
少し短かったとしても、 lか月100時間程度は
あったのではないかと思います。 （部下摂津の
申述）

プロジェクト期間中の私の残業時間は1か月
100時間看遮はあったと思います。この時期は
プロジェクトのすべてのメンバーが長時間の残
業や休日出勤を行っていました。今思えば凄ま
じい作業量であったと思いますが、全員がそれ
だけの対応を行わなければこなせるものではな
かつたと思いますb (同僚甲府の申述）

○
○
○

認定事実

請求人は、平成24年4月以降、課金システム開発プロジェクトのチーフSEとして、客先との仕様の調整、仕様書の作成、動
作試験等の業務を行っていたが、拭験時に発生した不具合等のトラブルを契機に平成24年5月の連休明けから業務丑が急激に
増大し、監督の時間外労働時間は、前月の34時間から72時間に増加した。さらに、その後も長時間労働が継続し、平成24年5
月後半以降、 1か月当たりの時間外労働時間は、 72時間、 68時間、 107時間となった。
以上により、平成24年5月中旬から同年6月中旬にかけて時間外労働時間数が20時間以上増加し、かつ、 1か月45時間を超
えていたことが露められ、また、同年7月中旬から8月中旬にかけて100時間を超える恒常的長時間労働が駆められた。
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・函）
上記が有の場合その内容
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出ヲ
ヂ宅

、
五 ¥： なし

年・月 錆求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

認定事実
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5主治医・産業医等の意見

-16牙

主治医の意見書

圃･無〕 ．

(概要）

(メンタルクリニックわかば桐生医師の意見審）
１
２
３
た
４
５
６
ス
７

●

初診日：平成24年11月20日
主解として、不眠、憂徹感、頭痛の解えがあった。
初診時の症状として、主脈である不眠、憂徹感、頭痛のほか、気分の変動、意欲低下がみられ

疾患名は適応障害(F43.2) 。診断根拠は、 ID･10の診断ガイドラインによる。
平成24年8月中旬。本人の陳述による。
システムエンジニアとしてソフトウエア開発に携わっていたとのことであるが、繁忙時において
トレスがかかった可能性ぱ否定できない。
初診後、薬物療法・精神療法による治療を開始するも、症状は徐々に増悪して出社不能となる。
その後、休職し、自宅療養の上、薬物療法・精神療法による治療を続けるも症状は一進一退を繰り返
しており、現在も継続して療養中。
8精神障害の既往歴なし。
9他の医療機関の受診なし。
10面談鯛査は可能と考えられる。

診療記録等の収集 （囿・ ．無）

資料No.

産業医意見書

〔有･園

(概要）

専門医意見書
(鵠求人提出）

〔有･園

(概要）
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6就業条件等一般的事項
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学歴 最縛学歴〔中学校.高等学校.大学鰯･その他( ) H20年 3月 卒業〕 資料No.

職歴

{瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

|漣1
所定労働時間、
所定休懲時間、
所定休日等

|瀞I

事業場名 職種

〔 鰯労働通憤システム〕 【腿0年 4月 1日～ 年 月 日] [ SE )

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

１
１
ｊ
Ｊ

ｆ
ｆ
ｆ
ｆ

ｊ
１
１
１

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

１月
月
月
月

４岼
年
年
年

腿

Ｉ
ｆ
ｔ
に

』
Ｊ
Ｊ
Ｊ

部巣評開ムテスシに
１
ｔ
ｆ

隠崎｡;:: :: :1所定始業時刻： 9時 0分

所定終業時刻： 17時45分

所定休懲時刻： 12時 0分～ 13時 0分 （休憩時間 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休'日制「雨雨~雨1 ③ｶﾚﾝダｰ等により指定 ④その他

|"熟……… ｜
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時聞制 ②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④裁丘労傭制⑤その他 」

|"… l

駕畠｡凧祠……｡"…… ｜
「碇扇頁~了感頁1 ②契約社員③派遣労働者雇用形態：

④パート・アルバイト⑤その他

､

出退勤の管理の状況：①タイムカード ②出勤簿 ③管理者による碗閲④本人の申告

１１閉確が者理管にと》』ロ刀か１、後力入
・
の人本のヘムテ

・
スシｌ理管るよに表理

坂
蔀
需
勤

特

Ｉ
その他特配事項：

子自
り

■ 6

⑤その他

。

つ
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I

当餓労働者の
日附業務

具体的に記戦
すること。 I

システムエンジニアとして通信キャリア向け課金システムのソフトウエア開発に従事
し、客先との鯛整、仕様書の作成、動作試験等の業務を行うもの。

資料MO.

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

I
の位匠づけ

組織図により褒
すと共に聴取実
施者には○印を
付配すること

1

⑨

課金システム開発プロジェクト

・ロ豆リーダー
房総文

○

夫

關達チーフ
甲府竜夫

阿波栄治摂津吾朗 堺高徳

I

事業場以外にお
ける当麟労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付記すること。

(同居） （同居）

9

父

錆求人姉
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す ． した
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0 4

(労働時間の把握方法） ．

ロタイムカード ・ 回出勤簿・業務日報等 回施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確駆 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ． ） ．

(労働時間の推計方法）

事業場の労働時間管理は勤務管理表によって行われている。勤務管理表は、労働者自身が1日ごとに入
力し、月末に管理者の承認を受けることになっている。入力方法は、直行直帰以外の場合は出勤時間と退
動時間を入力すると自動計算されるシステムとなっている。
また、事業場では事務室への出入の際にセキュリティーカードを使用することになっており、入退室に
伴うセキュリティ解除の時刻に係る記録が事業場にはあったため、上記勤務管理表を基本としつつ、当骸
入退出記録も参考としながら労働時間を算定した。

資料恥



事例4出来事が複数ある事案（業務による心理的負荷評価表の項目15と項目

17）

○事案のポイント

・請求人は、新規プロジェクトの担当になり、業務量が増大した。

・同時期に、2週間以上にわたる連続勤務も行った。

○出来事解価のポイント

・2週間以上の連続勤務の結果、当該期間を含む1か月当たりの時間外労働が（大き

く）増大した場合は、項目15と項目17にそれぞれ当てはめて全体評価を行う。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、 「中」に該当する出来事が複数あり、 「強」に該当するかどうかも含

め判断しがたい場合は、専門部会意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）
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琴
麺
出
の

心囮

】 X

胆
一
睡

画

心垣的負荷の旬台肝伍の視血
心五的負荷の■底敏同』｢中』『■』と卿断する具体例

■ 中 曲

５
７

③仕事
の丘｡

貢

仕事内専｡
仕事丑の

(大●な)底

也彗じさ

せる出来事

があった

函
陸

✩

✩

・控室の画■衿:⑪力･僻■卜宜
■内面のギー”
。■閃外労■･休日労■､象苗の

密度の■化の厘度､仕事内ロ､■
任の宜化の■皮牢

<麺負”お函わGか月塵いて.■
■鍔＝雲＝ロ全~られる“
唾.“■■…ろ宅合唾こ

の理璽で…ろ．

・食害毎壺給堂力･埋臼と車
屋内客の~海

。m外弱､休日労■､車亟
度の寅化の■皮､象■の内志､責
任の寅化の■因導

【旧jI毒る■】
・仕亭内口の塵化がち■に対応壷
るもの(峯》であり.寅を笹の室邑の負
■が大e<なかった
饗舎黛･■徳“●趣の強■､■喝

⑭型催の塑口-句下の竃釦､■一事
竺雪室⑭聾里曽＝季重合､■■外
車唾と侭②＃産室里今曾宵等
・仕事且(率外奎唾垂)に
『中j1室ら“垣度の■化があった

【咽』I＝る、
・休日労■を命た

面中』である慣】

皮

・毎■”内■の■■言攻引■の凸

噌頓幸り､仕事内■､仕事■の穂
倉宣些f璽外一脚で珍奪

…上…1月■たりお
垂"一団止竺竺轡錘些
た

Oz返日(19日）
■懐口車讐碓た

p中』で…

以上にわたって

の…歴＝ぜ
….休日…け

堂埜冬轡辱害舗自哩一m

I季り鴛委ごロ《1Z
…垂命た

回》画睦舎学‐て

(1日あたりの…が棚墾咽
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医学意見の要否等に係る調査復命書

FBS_g_B5－冒1
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整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年12月 2 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官保険次郎

平成 26 年7 月22 日

請求種別

回療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 情報通信業

事業の名称 日比ネットワーク㈱ 労働者数 470 人

事業場の所在

一

T 一

○○県○○市
電飴 999 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

あかさかしんたろう

赤坂真太郎
生年月日 昭和54年10月 17 日 性別 男

職 種

ふりがな

繭求人氏名

ソフトウェア検証業務

あかさかしんたろう

赤坂真太郎
続柄 本人

雇入年月日 平成15年4月 1 日

疾患名及び

発病時期

〔舗求時〕疾患名： 適応障害 発病日： 平成25年 5月 上旬(頃)(発病時年齢 33鐘）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成25年 5月 上旬(頃)(発病時年齢 33歳）

現在の状況 L圭登」
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述
赤坂真太郎（以下「請求人」 という。 ）は、要旨「時間外労働や休日労働が常態化している職場で頻繁なプロ
ジェクトの変更に対応するために多大な時間と労力が必要となり、 リーダーとしての責任もあり、深夜残業や体
日出勤をせざるを得なかった。その疲労からメンタルヘルスを害した。 」 として労災諸求に及んだ。

事案の概要
(認定した
事実）

謂求人は、平成24年11月に資産管理ツール「Shisan」の開発プロジェクトに加わった。年明け後からプロジェ
クト業務への対応のために労働時間が増加した。業務以外の心理的負荷及び個体側要因は確認されていない。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命瞥を添付し（2）により専門部会の合議による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

□
次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する



調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合畿による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

口上記のいずれにも咳当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

請求人は、平成25年2月から3月と4月から5月にかけて2回、 1か月当たり45時間以上の時間外労働に従事
し、かつ、これが前月から20時間以上増加していることが確認できました。これは､． 「仕事内容・仕事量の（大き
な）変化を生じさせる出来事があった」の「中」の具体例に合致しており、発病前6か月間に2回生じていること
は、総合評価を強める要素となっています。
また、平成25年2月下旬に13日間連続勤務を行っていたことも認められ、これは、 「2週間以上にわたって連続
勤務を行った」の「中」の具体例に合致していると判断されることから、 「 「中」の具体例に合致する出来事が複
数ある場合」に該当するものとして、専門部会への協議を依頼する次第です。
なお、業務以外の心理的負荷や個体側要因については確認されていないことを申し添えます。
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1 自殺事案

〔
２
ー 叢務による心理的負荷の強度について「強」に餓当するかどうかも含め判断しがたい

3 業務による心理的負荷が「強」に骸当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が露められる

4 錆求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（
高度な医学的検肘が必要

)の判断について

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が「強』に咳当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が明砿に『強」に骸当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が露められる
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1鯛査結果のまとめ

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

－169－

精神障害発病の有無
I■■■■■

豆 ・無 発病時期 半既乙⑨午 b月 一上"印(現ノ 自殺 。 生存

疾 患 名 適応障害(F43.2)

（ ）について主治医の判断の補足が必要･斥勇

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働■

有（ ． ） ・園

● ●

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 囿・無 恒常的な長時間労働の有無 有 ・歴

具体的出来事
■

心理的負荷の
総合評価の強度

I

(仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事銀あった）

具体的な内容及び評価：

平均( 1回皿）

鯖求人は平成24年11月に資産管理ツール「Shisan」の開発プロジェクトに加
わった。以後、その対応のために時間外労働時間が増加し、また、休日労働も
行った。平成25年2月2日から同年3月2日までの1か月間において102時間、同
年4月2日から5月1日までの1か月間において73.5時間の時間外労働を行って
おり、いずれも前月との比較で時間外労働時間数が20時間以上増加していること
が確認された。 （発病日が平成25年5月上旬のため、 5月1日から10日までを発
病日として10通り計算した結果、平成25年5月1日を起点とする6か月間におい
て上述の仕事量の変化が認められた。下記「労働時間の状況（時間外労働時間
鋤」参照。 ） 。 ．
以上より、具体的出来事として「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさ
せる出来事があった」が認められ、 「中」の具体例に合致することから、心理的
負荷の強度は「中」と判断する。

(類推の有無 有 ・圃）

弱回強

不明

(2週間以上にわたって連続勤務を行った) 平均( I回Ⅲ）
具体的な内容及び評価：

鯖求人は、平成25年2月15日から同月27日までの間において、 13日間連続勤務
を行っていることが確認された。
以上より、具体的出来事として「2週間以上にわたって連続勤務を行った」が
認められ、この間、深夜労働が3日間確認されているが、連日とまでは言えない
ため、心理的負荷の強度は「中」と判断する。

(類推の有無 有 ・園）

弱囹強

不明

（ ） 平均( I ．Ⅱ。Ⅲ）

具体的な内容及び評価：
● ● ●

(類推の有無 有 ・ 無）

弱中強

不明



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因
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労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
鐸点：5月1日

発病前1か月

73.5 時間

発病前2か月

34.5 時間

発病前3か月

102.0 時間

発病前4か月

63.0 時間

発病前5か月

3.5 時間

発病前6か月

33.5 時間

複数の出来事の
全体評価

以上から、心理的負荷の強度が「中」程度の出来事が複数罷められ、これらの出来事を全体評価
した場合の心理的負荷の強度の判断が困難であるため、専門部会の合鮭による意見を求めることと
したい。 ． ．

総合評価①強②中③弱④ ⑤中か弱か不明輪か霄か不印

出来事の有無

図確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

噸推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確寵できなかった

口砿寵できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口砿認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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2－1出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療椴関名 受診期間 病名

初診〔関東大学病院 〕 〔 肥5年 5月へ肥5年 9月〕 〔 適応障害 〕

〔認対クリニック 〕 〔 肥5年 10月～ 年 月〕 〔 適応障害 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 鯖求人の申述 資料No. 鯛査結果 資料恥．

H25.1

H25.5

｡

症状が最初に出たのは、記憾では平成26年1月頃

だったと思いますもこの時の症状は、咳が止まらな
い、腹痛、出勤したくないと感じる、不眠、疲労感な
どですb (聴取書）

その後も心身の不調が続いたため、平成25年5月中
旬に産業医と面綾したところ、専門医を受診するよう
に言われ、産業医から紹介された関東大学病院を受診
し、そこで適応障害と診断されました。 （聴取書）

○
○ 発病直前の赤坂さんの様子については、半休
を取得することが多くなっていたなと思いまし
たが、様子がおかしいとまでは思いませんでし
た 回

彼が休職したいと言ってきたときに驚いたの
を覚えています。

(同僚山田聴取書）

｢Shi"n」プロジェクトに加わってからも、
様子がおかしいと思ったことはありません。私
の部下だった頃も和気あいあいとやっている印
象でしたし、 「Shi"n」プロジェクトには彼の
同期もいましたので、仲間内で仲良くやってい
た記憶があります。
~

(元上司佐藤聴取害）

赤坂さんの当時の犠子はいつもと変わりませ
んでした。また、休む直前の樺子は、プロジェ
クトメンバーで交代で休みを取っていて、私は
ちょうど休んでいたので、はっきり覚えていな
いです。

(同僚田中聴取書）

○
○
○



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 仕事内容･仕事丘の（大きな)変化を生じさせる出来事があった。2週間以上にわたって連続勤務を行った

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

H24.11

H25.3

(鯖求人作成の「出来事メモ」抜粋）

平成24年11月に入り大きなプロジェクトに配属
され、大量の資料や情報を把握するために残業が
増大した。作業ごとの締切りが次々に迫ってお
り、帰宅時間が深夜になったり徹夜をすることも
あった。

私が今回の疾患について思い当たる原因として
は、平成25年の年明けから業務丑が増えたことだ
と思う。
そのころの平均的な退社時間は22時過ぎであ
り、定時で退社することは月1回もなかったと思
P

フ｡

私が「ShiQnnjプロジェク
務は、検証作業という業務で、

ﾄで担当していた業
開発作業の後にし

か若手できないため、開発が遅れてしまうと作業
時間が制約され、残業が増える原因となった。

（
、

。 l
夕

平成25年3月の13日連繊鋤務については、具体
的にどの作業の締切りかは覚えていないが、
｢ShiSanjに追加する機能の検鉦作業が重なった
上に、必要な人手が碇保できなかったためだと記
憶している。

○
○

赤坂さんが「Shiggn」プロジェクトに入った
のは平成24年11月頃だと配憶していますも
｢Shigan」はサーバーの動作環境や他の関係ソ
フトとの連動など、検証範囲が他のプロジェク
卜よりも広く、幅広い知餓が求められました。

(同僚山田職取翻

当時の赤坂さんと私は同じような作業をやつ
ていたので、平成24年の年末から業務丑が燗え
た印象はあります。
｢Shi"n」の開発が遅れて検証作業に入れな
い間も、稼働中の旧バージョンの不具合への対
応があり、決して手持無沙汰で開発を待ってい
るということはありませんでした。

(同僚田中聴取害）

｢Shienn」プロジェクトは作業ごとの納期が
細かく決まっており、マネージャーである私
は、納期から逆算した期限で完成するように指
示をします。
平成25年4月と5月に納期がくる作業につい
ては絶対に遅れられないものだったので、遅く
まで残ってやってもらっていたと思います。

(上司鈴木聴取書）

○
○
０

認定事実

錆求人は、平成25年2月2日から同年3月2日までの1か月間において102時間、同年4月2日から5月1日までのlか月
間において73.5時間の時間外労働を行っており、いずれも前月との比較で時間外労働時間数が20時間以上増加していることが
碗開された。
これは、 「仕事内容・仕事盆の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」の「中」の具体例に合致することから、心理
的負荷の強度は「中」と判断する。
また、謂求人は、平成26年2月15日から同月27日までの間において、 13日間連統勤務を行っていることが碗認された。
これは、 「2週間以上にわたって連続勤務を行った」に当てはまり、
までは言えないため、心理的負荷の強度は「中」と判断する。

この間、深夜労働が3日間確駆されているが、連日と
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・園）
上記が有の場合その内容

A
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出ヲ
矛宅

、五 県： なし

年・月 請求人の申述 資料恥 鯛査結果 ． 資料恥

一一 血 色

pロー芋実



5主治医・産業医等の意見
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孝治医意見書

(囿無）

(概要）

①初診日
平成25年5月26日
②受診の端緒
平成25年の年明けから、咳・頭痛・動機が出現し受診
③初診時の主翫及び他覚的所見
咳・頭痛・動悸
食欲低下（－） 不眠（＋） 抑うつ気分（＋） イライラ（＋）
④傷病名
F43.2適応障害
⑤診断根拠
強いストレスにより上紀の症状を示したため。
⑥発病時期
平成25年5月上旬頃
⑦発痛時期の推察根拠
本人の申立てと症状の出現状況から判断した。
⑧治療経過
休業を指示し投薬開始。薬の抵抗が強く自己中断されていたが、休養のみで症状は改善した。
しかし復帰が近づくと症状が動揺した。投薬を再開し、 3か月休養したが、症状は改善を見

ず、典型的な適応障害とは曾い難い。

診療配録等の収集 （囿・ 無）

資料NO.

産業医意見害

(囿無）

(概要）

①初診日
平成25年5月10日
②受診の端緒 ．

不定愁所。業務多忙により疲労感が抜けない。
③初診時の主訴及び他覚的所見
疲労感、意欲低下を感じる。咳が止まらない、腹痛などの不調が持続。
④傷病名
精神疾患が疑われたため、関東大学病院専門医を紹介。

診療記録等の収集 （ 囿 ． 無）

（

専門医意見書

(請求人提出）

有 團）

(概要）
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学歴 最終学歴〔中学校･商等学校⑬犬学院･その他< ) H15年 3月 日(患塞>中退〕 資料ND.

、
の

職歴

直近のもの
から妃戟
すること ■ I

国

現在の事業場に
雇入後の配属先

直近のもの
から配戦
すること。 I

１
．

事業場名 、 職種

B比ネットワーク ] ( H15年 4月 1日～ 年 月 日] [ SE ]

配属先

ｊ
ｊ

ｆ
ｆ

ｊ
Ｊ
日
日

月
月

年
年

一
一
日
日

月
月

年
年

Ｉ
１

Ｊ
１

職種

クオリテイ部門] I H16年 4月 1日～ 年 月 日] [ SE )

管理部門 ] [ H15年 4月 1日～ H16年 3月 31日] [ 事務職 〕

〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

分
分

３
３
０
０

時
時
９
８１

駒
翻
業
業
始
終
定
定 I

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間) 40 時間 0 分

i定休憩時刻： 12時0分～ 13時 0分 （休憩時間 1 時間 分）

ゆ
Ⅱ
Ｉ
■

定休日： ①週休1日制②週休2日制

特配事項

;働時間制度： 而了雨琉燕砺蒔雨1②ユ年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④諭量労働制⑤その他
■ ■

特記事項

■■

力務形態：
■■

’

［

特記事項．

E用形態：

鋤
特
他の

Ⅱ
』
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｅ
ｒ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

の

1

④その他

②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制 ④その他

凧頁乖顯1②契約社員③派遺労働者
｡ ｡

管理の状況：

鐸

特記

項

事項 甲

●

④パート・アルバイト⑤その他

②出勤簿③管理者による砿湧④本人の申告⑤その他

１
１
１
１

I

国

③カレンダー等により指定

①日勤勤務

①タイムカード
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I

当綾労働者の
日常業務

具体的に記軟
すること。 1

ソフトワエア検征菜務

･ ･ソフトウエアの不具合発生時における再現確認
･開発部門の仕様砿寵 、
．テスト殻計の作成、テストの実施
･派遣スタッフの業務進捗確認

資料M.

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

’
の位低づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること．

○

（本店）

而f
C

クオリティ部門マネージャー
鈴木一

元管理部門マネー
佐藤史郎

ジャー

’

事業場以外にお
ける当鮫労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付配すること。

p

別居 婚姻、別居

赤坂三郎（父）
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争 ・

(労働時間の把握方法）

b ･

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）
事業場の労働時間は勤怠表で管理を行っている。この勤怠表は、各自で入力または出社・退社ボタンを
押して労働時間醤管理している。この勤怠表を用いた算定を行っている。

｡ ｡

、 ﾛ

『 ●

●

資料恥



事例5 1か月に80時間以上の時間外労働を行った事案（業務による心理的負

荷評価表の項目16）

○事案のポイント

・請求人は、異動により新規店舗の店長となり、業務量が増大した。

○出来事評価のポイント

・項目16で評価することとなるのは、原則として引き続く長時間労働以外には出来事

が存在しない場合であるが、この項目で「強」と判断できる場合には、他に出来事が

存在してもこの項目でも評価する。

O医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、明確に「強」に該当するが、業務以外の心理的負荷が盟められる場

合は、専門医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）
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出来事
の■型

平均菌な“

具体的
出来事

Ⅱ■■■■■■■■

“負
一

■

心画

】

■■■■■■■

旧のロ
■■■■■■■■

自

負首

Ⅱ

宜

､塾宣

画

p

心五釣負費の偉台酔倭の視点

周

心理的口替の華匹封同』『中｣『！

中

uと劇断する具体例

強

86

③仕事
の
頁
■。

た

．｡

☆

o襲二の田睡椎

･長時図労低の堂…画

《座涯の項回の『輯外聖』唯､すぺ

て体日詑時■を含む．

【『■』↓或る”
・ 1か月1エO”未湊の”外労
働を行った

(画他の項目で醇佳されなL岨合のみ

”する．

01か月!竺堅勇一副卜毎口目外

労価を行った

(“体⑭項■…いなL咽含のみ
”る．

【『強』になる例】
・勇白臼酋の互讐l企包か月岡曙1月■たりおおむね120時
同型卜の噂国外”を行い.その寮■内■が五常“■皮の
労働■侭を"るものであった
・傍白宣酋の芭啓1 企邑か月屈I亀1月白たりおおむね1“縛

同画卜の吟国外”を行い.その象覆内ちが迅常一■度の
”“を顕るものであった

21

醒
恥
函
岬

画0■屋学

があった
☆

。■■､露の宜化の駆喫亜世

“の■由･軽迅等
・露差の園■拳』麓力･唾乙上車

茜内容のキｬｯ”

・その後の象司内専､察■且の
“.■増の人面■優等

《注)出寅を含む．

【『■J1華る例】
。Ej蛍0－哩嘩l企立覇等忌巴ご嵯璽
後の蒙厩鋸易I覗応できるもので

あり､皮化後の粛屈の負”■癖

あった

。、P毎埋凱あった

<函ここでの面■唾f建匿■■
g(芒空字獅､“■所の室■魯酋
L唾壁伸発のを陣も

【『強』になる例】

・遇安1-哩唾L全宜巫と全く■宮番亘⑮含務に従事する＝上歩
なっ全ためるF■崖畑準の室璽P垂するのに多大な労力を
費した

｡P佳垂埆唆の竺位が.塑姿の軽唾凱らみて■髄ほど丘い
貢任廻されるものであうた
・左■された《■らかな“であっTP■匿絶H-ては奥”
ものであり.■場扉璽ウ'一企唆璽室った）
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精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

F記一局-55_薑1
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整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年2月27 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官安全二郎

平成 25 年9月20 日

請求種別

凶療養口休業口遺族

口葬祭口障害

その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 飲食業

事業の名称 キャプテンフードサービス㈱キャプテンラーメン国道5号店 労働者数 7

人

事業場の所在

ー

T 一

○○県□ロ市
電話 99 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

ろうせいいちろう

労政一郎
生年月日 昭和56年7月 10 日 性別 圀・女

職 種

ふりがな

請求人氏名

店長

ろうせいいちろう

労政一郎
続柄 本人

雇入年月日 平成15年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔舗求時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成25年 7月 下旬頃（発病時年齢32歳）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成25年 7月 下旬頃（発病時年齢32歳）

現在の状況
畦圃
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

平成25年4月にキャプテンラーメン国道5号店の店長として異動し、近隣3店舗のエリアマネージャーを兼任
することになった。異動後の業務の状況は、退職等により担当エリア内の社員に欠員が生じた場合など、所属店
舗以外の店舗に応援に出向かなければならないことも多々あり、また、店舗の売上の低下に伴い、アルバイト等
の人件費を削減するために自分が長時間労働を行うことで対応するなど、過酷な労働条件の下で勤務を続けてい
たものであり、仕事が原因で精神障害を発病した。

事案の概要
(認定した

事実）

平成25年3月、同年4月に新規オープンする「キャプテンラーメン国道5号店」の立ち上げの責任者となり、
オープン後は、同店舗の店長として異動することになった。この時、併せて近隣3店舗のエリアマネージャーも

兼任することになった。異動後の請求人の業務は、所属店舗での勤務に加え、他店舗所属の社員の欠員を補うた
めに応援に出向くなど、労働時間は長時間に及ぶようになった。また、同年5月中旬以降は、開店直後と比べて
売上も減少していたことから、アルバイト等の人件費を削減するため、 自らが長時間労働を行うことで対応する
など、長時間労働の状況が続いていた。
請求人は、同年7月下旬頃から心身の不調を訴え、同年8月12日に受診した精神科で適応障害と診断された。
業務以外の心理的負荷として妻の退職があった。また、個体側要因は確認されなかった。

総合判断
〔調査官の意見〕

本件は、 〔畷霧刃・ 業務外〕と考える。
‐‐■ロー‐‐‐‐‐ーー‐■■■■ー‐■■■■ー■■■■■■一一ローーーー■■ーー‐■■■■‐‐■■‐■■ー‐■■ーー■■ー■■■■■‐■■■ーー＝ー■■ー■■■■■‐■■■■■■■■■■‐■■－■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■

(理由）
請求人は、平成25年7月下旬頃に適応障害を発病していたものと認められる。
発病直前の3か月間にlか月当たり102時間、 117時間、 112時間の時間外労働を行っていたことが認められ、
かつ、業務内容も通常その程度の労働時間を要するものと認められることから、具体的出来事の「1か月に80時
間以上の時間外労働を行った」の「強」の具体例に該当し、総合評価は「強」 と判断する。
業務以外の心理的負荷として、平成25年5月に妻がパートを退職したことが認められるが、その心理的負荷の
強度はIであり、本件発病との関係があるとは考えられず、また、個体側要因の存在も確認されていないことか
ら、本件は業務上と判断する。

(医学意見書：「軍再匡。・ 部会）



1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

-18味

精神障害発病の有無
■■■■■■■

有
I■■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成25年 7月 下旬頃

疾 患 名
(ICD-10診断ガイド
ラ インによる）

適応障害(F43.2)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ ）囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無
■■■■■■■■

有
I■■■■■■■■

。 無 恒常的な長時間労働の有無 有.罰
具体的出来事

心理的負荷の
総合評価の強度

(1か月に80時間以上の時間外労働を行った）平均( I ･

具体的な内容及び評価：
回 。Ⅲ ）

平成25年4月に新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店長と
して異動し、この時、併せて近隣3店舗のエリアマネージャーも兼任することに
なった。異動以降の謂求人の業務は、所属店舗での勤務に加え、他店舗所属の社
員の欠員を補うために応援に出向くなど、労働時間は長時間に及ぶようになっ
た。また、同年5月中旬以降は、開店直後と比べて売上も減少していたことか
ら、アルバイト等の人件費を削減するため、自らが長時間労働を行うことで対応
するなど
このよ
、長時間労働の状況が続いていた。
うな状況から、発病直前の3か月間に102時間、 117時間、 112時間の時間

外労働を行っていたことが認められ、かつ、業務内容も通常その程度の労働時間
を要するものと認められることから、総合評価は「強」 と判断する（発病日が平
成25年7月下旬のため、 7月21日から31日までを発病日として11通り計算した結
果、平成25年7月30日を起点とする6か月間において上述の仕事量の変化が閲め
られた。下記「労働時間の状況（時間外労働時間数） 」参照。 ） ｡

（ 類推の有無 有。團 ）

弱中 強

（ 配置転換があった ）平均( I ･

具体的な内容及び評価：
凶 。Ⅲ ）

平成25年4月10日、新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店
長として異動したが、従来から店舗の店長業務には従事しており、異動後の業務
自体は容易に対応できるものであった。
また、同店舗の店長への異動と同時に、複数の店舗を担当するエリアマネー
ジャーを兼任することとなり、異動後しばらくの間は一定の労力を費やすことと
なったが、エリアマネージャーの職務自体の負荷は顕著なものではなかった。
以上のことから、総合評価は「中」と判断する ｡

（ 類推の有無 有．囿 ）

弱 回 強

（ ． ） 平均( I 。 Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強



一一一 一一一~色色 凸凸･一隼申一‐－

－－｡一●■■■■ q■■■…■■■■●■Q■｡ ●●●●P－幸一一

1

（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因
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労働時間の状況
(時間外労働
時間鋤
起点：7月30日

発病前1か月

112 時間

発病前2か月

117 時間

発病前3か月

102 時間

発病前4か月

75 時間

発病前5か月

74 時間

発病前6か月

70 時間

複数の出来事の
全体評価

総合評価 弱 中 圓

出来事の有無

口確認できなかった

回確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと鱒められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

妻がパートを退職した

噸推の有無 有f蕪)

（類推の有無 有・無）
＊

国 Ⅱ Ⅲ
『

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

回砿認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

■ 6

特になし●

特になし

特になし



学

2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

] [ """S ]初診〔村吉メンタルクリニック〕 〔 H25年 8月～ 年 月〕 〔 〕

Ｊ
Ｊ
Ｊ

ｌ
ｌ

Ｊ
Ｊ
Ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｌ
ｌ
ｌ

ｊ
ｌ
Ｊ

ｆ
ｌ
ｌ

年・月 請求人の申述 資料恥． 鯛査結果 資料No.

H25年
7月

H25年
8月

平成25年7月中旬頃から、御飯を食べられない

日があった。 （聴取書）

平成25年7月下旬頃から、寝付きが悪くなり、
朝起きてから吐くことが多くなった。また、仕事
に行こうとすると、手の震えなどの症状が出るこ
とがあった。仕事中は気が張っていたのか、業務
に支障が出ることはなかった。 （蕊取書）

平成25年8月11日、勤務中にアルバイトの磯野
から「顔色がおかしい」ということを言われ、 自
分としても体鯛の変調が気になっていたので、精
神科を受診することにした。 （聴取書）

○
○
○

平成25年7月中旬頃だったと思いますが、労政店

長が仕事中にいらいらしているのを感じた。顔色も
良くなく、 「最近眠れない」ということを聞いたこ
ともあります。 （アルバイト磯野の申述）

平成25年7月下旬頃、私の店舗に応援に来ていた
労政マネージャーから、 「最近眠れない日が続いて
いる」 、 「気分が良くない」と聞いた。この時、顔
色がおかしいという印象はなかった。 （駅前店店長
本田の申述）

平成25年8月11日、この日の労政店長の顔色は明
らかにおかしかったので「顔色がおかしい」旨を労
政店長に伝えた
になっていたよ

。労政店長も最近の体閥の変化が気
うで、翌日病院に行ってみると言っ

ていた・ （アルバイト磯野の申述）

○
○
○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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一

､

出来事： 1か月に80時間以上の時間外労働を行った

年・月 鯖求人の申述 資＊ 伽． 調査結果． 資料恥

H25年
4月

腿5年

5月

年
一
溺
月
Ｈ
６

7月

平成25年4月10日、新規オープンした『キヤプ

テンラーメン国道5号店」の店長として異動する
ことになりました。また､,同時にエリアマネー
ジャーとして近隣3店舗を担当することになりま
した。 （申立書）

平成25年5月上旬頃、担当店舗の社員が退職す
ることになり、鮫当の店舗では一時的な人員不足
の状魍に陥りました。咳当の店舗内での鯛整だけ
では対応できない日もあり、私自身が応援に行く
ようになりました。週に1回程度は応援に行って
いたと思いますb (聴取番）

平成25年5月中旬以降、所属店舗の売上が開店
直後よりも大きく落ち込んできたことから、アル
バイトの人件費を少しでも削減しようと、私自身
の勤務時間を長くするようにしました。 （聴取
書）

平成25年6月～7月も担当店舗への応援やアル
バイトの人件費の削減を続けましたので、長時間
の勤務が統いていました。本社からは人員の補充
もなく、一方で、売上はしっかりとあげるよう店
長会磯で指示があるなど、次第に追い込まれてい
きました。 （聴取書）

q ◆

０
０
○
○

･組織図
･平成25年4月10日付け辞令の写し

(事業場提出資料）

社員が急に1名退職することになり、人員不
足の状況から労政マネージャーには頻繁に応援
に来てもらうことになりました。所属店舗の売
上の関係でも大変な時期にあり、相当大変な状
況であったかと思います。 （駅前店店長本田の
申述）

労政から人員の補充について要望があり、会
批
於
部
説

し

しても早期に対応したいと考えていました
すぐに人員を砿保することができず、結果
て労政に負担がかかってしまったと思いま
(事業場からの報告）

事業場から提出された勤務記録等によると、
労政の発病直前3か月の時間外労働は102時
間、 117時間、 112時間程度であったことが露め
られる°

Ｏ
○
○
○

認定事実

平成25年4月に新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店長として異動し、この時、併せて近隣3店舗のエ
リアマネージャーも兼任することになった。異動以降の鯖求人の業務は、所属店舗での勤務に加え、他店舗所属の社員の欠員
を補うために応援に出向くなど、労働時間は長時間に及ぶようになった。また、同年5月中旬以降は、開店直後と比ぺて売上
も減少していたことから、アルバイト等の人件費を削減するため、自らが長時間労働を行うことで対応するなど、長時間労働
の状況が続いていた。
このような状況から、発病直前の3か月間に102時間、 117時間、 112時間の時間外労働を行っていたことが罷められ、か
つ、業務内容も通常その程度の労働時間を要するものと露められた。
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出来事： 配置転換があった

年・月 鯖求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

H25年
4月

平成25年4月10日、新規オープンした「キャプ
テンラーメン国道5号店」の店長として異動する
ことになりました。新規店舗ということで、最初
は大変ではありましたが、店長業務自体はこれま
でもやっていましたので、苦になるものではあり
ませんでした。

また、同時にエリアマネージャーとして涯隣3
店舗を担当することなり、しばらくの間はこの兼
務が負担になっていました。しかし、慣れてくる
とそれほど業務自体に負荷はなかったように感じ
ています。それよりも、やはり長時間労働がきつ
かつたと思います。 （聴取書）

ー

○ 力淫マイーンT－r生、巫切Iムハ垂てソ噂レノ巳

が、次第に本領を発揮されて、卒なくエリアマ
ネージャー業務をこなしていらっしゃったと思
います。 （駅前店店長本田の申述）

店長業務自体はこれまでも2店舗の店長経験
がありましたので、異動が特段負荷になるよう
な状況ではなかったと思いますbエリアマネー
ジャーの業務についても
の人員に欠員が生じるよ

、兼任当初は担当店舗
うなこともなく、円滑

に業務を進められていたものと隠餓していま
す。 （事業場からの報告）

Ｏ
○

認定事実

平成25年4月10日、新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店長として異動したがも従来から店舗の店長業
務には従事しており、異動後の業務自体は容易に対応できるものであった。
．また、異動と同時に、近隣3店舗を担当するエリアマネージャーを兼任することとなり、異動後しばらくの間は一定の労力
を費やすこととなったが、エリアマネージャーの職務自体の負荷は顕著なものではなかった。
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・図）
上記が有の場合その内容

-18牙

出ヲ F: なし

年・月 請求人の申述● 資料恥 調査結果､ 資料恥

H25年
5月

5月中頃に妻が長く勤めていたスーパーの
パート勤務を辞めることとなりました。新し
く上司になった社員との折り合いが悪いよう
でした。
自分の仕事も人手不足や売上減少などで頭
を抱えていた時だったので、 「こんな時に辞
めるとは」どいう思いや今後の家計への影響
が少し頭をよぎりました。
私の収入も含め家計の管理は妻に任せてい
たので、実際に妻の収入がどれくらい家計に
入っていたのかははっきり分かりません。

○ 私は家の近くのスーパーで10年近くパート
として勤務していましたが、平成25年4月に
上司の横柄な態度に我慢ができず仕事を辞め
ることにしました。
私はパートを辞めましたが、収入は月5万
程度でしたので、家計への影響はそれほどあ
りません。 （妻厚子の申述）

○

認定事実

平成25年5月に、妻が長年勤めていたパート勤務を退職した事実が閉められるが、この事実は『業務以外の心理的負荷表」の
｢配偶者が仕事を始めた又は辞めた」に砿当し、その心理的負荷の強度はIとされている。



5－1主治医・産業医等の意見

-186ｰ

主治医の意見書

画･無〕

(概要） ．

(村吉メンタルクリニック村吉医師の意見書）
1初診日：平成25年8月12日
2主脈として、不眠、憂諺感、倦怠感等の群えがあった。
3初診時の症状として、不眠、憂懲感、倦怠感、疲労感を露める。その他、仕事に行こうとすると
嘔気、手の農え、気力の低下等の症状があるとのことであった。
4疾患名は適応障害。診断根拠は、 ID-10の診断ガイドラインによる。
5平成25年7月下旬。この頃から上肥3の症状が出現しているとのことであった。
6月100時間を超える残業が続いているとのことであり、この残業による強いストレスが原因で上
妃3の症状が出現していると判断した。
7平成25年8月13日より会社を休むよう指示し、休養を取らせた。薬物療法、精神療法により、
徐々に嘔気、手の麓え、憂鍾感、倦怠感等が軽快に向かった。現在も通院を継続しているが､､間もな
く職場への復帰が可龍と考えられる。
8精神障害の既往歴なし。
9他の医療機関の受診なし。
10聴取に当たっての制限は特になし。

■ 甲

診療記録等の収集 （囿・ 無）

夕

資料鼎o、

産業医意見書

〔有･園

(概要）

専門医意見書
(諭求人提出）

〔有･園

ヅ

(概要） ．
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5－2専門医の意見

』
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（

部会

癌蕩頼）
の意見書

(地方労災医員朝飯秀樹医師の意見害）
1精神障害の発病について
諸求人は、平成25年4月以降に業務が著しく多忙となり、平成25年7月中旬頃から食事が摂れ
なくなる、また、同月下旬頃から寝付きが悪くなり、朝起きてから吐くことなどの変鯛を来した
旨申述している。診療記録や鯖求人の心身の症状に関する申述等を踏まえると、主治医意見のと
おり、謂求人は、平成25年7月下旬頃に適応障害他3.2)を発病したものと判断される。

2業務による心理的負荷の検討
署の飼査によれば、錆求人は、平成25年4月に新規店舗の店長となり、併せて近隣3店舗のエ
リアマネージャーも兼任することになった。それ以降の請求人の業務は、所属店舗での勤務だけ
でなく、他店舗の管理も重なり、労働時間が長時間に及ぶようになった。
このような状況から、発病直前の3か月間に102時間、 117時間、 112時間の時間外労働を行って
いたことが認められ、かつ、業務内容も通常その程度の労働時間を要するものと露められること
から、総合評価は「強」と判断する ｡ ．

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討
平成25年5月に請求人の妻が長年勤務していたパート職を退職した。この出来事の心理的負荷
の強度はI程度と考えられるところ、パート収入の減少が家計に及ぼした影響も小さいと判断さ
れることから、当該出来事は顕著なものとはいえず、鯖求人の発病に影響を及ぼしたとは考えら
れない。

4結騰

る

以上のことから、本件請求人が発病した精神障害は、業務による心理的負荷によるものと考え
。



6就業条件等一般的事項

I

-188-

学歴 最終学歴〔中学校.商辱学校⑲大学院.その他( ) H15年 3月 中週 資料No.

職歴

|鰯I
現在の事業場に
雇入後の配属先

I瀞1
所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

I瀞I

事業場名 職稲

〔 枠ﾔブﾃﾝﾌｰド←露■] [ H15年 4月 1日～ 年 月 日] [ 飲食店スタッフ〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

〔 寺ﾔブﾁﾝｰﾒﾝ醜8") ( H25¥ 4月 10日～ 年 月 日] [ 店長 〕

〔 同駅前本店〕 （腿2年 2月 15日～ 腿5年 4月 9日〕 〔 店長 〕

〔 同駅前3号店〕 【腿0年 1月 25日～ 腿2年 2月 14日〕 〔 店長 〕

〔 本社 ] I H15年 4月 1日～ 肥0年 1月 24日] [ 社員 〕

分
分
０
０

時
時

９
８１

刻
刻
時
時
業
業

始
．
終

定
定
所
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間) 40 時間 0 分

所定休憩時刻： 12時 分～ 13時 分 （体感時間 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休1日制②週休2日制 「扉万ﾌｧｰ辱禧両謂更可 ④その他

'.…
労働時間制度： 「而両覇燕砺雨闇~1 ②'年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④裁丑労働制⑤その他

|"…
勤務形態： ①日勤勤務②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制 応溺祠

|鰯,撚雰…柵…雷"…ﾙ……
雇用形態9

出退勤の管理の状況：

’
特配事項

[~碇砺〒忍司
リ

②契約社員③派遺労働者

④パート・アルバイト⑤その他

①タイムカード ②出勤簿 ③管理者による硫露 塵型

全社統一の出退社システムにより、出社時間、退社時間及び休憩時間が管理されてい
る。

その他特配事項：

１
１
１
１

’

1

④本人の申告

○

○
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＃

｛

当咳労働者の
日常業務

具体的に記載
すること。 ｝

I

店長として勤務し、ラーメンの下準備、調理のほか、店舗の運営全般（アルバイトの
シフト作成、売上管理、イベント企画など）を行う。また、近隣3店舗を統括するエリ
アマネージャーを兼務しており、他の店舗の運営の統括を行うほか、人員不足等の際に
は該当店舗の業務応援にも従事した。

資料No.

事業場(所属部署)内
における当餓労働者

’
の位匠づけ

組織図により
すと共に麓取
施者にはO印
付配すること1

。○

｢--斗JF
(駅前地下街店） （国道5号店） （中町店） (駅前店）

○

○

’

店長兼エリアマネージャー

長
田
店
本

アルバイト

磯野

I

事業場以外にお
ける当餓労働者
との相関図

(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付紀すること．

○ Ｈ

q ●

○

g

o

◆

旬

労率
鬮
子

購求人



7労働時間を認定した根拠

－190－

(労働時間の把握方法）

ロタイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

回本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

回その他 （ 出退社システムにより、出社時間、退社時間及び休憩時間を管理）

(労働時間の推計方法）

事業場から提出された出退社システムによる出社時間等の記録を基に算定した。
なお、休憩時間の算定に当たっては、出退社システムの記録は実態と異なるとの請求人の申立や関係者
からの聴取結果に基づき、システム上の記録から1日当たり30分を減じている。

資料恥



事例6 2週間以上にわたって連続勤務を行い、その後に恒常的長時間労働も

題められた事案（業務による心理的負荷評価表の項目17）

○事案のポイント

・論求人は、新たな顧客からの受注により業務量が増大し、 2週間以上にわたる連続勤

務を行った。

．その後、月100時間程度の恒常的長時間労働にも従事した。

○出来事評価のポイント

・項目17は、連続勤務を行ったことに伴う精神的・肉体的疲労等による心理的負荷を

評価する項目であり、恒常的長時間労働と組み合わせて総合評価することができる。

・この場合、恒常的長時間労働を評価する期間は、連続勤務を開始した日より前及び連

続勤務を終了した日より後の期間となる。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、明確に「強」に該当するが、発病時期が特定できない場合は、専門

医意見で決定する。

（心理的負荷表（抜粋)）

『 鰯懸壼壼恵忌壼重重兎二壼壼忌忘忘冒玩扇孟孟扇悪司

－191－

幽書車

命ご巴

平均“心】

具体的

出棄事

一

■的負
一

l

心■

Ⅱ

冑の稜■

負密命些口

■ 回

▲一▲ユーーョーL一.■L 』■■■一ヨー ーー 心■的負荷の■庖御同』『中』『蝕』と劇断する具体例

■ 中 路

17

③仕事
の
買
■。
率
誌

✩

・察覆の侭■性〕他力･睡唾と車
蔑内容のギー海
。”外麺.休日労■･宣正重

度の宜化の■度､象■の内容､頁
任の寅化の包底等

◎丑旦■(12日）

■屋■■を行った

【『中』であ”】

型トI里曾たって

・平日の鱒員外…堀は亜廿
ない”….休日…嘆け
れ“ら製客亭欲些哩全等の”
I幸り.｡．■flgB)且型君わ海て
＝＝壁伺容た
《1掴皇たりの…が翻宰岨
合.…甲が多L巧の＝■■
が祢弓低L咽台を■⑨

【r強』I奉る例】
・ 1か月凹上1竺坊たゃで蓮唾齢再婁行った
・鐘■(1ZnロH全おｰて空哩…密硫

日.庫…翻呂及ぶ■岡外師低を行った
《いずれも.1日あたりの労嘩が姉二恩喝
が多い“労骨璽直麟特に低L唱合皇陣｡

､、その■.■

合､早待ち■国



様式2 障罰言］
医学意見の要否等に係る調査復命書

口
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整理番号

署
長

次
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

平成25 年3 月26日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下配事由により再調査を要する。

鯛査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官政策勉

平成 24 年12月 3 日

舗求種別
図療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 染物業

事業の名称 鱒対染物 労働者数 7

人

事業場の所在

■■■■

T －

OO県××市
電鯖 099 ( 999 ) 9999

被災労働者氏名

しんぱしゆか

新機由香
生年月日 昭和57年2月 1 日 性別 男． 。 図

職 種

ふりがな

請求人氏名

染物工

しんぱしゆか

新橋由香
続柄 本人

雇入年月日 平成21年4月 15 日

疾患名及び
発病時期

解離性障害 平成年 月〔鯖求時〕疾患名： 発癌日： 日 （頃)(発病時年齢 歳）

平成年 月〔決定時〕疾患名： 発病日： 日 （頃)(発病時年齢 歳）

現在の状況
匡彊
死亡 （死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述
鯖求人新橋由香（以下「鯖求人」 という。 ）は、 「パートが数名いるものの正社員は請求人1名で、 とても1
人ではこなせないような仕事量を納期までに間に合わせなくてはならないため、連日長時間労働に及んだこと」
が原因で精神障害を発病したとして労災鯖求に及んだもの。

事案の概要
(關定した
事実）

舗求人は、平成21年4月15日から、開対染物の正社員として革製品の染色業務に従事していた。
鯖求人は平成24年9月18日の業務中にけいれん発作を起こし、東日本労災病院に救急搬送され、 「てんかん発
作」と診断された。同病院に入院中、ヒステリー様の症状も見られたため、精神疾患の可能性も考えられるとの
ことから、同病院の紹介により、同年10月2日に国立精神・神経医療研究センターを受診したところ「解離性障
害」の診断を受けた。
けいれん発作前6か月間においては、平成24年4月9日から同月20日までの12日間の連続勤務が認められ、ま
た、 8月11日から9月10日までに1か月あたり100時間を超える恒常的長時間労働が罷められた。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命警を添付し（2）により専門部会の合醸による意見を求める

回次頁（1）戎ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、

□

本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が露められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する
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調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに骸当することから、専門部会の合鮭による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

口上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見害により業務上と決定する
｡

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

対象疾病の発病時期について
主治医意見書によれば、錆求人は解離性障害を発病しているとのことですが、その発病時期について、 「初
診日以前の状況は不明」とされていますので、署の鯛査結果等を踏まえ、発病時期に関する見解をご教示くだ
さい。
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1 自殺事案

､ ●

2 業務による心理的負荷の強度について「強」に咳当するかどうかも含め判断しがたい

3
業務による心理的負荷が「強」に咳当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が罷められ
る

4 錆求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断につ
いて高度な医学的検肘が必要

戸
６
） 洋治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が『強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる



1調査結果のまとめ

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷
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精神障害発病の有無
I■■■■■■■■■

有 ・ 無 発病時期 平成 年 0 月 日 自殺。
｜
鋪

疾 患 名 解離性障害 (F44)

（ 発病時期 ） について主治医の判断の補足が 必要
■■■■■■■■■■■■■■■

・ 不要

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの ・ 極度の長時間労働
■

有（ ） ． 函

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発摘に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

I

出来事の有無 壷] ・ 鐸 恒常的な長時間労働の有無
■■■■■■■

有
■■■■■■■■

･無

具体的出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

(2週間以上にわたって連続勤務を行った） 平均( I ･

具体的な内容及び評価：
回 。Ⅲ ）

平成24年4月から、本来業務に加え、パート社員の育成業務に携わったことから、平成
24年4月9日から同年4月20日まで連統12日間の勤務が閉められた。なお、当骸連続勤務
は深夜時間帯に及ぶものではなかったことから、具体例に照らして、心理的負荷の強度を
｢中」と判断する ｡
その上で、恒常的長時間労働の状況を確認したところ、けいれん発作前6か月（発病日
が不明であるが、平成24年9月18日の勤務中に発作を起こしていることから、 9月17日か
らさかのぼって計算し、出来事17として評価した4月9日から4月20日までを除く期間）
において、 8月11日から9月10日までの30日間に115時間程度の時間外労働が認められるこ
とから、下記のとおり、心理的負荷の総合呼価を「強」に修正する。

（ 類推の有無 有｡囿 ）

弱 中

不明

回

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強

不明

（ ） 平均( I ・ Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強

不明
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因
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労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点.：9月18日

発病前1か月

101 時間

発病前2か月

60．5 時間

発病前3か月

51.5 時間

発病前4か月

37 時間

発病前5か月

61 時間

発病前6か月

61 時間

複数の出来事
全体評価

の

総合評価 匝詞 ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明

出来事の有無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる
J~}

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

．（
・
雛の有無 、有・無 ）

（ 類推の有無 有・無 ）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし●

特になし ‘

特になし



2－1出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔東日本労災病院 ] [ H24年 9月～ 年 月] [ てんかん発作 〕

〔 国立輪神･神経医療研死ｾﾝﾀｰ ] [ H24年10月～ 年 月] [ 解薩性障害 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 錆求人の申述 資料No. 鯛査結果 資料No.

H24.2

腿4.9

・ 平成24年2月くらいに、社長に対する不満が

大きくなり、どうにか抑えようとしていました
が、どんどん強くなっていったので、 3月で仕事
を辞めようと考えていました。自分の制御がきか
なくなる前に辞めようとタイミングをみていまし
たが、忙しくて辞めることができず、耐えきれず
に爆発してしまい、 9月18日に倒れたのだと思い
ます。 （聴取害）

・ 平成24年9月18日、作業場で鞄の染色中に、
ラジオの音が遠く聞こえ、何だかいつもと違うな
と感じていたところ、めまいもし出したため、椅
子をつなげて横になって休もうとしたとたん、筋
肉が委縮するように体全体がかたまり、動けなく
なりました。
。 しばらくしてから大きなけいれんも出てきた

ため、パートの人に救急車を呼んでもらい、東日
本労災病院に搬送されました。
・ 東日本労災病院では12日間入院しましたが、
けいれん発作はてんかんの症状ではなくメンタノレ
からきていると思われるから専門医を受診するよ
うにと言われました。 （聴取書）

○

○ ・ 平成24年9月18日、東日本労災病院に救急搬送
され「てんかん発作」と診断されて入院したが、入
院中にヒステリー混入の疑いが生じたため、東日本
労災病院の紹介により、同年10月2日、国立糖神・
神経医療研究センターを受診し「解離性障害」と診
断され、現在も通院中。
・ 同年9月18日以降休業し、復職することなく同
年12月27日付け退職｡

I

○
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出来事： 2週間以上にわたって連続勤務を行った

年・月 ， 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料Na

４
９

６

■
●

H24

◆

H24

・ 正社員が私一人しかおらず、パートが4， 5

人いましたが、みんな主婦で、 2人以外は繁忙期
だけに雇っていました。

・ お客様は何社かあり、20日納期のお客犠と月
末納期のお客機がありました。20日納期のお客犠
は発注量が多いのが特徴で、月に100品以上の数
量だったと思います。月末納期のお客犠はクオリ
テイ重視で、月に30品程度納品していました。私
はこれらのほとんどすべてを担当していました。

Iをも爵鮮涛?雛議潔ま宅誰杢妻
は1週間くらい作業時間を要するものもありま
す＠

・ 私は通常1日10品程度、繁忙期には20品程度
仕上げることもありました。

・ 繁忙期は9～12月で、 4～6月も比較的忙し
いです6

(聴取害）

・ 平成24年4月から、社長の方針でパートを育
てようということになり、私が仕事を教えていま
したが、その分私の時間が割かれてしまい、自分
の仕事が進まないために、かえって忙しくなって
しまいました。

・ 社長には正社員が私一人では厳しいという話
をしていましたが、正社員をもう一人雇ってほし
いという希望を伝えた結果が、パートの育成と
なってしまい、余分に仕事が増えて絶望的な気持
ちになりました。

●

(聴取書）

・ 平成24年の8月から新しいお客様から受注が
入り、例年よりも繁忙期への入りが早かったと思
います。

・ 通常は月に100品程度仕上げているのが、繁
忙期は200品程度にまで増えますので、当然労働
時間は長くなり、ほとんど終趣で帰るような生活
になります。

・ 20日の納期が過ぎても、月末納期のお客様の
品物を仕上げる必要があり、社長と一緒に作業す
るため、極端に月の後半の作業が楽になることは
ありません。

(聴取書）

0 ・ パートは全部で5人いて、週5日勤務が2

人と、あとは週1～3日勤務を短期間お願いし
たりします。

・ 作業内容は革製品の染色アシスタントで、
大赴に発注するお客機の品物のうち、簡単なも
のを割り握ります。

、 毎月20日の前1週間は忙しくなります。会
社の売上の7割くらいが20日納期のお客樺のも
のであり、そのほとんどを新橋が担当していま
した。 ．
・ 末日納期のものはクオリティ重視だったの
で、私が仕上げ状態を細かく碗露していまし
た｡

● ● (事業主）

・ 新橋から正社員一人でやるのは厳しいとい
う話もあり、平成24年4月からパート社員の仕
事内容を見直し、専門的な技術を要する品物も
少しずつ担当させてみることにしました。

・ パートに新たに担当させる作業は、新橘が
担当する20日納期の品物の一部でしたので、
パートへの指導も新橋にやらせていました。
・ 4月は繁忙期ではないので、パートへの指
導を行ったからと言って極端に忙しくなること
はなかつたと思います。

(事業主）

・ 平成24年4月9日から同20日まで13日連続
勤務を行っていた。 （事業場提出の出勤博）

・ 平成24年8月に新しい顧客を獲得しまし
た。得意先からの紹介でしたので、私たちの技
術が評価されていると嬉しく思ったのを覚えて
います。

・ 繁忙期に重なりましたので大変でしたが、
パートを増員したり、作業を分担するなどで乗
り切りました。

・ 新橋は染物工程全般を担当でき、お客様か
らのクレームも少なかったので、忙しいときに
は負担をかけたとは思います。

(事業主）

O･

○

○

認定事実

講求人は、平成24年4月9日から同20日まで13日連続勤務を行ったことが認められる。
また、連続勤務の理由も通常の作業に加えてパート労働者の育成を行うなどにより、納期までの作業時間が十分に確保でき
なかったために、平日の時間外労働に加えて休日にも出勤しなければならない状況にあったことが閉められた6
さらに、謂求人は、平成24年8月11日から9月10日までの30日間に、新たな受注による業務堂の増大のため、 106時間15分
程度の時間外労働を行っていた。



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・園）
上記が有の場合その内容

≠
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出ヲ
正宅

、弓 願： なし

年・月 請求人の申述 資料比 鯛査結果 資料恥

認定事実

略
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5－1主治医・産業医等の意見

-199-

主治医の意見書

咽無〕

(概要）

東日本労災病院関東医師作成意見書（平成24年12月10日付け）
（1）初診日： 平成24年9月18日
（2）受診の端緒及び主脈： 仕事中に突然倒れ、脱力感、下肢しびれ脈えにて救急要錆

救急隊到着時にJSC1-2～1－1の意餓障害あり。 ’
｡

（3）初診時における症状： 来院時左半身の上下肢～体幹にかけて間代性けいれんあり。
投薬にて喪失。 ．

（4）疾患名及びその診断根拠： 疾患名、てんかん発作。
診断根拠、症状十脳波でてんかん波の出現みられたため。

（5）発病時期及びその診断根拠： 平成24年9月18日。診断根拠は上述。
（6）治療経過： 内服にてエクセグラン（抗てんかん薬）開始し、症状再発はみられなかった。 9
月18日～9月29日まで入院
（7）既往歴g自律神経失鯛症と診断されていたとのこと。
（8）他の診療機関の受診の有無等： 入院中、ヒステリー様の症状も見られたため、精神疾患の可
能性もあり、退院後精神科に精査フォローを依頼。

診療記録等の収集 （圃・ 無）

国立精神・神経医療研究センター病院近畿医師作成意見書（平成25年1月23日付け）
（1）初診日： 平成24年10月2日
（2）受診の端緒及び主群： 東日本労災病院よりの紹介。

「自分はてんかんなのか」ということを主翫にてんかん外来を初診。
●

（3）初診時における症状： 「自分でないような感じ」が数分持続する。
｢心の中に自分が2人いる」感じがする。

（4）疾患名及びその診断根拠: F44解離性障害
意餓の変容～昏迷状態を呈するも、てんかん発作とは臨床的に相

違があり、脳波でも明らかなてんかん性異常なし。また症状とストレス因に関連を罷める。
（5）発病時期及びその診断根拠： 初診日以前の状況については不明
（6）治療経過： 当院による精査のため外来通院をしていたが、 10月20日外来受診時昏迷状態とな
る。 10月20日～28日入院。入院時の検査でもてんかんは否定b情緒的混乱も改善したため退院。退院
後は外来通院中。

診療記録等の収集 （ 囿 ． 無）

腎料No.
－

！

産業医意見書

〔有･園

畷要）

専門医意見書
(鯖求人提出）

〔有･園

(概要）

P



6就業条件等一般的事項
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学歴 哉終報〔中学校.高等学校…学院.その他( ) H18年 3月 卒業〕 資料恥．

職歴

I鰡I
現在の事業場に
雇入後の配属先

|瀞I

I

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

当餓労働者に
ついて混載
すること。 1

事業場名 職種

〔 鱒対染物 〕 【肥1年 4月 15日～ H24年 12月 27B] [ 染物工 〕

〔 ホシヨウワークス ] ( H18年 4月 1日～ H21年 2月 28日) [ 派遺 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

１
１
１
１

工物染ｆ
ｆ
に
１

Ｊ
ｊ
ｊ
１

日
日
日
日

７２月
月
月
月

２１拝
年
年
年

腿

｛
一
一
一

日
日
日
日

５１月
月
月
月

４年
年
年
年

１腿！
ｌ
ｆ
ｆ

Ｊ
１
Ｊ
Ｊ

ｌｆ
ｆ
ｔ

分
分
０
０

時
時
９
８１

刻
刻
時
時
業
業
始
終
定
定
所
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(ユ週間） 40 時間 0 分

所定休憩時刻： 12時 0分～ 13時 0分 （体感時間 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休1日制

'｡…
労働時間制度：

|"…
勤務形憩：

'．…
雇用形態：

己

●

｢面葱扉粛研

①1か月単位変形労働時間制

③フレックスタイム制

応頭雨

③カレンダー等により指定 ④その他

②1年単位変形労働時間制

④餓量労働制⑤その他

②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制 ④その他
下

｢碇顕頁~ﾃ露顕1 ②契約社員③派遣労働者

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況：①タイムカード

I
特記事項

その他特配事項：

’

唖 ③管理者による砿鱒④本人の申告⑤その他

１
１
１
１

I

○
○
，
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I

当砿労働者の
日常業務

具体的に妃較
すること． 1

０
４

染物工として、革製品の染色業務を行うもの。染料の色調合から実際の染色、乾燥工
程まで一貫して担当する。

資料胸．

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

’
の位匠づけ

表
実
を

り
取
印

佳
嘩
函

図
共
に

蝉
耗
擢
付配すること。

○

○

’
他、パート社員4， 5人

事業
神田

主

文男

錆求人

’

事業場以外にお
ける当餓労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付記すること。

(同居）

色 ○

し

(同居）

● ◆

父



7労働時間を認定した根拠
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(労働時間の把握方法） ．

ロタイムカード 回出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

事業場では出勤簿に押印し、残業を行った際は、時間数を備考欄に手書きで追記する方法で労働時間を
管理していた。

資料恥



事例7出来事が複数ある事案（業務による心理的負荷評価表の項目21と項目

31）

○事案のポイント

・請求人は、異動の内示を受けたが、家族の事情を理由に転勤を拒み、会社と話し合い

を行った結果、転勤は取消となり、同一事業場内での配置転換を受けた。

・請求人は、新たに配置された部署の上司から嫌がらせを受けたと主張している。

○出来事評価のポイント

・同一職場内での人事異動等に伴う心理的負荷は、項目21で評価する（参考：転居を

伴う人事異動は、この項目ではなく項目22で評価する｡)。

・上司が部下に対して行った嫌がらせ。いじめは、業務指導の範囲を逸脱した言動を指

しており、業務指導の範囲内である指導・叱責や、業務上の対立を原因とする心理的

負荷は、項目31で評価する。ただし、発端は業務指導であったとしても、結果的に

業務指導の範囲を逸脱した言動が含まれる場合には項目29で評価する。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、 「中」に該当する出来事が複数あり、 「強」に該当するかどうかも含

め判断しがたい場合は、専門部会意見で決定する。

(心理的負荷表 (抜粋)）
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嗣訶様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

FBr=一言1

'04-

整理番号 ○

署
長

次
長

媒
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

平成25 年5月 8 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下肥事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官労働太郎

平成 25 年1月15 日

錆求種別

回療養口休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 輸送用機械器具製造業

事業の名称 ㈱花丸輸送機東北営業所 労働者数 20 人

事業場の所在

ー

T －

OO県・ ・市
愈話 999 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

いふくかわお

医福川男
生年月日 昭和40年4月 17日 性別 男

職種

ふりがな

鯖求人氏名

営業、事務

いふくかわお

医福川男
続柄 本人

雇入年月日 平成9年3月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔購求時〕疾患名： 発病日：適応障害 平成24年 10月 上旬(頃)(発痛時年齢 47歳）

〔決定時〕疾患名： 発痛日： 年 月 日(頃)(発病時年齢 魚）

現在の状況 畦国
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述

開求人は、親の介渡等の理由により転勤しないとの条件の下、平成9年3月より勤務していたが、平成24年7
月、東北営業所から愛知県にある本社マーケティング部門への異動の内示を受けた。錆求人が労働組合に相談し
て会社側と話し合った結果、転勤自体は取消となったが、平成24年9月1日付けの異動辞令はそのまま行われ、
東北営業所で本社マーケティング部門の業務に従事することとなり、職種も営業職から事務職へと変わった。ま
た、この異動に加え、マーケティング部門のマネージャーからの嫌がらせを受けたことも重なって、精神障害を
発病した。

事案の概要
(認定した
事実）

請求人は、平成24年9月1日付けで愛知県にある本社マーケティング部門に異動となり、東北営業所に勤務し
ながら本社マーケティング部門の所属として業務に従事することとなった。なお、この異動に伴い、錆求人の職
種は営業職から事務職へと変わった。異動後の平成24年9月下旬頃からは、マーケティング部門の安芸マネー
ジャーから担当業務に関して度々叱責を受けるように旗り、平成24年10月上旬頃から、眠れない、足が重い、頭
痛、食欲不振、倦怠感といった症状が出現し、受診した医療機関において適応障害との診断がなされたものであ
る 、

〔調査官意見〕 ．

本件について、下記によることとしたい

回次頁（1）の1ないし5に麟当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合儀による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に咳当せず6ないし9に麟当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

□ 次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が腿められないことか
ら、主治医による意見害により業務上と決定する



一一一一一一争◇一一一口一一 －

医学意見の要否等に係る調査復命書

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合磯による意見を求める

口上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

口上記のいずれにも咳当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

業務による出来事による心理的負荷の総合評価について
謂求人は精神障害の発病原因として、配置転換と上司トラブルを主張しています。署の見解としては、下記のと
おり総合評価は「中」と判断しておりますが、これは「 「中」の具体例に合致する出来事が複数ある場合」に該当
しますので、専門部会への協継を依頼する次第です。業務による心理的負荷に関する見解をご教示ください。
（署の見解）
鯛査によれば、錆求人は平成24年7月に愛知県の本社への異動の内示を受けたが、労働組合を通じた異動の取消
交渉を行った結果、同年9月1日から勤務地を変更しないまま本社所属になった。これは、 「配置転換があった」
の「中」の具体例に合致すると考えられる。
また、諭求人は、配置転換後の新しい部署の上司から嫌がらせを受けた旨申し立てているが、その内容は業務上
必要な叱責であって業務指導の範囲を逸脱するものではなく、いじめ、嫌がらせ等とは評価できないものであっ
た。これを、認定基準の別表1の具体的出来事に当てはめると、 「上司とのトラプルがあった」に該当し、その平
均的な強度は「Ⅱ」である。上司とのトラブルはその後の業務にも大きな支障を来す程のものではなく、恒常的な
長時間労働も認められず、その他考慮すぺき事情も認められないことから、総合評価は「中」 と判断すぺきものと
考えられる。
なお、業務以外の心理的負荷や個体側要因については確認されていない。

、
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1 自殺事案 、

、 業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3 業務による心理的負荷が「強」に餓当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が餌められる

4 鯖求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断について
高度な医学的検肘が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である ．

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が『強」に該当しないことが明らかである ，

9 業務による心理的負荷が明確に「強」に餓当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が鰐められる
け ゆ



1調査結果のまとめ

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷
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精神障害発病の有無囿・無 発病時期 平成24年10月 上旬(頃） 自殺 。 生存

疾 患 名 適応障害(F43.2)

（ ）について主治医の判断の補足が必要。画

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ ） ・圃

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 匿 ･無 恒常的な長時間労働の有無 有 。
Ⅱ■■■■■■■■

盆

具体的出来事
3荷の
の強度

（ 配置転換があった ）平均 ( 1回Ⅲ）
具体的な内容及び評価：

会社から平成24年7月に本社マーケティング部門への異動の内示が行われた
後、辞令交付日である平成24年9月1日までの間、錆求人は労働組合を通じた会
社との異動取消に係る折衝などにより、一定の心理的負荷を負っていたものと鯛
められる。

なお、折衝の結果、異動の内示は取り消され、同一事業場内の配温転換とな
り、諸求人の職種は営業から事務へと変更され、諸求人の意思に反した業務に従
事させられることとなったが、従事する業務の内容自体は負担が軽減されたもの
と判断される。
以上により、配置転換により請求人は一定の心理的負荷を負ったと考えられる
が、転勤を伴う異動は回避され、また、異動後の業務自体は負荷が軽減されたも
のと判断されるので、心理的負荷の総合評価は「中」と判断する。

(類推の有無 有 ・圃）

弱回強

不明

（上司とのト ラ

具体的な内容及び評価：

プルがあった）平均 ( I回Ⅲ）

鯖求人は異動後の平成24年9月下旬頃から安芸マネージャーによる嫌がらせが
始まった旨を主喪しているが、マネージャーから指示のあった資料作成時に誤
字・脱字が散見された際や、請求人が報告期限までに担当業務に係る報告を行わ
なかった際に、マネージャーが請求人を指導・叱責していた事実は罷められた。
その他、請求人が主張するマネージャーからの嫌がらせの事実は確認されなかつ
た｡

以上により、マネージャーによる請求人への嫌がらせ等の事実は認められず、
業務指導の範囲内での指導・叱責を受けていたものと認められるので、心理的負
荷の総合評価は「中」と判断する ｡

(類推の有無 有・圃）

弱回強

不明

）（ 平均( 1･Ⅱ。Ⅲ）

具体的な内容及び評価：

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

）
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労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

6 時間

発箔前2か月

15. 時間

発病前3か月

“ 時間

発病前4か月

59 時間

発病前5か月

51 時間

発病前6か月

36 時間

複数の出来事の
全体評価

確認された出来事の心理的負荷はいずれも「中」と判断されるが、これらの出来事を全体評価し
た場合における心理的負荷の強度が「強」と判断されるかどうかの判断が困難であるため、専門部
会の合磯による意見を求めることとしたい。

総合評価①強②中③弱 ⑤中か弱か不明④強か否か不明

出来事の有無

図確認できなかった ′

口確開できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確罷できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
。



2－1 出現した心身の症状等に関する事項

-2昭一

当骸疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 三陸病院精神科 ] [ H24年 10月～ 年 月] [適応障害 〕

Ｊ
Ｊ
Ｊ

ｌ
ｆ
ｆ

ｊ
ｊ
Ｊ

月
月
月

年
年
年

へ
一
一

月
月
月

年
年
年

ｌ
ｌ
ｆ

Ｊ
Ｊ
ｊ

ｆ
ｌ
ｆ

年・月 錆求人の申述 資料No. 調査結果 資料No.

H24年
10月

平成24年10月上旬頃から、眠れない、足が重い、頭
痛、食欲不振、倦怠感の症状が出てきた。同年10月1O
日に三陸病院精神科を受診したところ、適応障害と診
断された。 （聴取書）

○ 平成24年10月22日付けの三陸病院精神科隠岐

医師の診断書では、 「疾患名：適応障害、上記
疾病により平成24年10月10日から当分の間の通
院加療を要すも」と配載されている。 （三陸病
院精神科診断書）

平成24年9月下旬か10月に入った頃だったと
思いますが、医福は調子が悪そうな様子であっ
た。 「大丈夫か」と医福に声をかけたが、その
時の医福は「大丈夫です」と答えていた。 （東
北営業所所長土佐）

医福が精神科を受診したと聞いたのは平成24
年10月下旬であったと思う。その時に医師の診
断書の写しがメールで送られてきた。普段から
電話やメールでのやり取りしかなく、 日々の変
鯛について詳しいことはわからない。 （本社
マーケティング部門マネージャー安芸）

』○
○
○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容

一
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出来事： 配腫転換があった

年・月 請求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料Nb.

H24年
7月

H24年
9月

私は会社への入社に当たり、家庭の事情（親の
介護）から転勤はしないという条件の下、平成9
年3月から勤務していました。
平成24年7月になって突然愛知の本社への異動
の内示が行われました。突然のことに私は非常に
驚きましたが、家族のこともあるため絶対に受け
入れることはできず、また、退職して新しい仕事
を探すこともできる状態になかったため、すぐに
労働組合に相淡し、会社との交渉の場を股けても
らいました。その後、数度の交渉を経て、本社へ
の転勤は取消となりましたが、異動の辞令はその
まま行われて、本社所属となりつつも、勤務地は
東北営業所のままとなりました。最初に異動の内
示が行われた平成24年7月から辞令を受ける9月
までの間は、転勤す
得ないという思いか
ました。聴取書）

ることになれば退職せざるを
ら、不安な日々を過ごしてい

平成24年9月の異動に伴い、営業職から事務職
へとJ戯種が変更されました。私は元々営業志望で
会社に入社しましたので、職種の変更は不本意で
したが、家族のためにも仕事を続けることが最優
先であると自分に言い聞かせていました。
異動後の業務は、営業のような売上目標もな
かつたため､数字に追われて仕事をするといった
ことはありませんでした。 （聴取書）

○
○
，

事業場が医福と交わした雇用契約書等におい
て、医福の勤務地を東北営業所に限定する趣旨
の規定は罷められなかった。 （事業場から提出
された雇用契約書等の関係書類）

事業場は平成24年7月に、医福に対して愛知
本社への異動について内示を行っているが、医
福の家族状況や、その後の労働組合との交渉も
踏まえて再検肘を行った結果、本社への転勤に
ついては取り消すこととした。ただし、本社
マーケティング部門への異動は予定どおり行
い、勤務地を東北営業所のままとした。 （事業
場からの報告）

医福の異動について、医福は長年営業として
勤務していましたが、営業成績は常に芳しくな
く、会社内でも人事的な措匿を考えなければな
らない状況にありました。本来であれば指導等
によって改善させるぺきですが、本人の性格も
あってか、我々の指導を受け入れることをせ
ず、思うように改善させるには至りませんでし
た。このような経緯から、一度は本社への異動
の内示が行われたものです。医福の転勤がなく
なった後、代わりに別の者を異動させるといつ
た措匿は行っておりません。 ，
なお、当社では、勤務地を限定する契約を締
結している正社貝はおりません。医福の採用時
の面接を行った者が何か鯖をしていたのかもし
れませんが、詳しい状況はわかりません。 （東
北営業所所長土佐）

本社マーケティング部門では、医福は自社製
品の販売促進のための提案、企画書作成等の業
務に従事することとなりましたが、基本的には
私が指示した資料の作成や、情報収集作業を行
わせていたものです｡営業の時と比べると、数
値的な目標を定めているものでもなく、業務の
負担については軽減されたものと考えます。
(本社マーケティング部門マネージャー安
芸）

○
○
○
○

認定事実

会社から平成24年7月に本社マーケティング部門への異動の内示が行われた後、実際に異動の内示が行われる平成24年9月
1日までの問、鯖求人は労働組合を通じた会社との異動取消に係る折衝などにより、一定の心理的負荷を負っていたものと認
められる。

なお、この異動に伴い、職種が営業から事務へと変更され、鯖求人の意思に反した業務に従事させられることとなったが、
従事する業務の内容自体は負担が軽減されたものと判断される。
以上により、配置転換により鯖求人は一定の心理的負荷を負ったと考えられるが、転勤を伴う異動は回避され、また、異動
後の業務自体は負荷が軽減されたものと判断される。
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出来事： 上司とのトラブルがあった

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

H24年
9月

平成24年9月下旬頃から、安芸マネージャーに
よる嫌がらせが始まりました。この頃はマネー
ジャーからの資料作成の指示が多くなった時期
で、私はその指示に従って資料を作成していまし
たが、作成した資料をマネージャーに提出する
と、 「これでは話にならない」 、 「駄目だ」など
と言われ、何度も何度も繰り返し返されました。
マネージャーの指摘の中には重箱の隅をつつくよ
うな内容も含まれていて、気が滅入ってしまいま
した。その他にも、有給休暇の申鯖をしても承翻
してくれない、私が販売促進に係る企画を立案し
ても無視される、特に理由もなく怒られるといつ
た理不尽な扱いを受けていたものです。 （聴取
書）

角

○ 平成24年9月下旬頃の医福の業務について
は、この時期のマーケティング部門では作成を
要する資料が多く、医福にも本社から電賭で
色々な資料の作成を命じていました。医福から
FAX"Eメールで送信されてきた資料は、娯字・
脱字等が散見され、何回も同じような間違いが
続いたため、やり直しを指示したことはありま
した。医福に事務職の経験はなかったものの、
勤務歴からみれば相当期間当社の業務に従事し
ているわけですから、この程度の業務はやって
もらわないと困ると思い、強い口鯛で叱ったこ
ともあったとは思います。
その他に医福がお話ししている件について、
まず、医福からの有給休暇の申錆を私が承露し
ないということはありませんでした。実際に有
給を取得した実績もあると思いますので、後日
記録を提出いたしますも医福から提案のあった
販売促進に係る企画の件については、落ち藩い
てから検肘する旨を医福に伝えていたもので、
無視していたものではありません。特に理由も
なく私に怒られたと言っていることについて
は、この時期、医福に指示していた案件が期限
までに報告がされないことがありましたので、
そのことに対して電鯖で叱ったことはありまし
た。 （本社マーケティング部門マネージャー
安芸）

平成24年9月下旬頃の医福さんと安芸マネー
ジャーとのやり取りについて、資料の作成に関
して電話で何度も話をしているのを耳にしまし
た＠
私が医福さんの電話を取り次ぐことが多かつ
たので、マネージャーの勉話の相手が医福さん
だと分かったのです。
その時のマネージャーは厳しいロ鯛で医福さ
んにやり直しを指示していたようですが、人間
性を否定するような発言でもなく、仕事上の指
導的なものであったと思いますもまた、何かの
際にマネージャーが電話で医福さんを叱責して
いた日がありましたが、この時も常餓の範囲で
の発言であったと思います。私も仕事上のミス
があった時は同じようにマネージャーに怒られ
ることがありますが、その時の機子と比ぺても
変わりはなかった印象です。
マネージャーが愈諮で朧かの人格を否定する
ような発言をしていたのを聞いたことは、これ
までに一度もありません。
(本社マーケティング部門同僚紀伊）

○

○

認定事実

舗求人は異動後の平成24年9月下旬頃から安芸マネージャーによる嫌がらせが始まった旨を主張しているが、マネージャー
から指示のあった資料作成時に誤字・脱字が散見された際や、錆求人が報告期限までに担当業務に係る報告を行わなかった際
に、マネージャーが請求人を指導・叱責していた事実は閉められた。その他、錆求人が主張するマネージャーからの嫌がらせ
の事実は確駆されなかった。なお、マネージャーは愛知本社で勤務し、請求人とは愈鯖やEメール等により業務指示や報告を
行っていたものである。

以上により、マネージャーによる鯖求人への嫌がらせ等の事実は罷められず、業務指導の範囲内での指導・叱責を受けてい
たものと鯉められる。
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・圏）
上記が有の場合その内容
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出来事： なし

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

凸

認定事実 ．

､．I



5主治医・産業医等の意見
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主治医意見香

(間無）

(概要） ．

1初診日：平成24年10月10日
2不安感、抑うつ感を解え、このま霞仕事が続けられるのか不安でしょうがない、仕事のことを
考えると家にいても上司のことが頭に浮かび緊張するなどと述べていた。
3焦燥感がみられ、時々涙ぐむことがあった。
4疾患名：適応障害(F43.2)
診断の根拠は、不安感、抑うつ感が強くみられ、時に強い緊張と怒りの感情がみられること。
5発病時期：平成24年10月上旬
6本人によれば、不本意な人事異動や、異動後の上司による嫌がらせが負担になっていたとのこ
とである。

7抗不安薬を投与し、通院を継続している。仕事はしばらく休むように指導している。現在は不
安感は軽減したと述ぺており、過度の緊張もみられなくなった。
8糖神障害の既往歴はなし。
9本人の鯖からは他の医療機関の受診はないと考えられる6 ．
10聴取は可能であるが、心身の不鯛が現れた場合は、聴取を中止できる旨を予め脱明しておく
ことが望ましい。

診療配録等の収集 （囿・ 無）

資料No.

産業医意見害

（有圖）

(概要） ．

専門医意見書

(錆求人提出）

（有團）

(概要）



6就業条件等一般的事項
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学歴 最盤…〔中学校･高等学校…大学院･その他（ ） 腿年 3月 日③ 中退〕 資料恥．

職歴

I瀞1
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞I
所定労働時間、
所定休感時間、
所定休日等

|苧騨I

』

事業場名 職種 ．

〔 ㈱花丸輸送機] I H9年 3月 1日～ 年 月 日] [ 営業、事務〕

〔 播磨達観㈱ ] I腿年 4月 1日～ H8年 12月 31日] [ 営業 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

〔 本仕ﾏｰｹﾃｨﾝグ部門〕 【腿4年’ 9月 1日～ 年 月 日〕 〔 事務 〕

〔 東北営業所 ] [ H9年 3月 1日～ "4年 8月 31日) [ 営業 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

分
分
０
０
３
３

時
時

８
７１

刻
刻
時
時
業
業
始
終
定
定
諦
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） “時間 0 分

所定休憩時刻： 12時0分～ 13時 0分 1 時間（体感時間 分）

の遡休'日刷｢雨尿面雨~］ ・ｶﾚﾝダｰ等により指定 ④その他所定休日：

|"…
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時間閥②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④哉堂労働制⑤その他

|"…
応雨砺1②2交代制(日勤･夜勤)③3交代制 ④その他勤務形魍：

|"…
庖用形態：

勤
特
他

退
の

出
Ｆ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｌ
そ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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ｌ

特

他

の管理の状況

配事項

特配事項：

●
●

匝亜 画 ②契約社員③派遺労働者
f

④パート・アルバイト⑤その他

②出勤簿③管理者による砿麗④本人の申告⑤その他

Ｄ
■
Ｆ
Ｄ

１
１
１
１

’

陶員・従；

①タイムカード
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｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に記載
すること。 ］

(～平成24年8月31日）
東北営業所に所属し、営業職として勤務。
顧客訪問を主とする外勤業務に従事していたが、鯖求人の担当顧客数（20～30社）は同僚と比
較しても多くはなかった。
営業職には個人の売上目標が股定され、売上の実績に応じて人事評価がなされることとなって
いた。

(平成24年9月1日～）
本社マーケティング部門に所属し（勤務地は東北営業所のまま） 、事務職として勤務。
自社製品の販売促進のための提案、企画書作成等の業務に従事しており、営業職の時のような
業務に関する数値目標等は課せられていなかった。直属の上司とは勤務地が異なる事情があった
ことから、上司からは趣話、メール等による指示が行われていた。

1

資料池．

事業場(所属部署)内
における当餓労働者

’
の位低づけ

銅鐙闘により表

すと共に聴取実

施者にはO印を
付記すること。

■

oの■｡■口■の‐■●■ロ｡●●●●｡●ロ●●●●●ロ●｡●●●●6

東北営業所 1
0

8

1 （宮城県） ；
ー■,－｡－■｡－.■－■－■■■4■ロロ■●4■ロ■⑧■●■■●●●●■0

○

｣

、

○

｡●｡■■●■口■｡■ppp■｡■■pppp●■p■●ロロロ●■●CI

I 本社マーケティング部門 i
； （愛知県) i
O■ロ●仁＝｡。‐｡■－0■－－q■■, q■q■,■,■q■･■q■一・■0■q■■q■･■－0■－1

●

○

圭
(東ｵ脳業所勤翻

所長
土佐宗男

マネージャー
安芸登

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

○

下
鯖求人



した ， '

8

-213

(労働時間の把握方樹

▲

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

Q ■

｡、

夕

。

O ●

資料



事例8上司等から治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた事案（業

務による心理的負荷評価表の項目29）

○事案のポイント

・鯖求人は、上司から暴行を受けた。

・暴行により治療を要した。

○出来事解価のポイント

・上司が部下に対して行った暴行は、パワーハラスメントに当たるため、項目29で評

価する。

・暴行による負傷の程度について検討し、整形外科医等の医学意見により治療の有無を

確麗する。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、 「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）
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平均”心ロ
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出来事
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廓百1様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

FBF百一M－零1

9
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整理番号 ○

署
長

副
署
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6 月 1 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償一郎

令和 2 年 2月 12 日

請求種別
口療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 美容業

事業の名称 (有）千代田ビューティーサロン銀座店 労働者数 50

人

事業場の所在

ー

T 一

○○県□口市
電話 099 ( 9999 ) 9999

ふりがな

被災労働者氏名

きゅうふやすお

給付安男
生年月日 平成元年9月 1 日 性別 男

職 種

ふりが厳

請求人氏名

美容師

きゅうふやすお

給付安男
続柄 本人

雇入年月日 平成27年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔舗求時〕疾患名： 適応障害(F43. 2) 発病日： 平成31 年 4月 15日 （頃) (発病時年齢29歳）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43. 2) 発病日： 平成31 年 4月 15日 （頃) (発病時年齢29歳）

現在の状況 L生査」
死亡 （死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

請求人給付安男（以下「請求人」という。 ）は、平成27年4月の入社後、ビューティーサロン銀座
店において美容師として従事するとともに、新人スタッフの教育を担当していた。請求人は、平成31
年4月15日に社長（店長）から新人スタッフが急に退職したことを理由に叱責され、 さらに顔面を殴
られ鼻骨骨折を負った。
れない、大きな音を聞く
うになった。

その後精神的に不安定になり、理由も無く涙が出る、殴られた夢を見て夜眠
と体の震えが出るなどの症状が出るようになり、 日常生活で恐怖を感じるよ

事案の概要
(認定した
事実）

請求人は、平成31年4月15日に社長（店長）から殴られた以降、理由も無く涙が出る、悪夢を見
る、 日常生活で恐怖を感じるなどの症状がみられており、平成31年4月30日に河本総合病院精神科を
受診し、適応障害と診断されている。
請求人は、平成31年4月15日に社長（店長）から新人スタッフが急に辞めたことを請求人の責任だ
として叱責され、叱責の途中で顔面を殴り鼻骨骨折を負わされたものと認められた。
業務以外の出来事及び個体側要因は確認されなかった。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合躍による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

日
次頁（1）のいずれにも咳当せず、業務による強い心理的負荷が認められることから、主治医による意見書により、業務上
災害として認定する



調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合識による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

回上記のいずれにも骸当しないことから、主治医による意見書により業務上災害として認定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

-218-

1 自殺事案

2 業務による心理的負荷の強度について『強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3
業務による心理的負荷が『強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められ
る

4 請求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（
いて高度な医学的検討が必要

)の判断につ

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が「強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が『強」に骸当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる
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1総合判断

(2)業務による心理的負荷

I

認19-

精神障害発病の有無
■■■■■■■

有
一

・ 無 発病時期 平成31年 4月 15 日

疾
矼
ラ
の一

イ

患 名
10診断ガイド
ンによる）

適応障害(F43. 2)

●

特別な出来事
の 評 価

心男旦的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ ） ．團

発病前6か月間
に起きた糖神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 ヨ ・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有。塵
具体的出来事

心理的負荷の
総合評価の強度

<上司等から､身体的攻筆､精神的攻撃等のバﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた）平均( I ･ n ･

具体的な内容及び評価：
回 ）

謂求人は、平成31年4月15日に新人スタッフが急に辞めたことを教育係であった
謂求人の責任だとして、社長（店長）から叱責された事実が認められる。また、
叱責の際に、繭求人は社長（店長）から拳で顔面を殴打され鼻骨骨折を負ったこ
とが認められる。
以上のことから、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等の
パワーハラスメントを受けた」に骸当し、上司等から治療を要する程度の暴行に
よる身体的攻撃を受けたものと認められるため、その心理的負荷は「強」と判断
される。 巾

､ ●

（ 類推の有無 有｡囿 ）

巳

b

弱 中 回

（

具体的な内容及び評価：

‘ ●

） 平均( 1 ． Ⅱ ．Ⅲ ）

（ 類推の有無 有・無 ）
｡

弱中強

（ ） 平均( I ． Ⅱ 。m )

具体的な内容及び評価：

● ■

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

-22酢

労働時
(時間
時間数）

発病前1か月

■■■■ 時間

発病前2か月

－ 時間

発病前3か月

－ 時間

発病前4か月

－ 時間

発病前5か月

■■■■ 時間

発病前6か月

－ 時間

複数の出来事の
全体評価

総合評価 弱 中 回

出来事の有無

回穂甥できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確寵できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

i'

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔河本総合病院糖神科 ] [ H31年 4月～ 年 月] [適応障害 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

ｔ
ｔ

〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 鯖求人の申述 資料No. 鯛査結果． 資料胸．

131年 ；
1月

平成31年4月15日の夜から、精神的に落ち着か
ず不安と恐怖を感じるようになり、悪夢を見て眠
h,なくなりました。翌朝も食欲は無く知らず知ら
ずに涙を流していました｡･自分の顔を鏡で見ると
没られた鼻が腫れており、そのことで全身が硬く
喉り自然と震えが出て止まらなくなりました。こ
のような状態が毎日続くようになりました。特
に、出勤して店長と顔を会わせなければならない
と思うと、考えただけでパニックになりそうでし
た。 〈聴取書）

次第に人と接することも恐怖で外出できなくな
り、家族に連れられて、平成31年4月30日に河本
総合鋼院精神科に受診し、適応障害と診断されま
した。 （申立害）

● ●

○

○

心配で平成31年4月15日は給付さんと－鯖に煽りま

したが、普段はお喋りする給付さんが、 うつむいて
句か怯えているような感じで、終始暗い表情でし
値。この日以降給付さんは職場に来ていません。
(同僚仲川）

心配となって平成31年4月15日の夜に給付さんに電
活したところ、普段は明るい人なのに声は暗く急に
泣き出しました。鱈を聞いて励ましていましたが、
口数は少なく、翌日も電鱈をしてみましたが出てく
れませんでした。何度か家に行ってみましたが、給
付さんのお母さんから碓にも会いたくないと本人が
宮っていると言われ会うことができませんでした。
(同俵茂田井）

も

f

○

○



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

年・月 諦求人の申述 資料肋． 調査結果 資料Nn

年
一
脚
蛆

平成31竿4月15日に新人スタッフが仕事中に携

帯を見ていたので、一度注意しました。一度は閉
りフロアーの清掃作業をし始めましたが、また1
時間後に携帯でラインをしているところを見て、
すぐ止めると思い何も言わなかったところ、30分
糧経っても携帯を見ていたので、 「やる気ある
の」 、 「新人だからといって甘えないで」などと
注意しました。その場は私の注意で新人スタッフ
は仕事をやり始めました。そして、私が気づかな
いところで、新人スタッフは、店長に私に厳しく
注意されここでは働けないと曾って、その日で辞
めたみたいです勺後で聞いた話ですがその新人ス
タップは店長の親戚に当たる人だったそうです。

平成31年4月15日の業務終了後に私が顧客名簿
を整理していたところ、いきなり店長が来て私に
向かって、 「新人にどんな教育してるんだ」と怒
鳴ってきました。私は店長に「あの新人が仕事中
に携帯をいじっていたので注意して何が悪いので
すか」 、 「私の教育間違ってますか」と言ったと
ころ、店長は「何口答えしてるんだ」と言って、
右手をグーにして私の顔面を－発殴ってきまし
た。店長は一発殴った後「反省しろ」と私に言っ
てそのまま帰ってしまいました。

私は一瞬何が起きたか分からず呆然とその場で
立っていましたが、すぐに鼻血が出てきて血が止
まらなくなりティッシュを鼻に酷めて家に帰りま
した。鼻血はその晩に止まりましたが、翌日鏡を
見ると鼻が腫れていたので、後藤整形外科に行き
診察してもらったところ鼻骨にヒピが入っていま
した。蟻取書）

○ 平成31年4月15日の仕事中に給付さんが新人
スタッフに注意しているところを見かけまし
た。私も新人スタッフの仕事の姿勢に腹を立て
ていたので、給付さんの注意は正当なものと思
いますも店を閉めた後で、店長が来て給付さん
の顔面をグーパンチで殴ったところを見て唖然
としました。店長はすぐにその場を立ち去りま
したが、給付さんは殴られた後、少しの時間立
ち疎んでいました。鼻血も少しの時間垂れ流し
だったと思います。 （同僚仲川）

平成31年4月15日の日は私は給付さんと同じ
シフトで働いていました。給付さんが店長に殴
られた詳しい経緯は知りませんでしたが、店長
が給付さんにいきなり怒鳴り、気がついたら店
長は給付さんの顔面を殴っていました。給付さ
んの鼻からは血が出ていました。 （同僚茂田
井）
平成31年4月15日の閉店後店長と給付さんが
操めているところを見ました。店長とは長い付
き合いで、普段はいい人ですが一端切れると手
がつけられない性格で、店長が給付さんの顔面
を殴ったのは事実ですが、給付さんが店長の
言ったことに対して、反践めいたことを言った
ことで、店長が憤慨したと思いますb (プロ
アーマネージャー橋元）

平成31年4月15日の閉店後に給付さんの顔面
を右手で殴ったのは事実です。給付さんが未熟
さを棚にあげて私に反輪したため、力.シとなり
殴ってしまいました。自分では本気で殴った記
憶はありません。私が給付さんを殴ったこと
で、給付さんが鼻血を出していたことは知りま
せん。 （社長舷店長多橋）

五藤整形外科五藤敏夫医師意見書
初診日：平成31年4月16日
受診の端緒：前日に顔面を殴られ受診と至る。
他覚所見:X線にて鼻骨部に骨折線を認める。
傷病名：鼻骨骨折
治療内容：止血処渥を行い、骨折は軽度であっ
たため保存療法とした。
症状固定時期：骨癒合には2か月程度必要と思
われる。

○
○
○
○
○

露定事実

論求人は、平成31年4月16日に新人スタッフの教育を巡り、社長（店長）から叱責され、その際に顔面を右拳で殴られた事
実が認められる。また、顔面を殴られたことにより鼻骨骨折を負い2か月程度の療養を要した事実が認められる。

中 ●



巳● ●一一一司一●①一一｡－●－申一■－－0｡｡－p 単 ､ ’■,●－+寺 一一・■ ー－
一一＝

一一■■一■q ■ー
～

4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・園）

上記が有の場合その内容

自宅で週に2， 3回の缶ビール(5.OOml) 1本を飲んでいたが、酩酊して迷惑をかけるようなことはなく、アルコール
依存の状況は罷められない。
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出来署 F: なし

年・月 繭求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

● 白

／

認定事実

Cr



5－1主治医・産業医等の意見
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主治医の意見書

圃・無〕

蛎要）

(河本総合病院精神科河本優医師の意見書）

1平成31年4月30日初診
2平成31年4月15日に上司から暴行を受け、その日から理由も無く涙が出る、悪夢を見
る、不眠、 日常生活で恐怖を感じ外出ができなくなった、との主訴により当院を受診した
もの。
3初診時の症状は上記主訴のほか、食欲不振、回避行動、過覚醒、憂うつ感の症状を確
認｡
4上記暴行エピソード以外にストレス要因は無く、上記の症状から適応障害(F43.2)
と診断｡
5発病時期は、受傷後から初診前であることは明白である。上記暴行エピソード以外に
ストレス要因は無く、暴行を受けた平成31年4月15日が妥当と考える。
6発病原因は、過去に重大なストレスとの遭遇、精神症状のエピソードがなく、上記暴
行エピソードが心的ストレス要因となっているのは明白である。
7休養の指示、パキシルCR，セルシン、マイスリーを中心とした薬物療法。
8精神障害の既往歴は承知していない。
9他の精神科への受診事実は承知していない。

診療記録等の収集圃・無〕

』

資料No.

0

産業医意見書

〔有･園

(概要）

専門医鷺
(請求人

〔有･園

(概要）

● ｡

、
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学歴 最終学歴〔中学校・高等学校も大学・大学院 冒罰砲（ 専門学校） 腿'年 3月 日圃･中退〕 資料M.

職歴

I瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞I
所定労働時間、
所定休感時間、
所定休日等

|瀞I

事業場名 職種

〔 ビューティーB] IH21年 4月 1日～ 26年 3月 31日] [ 美容師 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年． 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

１
１
１
１

師
、

容美１
ｆ
に
ｔ

ｌ
ｊ
ｊ
ｊ

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

１月
月
月
月

４桴
年
年
年

腿Ｉ
ｆ
ｆ
１

３
ｊ
ｊ
Ｊ

》ロサイテ畢ピ
・

ｆ
ｆ
ｆ
１

分
分
０
０
３
３

時
時

９
９１

刻
刻
時
時
業
業
始
終
定
定
弄
野

諦定休憩時刻：

蕊遅出励務有

時
時

３
７
１
１

一
一
分
分
０
０
３
３

時
時

２
６
１
１

30

30

分
分

所定休日： ①週休1日制②週休2日制

I
所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間 0 分

(体感時間 2 時間 0 分）

…だ万霜萱］ ④その他

|蝋.………"蕊……
労働時間制度： ［面諏琉羅諏蒔藺副②'年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④戯赴労働制⑤その他

|"熟塵………………
而百莇砺]②2交代制(日勤･夜勤)③s交代制 ④その他勘務形態：

|"‐
雇用形態：

出退勤

|､
その他

特

他

の管理の

記事項

而定扇願~ﾃ羅蕊団②契約社員③派遣労働者
●

④パート・アルバイト⑤その他

状況:｢雨万才玄万=n②出勤簿③管理者による確鱒④本人の申告⑤その他

特配事項：

１
１
１
１

’

○
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ｰ

｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に記戦
すること． 1

ｰ

･ヘアーカット、シャンプー、メイク等の美容帥莱務

･新人美容師の教育指導
資料No.

○

事業場(所属部署)内
における当咳労働者
の位睡づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を

付記すること。

○

多橋社長（店長）

フロアーマネージャー
橋元

茂田井仲川 鯖求人

’

事業場以外にお
ける当該労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付肥すること ●

．

給付高男
(父）
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(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

請求人は長時間労働については主張していないため時間集計は省略した。

■

I

e ら

● ■

8

資料恥

○



事例9上司等から暴行等の身体的攻撃を執勘に受けた事案（業務による心理

的負荷評価表の項目29）

○事案のポイント

・請求人は、上司から暴行を受けた。

・暴行により治療を要していないが執勘に行われた。

○出来事評価のポイント

・上司が部下に対して行った暴行は、パワーハラスメントに当たるため、項目29で評

価する。

・治療を要さない程度の暴行は、反復・継続など執勤に行われたか否かについて評価す

る。

医学意見の聴取のポイント

･総合評価の結果、 「強」に骸当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

○

(心理的負荷表（抜粋)）
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平均“心』

具体的
出来事

⑲矼1

1

■のI
■■■■■■

両面

Z

庫
■■■■■

強■

画

心理的負再の働台肝伍の視血
心理的負胃の堕唐敏同｣r中｣『強｣と判斯寸も具体例

■ I 中 勘

29

⑳《ワ
一ハラス

メント

上岡等か
ら､身体的
攻里輸神

“軍辱

の〃の一ハ

ラスメン権

受けた

☆

・棺導･叱寅毎の■世1三華＆堅韓

や伏現

・身体的攻軍､鮪…軍等の
内巳.麺旬

・反包･壁哩を空岱健の
状現

･戯■竃墳画す氏■宙
・全壮の対応の有歳及び内容．
砿曽の状呪

I室】■ご密●亨今爵二考争宮ら製､劃

且己竺の”プル陣座中中令室r対
人聖』の塾己亭顕耐る．

(座)『上■弓J1幸-座生命璽剖上
位の■のほか.日毎璽瞳竺下で齢て

も.士捧卜晶耳守句蛍や垂幸竺讐窒寺

しており.その●の橿力が鑑廼幟創

ご写句円煙垂伺壱騒堂逵垂空

合.画p画一下かその含璽戸少各行島

でご堂､で営面栓■毛す&軍埜己睡

ある宅合も酌．

唾⑭専争n2f内容．

＝円垂垂伺轡隈堂聖一聖

君■p画麺下からの唾逵ら行島

【“】
上冑等による身体的攻軍.葡神的唆軍専が画』の■即垂らな↓喝台.心■
釣負荷、韓告解■の璽臼巻曙宮貝て『■』又は『中』と牌■

【『■』唾銅

。上呵軸二蝿r中』IエらなL唾
の身…里輔”衷隼毎が行わ
れ幽合

【『中』I毒銅】
。上■等による次のような…攻

軍･篇神崎竃軍が行われ､行あぶ反
璽･壁ごlてぃな卜咽台
・鱈客寺薯鈍も唾の■行に

上星旦吟竺垂

・人笹や人匝壁蚕酎る蝿
な･企毎卜専らか'三必■性部

ない又障垂亜目睡甲I

師神的攻■
・必ロE』卜!=昼…q-わたる
叱責.色の…の■廊華

ける亜曜鹸掌亡亘など.■禄や
手■…弓全1君呈Lて

欝華中空唾垂哩昼皇竺等
睡軍

O上口専から.身体的攻軍､輔林的攻軍辱のパワーハ
リス〆ン卜を受け倉

【『量歴ある、
｡上■軸ら.壁■す鋸亙の““身…を受

…
｡上■軸ら､顕毎②身繊攻嘩幽1垂け趨合
。上臼等産と星室⑮垂雀営一苧曾竺宇唇埠単全埋含
P蝿粋一塁と竺二＝しご邑参＝
…垣吟写字毎口…唾■q企■…

･暦再回卜F＝-学か＝.§‐登二壁垂■
の、唾け…での…叱良など.魅鞍や手
■“･＝今0－巨哩て齢三宮当乙ロー■旦冬讐律
…
・心■的負荷…は『中』唾の自体唾映一戒一
睡…合であって.会担垂匪も■“舞応”<､改
醗なかつ観台
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医学意見の要否等に係る調査復命書

FBB-局－5『~薑1
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整理番号 ○

署
長

副
署
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6 月 1 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償二郎

令和 2 年 1月24 日

請求種別

回療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 建設業

事業の名称 認対総合建設(株） 労働者数 300

人

事業場の所在

一

T 一

○○県□口市
電話 099 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

しきゅう こうじ

支給光二
生年月日 平成元年9月 1 日 性別 男

職 種

ふりがな

謂求人氏名

施工管理

しきゅう こうじ

支給光二
続柄 本人

雇入年月日 平成26年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔硝求時〕疾患名： 適応障害(F43. ･2) 発病日： 平成31 年 4月 中旬 （頃)(発病時年齢29歳）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43. 2) 発病日： 平成31 年 4月 中旬 （頃)(発病時年齢29歳）

現在の状況 L生査」
死亡 （死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

謂求人の申述

請求人支給光二（以下「請求人」 という。 ）は、平成26年4月の入社後、認対総合建設(株)におい
てビルや家屋の新築工事の施工管理の業務に従事していた。請求人は、平成31年4月15日に係長から
工期の遅れを理由に叱責され、その叱責の場で、左肩にパンチ、額にデコピンをされ、さらに頬や耳
を何度も引っ張られた。その後精神的に不安定になり、叱責される夢を見て夜眠れない、食欲が出な
い、何事にもやる気が出ないなどの症状が出るようになった。

事案の概要
(認定した
事実）

請求人は、平成31年4月15日に係長から叱責された以降、叱責される悪夢を見る、不眠、食欲不
振、意欲低下などの症状がみられており、平成31年4月25日に有楽精神クリニックを受診し、適応障
害と診断されている。
請求人は、係長から平成31年4月15日に工期の遅れを理由に叱責され、叱責は4時間程度にわたり、
その最中に左肩を殴られる、額にデコピンを2回される、両頬と両耳を各5回程度引っ張られるなどの
行為を受けていたことが認められた。
業務以外の出来事及び個体側要因は確認されなかった。

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合議による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

回
次頁（1）のいずれにも咳当せず、業務による強い心理的負荷が認められることから、主治医による意見書により、業務上
災害として認定する



調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合議による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

回上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上災害として認定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

~230‐

1 自殺事案

2 業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3
業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められ
る

4 請求人が悪化を主狼している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断につ
いて高度な医学的検肘が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が「強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が「強jに咳当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる



■■一一 ・ ● －－－ ＝←－ー－－－■ー‐＝ー－－一ーーー一.些 些 4 ■ ■●凸 ●－0 . 凸■■■･器一～ b●■■P●●●① ゆpb－－

1総合判断

(2)業務による心理的負荷

翅31-

精神障害発病の有無
I■■■■■■■

有
■■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成31年 4月中旬（頃）

疾 患 名
(ICD-10診断ガイド
ラ インによる）

適応障害(F43. 2)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの｡ 厘度の長時間労働

有（ ） 。囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 ヨ ・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有．
一

無
■■■■■■■

具体的出来事
心理自

総合評

(上司等から､身体的攻隼､鞘神的攻隼辱のバﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた）平均( I 。 Ⅱ ｡

具体的な内容及び評価：
回 ）

錆求人は、平成31年4月15日に係長から工期の遅れを理由に叱責された事実が鰐
められる。
いものの、

また、叱責は4時間程度にわたり、人間性を否定する発言は認められな
その最中に左肩を殴られ、額にデコピンを2回され、両頬と両耳を各5

回程度引っ張られたことが認められる。
なお、当骸行為で療養を要した事実は認められない。
以上のことから、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等の
パワーハラスメントを受けた」に咳当し、上司等から暴行等の身体的攻撃を執勧
に受けたものと認められるため、その心理的負荷は「強」と判断される。

（ 類推の有無 有．図 ）

弱 中 詞

（ ） 平均( I ･ n ･m )

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：
C 伊

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因
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労働時
(時間
時間数）

発病前1か月

一 時間

発病前2か月

－ 時間

発病前3か月

ー 時間

発病前4か月

■■■■ 時間

発病前5か月

■■■■ 時間

発病前6か月

－ 時間

複数の出来事の
全体評価

、

総合評価 弱 中 図

出来事の有無

回確認できなかった

口確潔できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確甥できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

『

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する糖神
科等の医療
機関の受診
状況

医療椴関名 受診期間 病名

初診〔有楽精神クリニック 〕 〔 脳1年 4月～ 年 月〕 〔適応障害 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 諭求人の申述 資料恥． 調査結果 資串帥．

M31年
鯛 る

た
な
に

平成31年4ノ
ようになり
。食欲もな
くなりまし
なりました

月15日の夜から、

、

く
た

、

叱責される夢を見
眠れない日が続くようになりまし
なり、何事に対してもやる気が出
｡ このような状態が毎日続くよう
(聴取書）

外出する気力もなくなり、会社にも行けず休む
ようになったので、平成31年4月25日に自宅近く
の有楽精神クリニックに受診し、適応障害と診断
されました。 〔申立害）

／

○

○

平成31年4月15日は支給さんと一緒に帰りました。
支給さんは、叱責されたことを気にしているようで
清い表情でした。翌日に職場で支給さんに大丈夫と
活し掛けましたが、元気がなく眠れていないと曾っ
ていました。 （同僚巻）

平成31年4月15日以降、支給さんは元気がないよう
に見えました。お昼もほとんど食ぺていませんでし
た。支給さんは毎日眠れていないと言っており、覇
気がありませんでした。 （同僚茂野）

○
○

●

●



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

年・月 鯖求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

年
へ
誕
月
Ｈ
４

私か地-L官埋症廻ヨレ~Kいたマンションの和乗

工事で、平成31年3月末に工期を総える予定でし
たが、翌月15日まで工期が延長してしまいまし
た。工期が延長してしまったことは、私が下鯖会
社への連絡を失念してしまったことが原因です。
平成31尋月15日まで工期が延長したことにつ
いて係長に報告し、原因が私にあることを伝えた
ところ、係長から叱責されました。また、係長に
下諸会社への連絡を失念したことを言ったとこ
ろ、別室へ連れられ、係長から左肩にパンチさ
れ、 「なに初歩的なミスしてんだ」と言われまし
た。その後「この仕事何年してんだ」と曾われな
がら、額にデーピンを2回されました。

私は、複数の仕事が重なってしまい連絡ミスを
起こしてしまったことを理由に耐罪しましたが、
係長は私が口答えしていると感じたらしく、叱責
が4時間くらい続きました。叱責の中で、私は両
頬と両耳を各5回、合計10回ほど引っ張られまし
た。係長は「新人ではないのに初歩的ミスをして
本当に反省いているのかj 、 「賭しをちゃんと聞
いてるのか」などの話しを繰り返して、その都
度、頬や耳を引っ張ってきました。

係長から最初に受けた左肩へのパンチやデコピ
ンはとても痛かったです。頬や耳は何回も引っ張
られたことで、その日の夜は赤く腫れていまし
た。翌日には痛みの晴れも治まったので痛院には
行っていません。
係長からの叱責で人間性を否定するよう発言は
ありませんでした。また、私のミスで工期延長と
なりましたが、減給もなく会社からのペナル
ティーは一切ありませんでした。 （聴取書）

○ 支給さんのミスにより工期が延長してしま
い、平成31年4月15日に支給さんは係長から注
意されていました。最初は係長の席で注意を受
けていましたが、途中から支給さんと係長は別
室に入って4時間ほど出てきませんでした。終
業時刻間近で二人は別室から出てきて、その時
支給さんは気力が無く、 とても落ち込んだ様子
だったことを覚えています。 （同僚巻）

私は、安念係長から支給さんのミスで工期が
延長したことの報告を平成31年4月15日の終業
後に受けました。初歩的なミスであったので、
安念係長は二度とこのようなミスがないように
支給さんを厳重に注意しときましたと筒ってい
ました。
私は、安念係長が支給さんを叱責していたと
ころは見ていません。
支給さんのミスに対しては、会社としての処
分は一切ありませんでした。 （腺長安西）

私は、支給さんから平成31年4月15日まで工
期が延長してしまったとの報告を受けました。
支給さんの初歩的なミスだったので、私は支給
さんに厳重注意をしました。そして、 ミスをし
た理由を聞いたところ、仕事のせいにしていた
ため、別室に入って叱責しました。別室で左肩
にパンチを入れ、額にデコピンを2回ほどした
のは事実です。気合いを入れるためにしまし
た。左洞へのパンチとデコピンの後は、二度と
同じミスをしないようにと思い叱責を続け、4
時間ほどは別室に入っていたと思います。途中
で支給さんが私の話を聞いているのか返事がな
かったので、頬や耳を引っ張って顔を上げさせ
たことも事実ですb頬と耳を各4，5回は引っ
喪ったと思いますが、強くは引っ張っていませ
ん。 （係長安念）

○
○
○

認定事実

鯖求人は、自身のミスにより工期延長を招き平成31年4月15日に、係長から叱責された事実が露められる°叱責は4時間程度
にわたり、その最中に左肩を殴られたこと、額にデコピンを2回されたこと、両頬と両耳を各5回程度引っ張られたことが確認
されるが、当鮫行為で療養を要した事実は閉められない。
なお、叱責での人間性を否定する発言は露められず、鯖求人のミスによる減給又は会社からのペナルティーも認められな
い。
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容 ノ

個体側要因 （有 ・圏）

上記が有の場合その内容

-235-

出来事： なし

年・月 諭求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

◆ の

、

駆定事実

ｑ
ａ
Ｏ

（~
、



5－1主治医・産業医等の意見

-236一

主治医の意見書

圃・無〕

(概要）

(有楽精神クリニック有楽優医師の意見書）

1 平成31年4月25日初診
2平成31年4月15日に社内で暴行を受け、その日から、不眠、食欲がない、やる気が出な
いなどとの主訴により当院を受診したもの。
3初診時の症状は、食欲不振、不眠、意欲低下の症状を砿認。
4暴行エピソード以外にストレス要因は無く、上記の症状から適応障害(F43.2) と診
断。
5発病時期は、社内の暴行エピソード後の症状出現のため、平成31年4月中旬と考える。
6発病原因は、過去の重大なストレス要因及び精神症状のエピソードがなく、会社の暴
行エピソードが心的ストレス要因となっていると認められる。
7休養の指示、マイスリーを中心とした薬物療法、精神療法を実施した。
8精神障害の既往歴は砿認されない。
9他の精神科への受診事実はない。

診療記録等の収集画･無〕

資料M.

○

産業医意見害

〔有･園 ．

(概要）

専門医意見書
(錆求人提出）

〔有･園

(概要）



一句

』

6就業条件等一般的事項
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学歴 最銭学歴〔中学校.商等学校.大学.…]その他（ ） 腿6年 3月 日{至園.中退〕 資料".

職歴

{鰯I
現在の事業場に
雇入後の配属先

{鰯I
所定労働時間、
所定休感時間、
所定休日等

|瀞I

事業場名 職種

〔鰯対総合建股(株)〕 【腿6年 4月 1日～ 年 月 日〕 〔 施工管理〕

［ 〕 〔 年 月 日～ 月 日〕 〔年 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

Ｊ
１
ｊ
ｊ

ｆ
ｔ
ｆ
ｆ

Ｊ
１
Ｊ
１

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

竿
年
年
年

！
ｆ
ｆ
ｆ

Ｊ
Ｊ
１
Ｊ

１
ｆ
ｆ
ｆ

分
分
０
０

時
時
９
８１

●
◆
●
Ｇ

翻
蜘
業
業
始
終
定
定
所
秀

※遅出勤務有 ｛
所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間 0 分

所定休憩時刻9 12時 0分～13時 0分 （体感時間 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休1日制 ③カレンダー等により指定
日

④その他

|"…
労働時間制度： ［而頑軍羅霧顯胃而珂②1年単位変形労働時間制

． ③フレックスタイム制④裁量労働制⑤その他

|・罵…………､
勤務形態： 「石百砺霧]②2交代制(日勤･夜勤)③3交代制 ④その他

|"…
雇用形態：

出退勤の管理の状況：

’
特配事項

その他特配事項：

I

｢而定添頁~了悪霊頁1②契約社員③派遣労儀者

④パート・アルバイト⑤その他

而両筋=~F1②出勤博緬厩扇而一副本人の申告⑤その他

e q

0

１
１
１
１

I

②週休2日制

○
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｛

当麟労働者の
日常業務

具体的に記較
すること。 I

･東原都千代田区内のビル、家屋の新築工事にかかる施工管理
P各種賭手続にかかる番類作成
･下鯖・関連業者への安全教育

資料N⑥．

○

ご一写＝－屯守一ﾜロアヰマーーーワ マ マ

おける当該労働

組織図により表

すと共に聴取実
施者にはO印を
付龍すること。

エリア部長

腺長（安西）

係長（安念）

’

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

｡ ●

(別居）

○

(独身）

ー

1

支給隆次
(父）
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7労働時間を認定した根拠

-239-

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 回管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

●

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

鯖求人は長時間労働については主張していないため時間集計は省略した。

､

資料Nn

○



事例10上司等による精神的攻撃が執勘に行われた事案（業務による心理的負

荷評価表の項目29）

O事案のポイント

・諸求人は、上司から精神的攻撃のパワーハラスメントを受けた。

○出来事評価のポイント

・上司からパワーハラスメントを受けたことについての心理的負荷は、項目29で評価

する。

・上司から受けた精神的攻撃が執勘に行われたか否かについて評価する。

・業務指導の範囲内の叱責であれば、項目31で評価する。

医学意見の聴取のポイント

･総合評価の結果、明確に「強」に該当するが、業務以外の出来事がある場合は、専門

医意見で決定する。

○

(心理的負荷表（抜粋)）

-24味

平晦“心I

■■■■■■■■

■釣負
■■■■■■■

－

1

心皿

】

稗の■
■■■■■■■■■■■

■

、

竃

画

心垣釣負再の包含再侭の視点
心亜蝉負替の■庵轍■｣r中』『1

■ I 中

l』と側扇する具体例

■

20

⑲《ワ
一ハラス

メント

上司牢か

ら､身体的

攻撃.鯖神
“唾等

のパワーハ

ラスメン陸

受けた

★

・描■･叱寅毎の貫■に至る丑輯
や秋田
・身体“軍､輯神的攻草等の
内面､画度辱
・反■･崖垂

状現

ど賦唾の

・陵今年雲する臣底
・会社の対応の有鍾及び内巴
改■の状況

《逮哩色幽＝亨空室労ご生なら型､勢

人■母の陽プルは.出豪事③鱈画対
人垂』の各出竃事…も．

(趣)『上■写』!?世_■鍾卜のせ栓鍬些
己ロ些回齢竺下であって

■トュェ幸宝…昼宇含今

唾秘ﾘ､…の”が酷“!坤創
倉■の円淵な進行を癩一と“ご畦己
合､■笹丑吐好下かそめ竿亘E~きる行為

でこ“=…は…るこ…

ある噌含も含む．

【”】
上阿専l芋る身齢攻肇､蘭神的攻撃寺が唖』の唾I垂らない唱酋､心■
勢二客毎聾舎営竺今型P含竺会えてr■』又は『中』聖■

【咽』I字”】

。上■等嘩るr中jI垂らなL喧広
の身“攻撃.輔神攻軍毎が行わ
れた四台

【『中』になる例】
｡上胃勾l幸錘のよ”身…

軍・鯖楠攻軍が行われ､行為が反
■･華皿ていなL岨含
・鎗唾…G唾の■行に
よる身体的攻軍
･人絡や人唇翫ろ鐸

な.全■上宮らかI乙要性が
ない又は白唾のロ的害垂塵l‐
た鯖神的頭

・浬画凶夕晏璽E*ぅ全基
叱頁.他の”■の■師二お
け尋宜序的な吐宣など.■樺や
手風が齢今■今卓こして
驚害會倉エ歯■害■呈呈碧博
唾、

O上日専から.身
ラス〆ン卜を受けた

体的衷軍.輔神的攻華等のパワーハ

【rnである、 ．
・上■等から合些毎……■行
樫合

“身体“■さ巳

。上■”ら.■行“■海…I型け趨合
。上■毎I…の婦螺…”何噸わ峰堪
・人柏やメロ性ら番載嘩錘､象甦■らか唾要
…品又は怠■の■醸却…函神…
・狸回LE昌一寺全璽L唾亘鴦璽”■
の■首鰯ﾅるやでの…叱寅など.簸橡や手
■錘今＝◆6－■昼皐醸れる唾を■える量神
…

台

・心ご瞠舎宥埋垂は『中2画宙の身…輯神的攻毎導

…で”て.
■さhな碗た■倉

唾も■切輯庵輝く.■

31

⑤対人
■係

上司との卜

宛沁が

あった

☆
・陽プルの内容.超度辱
・その後の裏■への率導

【『■』I尭銅】
。上町から.唾■癖の■■内であ
る棺専･叱貫を受けた
o声壁めぐ“針導I率定､上■
との宥え方の■垂献金唾(…に
はトラブルとはいえない6のも含む）

｡上■とのトラブル部あった

p中』であ率】
。上臼から.“…唾師あ
呂壁1.竺弓･酢■壱己睡
・傘醗ぬぐ“針噸率､て､■■
舎呈も室璽で垂いる錨対立
錘上■との■にClqか

【『強』になる例】
・律座をめぐる方針辱において.用■からも客概蜘二四され
る“大倉な対立が上■との■に生じ､麺柱の竃邸二大き

な……
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精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

’
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整理番号 ○

署
長

副
署
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6月 1 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再鯛査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償三郎

令和 元 年12月20 日

請求種別

LLI療養凶休業U遺族

口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99,9.99.999999-999 事業の種類 卸売業

事業の名称 霞商事㈱ 労働者数 88

人

事業場の所在

ー

T 一

○○県○○市
電話 99 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

ろうどう げんき

労働元気
生年月日 平成元年8月28 日 性別 男

職 種

ふりがな

請求人氏名

販売営業

ろうどう げんき

労働元気
続柄 本人

雇入年月日 平成23年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔錆求時〕疾患名： うつ病 発病日： 平成30年 8月下旬頃(発病時年齢 29歳）

〔決定時〕疾患名： うつ病エピソード(F32) 発病日： 平成30年 8月下旬頃(発病時年齢 29歳）

現在の状況
[至圃
死亡 （死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

請求人労働元気（以下「請求人」 という。 ）は、平成23年4月の入社後、販売及び営業業務に従事
していた。平成30年4月に営業部門の課長が替わり、新しい課長から人格を否定する厳しい叱責を
度々受けるようになった。平成30年8月頃から心身に異常がみられるようになり、同年9月にうつ病と
診断され出勤できない状態となった。

事案の概要
(認定した
事実）

謂求人は、平成30年8月下旬頃から食欲不振、睡眠障害、意欲低下がみられており、平成30年9月12
日に倉元メンタルクリニックを受診しうつ病と診断されている。
平成30年4月に営業部門の課長が変わり、請求人は新しい課長から、仕事が遅い、契約会社の担当
者との連絡ミスなどの仕事上のミスを理由に同僚のいる前で繰り返し叱責を受けていた事実が認めら
れ、叱責は時として1時間以上に及び、強い口調と大声で毎週行われていた。また、請求人の人格や
人間性を否定するような発言も一部認められた。
業務以外の出来事として、引越したことが認められる。また、個体側要因は確認されなかった。

総合判断
〔調査官の意見〕
本件は、 〔「葉霧丑 ・ 業務外〕 と考える。

...､瞳.~~節..........~..~~~........．.~..~~..｡.~....~..~~~....~..．......~..~~~..~......~．.~......~..~~~~｡.~...．~~~..~~..~~~~~~~..~..~..~~一=＝－－－＝
請求人は、平成30年8月下旬にうつ病エピソードを発病していたものと認められる。
平成30年4月に営業部門の課長が替わり、請求人は新しい課長から、仕事上のミスを理由に同僚の
いる前で繰り返し叱責を受けていた事実が認められる。
調と大声で毎週行われていた。平成30年7月上旬には、

叱責は、時として1時間以上に及び、強い口
請求人の人格や人間性を否定するような発言

も認められたが、この人格や人間性を否定するような発言は繰り返し行われていない。
以上により、確認された出来事は具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパ
ワーハラスメン卜を受けた」に該当し、その平均的な強度は「Ⅲ」である。人間性を否定するような
発言は継続していないが、総じて、上司等により、社会通念に照らして許容される範囲を超える精神
的攻撃が執勧に行われていたものと認められるため、その心理的負荷は「強」 と判断する。また、業
務以外の心理的負荷の強度はⅡであり本件発病との関係は考えられず、個体側要因は確認されなかつ
たことから、本件は業務上と判断する。

(医学意見書： ｜軍南国 ・ 部会）

○○ 局 ○○ 署



1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

心理的負荷の
総合評価の強度

-242-

、

精神障害発病の有無
■■■■■■■■■

有
I■■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成30年 8月下旬（頃）

疾 患 名
(ICJ10診断ガイド
ラ インによる）

うつ病エピソード(F32)

特別な出来事
の 評 価

4 》理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働 ．

有（ ） ．回

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無
ー

有
■■I■■■■■

・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有。珂
具体的出来事9

(上司等から､身体的攻撃､粉神的攻筆等のパﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた）平均( I ． Ⅱ 。

具体的な内容及び評価：
回 ）

平成30年4月に営業部門の課長が替わり、錆求人は新しい課長から、仕事上のミ
スを理由に同僚のいる前で繰り返し叱責を受けていた事実が認められる。叱責
は、時として1時間以上に及び、強い口調と大声で毎週行われていた。また、平
成30年7月上旬には、鯖求人の人格や人間性を否定するような発言も認められた
が、この人格や人間性を否定するような発言が繰り返し行われた事実は認められ
なかった。
よって、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハ
ラスメントを受けた」に咳当し、上司等により、社会通念に照らして許容される
範囲を超える精神的攻撃が執勧に行われていたと認められるため、その心理的負
荷は「強」程度と判断される。

（ 類推の有無 有。囿 ）

弱中 強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強

（ ） 平均( 1 ･ Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

-24計

労働時間の状況
(時間外労働
時間鋤
起点：7月31日

発病前1か月

一 時間

発病前2か月

q■■■■ 時間

発病前3か月

一 時間

発病前4か月

一 時間

発病前5か月

一 時間

発病前6か月

－ 時間

複数の出来事
全体評価

の

総合評価 弱 中 図

出来事の有無

口確認できなかった

回確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下配のとおりでこれにより発病したものと寵められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

引越した

鰯推の有無 有･図

(類推の有無 有・無）

I 回 Ⅲ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確龍できなかった

口確認できた内容は下肥のとおりでこれにより発病したものとは認められない ．
I

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

○

アルーール等

依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし 。



2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔倉元メンタルクリニック〕 〔 胴0年 9月～ 年 月〕 〔 うつ病 〕

Ｊ
１
ｊ

ｆ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｌ
ｌ
ｌ

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
ｆ
ｆ

年・月 論求人の申述 資料恥． 鯛査結果 資料恥．

卿
明
年

H30年
9月

平成30年8月下旬頃から、食欲が無くなり朝も

夜もほとんど食べられなくなり産した。また、夜
寝付きが悪く、夜中に何度も目が覚めトイレに
行ったりしていました。朝は起き上がるのが辛
く、出勤の亀車の中でお腹が痛くなり途中下車す
る日が度々ありました。 （聴取害）

不眠の症状があまりにも続き、倦怠感もあった
ので公休日の平成30年9月12日に倉元メンタルク
リニックに行ったところ、 うつ病と診断されまし
た。会社も休んだ方がいいと先生に言われたの
で、病院から診断書をもらい、それ以来出勤して
いません。 （聴取書）

○

○

平成30年8月下旬頃から、労働さんは業務中集中力
がないように思えました。また、よく趣話の掛け間
違いをしていました。昼休み中は食事をせずため息
ばかりしていた気がします。 （課長那須田）

平成30年8月下旬頃、元気が無いような印象を受け
ました。また、疲れたような表情で、頬が痩けて
げっそりした印象を受けました。 （同僚安田）

平成30年9月上旬頃、職場の飲み会があり労働さん
も出席していましたが、口数も少なく1次会の途中で
帰宅しました。 （同僚左藤）

○
○
○



ー
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

年・月 錆求人の申述 資購 ,恥 調査結果 資料恥

H30f
4月～

年
へ
卯
月
Ｈ
５

H30年
7月

平成30年4月に人事異動があり、営業担当腺長

が替わり、新しく那須田課長が藩任しました。那
須田螺長と仕事を一緒にするのは初めてであり、
周りからは怖い課長だと聞いていたので、これか
らどうなるのかと不安を抱いていました。

また、那須田謀長の着任の挨拶の時から、先入
観もありましたが、高圧的な印象を受けました。
(聴取書）

私は、仕事上で何かある度に、那須田課長から
厳しく叱られていました。仕事が遅い、お客さん
への言葉遣いや、挨拶の声が小さいなど、ちょっ
としたことでもすぐに呼び出され、同僚がいる前
で厳しい口鯛で最低でも週1回は叱られていまし
た。契約会社の担当者との連絡をミスした時に
は、 「なぜ碇闇しなかったのか」 、 『社会人を何
年やっているんだ」 、 「今まで何を学んできたん
だ」などと、かなりの時間強い口調で叱られてい
ました。周りも気づくような大声で、私は耳をま
ぎたいと思うほどでした。 ．
‘那須田腺長から理不尽に、毎週最低でも1時間
以上は強い口鯛で叱られていたので、同僚の仲尾
さんに「もう耐えられないので転職したい」 、

｢会社辞めようかなjなどと、愚痴を言っていま
した。 （聴取書）

平成30年7月上旬に、私はまた同じ契約会社の
担当者との連絡をミスをしてしまい、那須田課長
から厳しく叱られました。課長の叱責はいつも厳
しいものでしたが、この時は普段にも増して厳し
く、感情的な様子で「使えない奴だ」 、 「どうい
う教育を受けてきたんだ」 、嘘回しの猿以下
だ」など、人間性を否定するようなことを言われ
ました。 （聴取香）

ｐｇ
ｒ
」

○
○
○

●
申

平成30年4月の異動により、那須田腺長が営
業担当腺長として藩任した。 （事業主報告書）

私は本当にミスをした時は厳しく叱責しま
す。労働さんについては、叱責する回数は他の
者より少し多かったかもしれないが、今まで私
が叱責していない社員はいないと思います｡私
の叱責は碓かに厳しく感じる者がいたかもしれ
ないが、愛情を持って社員を育てていました。
(課長那須田）

那須田課長からは、私自身もよく叱責されて
いました。職場内で龍もが叱責され、労働さん
にも大声で厳しく叱責しているところを毎週見
ました。課長は大声で、同じことを何回も繰り
返して叱るので、気が滅入ることもありまし
た。また、以前の上司に言われなかった細かな
ことも改善を指示され、営業成績は上がりまし
たが、仕事の進め方に戸惑うことが多々ありま
した。全員が同じ状況にあったと思いますも
(同僚安田）

労働さんが那須田課長に叱責されているとこ
ろを見たことがありますb腺長の言っている内
容は正輪ですが、大声で繰り返し同じことを叱
責しており、端で聞いていた私もストレスを感
じる程でした。労働さんは、毎週課長から理不
尽に叱られるので、 「辞めたいj ， 「転職した
い」と言っていました。 （同僚仲尾）

那須田課長は仕事に対して完壁を求める方
で、どの社員に対しても厳しく叱責していまし
たが、労働さんへの叱責は特に厳しく、ほぼ毎
週で時には1時間以上に及び、強い口鯛で言わ
れていました。しかし、課長は厳しい叱責をす
る方ですが、叱責した後はそのことを引きずる
ことはありませんでした。普通の時は仕事の相
麟も親身に聞いていただけ、課長からのアドバ
イスは的砿なので頼りになる方です。 （同僚
左藤）
平成30年7月頃だったと思いますが、労働さ
んが同じ連絡ミスをしてしまい、那須田課長か
ら叱責されていたところを目にしました。課長
はいつもより興奮して怖い顔つきで、厳しく労
働さんを叱責していました。この時に私が聞い
た内容で「猿以下だ」と繰長が労働さんに言っ
てたことが印象的でよく覚えています。労働さ
んは何度も「すみません、すみません」と言っ
てずっとうつむいていました。課長も言い過ぎ
に気づいたようで、労働さんがそれ以上叱責さ
れることはなく、その後も課長の叱責はほとん
どなかったと思います。しばらくしてからは、
言い過ぎた発言はありませんがいつものように
業務上の叱責はしていたと思います。 （同僚
安田）

平成30年7月上旬に、労働さんの連絡ミスに
対して「使えなし叡だ』 、 「猿回しの猿以下
だ」などの発言をしたことは事実ですbこの時
は労働さんが少し前にもあった同じミスを繰り
返したため、あれだけ言って注意したのにどう
してまたとの思いから、つい興奮して言い過ぎ
てしまったと思います。私の性格は瞬間湯沸か
し器だと自覚していますので、この発言には非
常に反省しております。この言い過ぎた発言を
した後で、労働さんの顔を見た時にすごく悲捕
な顔をしていたので我に返り言い過ぎたと思い
ました。私も管理職として反省しその後社員を
注意するときは、気をつけるようにして言い遇
ぎた発言はしておりません。 （課長那須田）

○
○
○
○
○
○
○



認定事実

錆求人は、平成30年4月に上司が替わり、翌月5月頃から、仕事が遅い、客への言葉遣いや挨拶の声が小さい、契約会社の担
当者との連絡ミスを理由に、同僚のいる前で繰り返し叱責を受けていた事実が認められる。叱責は、時として1時間以上に及
び、強い口鯛と大声で毎週行われていたことが認められた。また、平成30年7月上旬には、同じ契約会社の担当者との連絡ミ
スをしてしまったことから、鯖求人の人格や人間性を否定するような発言も鰐められた°
なお、この人格や人間性を否定するような発言が繰り返し行われた事実は認められなかった。

ノ

I
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・圏）

上記が有の場合その内容

飲み会の時にビールをジョッキ4， 5杯飲んでいた。また、自宅でもほぼ毎日缶ビール1本飲んでいたが、酩酊して迷惑
をかけるようなことはなく、アルコール依存の状況は認められない。

-2鞭豈

出来ユ 部： 引越した

年・月 請求人の申述 資料化 鯛査結果 資料恥

年
一
卿
明

年度初めに引越をして、実家暮らしから一
人暮らしとなりました。 （聴取書）

8

、

○

ご ■

平成30年4月より、転居届を受領した。
(事業主報告書）

○

認定事実

平成30年4月に鯖求人は実家から一人暮らしとなり、転居していたことが認められる。この事実は「業務以外の心
理的負荷表」の「引越した」に該当し、その心理的負荷の強度はⅡとされている。

I



5－1主治医・産業医等の意見
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主治医の意見書

唖･無〕

(概要）

(倉元メンタルクリニック倉元拓男医師の意見書）

1平成30年9月12日初診
2寝付きが悪い、食欲不振、仕事に行きたくない、との主訴により、自宅に近い当院を
受診したもの。
3初診時の症状は上記主訴のほか、食欲不振、入眠障害を確認。他覚的にも、表情が暗
く、落ち若かず、話をうまく伝えられない様子であった。
4上記の症状からうつ病と診断。
5発病時期は、本人の主訴を前提とすれば、上記の症状が強く見られるようになった平
成30年8月下旬と思われる。
6本人は、不調の原因として、上司から厳しく叱責されていることを自訴している。実
際にも、職場復帰に関する話をすると気分が落ち込み、また落ち若きがなくなり、職場が
ストレス要因となっていることが認められる。
7休養の指示、抗うつ薬を中心とした薬物療法、支持的精神療法を実施。
8精神障害の既往歴はない。
g他の糖神科への受診事実はない。

〃 9

診療記録等の収集圃・無〕

資料恥．

○

産業医意見書

〔有･圃

(概要）

専門医意見書
(鯖求人提出）

〔有･園、

(概要）

㈲
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5－2専門医の意見

ー
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（

部会
●

癌蕩頼）
の意見書

(地方労災医員中越清心医師の意見）

1精神障害の発病について
鯖求人は、平成30年4月から着任した上司から、仕事上のミスを理由に度々叱責を受けるように
なり、平成30年8月下旬頃から、食欲が無くなり朝も夜もほとんど食ぺない、また、夜寝付きが悪
く、夜中に何度も目が覚めトイレに立ったりする、朝は起き上がるのが辛いなどの変調を来した
旨を申述している。
●

主治医意見、診療記録や請求人の心身の症状に関する申述を踏まえ、出現した病状をIC,10の
診断ガイドラインに照らして分類すると、請求人は平成30年8月下旬頃に、 うつ病エピソード
(F32)を発病したもの判断する。 ．

2業務による心理的負荷の検討
労働基準監督署の調査結果によれば、諭求人は、平成30年4月に新たに着任した上司から、仕事
上のミスを理由に同僚のいる前で繰り返し叱責を受けていたことが認められた。
当咳上司による叱責は、時に1時間以上に及び、強い口調、大声で毎週行われていたことが認
められた°また、平成30年7月上旬に「使えない奴だ」 、 「猿回しの猿以下だ」などという人間性
を否定するような発言があったが、以後はこのような人間性を否定するような発言はなかった。
したがって、この出来事を露定基準の別表1に照らせば、具体的出来事の「上司等から、身体
的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当し､その平均的な強度は「Ⅲ」で
ある。人間性を否定するような発言は継続していないが、総じて、上司による叱責は社会通念に
照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が執勧に行われていたものであり、心理的負荷の総
合評価は「強」程度と考えられる。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討
平成30年4月に請求人は実家暮らしから一人暮らしになり、転居していることが砿闘される。こ
の出来事の心理的負荷の強度はⅡであり、請求人の発病に影響を及ぼしたとは考えられない。

4結輪
本件については、駆定要件をすべて満たし、業務上の疾病に咳当するものと判断する。 ．

0■

C O



6就業条件等一般的事項

毛50-

学歴 最終学歴〔中学校･商等学校･塵 障調･中退〕・大学院．その他( ) H23 3月
｡

資料Nb．

職歴

|灘1
現在の事業場に
雇入後の配属先

|瀞I

I

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

当鮫労働者に
つし､て混載

すること． I

事業場名 職麺

〔 徳商事(株) ] [H23年 4月 1日～ 年 月 日] [ 販売及び営業〕

〔 〕 〔 年 ・月 日～ 年 月 日］ 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 轍種

１
．
Ｊ
Ｊ
ｊ

ｌ
１
１
ｆ

ｌ
１
１
ｊ

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

唯
ｆ
ｆ
ｆ

ｌ
１
Ｊ
ｊ

ｋ
ｆ
ｆ
ｆ

分
分

３
３
０
０

時
時
８
７１

■
●
●
守

翻
熱
業
業
始
終
定
定
所
所 ’

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(ユ週間） 40 時間 0 分

（体感時間所定休憩時刻： 12時00分～ 13時00分 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休1日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

|襄鴛…琴……逼……
「而可弱重莅憂霊雰園蒔而罰②,年単位変形労働時間制労働時間制度：

③フレックスタイム澗④戯量労働制⑤その他

|鯛……｡…層……
勤務形態： 「而嗣霧]②2交代制(日勤･夜勤)③3交代制 ④その他

|"…
雇用形態： ｢面定溺頁~了憂蕊頁1②契約社員③派遺労働者

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況:｢而両玉房=~回②出勤鱒③管理者による確罷④本人の申告⑤その他

’
特記事項

その他特配事項：

’

１
１
１
１

I

②週休2日閥

0
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〃

｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に妃載
すること ｡ I

輸入穀物の販売、在庫整理、契約業者への外回営業。
賓料No.

0

．

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

I
の位匠づけ

組織図により表
すと共に薄取実
施者にはO印を
付配すること。 I

（販売営業部）

師○

営業担当腺長
那須田

●c

c

’

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。 ．

》

労働元男
(父）

●



7労働時間を認定した根拠

-252-

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

請求人は長時間労働については主張していないため時間集計は省略した。

資料恥

○



事例11 同僚からの集団による精神的攻撃が執鋤に行われた事案（業務による
●

心理的負荷評価表の項目29）

○事案のポイント

・請求人は、複数の同僚から集団で糖神的攻撃を受けた。

○出来事評価のポイント

・集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合は、項目29で評価

する。

・同僚が集団で行った精神的攻撃が執勧に行われたか否かについて評価する。

・複数の同僚から受けた精神的攻撃であっても各々の行為に関連性がない場合は、項目

30で評価する。

医学意見の聴取のポイント

･総合評価の結果、明確に「強」に該当するが、業務以外の出来事がある場合は、専門

医意見で決定する。

○

(心理的負荷表（抜粋)）

-253-

出来事

の蕗■

平箆齢な心9

具輔

出来事

－

哩竺雀1
－

■■

心■1

I

■■■■■■■■■

煩の■
一

唾

;白首’

Ⅱ

強■

画

心■的負荷の⑧台肝■の視白
心■的負荷の動■敏同｣r中』『強』と割繭する具体例

■ I 中 ■

初

⑤パワ
一ハラス

ﾒント

上司等か

ら､身体的
攻箪､輔神
唾軍毎
のパワー、

ﾗｽﾒﾝﾄを

受t雄

☆

・抱専･叱寅等⑳宮璽1-＝丞昼口
や状呪

・身体的攻車､鯖“攻軍等の
内客､田度導
・反■･座恥ど敏勧性の
状現

。猶写毎垂■す…

・会社の対応の有簸及び内■、

改■の状況

(座)己蛍墜＝亨今霊全とすらなL濁

人■係の”ブルは.出来事の砥璽『対
人■係』の各出療阜で罫■する．

(画『上■尊』匿嘩 ず鬼卜の些鍍上
位の白のほか.塵マ唾下で唾て

も.浄亭卜空軍電鍾毒弓箏害訂
して拘り.そ②■の■力浮■られむけれ画
■■の円“■行雀錦?ー垂
ロ
ー
』

官
で

からの匡空0?きる行■

堂回置竺輸するこ“■酢

ある増食も含む．

【”】
上岡等壁る身体的載軍､輔神釣攻軍専が、の■邸垂らなL唾酋.心■
的負荷の包含肝便の麺占會毎室えて、』又“申』辱■

【『■』1重ろ、
・上面毎による『中｣に■らなL咽度
の身体睡軍.鯖神睡軍等が行わ
れ趨合

【『中』I索る例】
。上■靭幸る次のよ”母体釣種

箪･館神的攻軍が行われ,砲が風
■･垂竺LてL吃い俎合
･鯵垂裏錘L唾の毎行に
よる身…華
・人絡や人■唾祷竃するよう
な､2座上田らかI幸要性が
なも,又吐牟亭の日…■Q

た蔵神唾軍
・必要単型二…にわたる

叱貢.他の労“の■前I華
ける■曜鹸な叱負など､麟梯や
~卸齢今＝今0-■らLて
雪竺會争星■■唖受墨弓神

的攻敏

、

｡上■等から.身体的攻、.■神的攻畢●のパワーハ
ヲスメントを受けた

【『釦である慣】
。上■毎から巳垂辱■す麺丘の“““睡嘩長
穆含

。上口専から､■行毎の身体的攻睡戟繊に曇雌四台
。上■顛垂次のよ…~感……れた■合
・人■や人…毎画…象甦■らかl幸要
…唄峰會聖E生害垂廻■lご垂苧竺雪弓
原醒凹トI？＝F労全奎18-唾■.…麺■
の、睡蝿年での…叱嘩ど.“や手
■…=含Iむら唾屑齢れ…え麺神

､懸河
を郵推“で
■さ“かつ趨倉

鋤

⑤対人
■係

■俵等か

ら.＆行又
は(ひ＆､）

いじめ｡■
がらせを受
けた

☆

。＆行又はいじめ。■がらせの内

白､包皮等

・反■･匡垂磐色営性①

状現

・会社の対応の有便及び内容．

改らの伏現

【解圃】
■侭専嘩る■行又はL屯め･岸ぶらせが『麹の■回』=■らなL四台､心■
的負有の■台■怪の卸占害■宮えて『■』又は『中』顕■

【『同』I幸る、
。■僚導から｡『中』1垂らなL唖皮
のすごさ■雌■倉 ’

【r中』l垂ろ倒】
｡R痘与から.鱒壁■季唾

の■行を鉛け､行あが厘宜･■屋Lて
↓吃L唾合
・頁僚辱から.人檜や人■齢を害竃
するようなTm書受け.行あが反■｡
■＝IでL吃い竃含

O閃僚･から.■行又はひどいいC
雌

めo屋鄙らせを畳

【rmである例】
・屍僚等から.鱗侮を”る■度の恥唾曇…食
･同律辱から.恥…に受…食
｡"等から.人酔人…奇…記…に里
…倉
■

受

坐ご竺舎再としては『中』
噛合
され草かつ鐸合

蜘
今



｢軍爾、様式1

繍申障害の業務起因性判断のための調査復命書

｢一55-局一弓5一意1

Ⅲ〆

-25牛

整理番号 ○

署
長

副
署
長

操
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6月 1 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再鯛査を要する。

鯛査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償四郎

令和 元年12月17日

舗求種別 昌蕊昌隙署
U遺族

その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 システム開発事業

事業の名称 新橋ソフトウェア開発妹）
■
６

労働者数 99

人

事業場の所在

ー

丁 一

○○県OO市
電詰 99 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

かんとく えいこ

監督衛子
生年月日 昭和57年7月 7 日 性別 女

職種

ふりがな

謂求人氏名

システムエンジニア

かんとく えいこ

監督衛子
続柄 本人

雇入年月日 平成25年4月 1 日

〔購求時〕疾患名： 適応障害 発病日： 令和元年 10月中旬頃(発病時年齢 36")

〔決定時〕疾患名： うつ病エピソード(F32) 発病日： 令和元年 10月中旬頃(発痢時年齢 36歳）

現在の状況
L生国

死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述

請求人監督衛子
に従事していた。

（以下「鯖求人」という。 ）は平成25年4月の入社後、システムエンジニアとしてソフト開発
平成31年4月からチームリーダを含め5人のプロジヱクトチームでソフト開発を行っていたとこ

ろ、同プロジェクトの3人の同僚から嫌がらせを受けるよ
和元年10月中旬頃から心身に異常がみられるようになり、

うになった。また、いじめが原因で残業が増えた。令
同年11月に適応障害と診断された。

事案の概要
(露定した
事実）

諸求人は同僚からの嫌がらせにより、令和元年10月中旬頃から、食欲減退、睡眠障害、不安感、抑うつ気分が
みられており、令和元年11月8日に岡本メンタルクリニックを受診し適応障害と診断されている。
鯖求人は、プロジェクトチームに所属し、大口の契約先からの発注でソフト開発に従事していたところ、同
チーム内の同僚3人から、複数回にわたりひどいいじめ.嫌がらせを受けていた事実が露められる。同僚1人から
は人格や人間性を否定するような発言も認められた。また、上司であるプロジェクトリーダーに相談するも改善
されなかった。

同僚3人からのいじめが原因で、 lか月に25～40時間の時間外労働が生じたことが砿認された。
業務以外の出来事としては子供が受験勉強を始めた。また、個体側要因は確認されなかった。

総合判断
〔調査官の意見〕
本件は、 〔麗霧刀・ 業務外〕 と考える。
【窪因ノ

鯖求人は、令和元年10月中旬にうつ病エピソードを発病していたものと開められる。
謂求人は、令和元年8月中旬頃から、同プロジェクトチームの同僚3人から同時期に複数回にわたり、無視及び
誹誇中傷するような嫌がらせメールを受けていた事実が閉められ、令和元年10月上旬には同僚1人から人格や人
間性を否定するような発言も認められた。また、上司であるプロジェクトリーダーに相淡するも改善されなかっ
た。

以上により、当該出来事は複数の同僚が集団で行ったものであり、職場環境を考慮すると抵抗又は拒絶するこ
とが困難な状況であったことから、同族3人の行為は、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃
等のパワーハラスメントを受けたjに骸当する。その平均的な強度は「Ⅲ」であり、人格や人間性を否定するよ
うな、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執勤に行われていたと認められるため、心理的負荷は「強」程
度と判断される。また、業務以外の心理的負荷の強度はIであり本件発病との関係は考えられず、個体側要因は
確謬されなかったことから、本件は業務上と判断する。

(医学意見書：圃可園 ・ 部会）
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1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

-255-

精神障害発病の有無
Ⅱ■■■■■■■

､有
一

・ 無 発病時期 令和元年 10月中旬（㈲

疾 患． 名
(IcJ10診断ガイド
ラ インによる）

うつ病エピソード(F32)

特別な出来事
の ！評 価

心理的負荷が極度のもの・ ’迩度の長時間労働

有（ ） ．

● 0

回

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の解価

出来事の有無 詞 ・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有。罰
具体的出来事

心理自

総合評

(上司等から､身体的攻撃､鯖神的攻撃鯵のパﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた）平均( I 。 Ⅱ ｡

具体的な内容及び評価：
回

請求人は、ソフト開発の同プロジェクトチームの同僚3人から、令和元年8月以

）

降集団で同時期に複数回にわたり、無視や誹誇中傷するような嫌がらせメールを
受けていた事実が罷められる。同年10月には、同僚1人からは人格や人間性を否定
するような発言も罷められた。また、上司であるプロジェクトリーダーに相談す
るも改善されなかったことも確認された。
以上により、当骸出来事は複数の同僚が集団で行っており、職場環境を考慮す
ると抵抗又は拒絶することが困難な状況であったものと認められるため、同僚3人
の行為は、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハ
ラスメントを受けた」に該当し、人格や人間性を否定するような、業務上明らか
に必要性がない精神的攻撃が執勧に行われていたものと認められることから、そ
の心理的負荷は「強」程度と判断される。

（ 類推の有無 有。図 ）

弱中 強’

（ ） 平均( ･ I ･ n ･m )

具体的な内容及び評価：

C ■

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

老56-

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：10月15日

発病前1か月

40 時間

発病前2か月

40 時間

発病前3か月

35 時間

発病前4か月

30 時間

発病前5か月

25 時間

発病前6か月

26 時間

複数の出来事
全体評価

の

総合評価 弱 中 函

出来事の有無

U確翻できなかった

回確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは罷められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ

る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

子供が受験勉強を始めた

噸推の有無 有圃

(類推の有無 有・無）

ロ］Ⅱ ．Ⅲ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回砿認できなかった

口確罷できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない．

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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『

当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 岡本メンタルクリニック] [ R1年 11.月～ 年 月] [適応障害 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 ． 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 §
〕

年・月 講求人の申述 資瀬棚｡． 鯛査結果 資料No.

11年
LO月

R1年
11月

令和元年10月中旬頃から、夜眠れなくなり、食

歌が無くなり10Kg程急に痩せました。職場に行く
のが辛くなり、朝吐き気も生じるようになり、出
肋の際に途中下車が多くなりました。 （聴取書）

先月よりさらに5kg痩せ、朝起きられなくな
り、何をやるにも気力がわかず、時に恐怖感、不
安感が襲ってきて、仕事も休みがちになりまし
た。夫から病院に行ったほうがいいと言われ、岡
本メンタルクリニックに受診し、適応障害と言わ
れました。 （聴取書）

品

○

○

令和元年10月中旬頃から、
しても、元気が無く小さい声

監督さんに朝の挨拶を
で返事が聞こえない

日々が続くようになりました。表情が暗く疲労が感
じられる日もありました。また、急に痩せたように
Iま見えませんでした。 （チームリーダー海田）

監督さんの様子は、普段と変わりないように見え
ました。 （同僚林田）

1

監督さんは、普段から明るい性格では無かったの
で、特段変わった犠子は感じられませんでした。
(同僚森田）

監督さんは、暗い表情の時や無表情の時があり、
仕事に身が入っていなのかミスすることが多くなっ
た気がします。それ以外の変化は分かりませんでし
た。 、 （同僚山田）

令和元年10月中旬頃から、
も、返事が無く、日常で笑う

妻に何か賭し掛けて
ことが少なくなりまし

た。朝は本当に起きるのが辛そうでした。夜も急に
起きたり寝付きが悪い日々が多々ありました。食事
もあまり取らなくなり、最初はダイエットでも始め
たのかと思いましたが、見た目でも急に痩せ、妻の
表情も日々暗く、気力が無い状態となったで、岡本
メンタルクリニックへの受診を勧めました。 （夫）

○
○
○
○
○



3業務による心理的負荷の有無及びその内容

酉

-258-

出来事： 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資購朏
年
一
劉
月
Ｈ
４

R1年
8月～

u年
)月

11年
0月

平成31年4月からプロジェクトチームが発足

し、取引会社の専用ソフトを開発することになり
ました。チーム編成は、 リーダー1名で以下私を
含め4名で、 リーダーは上司である海田さん（男
性）で、他のSEは私と同僚の林田さん（女
性） 、森田さん（女性） 、山田さん（女性）でL
た。 リーダーは全体の進行管理をしており、各シ
ステムエンジニアは各々協力して入力作業をして
いました。

当初は、チーム全体で仲良く女性4名で昼食も
一緒に取っていました。また、週に1度は仕事も
大変だったため、海田リーダーが全員参加で夜a
食事会を開催していました。 （聴取書）

令和元年8月中旬に行われた食事会で、海田
リーダーが私の隣に座り、お酒も飲んでいたせﾔ、
か、プライベートなご家族の鯖をずっとしていま
した。私もお酒を飲み過ぎていたせいか、その配
に付き合い夫の愚痴などを詰したところ、海田
リーダーと盛り上がってしまい気がつけば他の3
人は帰っていました。

週明けに出勤したところ、同僚の林田さんと罰
田さんと山田さんから、 「あの後リーダーとどう
したの？」と聞かれました。私は3人が先に帰っ
たことに気づかなかったことを鮒った後で、 リー
ダーとはあの－軒目で分かれて帰宅した旨を酷し
ました。 3人は疑うような目で「あつそう』と
言っていなくなりました。

女性4人でいつも昼食に行っていましたが、そ
の翌日から私抜きで昼食に行くようになり､鶴わ
れなくなりました。また、3人は日中も私を無視
するようになり、同じチームで仕事をしているた
め、無視されることで、私の仕事にも支障を来し
ました。
そして、その同僚の3人から社内パソコンで、
立ち替わりに嫌がらせメールを何度も受けるよう
になりました。メール内容は「あなたと一緒に仕
夢はできない」 、 「一緒の席にいると不潔が移
る」 、 「軽い女」など誹勝中傷するような内容で
した。このメール内容は一部コピーを取ってある
ため後日提出します。 （聴取書）
私は3人からのいじめを我慢して、自分の仕事
を続けていましたが、誹筋中傷するメールは8月
下旬からほぼ毎日続いていたので、海田リーダー
|こ勇気を出して相鮫したところ、 「放つとけばそ
り内飽きてなくなるよ」富われ、真剣に対応して
くれませんでした。その後の度々相陵しました
砿、 「まだ、続いてんだ、気にしないで頑張っ
てjと言われただけで、実質的な対応はしてくれ
髪せんでした。 （聴取番）

令和元年10月上旬頃のことですが、 3人から嫌
ｸﾖらせメールが来るようになってからは、 日中は
陰とも喋らず、海田リーダー主催の食事会も欠席
し、帰り時間も3人と合わないようにしていまし
上が、たまたま会社のロビーで林田さんとバッタ
リ会ってしまいました。私は無視してその場を通
り過ぎようとしましたが、林田さんが「おい、
らょつと待てよ.! 」 と言ってきて呼び止められま
シた。私は「いい加減にして」と言って帰ろうと
"たところ、林田さんから襟元を引っ摂られて
｢死ね、死ね、迷惑だからこの会社からいなく
農ってくれる」 、 「本当、空気が跣めないバカ
賃」と大声で言われました
多めにより、仕事が思うよ
潰した。 （聴取書）

。また、同僚からのい
うにできず残業が増え

○
○
○
○

平成31年4月より、ソフト開発に原しチーム

リーダー含め計5名体制でプロジェクトチーム
を発足した。残業時間はICカードで出退勤を
管理している。 （事業主報告書）

チームリーダーは、以前課長補佐を務めてい
た私が着任することになり、他4名の部下は皆
女性で、同じ立場のシステムエンジニアでし

た。各々担当はありますが、全員
指示で作業を行っていました。

で協力し私の

チーム発足当初は、皆仲が良く雰囲気は良
かつたですも私が仕事終わりに慰労を兼ねて、
度々食事会を開いていましたが、皆楽しく会話
をしていました。 （リーダー海田）

令和元年8月に行った食事会で、何故か監督
さんと私が二人きりになってしまったことが－

度だけあります｡そのときは少しお酒を飲み遇
ぎて話が盛り上がってしまって、他の3人が先
に店を出たことに気づきませんでした。後日3
人に聞いたところ、用事があったので先に帰っ
たと首っていました。 （リーダー海田）

令和元年8月に行った食事会で、監督さんが
海田リーダーとずっと二人きりで鯖をしてお
り、チームの輪を乱していると感じました。こ
のまま職場でも食事会のような状況が続くと、
仕事に支障を来すと思いました。そのことを森
田さんと山田さんに伝えたところ、二人も同じ
思いだったようで、少し慾らしめようと思い、
3人で無視するようになりました。その後無視
しても監督さんは平気な顔をしていたので、も
う少し懲らしめようと思い、嫌がるメールを送
ろうと森田さんと山田さんにランチの時に鯖を
しました。何回かメールを送りましたが内容は
覚えていません。 （同僚林田）

8月の食事会の時の監督さんと海田リーダー
はずっと二人で話をしており、浮いていたと思
います。後日林田さんから監督さんを無視する
ことや嫌がらせメールを送って反省させること
の話を聞き賛同しました。また、メールは何回
か送りました。内容は覚えていません。 （同僚
塞田）
8月の食事会で監督さんと海田リーダーは
ずっと二人で話をしていましたが、私は気にな
りませんでした。後日、林田さんから監督さん
を懲らしめようと言われ、断ったら私も何かや
られると思い賛同しました。無視はしました
鵬、メールは1，2回しか送っていません。 （同
寮山田）

令和元年9月に監督さんからチーム内の人間
関係で相麟されたことは事実です。しかし、真
則に悩んでいるように見えなかったので、だた
一時の女性同士の些細な喧嘩かと思い、 「気に
しないように」と言っただけで、上司には伝え
主せんでした。 （リーダー海田）

令和元隼10月初旬だっと思いますが、仕事を
瞥え、監督さんは先に帰ったと思っていました
i§、会社のロビーでたまたま監督さんと一緒に
険りました。その時､監督さんが一瞬私を怖い
ﾖで晩んできたので、私が呼び止めたところ、
喧督さんが私に文句を言ってきたので､思わず
質にきてしまい『死ね」 、 「バカ女」と監督さ
しに向かって言ってしまいました。思わず感情
bになって汚い言葉を発してしまいましたが、
監督さんも感情的になっていたと思います6
(同僚林田）

○
○
○
○
・

○
○
○
○



認定事実

錆求人は、平成31年4月から発足したプロジェクトチーム内で、令和元年8月中旬頃から、同僚3人によるひどいいじめ．嫌
がらせを繰り返し受けていた事実が露められる。いじめ。嫌がらせの内容は、同僚3人から複数回にわたる無視や緋跨中傷す
るような嫌がらせメールであったことが確罷され、令和元年10月上旬に同僚1人からの人間性を否定するような発言も確認さ
れた。
同僚3人は、集団で同時期に請求人に対していじめ。嫌がらせをしており、講求人は同僚3人と同プロジェクト内で協力して
入力作業を行っていたこともあり、無視や当咳嫌がらせ行為に抵抗又は拒絶することが困難な状況であったものと腿められ
る･また、論求人はいじめ。嫌がらせについて、上司であるチームリーダーに相談しているが、対応してもらえなかったこと
が潔められる。
同僚3人からのいじめが原因で、 1か月に25～40時間の時間外労働が罷められる。

タ

ノ
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・圃）

上記が有の場合その内容

-260‐

出来事： 子供が受験勉強を始めた

年・月 請求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥

R1年
9月～

小学“F生になる長男が、私立中学の入試

対策として、学習塾に通い受験勉強を始めま
した。 （聴取書）

○ 長男は小学4年生になります。私は公立の

中学校への進学で構わないと思っていました
が、妻が私立に行かせたいと言い、令和元年
9月から受験勉強を始めました。 （夫）

○

認定事実

令和元年9月から、小学4年生の請求人の長男が中学受験のための勉強を始めたことが認められる。この事実は
｢業務以外の心理的負荷表」の「子供が受験勉強を始めた」に該当し、その心理的負荷表の強度はIとされてい
る ｡



5－1主治医・産業医等の意見

-261戸

主治医の意見書

園･無〕

(概要）

(岡本メンタルクリニック岡本純一医師の意見書）

１
２
３
嘔
４
５
６

気

令和元年11月12日初診
主訴として、食欲不振､恐怖感、不安感の訴えあり。
初診時の症状として、食欲不振、入眠障害、倦怠感、疲労感を認める。また、出勤に
、 気力低下の症状出現
疾患名は適用障害と診断。 (ICD-10診断ガイドラインによる）
発病時期は、上記の症状が顕著に表れた令和元年10月中旬と思われる。
本人は、職場で同僚から嫌がらせを受けていたと自翫しており、その職場でのストレ

スが要因と思われる。
7休職を指示、薬物療法、精神療法を実施。現在改善傾向にあり、通院をまだ要する状
態であるが、近いうちに職場復帰可能と思われる。
8精神障害の既往歴はない。
9他の精神科への受診事実はない。

診療記録等の収集圃・無〕

Ｎ

○

銅

産業医意見書

〔有･園

6

(概要）

■ の

専門医意見番
(舗求人提出）

〔有･園

(概要）

の

0



5－2専門医の意見

専門医

-262-

（

部会
●

の意見書

頼）

(地方労災医員中越清心医師の意見）

1精神障害の発病について ‘
論求人は、平成31年4月から、新プロジェクト発足に際し､同僚からひどい嫌がらせ．いじめを
受けるようになり、令和元年10月中旬頃から、不眠、食欲低下による急激な体重減少(10K鰻度
減） 、出勤時に辛くなり朝吐き気が生じるなどの変鯛を来した旨を申述している。
主治医意見は適応障害と診断されているが、診療記録や申述を踏まえ、出現した病状をICD-10
の診断ガイドラインに照らして分類すると、請求人は令和元年10月中旬頃に、 うつ病エピソード
(F32)を発病したもの判断する。

2業務による心理的負荷の検討
労働基準監督署の調査結果によれば、請求人は、平成31年4月に新プロジェクト発足に際し、令
和元年8月中旬頃から、同僚3人によるひどいいじめ．嫌がらせを繰り返し受けていたことが認め
られた。
当該同僚等は、集団となり同時期に複数回にわたる無視及び社内パソコンで誹誇中傷するよう
な嫌がらせメールなどのいじめ．嫌がらせを行っており、同僚1人からは、令和元年10月上旬に
｢死ね、死ね、迷惑だからこの会社からいなくなってくれる」 、 「本当、空気が碗めないバカ
女」 「使えない奴だ」などという人間性を否定するような発言があったことが認められる。ま
た、上司に相談するも改善されなかったことが確認されている。
したがって

性否定するよ
、この出来事を認定基準の別表1に照らせば、複数の同僚が集団となり人格や人問
うな、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執勤に行われ、職場環境を考慮す

ると抵抗又は拒絶することが困難な状況であったことから、具体的出来事の「上司等から、身体
的攻撃、鞘神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当しその平均的な強度は「Ⅲ」であ
り、心理的負荷の総合評価は「強」程度と考えられる。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討
令和元年9月から、小学4年生の請求人の長男が中学受験のための勉強を始めたことが確認され
る。この出来事の心理的負荷の強度はIであり、鋪求人の発病に影響を及ぼしたとは考えられな
い。

4結瞼
本件については、認定要件をすぺて満たし、業務上の疾病に該当するものと判断する。



6就業条件等一般的事項
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学歴 最鍵学歴〔中学校･高等学校･塵 ･大学院・その他( ) H16年 3月 日 蕊･中週 資料No.

職歴

|灘I
現在の事業場に
雇入後の配属先

I灘I
所定労働時間、
所定休感時間、
所定休日等

I蓄瀞I

事業場名 職種

[ KSシステム ] IH16年 4月 1日～ 肥3年 3月 31日] ( SE ]

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔
1

〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

職種配属先 ．

ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ

ＥＳ

ｌ
１
ｔ
１

Ｊ
ｊ
Ｊ
１

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
１
日
日

１月
月
月
月

４鐸
年
年
年

腿
！
ｆ
ｆ
く

１
Ｊ
１
１

噸尭閃ア
エ
Ｉ

ウトフソ■
‘

量

ｆ
ｔ
ｆ

分
分
０
０
３
３

時
時

８
７１

刻
刻
時
時
業
業
始
終
定
定
所
所

※遅出勤務有 ｛
所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間〉 40 時間 0 分

所定休恩時刻： 12時00分～ 13時 0分 （体感時間 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休1日制．厄詞雨~百雨1 ③カレンダー等により指定 ④その他

'．‐
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時間制②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④哉赴労働制⑤その他

|"…
勤務形態： 同雨砺1②2交代制(日勤,夜勤)③3交代制 ④その他

|"…
雇用形態：

内

｢碇羅頁~了羅顯1②契約社員③派遺労働者

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況:面万才Z万=下1②出勤簿③管理者による砿開④本人の申告⑤その他

’
特配事項

その他特配事項： ．

ICカードにより管理

１
１
１
１

I

▲
■
■

○
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I

当峡労働者の
日常業務

具体的に紀戦
すること． ］

〆〆r”元、 1圭啄宮1r峰 資料No.

○

事業場(所属部署)内
における当餓労働者

’
の位匿づけ

錨鍾岡により表
すと共に聴取実

施者には○印を
付配すること。

○由

管理媒長

チームリーダー

(海田）

事業場以外にお
ける当餓労働者

との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付龍すること。

（同居）

方面一郎
(父）

鯖求人



7労働時間を認定した根拠
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(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿･業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

労働時間は出勤・退勤時刻がICカードで管理されており、当該記録について萌求の申立てとの蝕齢も見
受けられないため、記録時間のとおり算出した。

1 ■

０
６
０
．

特 巳

資料恥

○



事例12上司等による精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない事案

（業務による心理的負荷評価表の項目29）

○事案のポイント

・請求人は、上司から精神的攻撃のパワーハラスメントを受けた。

・昇進して係長になった。

○出来事評価のポイント

・上司からパワーハラスメントを受けたことについての心理的負荷は、項目29で評価

する。

・業務指導の範囲内の叱責であれば、項目31で評価する。

・自分の昇格・昇進があったことについての心理的負荷は、項目25で評価する。

・それぞれの項目に当てはめを行い、いずれかの項目で「強」と判断される増合には、

該当する項目により決定を行う。また、どちらかの項目で評価しても「強」に至らな

い場合は、それぞれの出来事を「具体的出来事」に当てはめ、出来事が複数ある場合

の全体評価を行うこととなる。

医学意見の聴取のポイント

･総合評価の結果、 「中」と「弱」に該当する出来事があり、全体評価は「強」に該当

しないことが明らかな場合は、専門医意見で決定する。

○

(心理的負荷表（抜粋)）
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事
国
華
鋸
出
の
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一
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■
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】
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■■■■■■■■
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■
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瓦
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■ 中 I 強

25

唖
恥
唖
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☆
｡■厩･寅任の宣化の“写
｡その後の室趨内宙.唾⑩人

■再冨毎

｡■分③屍毎･鼻■畝あった
【解観】
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⑤対人
■係

上岡との卜

ラプルが

あった

☆
。~ルの内■･哩璽

。その後の毎■への垂辱

【r■』にな銅】
｡上■から.軍覇抱専の唾内であ
ろ据専･叱宜書晏確
・ぬ垂ごめぐる方針毎において.上■
との今え方の扣逐が生嘩(客輯的に
はトラブルとはい凡なL略のも倉む）

O上■とのトラブルがあった

【r中』である、
･上■から.F‐や題画扉あ
る麓L壇写･些口雲確
・露■をぬぐ鍼”率いて｡■■
寿らも宮ご竜で室復各奨な曽宣
掌上可とのロ空室陵か

【r通1章る侭】
・戴宙をめぐる方針車こおいて､■■からも唾呼包些全学
る錘大●な賛立が上■函■唾じ｡その敏の竃■に大官
な率を療睦
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精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

F~~青一一一罰

-267-

整理番号 ○

署
長

副
署
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6月 1 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （令和 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償五郎

令和 2 年1 月23 日

請求種別
回療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 物流業

事業の名称 虎ノ門ロジスティクス株式会社 労働者数 180

人

事業場の所在

ー

T 一

○○都○○区
電話 99 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

ぎんざけいた

銀座啓太
生年月日 昭和61年2月 6 日 性別 回 女

職 種

ふりがな

鯖求人氏名

企画

ぎんざけいた

銀座啓太
続柄 本人

雇入年月日 平成21年4月 1 日

疾患名及び

発病時期

〔購求時〕疾患名： 適応障害 発病日： 平成31年 3月下旬（頃)(発病時年齢 34歳）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43. 2) 発病日： 平成31年 3月中旬（頃)(発病時年齢 34歳）

現在の状況
L生壷I
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

請求人銀座啓太（以下、 「請求人」 という。 ）は、平成30年3月5日に、上司の課長から、立たされ
たまま、数十分間にわたり強い叱責を受けたこ
たと訴えて労災請求に及んでいる。

とが原因となって強い不安を感じ、精神障害を発病し

事案の概要
(認定した
事実）

請求人は、平成21年4月に入社し、当初は営業業務に従事し、平成28年4月から企画業務の担当とな

り、平成30年10月には係長に昇進したことが認められた。
平成31年3月5日に、上司の課長から他の労働者の面前で大声での威圧的な叱責を受けたことが認め
られた°同月26日に霞ヶ関メンタルクリニックに受診したところ、適応障害と診断され、その翌日か
ら休業するに至っている。
業務以外の出来事として、子供が生まれたことが確認されている。

総合判断
〔調査官の意見〕
本件は、 〔業務上 ． 「棄霧雰可〕 と考える。

(理由）
請求人は、平成31年3月中旬頃に適応障害(F43.2)を発病したものと認められる。
請求人は、平成31年3月5日に、上司の課長から他の労働者の面前で大声での威圧的な叱責を受け
た。この上司の叱責は、社会通念に照らして許容される範囲を超える精神攻撃であったことが認めら
れ、この出来事は、 「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該
当し、その行為が反復・継続していないことから、心理的負荷の強度は、 「中」 と判断した。
平成30年10月に請求人が係長に昇進したことが認められた。この出来事は、 「自分の昇進・昇格が
あった」に該当し、心理的負荷の強度は、 「弱」と判断した。
関連しない複数の出来事の心理的負荷の強度は、 「中」及び「弱」であることから、全体評価は、
｢中」 と判断した。
業務以外の出来事として、子供が生まれたことが確認された。個体側要因
い。 （医学意見書： 蘆籠確祷

されていな

部会）



1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

毛68-

精神障害発病の有無

■■■■■■■■■■■■■

_互 ・ 無 発病時期 平成31年年 3月中旬頃

疾
伍
ラ
の一

イ

患 名
10診断ガイド
ンによる）

適応障害(F43. 2)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が’ 重度のもの・ ’ 重度の長時間労働

有（ )図

ウ

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 囿 ・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有．囹

具体的出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

(上司等から､身体的攻撃､欄神的攻撃等のﾜｰ'､ﾗｽﾒﾝﾄを受けた〉平均( I ． Ⅱ 。

具体的な内容及び評価；

回

平成31年3月5日、錆求人がプロジェクトの進捗に関して上司の課長から数十分
にわたり、他の労働者の面前で大声で威圧的な叱責を受けたことを確認した。
当咳上司の叱責は、反復・継続していないものの、社会通念に照らして許容さ
れる範囲を超える精神攻撃であったことが認められる。
以上より、上司等による精神的攻撃が行われたが、行為が反復・継続していな
いことから、心理的負荷の強度は、 「中」 と評価する。

（ 類推の有無 有．図

）

）

弱 回 強

（ 自分の昇進・昇格があった ） 平均（

具体的な内容及び評価：
請求人は、係長に昇進したことが認められる。

田 。 Ⅱ ．Ⅲ ）

部下の指導、決裁等、係長としての業務が加わったことが確認された。
それ以外の業務内容や職場の人間関係について、大きな変化は確露されていな
い。

以上より、自分の昇進・昇格があったことから、心理的負荷の強度は、 「弱」
と評価する。

（ 類推の有無 有．図 ）

團 中強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



■■

（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

-269-

／

労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

－ 時間

発病前2か月

ー 時間

発病前3か月

－ 時間

発病前4か月

－ 時間

発病前5か月

ー 時間

発病前6か月

一 時間

複数の出来事の
全体評価

関連しない複数の出来事の心理的負荷の強度は、 I中」及びI弱」であることから、全体評価

は、 「中」と評価する。

総合．評価 回弱 強

出来事の有無

口確認できなかった

回確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口砿關できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具．体的出来事

子供が生まれたことが確認された。これは、 f家族が増えた（子供が生まれ

た） 」に骸当し、その心理的負荷は「Ijとされている。

(類推の有無 有F蕪ト

（類推の有無 有・無）
■

国 ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回砺認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確罷できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

なし

なし
■ ﾛ ﾛ

、

なし



2－1 出現した心身の症状等に関する事項

P，
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔段ケ関メンタルクリニック] [ H31年 3月～ 年 月] [適応障害 〕

ｊ
ｌ
ｌ

ｆ
ｆ

’
１
１

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｌ
ｌ
ｆ

ｊ
ｌ
ｌ

ｆ
ｌ
ｆ

年・月 鯖求人の申述 資料No. 鯛査結果 賓料NO，

平成31
年3月6
日

平成31
年3月中
旬頃

平成31
年3月下
旬

叱責された翌日、課長から、 「昨日は
言い過ぎてしまって申し訳なかった。 」
と謝罪を受けました。
課長から作業の進捗については細かく
税明するようにと以前から言われていた
のは確かでしたので、私は気持ちを切り
変えて働かなければと思いました。
(鯖求人聴取書）

仕事のことを考えると、このまま続け
ていけるのか強く不安に感じるようにな
りました。また、食欲もなくなり、気分
が落ち込むようになりました。
(諭求人聴取書）

課長と話すとすごく緊張をして、汗が
止まりませんでした。
私の様子を見て、妻が一度病院に行っ
たほうがいいというので、初めてメンタ
ルクリニックを受診しました。
先生から仕事を休んで治療をしたほう
がいいと言われ、私は仕事を休むことに
なりました。
(鯖求人聴取書）

○
○
○
私は係長と一緒にランチに行くことが多いの
ですが、この頃には、係長は昼食を取っていな
いようでした。食欲がないと話していました。
また、口数が少なく、落ち込んでいたように
も見えました。
(部下小山穂取害）

銀座さんと話していると、随分と汗をかいて
いた印象です。顔色も悪く、以前より痩せたよ
うにも見え、私は、一度病院に行って、
らった方がいいのではないかという話を
んにしました。
(上司大山聴取書）

見ても
銀座さ

○
○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

年・月 請求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥

平成31

年3月5
日

■

平成31
年4月

プロジェクトマネージャーをしている上司

の大山謀長から、私が担当している部分につ
いての進捗状況の確認がありました。
私が、課長の席の前に立ち、進捗状況を説
明していたところ、課長が急に、 「だから早
めに説明するように言ったじゃないか」と大
声で怒鳴り出しました。
その後、課長からフロアに響き渡るような
大声で私は叱責されました。言われているこ
とで覚えていることは、 「なぜ早めに報告し
ないんだ」 、 「係長なんだから、部下の進捗
を把握していなきゃダメじゃないかj ， 「何
度同じことを言わせるんだ」等と大きな声で
叱責されました。
私に叱責している過程で、腺長は何度か机
をパンパン叩いていました
間は、 20分くらいだったよ

。叱責を受けた時
うに思います。私

は、他の社員達も見ている中で、識艮に対し
て、 「はい！はい！すみませんでした！」と
私はただただ謝るばかりでした。
この時以外に課長に強く叱責されたことは
ありませんでした。
(諸求人聴取書）

0 私がマネージャーをしていたプロジェク

ﾄの進捗が悪く、銀座さんには逐一銀座さ
んがリーダーをしているチームの進捗を報
告するようにと伝えていたのですが、十分
な報告がありませんでした。銀座さんから
報告を聞くと、やはり遅れがあり、事前に
言ってくれていれば対処可能なものであっ
たので、私は、 「それではダメだ」と強く
言いました。
自分ではどれくらいの大きさの声だった
のか、机を叩きながらだったのか覚えてい
ませんが、銀座さんに強めに言ったのは事
実だと思います。 「何度も同じことを言わ
せないで欲しい」とか、 「そんなやり方で
はだめだ」というようなことを銀座さんに
言ったと思います。
この時以外に私が銀座さんに強く指導す
るようなことはありませんでした。
(上司大山聴取害）

銀座係長が大山課長に、 「なんで早くに
報告しないんだ」と言って怒られていまし
た。係長は、課長の席の前に立っていて、
課長が大きな声で係長に叱責していての
で、私はびっくりしました。
仕事のこととは言え、結構長い時間、強
い口調で課長が叱責していて、
かと思ったのではないでしょう

みんな何事
か。みん鞍

の見ている前で叱責され、係長が不個でし
た。 ．
(部下小山聴取書）

私は、大山課長の席から少し離れた席に
座っていましたが、銀座係長が課長に叱ら
れているのが私の席からでもわかりまし．
た。媒長は興奮して、時に机を叩きなが
ら、2，30分は係長を叱っていました。隣
の部署でのことでしたが、傍から見ていて
気分のいいものではありませんでした。
(営業担当川上聴取書）

銀座が休業したため、人事担当者が銀座
に話を聞いたところ、大山課長から強く叱
責を受けたという報告があった。
社内で実態鯛査を行ったところ、複数の
社員から数十分に渡り銀座が立たされ、時
に机を叩く等大山から強く叱責を受けてい
たという証言があった。

(使用者報告割

○
○
○
○

認定事実 。

平成31年3月5日、諸求人がプロジェクトの進捗に関して上司の課長から数十分にわたり、他の労働者の面前で
大声で威圧的な叱責を受けたことを確認した。 、
当該上司の叱責は、反復・継続していないものの、社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃で
あったことが罷められる。 、



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出う そ事： 自分の昇進・昇格があった

年・月 舗求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

平成30

年10月
私は係長に昇進しました。

部下を持って面倒を見たり、部下の作成し
た書類を決裁するようになりました。
部下の決裁をみるのは初めてでしたが、そ
れまでも同じ部署で同じような仕事をしてい
ましたので、全く新しいことばかりというよ
うなことはありませんでした。
(鯖求人聴取書）

○
た
平成30年10月に企画係の係長に昇進し

回

部下2名の指導、決裁を担当するように
なった。他の係との調整等職制としての業
務は増えたと思われる。
元々企画係に所属していたため、それ以
外に大きな変化はなかったと思われる。係
のメンバーにも変更はなかった。
(使用者報告書）

銀座さんは係長になりました。
私の決裁を見てくれていましたが、 元々

銀座係長が担当していた仕事だったものも
あり、色々と詳しく教えてくださいまし
た ｡
部下を持つことで今までよりも責任が増
したのかもしれませんが、銀座係長の仕事
の内容が大きく変わったというようなこと
はなかつたように私には見えました。
(部下小山聴取書）

○

○

認定事実

請求人は、平成30年10月に係長に昇進したことが潔められる。
〆 9

部下の指導、決裁等、係長としての業務が加わったことが硲蝿された。
それ以外の業務内容や職場の人間関係について、大きな変化は確認されていない。



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

．

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ･Lg)
上記が有の場合その内容
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←

出 ¥： 家族が増えた（子供が生まれた）

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

子供が生まれました。私の第一子でした。
(申立書）

ー

○ お子さんが生まれたと話していました。腺
のメンバーで銀座さんに出産祝いを送りまし
た。 ，
(上司大山聴取書）

お子さんが生まれたと聞きました。銀座さ
んは出産に立ち会ったと言っていました。
(部下小山聴取書）

○

○

認定事実 、

子供が生まれたことが穂鬮された。

0 ．

● リ ･



5－1主治医・産業医等の意見

I
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主治医の意見書

回

、

無〕

、

(概要）

(鮫ケ関メンタルクリニックの意見書）
1初診日

5

平成31年3月26日 ． ．
2受診の端緒及び主溺
妻に勧められ、付き添われ、来院した。不安感、緊張、食欲不掘
3初診時における症状
時に強い不安感、緊張感の他、気分の落ち込みも認められた。
4疾患名及びその診断根拠
適応障害
上司から強く叱責されたことがストレス因となっていた。他の疾患の診断基準を満たさ
なかったため、適応障害と診断した。
5発病時期、診断根拠
平成31年3月中旬頃。 3月上旬に上司から強い叱責を受け、3月中旬頃から前記症状が出現
していたため。
6治療経過
抗不安薬を投与し、症状は改善傾向、通院を継続している。
7雛歴
既往歴はない。
8他の診療機関の受診の有無
当院のみと聞いている。

診療記録等の収集園 無〕

資料No.

○

●

産業医童見書

〔有國

(概要）

〔有

意見書
&提出）

囹

(概要）



5－2専門医の意見

-275-

部会

團逼
(監督署長依頼）

の意見書

(地方労災医員の意見書）

1精神障害の発病について
鯖求人は、自らの心身の変調について、平成31年3月中旬頃に、強い不安感、食欲不振、気分の
落ち込み、同月下旬頃に、緊張を感じたと述べている。
職場関係者は、平成31年3月中旬頃に、食欲不振、気分の落ち込み、同月下旬頃に、
いた、口数が少なくなった、痩せたように見えたと請求人の変飼に気がついていた。

汗をかいて

砿ヶ関メンタルクリニック医師の意見書によると、受診の端緒及び主訴は、 「妻に勧められ、
付き添われ、来院した。不安感、緊張、食欲不振」 、 初診時における症状は、 「時に強い不安
感、緊張感の他、気分の落ち込みも認められた」 、疾患名及びその診断根拠は、 「適応障害上
司から強く叱責されたことがストレス因となっていた。他の疾患の診断基準を満たさなかったた
め、適応障害と診断した」 、発病時期、診断根拠は、 「平成31年3月中旬頃。3月上旬に上司から
強い叱責を受け、3月中旬頃から前記症状が出現していたため」と記載されている。
以上を踏まえ、 ICD-10の診断ガイドラインに照らし検討すると、上司から強く叱責されたこと
がストレス要因となり、平成31年3月中旬頃から、不安感、緊張感、気分の落ち込みが出現してい
たことから、平成31年3月中旬頃に、F43.2の「適応障害」を発病したものと考えられる。

2業務による心理的負荷の検討
監督署の鯛査によると、次の2つの出来事が確認されている。
①平成31年3月5日に上司の課長から数十分にわたり、他の労働者の面前で大声で威圧的な叱責
を

受けたことが確認されている。上司の叱責は、社会通念に照らして許容される範囲を超える糟
･神的撃だったことが認められる。
これは、具体的出来事「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受け
た」に該当し、上司等による精神的攻撃が行われたが、行為が反復・継続していないことか
ら、心理的負荷の強度は、 「中」と判断する ｡

②請求人は、平成30年10月に昇進し、係長になったことが確偲されている。論求人の業務内容
や職場の人間関係に関して、大きな変化は確認されなかったが、部下の指導、決裁等、係長と
しての業務が加わったことが認められた。
これは、具体的出来事「自分の昇進・昇格があった」に骸当し、自分の昇進・昇格があった
ことから、心理的負荷の強度は、 「弱」と判断する 。

以上、関連しない出来事の心理的負荷の強度は、 「中」
体評価は、 「中」と判断する。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討

、 ｢弱jであるため、心理的負荷の全

業務以外の心理的負荷となる出来事として、 「家族が増えた（子供が生まれた） 」が確潔さ ‘
れ、この出来事の心理的負荷の強度はIである。
･個体側要因は、特段確罷されていない。



6就業条件等一般的事項
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学歴 最終学歴〔中学校・簡辱学校

■■■■■■■■■

,大勢
I■■■■■■■

･大学院･その他（ ） 腿1年 3月 31日
－

卒業
一

・中退〕 資料No.

職歴

|鰯I
現在の事業場に
雇入後の配属先

|溌1

｛

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

当餓労働者に
ついて記載
すること。 I

事業場名 職種

〔 鹿ﾉR･”.”ｸ異睡負仕] [H21年 4月 1日～ 年 月 日) ( 企画、営業〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 ・ 職種

〔 企画腺 ) (H28年 4月 1日～ 年 月 日] [ 企画 〕

〔 営業腺 〕 〔腿1年 4月 1日～ 腿8年 3月 31日〕 〔 営業 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

分
分
０
５
０
４

時
時

９
７１

刻
刻
時
時
業
業
始
終
定
定
所
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 7 時間 45 分

(1週間） 38 時間 45 分

所定休憩時刻： 12時00分～ 13時 0分 （休憩時間 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休1日制

特記事項

｢雨湿~雨1 ③カレンダー等で指定④その他

労働時間制度： ①lか月単位変形労働時間刺②1年単位変形労働時間制

|”
i"
雇用形態

特配

1日7

特配

退
の

出
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｌ
そ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

事項

③フレックスタイム制④裁丘労働制⑤その他

時間45分、 1週間38時間45分であり、通常の労働時間制度の適用である。

●
●

事項

●
●

I碗爾爾詞②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制④その他

②契約社員③派遺労働者

④パート・アルバイト⑤その他

勤の管理の状況：①タイムカード②出勤鰊③管理者による砿腿

特記事項

パソコンの起動、シャットダウンの記録と自己申告により労働時間を把握していた。

他特配事項：

I

ｌ
ｌ

①正規職員・従業員

④本人の申告⑤その他

○
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｛

当咳労働者の
日常業務

具体的に配軟
すること。 1

物流プロセスの企画、実行を担当する部署の係長である。

企画、改善の立案、課題抽出、社内外の鯛整等の業務を行っていた。
また、上司の課長がプロジェクトリーダーをしている特定顧客層のサービス強化を図
るプロジェクトにもプロジェクトリーダーとして参加していた。

資料No.

○

事業場(所属部署)内
における当峡労働者

’
の位匠づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を

付記すること。

課長○大山 ○川上

係長○銀座啓太

○小山 ‘

戸塚

営業課

色｡

企画課

’

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付配すること。

q

T
妻

子

○請求人



7労働時間を認定した根拠
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(労働時間の把握方法）

ロタイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

回本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

回その他 （ パソコンの起動、シャットダウンの記録 ）

(労働時間の推計方法）

パソコンを起動、シャットダウンすると自動的に時間が記録され、当該記録と請求人が自己申告した労
働時間申告書を基に労働時間を把握していた。
請求人及び職場関係者から聴取した結果、労働時間は適正に把握されていたと判断した。
時間外労働は多くても月に40時間未満であり、請求人は長時間労働の負荷を主張していない。
以上により、労働時間集計表の作成は省略した。

資料比

○



事例13同僚等から治療を要する程度の暴行等を受けた事案（業務による心理

的負荷評価表の項目30）

○事案のポイント

・被災者は、部下から暴行を受けた。

・暴行により治療を要した。

○出来事評価のポイント

・部下から受けた暴行は、項目30で評価する。

・暴行による負傷の程度について検討し、整形外科医等の医学意見により治療の有無を

確麗する。

医学意見の聴取のポイント

･総合評価の結果、明確に「強」に該当するが、発病時期や疾患名等、主治医の医学的

判断の補足が必要な場合は、専門医意見で決定する。

○

(心理的負荷表（抜粋)）
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出棄事

の蟹■

平均“心U

具体釣
出来事

一

四負
一

Ⅱ■

函
－
１

■■■■■■■

l荷の日
一

餌
一
画

■

唾
一
ロ

心竃的貝曹の些台肝優の視血
心理的負曽の画底叡■』『中』『強』と籾断する具体■

■ I 中 ■

”

③対人
■係

同僚等か

ら.■行又

は(ひどい）

いじめ･嫁

がEせを昼

けた

☆

｡＆行又はいじめ｡■がらせの内
■.■度等

・反■･色嘗など喚勘性の

杜現

・舎社の対応の有■且Ⅱ恥■．

改口の“

【解風】
同位弓による■行又ば0,”･陣がらせが｢卸の唾に至らない増台.心■
的負荷の■合再■の視白を■京えてr同｣又は『中』と肝■

【『■j唾ろ釦
・貝使専から.『中J1＝らなL唾■
の津警暑嘩■合 ’

【『中jI車銅】
・頁伝導から.泊岱を要白なL唾
の9行を畳け.行あが反■･毎鰹て
L噂L唖含

。■僚邨から.人格や人田…壷

する鐸を争喧宰斡･行あが反■｡
■やI’てL屯L,■台

O■恨専から.■行又はひどいい
歴

瞳ぬり■がらせを受

【、』である■】
。■彼等から.塗包ら■ず…の”畦受け“合
・局“から.9行垂幽jg…合
。…蝿.人酔人唾壷…＝垂垂P型

…合
。⑩唾負荷唾はr由!■■の巳容璽唾､壁勤。■鎚嘩
受稗含で距唖“零膜…憧な創応”<､故■
さ…った“



障薊詞様式1

精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

｢一記 罰
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整理番号 ○

署
長

副
署
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6月 1 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下肥事由により再鯛査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償六郎

令和 2 年1月22 日

舗求種別

凶療養凶休業U遺族

口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99,9.99.999999-999 事業の種類 不動産業

事業の名称 日比谷不動産 労働者数 22

人

事業場の所在

ー

T 一

○○県○○市
電諾 99 （ 9999 ） 9999

ふりが鞍

被災労働者氏名

とくしかなむ

特支 金夢 生年月日 平成6年10月25 日 性別 男

職 種

ふりが鞍

鯖求人氏名

．， 営業

とくしかなむ

特支金夢
続柄 本人

雇入年月日 平成29年4月 1 日

疾 〔錆求時〕疾患名： 急性ストレス反応 発病日： 令和元年 10月 30日 （発病時年齢 25歳）

〔決定時〕疾患名：外傷性ストレス障害(F43. 1)発病日： 令和元年 11月上旬頃(発病時年齢 25飯）

現在の状況 L生国
死亡（死亡年月日： 日 死亡時年齢年 月 歳）

鯖求人の申述

請求人特支金夢（以下「請求人」という。 ）は、平成29年4月から日比谷不動産に入社し、不動産
の営業業務に従事していた。令和元年10月30日、部下と一緒に得意先へ営業に出かけた際に、部下に
業務上の注意をしたところ逆上した部下から回し蹴りをされ、部下の右足が顔面に当たり顎が外れ
た。その後
陣を来すよ

、糖神的に不安定になり、
うになった。

外出が出来なくなり、不安感、恐怖感などから日常生活でも支

事案の概要
(認定した
事実）

令和元年10月30日に部下から回し蹴りをされ、顎関節脱臼を負い、同年11月上旬から両手の農え、
何故か涙が出る、不安と恐怖感から外出困難などの症状がみられ、令和元年11月8日に穂保精神科ク
リニックを受診し、急性ストレス反応と診断されている。
請求人は、当該部下と営業に行った際に、部下のミスを注意したところ、逆上した部下から回し蹴
りをされ顎関節脱臼を負ったものと露められた° ．
業務以外の出来事及び個体側要因は確認されなかった。

総合判断
〔調査官の意見〕
本件は、 〔畷霧刃・ 業務外〕と考える畠 ．

(理由）

請求人は、令和元年11月上旬に外傷性ストレス障害を発病していたものと認められる。
請求人は、令和元年10月30日に部下から回し蹴りをされ、部下の右足が諦求人の下顎に当たり、顎
関節脱臼を負ったものと認められる。
顎関節脱臼は全治2週間の療養を要するものと確認され、
認めらるが、顎関節症と顎関節脱臼との関連性は医学的に

錆求人は以前より顎関節症での治療歴が
認められない。 ．

以上により、当咳出来事は、具体的出来事の「同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせ
を受けた」に骸当する。その平均的な強度は「Ⅲ」であり、部下から治療を要する程度の暴行等を受
けたものと認められるため、心理的負荷は「強」程度と判断される。また、業務以外の心理的負荷及
び個体側要因は確認されなかったことから、本件は業務上と判断する。

（医学意見書： 層再胃 ・ 部会）
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1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

-281-

精神障害発病の有無
Ⅱ■■■■■■■

有
Ⅱ■■■■■■■

・ 無 発病時期 令和元年 11月上旬（頃）

疾 患 名
(ICD-10診断ガイド
ラ インによる）

外傷性ストレス障害(F43． 1)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ ） 。囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無
I■■■■■■■

有
一

・ 無 恒常的な長時間労働の有無 罰 ・無

具体的出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

(同僚等から、暴行又は(ひどい）いじめ．嫌がらせを受けた）平均( 1 ． Ⅱ 。

具体的な内容及び評価：
回

請求人は、令和元年10月30日に部下から回し蹴りをされたことにより、顎関節
脱臼を負った事実が認められる。
諭求人からの業務上の注意に対し逆上した部下が、回し蹴りをしたことによ
り、部下の右足が諸求人の下顎に当たったことが確認される。
当該行為により全治2週間の顎関節脱臼を負ったことが確認される。
このことから、具体的出来事の「同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌
がらせを受けた」に骸当し、部下から治療を要する程度の暴行等を受けたものと

認められるため、その心理的負荷は「強」と判断される。

（ 類推の有無 有｡囿

）

）

弱
岳

中 匡

（ ） 平均( I ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強

（ ） 平均( I ･ n･m )

具体的な内容及び評価：

6 0

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



『

（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

老82-

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：7月31日

発病前1か月

－ 時間

発病前2か月

ー 時間

発病前3か月

I■■■■ 時間

発病前4か月

一 時間

発病前5か月

－ 時間

発病前6か月

－ 時間

複数の

総合評価 弱 中 図

出来事の有無

IZl確露できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは閉められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

寺 ｡

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは罷められない

口確駆できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと潔められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項

-283-

当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔穂保精神科クリニック ) [ R1年11月～ 年 月] [急性ストレス反応 〕

ｊ
ｌ
ｌ

ｆ
ｔ
ｆ

ｌ
Ｊ
１

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｆ

Ｊ
ｊ
ｊ

ｆ
ｌ
ｌ

年・月 鯖求人の申述 資料No. 調査結果 資料脳．

11年
【0月30日

R1年
11月

営業先の帰りに、部下の井手さんから回し蹴り
を顔面に受けて、顎が脱臼した。 （申立害）

左頬が腫れ、尋常でない痛みがあったので、営
業先からそのまま帰り、口腔外科に行きました。
ロの中も切れており、顎が外れていましたも普通
に鯖をすることができず、唾も飲み込めない状態
でした。 （聴取書） ．

令和元年11月1日に会社に現状を報告するた
め、鯖をするのもままならない状況でしたが、午
前中だけ出勤しました。その時、部下の井手さん
の顔は怖くて見れませんでした。会社を出て帰宅
途中の電車の中で自然に両手が腰え止まりません
でした。
家に帰ってからも落ち着かず、何故か涙が出て
きて、夜も少しの物音で目が覚めるようになりま
した。この日以降外出することが怖くなり、不安
と恐怖感で出勤できなくなりました。 ．(聴取答）

Ｏ
Ｏ
○

井手さんから回し蹴りを受けて顎が外れたので、
宣帰しますと、特支さんから電賭がありました。出
鬼からの電鯖で特支さんの言っていることがあまり
良く聞こえず、最初は何を言っているか分かりませ
んでした。 （課長福丸）

特支さんは、井手さんとの出来事について、報告
のため令和元年11月1日に出社しました。口を開くこ
とがあまり出来なかったせいか、特支さんの話は聞
きずらく、最後は肇陵で報告を受け叢した。
特支さんは怯えたような槻子で､ずっと下を向いて
し､ました。 （諜長福丸）

特支係長と令和元年11月1日に挨拶しましたが、
気が無く、目線を合わさず沈みきった様子でした。
(係員土井）

元

○
○
○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容

毛84-

出来事： 同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ．嫌がらせを受けた

年・月 諸求人の申述 資料恥 調査結果 資蛎棚、

R1年
10月

帝和元午lu"UU口の棚刀｡b鄙rの弱昌子どん迂哩

れて得意先へ営業に行きました。営業先で井手さ
んがお客機を怒らしてしまい契約が破棄になりそ
うになりましたが、私がなんとか賭をまとめ契約
破棄は回避されました。そのことに対して帰りに
私は井手さんに「あそこで、あんなことを言った
らダメでしよ」 、 「今度は言う前に一度頭で考え
るように」 、 「慎重な発言をしなければ契約は取
れないよ」と注意しました。
私から注意を受けた井手さんは､明らかにムッ
とした顔をして「お前に何が分かるんだ』と叫び
ました。私は「そんなことではこの先やっていけ
ないぞ」と言った途端、井手さんは「ふざけん
な」と逆上し、私に回し蹴りをしてきました。突
然のことだったので私は避けきれず井手さんの右
足が私の顎に当たり、顎が外れました。

私はその場を立ち去り、左頬が腫れ口の中も切
れて血が出ていたので、会社に趣話をしてそのま
ま口腔外科に行きました。診察の結果、顎が外れ
ていました。
井手さんは小さいときからムエタイを習ってお
り、高校生の時に県大会で優勝したことを以前に
聞いたことがありす。井手さんから受けた暴行に
ついて警察に被害届は提出していません。 （聴取
毒1

●

■

→

○ 私は、令和元年10月30日の朝に井手さんを連
れて外回りに行ってくれないかと、特支係長に
言ったところ、分かりましたと了承してくれま
したので、二人で得意先へ営業に出掛けまし
た｡

昼過ぎになって、 「井手さんから回し蹴りさ
れた」 、 「これから病院に行く」と特支係長か
ら連絡があり、井手さんだけがしばらく経って
から会社に戻ってきました。井手さんに事情を
聞いたところ、 日頃から井手さんは特支係長か
ら細かいことで注意され不満が溜まっており、
その日も叱責されたことでその不満が爆発し
て、思わず回し蹴りをしてしまったとのことで
した。井手さんはやり過ぎましたと反省をして
いましたが、瞳慎処分としました。
私から見て、特支係長は物静かな性格で、仕
事は細かく慎重ですb井手さんは豪快で短気な
性格です。 （腺長福丸）

私は令和元年10月30日に朝から特支係長と得
意先に営業に行きました。得意先へ向かう途中
の電車の中でも、私は特支係長から「もっと慎
重に仕事をするように」などと、ずっと脱教を
受けていました。
得意先でも、私は少しミスをしてしまい特支
係長にフォローしてもらいました。私も反省し
ていたところ、帰りに延々とまた脱教されたた
め、日頃の不満が溜まっていたのも重なり、思
わず特支係長に蹴りを入れてしまいましたが、
顔に当てるつもりはありませんでした。私は学
生時代にムエタイを習っており、間合いも分
かっていたので、特支係長を脅かすつもりで回
し蹴りをしたつもりでしたが、特支係長が慌て
て前方に体を寄せてきたので顔に当たってしま
いました。顔に当たった瞬間に私はとんでもな
いことをしてしまったと思い謝りましたが、特
支係長は口を押さえて何も言わずその場を去っ
て行きました。
脅かすつもりだったとは言え、結果暴力を振
るう形となってしまったので、私が悪かったと
思っていまずも
私は中途採用で入社し特支係長より2歳年上
なので、心のどこかで年下から脱教されること
への不満がありました。 （係員井手）

伊木田口腔外科伊木田生男医師意見書
初診日：令和元年10月30日
受診の端緒：足で顔面を蹴られ口が開かなく
なったとのことで受診と至る。
他覚所見：口内出血及びX線にて顎関節脱臼を
罷めた。

傷病名：顎関節脱臼
治療内容：患部を固定し保存療法とし、 2週間
程度の開口制限を指示した。
症状固定時期：令和元年11月15日の再診にて症
状固定と判断した。
その他：顎関節症で通院歴あり。

地方労災医員山田勝之医師意見書
他覚所見:X線にて下顎骨の異常なし、顎関節
脱臼を認める。
意見：既往症として顎関節症を認めるが、顔面
を足で蹴られ口内出血もしていたとのことか
ら、下顎骨に過大な外力が加わったことによる
税臼と思われる。故に顎関節症と顎関節脱臼と
の関係性は乏しいと思われる。

○
○

○
○



認定事実

蒲求人は、令和元年10月30日に、部下がした回し蹴りにより顎関節脱臼を負ったことが認められる。
鯖求人からの業務上の注意に対し逆上した部下が回し蹴りをし、当該部下は脅かすつもりで当該行為を行ったと申述してい
ることから、当該行為は事故ではなく暴行と認められる。また、全治2週間の顎関節脱臼を負ったことが確麗された。
なお、鯖求人は以前より顎関節症での治療歴が認めらるが、顎関節症と顎関節脱臼との関連性は医学的に認められない。

ー

『

､

毛8テ



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・園）
上記が有の場合その内容

-286-

出ヲ 望 罪： なし

年・月 錆求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥

I■■■■■■■■■■■■■■■■■

『

認定事実
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5－1主治医・産業医等の意見

-287-

主治医の意見書

圃・無〕

(概要）

(穂保精神科クリニック穂保源吉医師の意見害）

1令和元年11月8日初診
2外出の際に不安と恐怖を感じるとのことで当院来院。
3他覚所見としては、恐怖心、不安感、不眠症状を認める。
4上記の症状から急性ストレス反応と診眺
5発病時期は令和元年10月30日と考える。令和元年10月30日に部下からの回し蹴りで顎
関節を脱臼し、精神不安が生じているとの本人申し出のため。
6部下からの回し蹴りで顎関節を脱臼したことによる心的ストレスが要因と考えられ
る ｡

7精神療法、抗うつ剤にて経過観察。
8精神障害の既往歴なし。
9その他参考事項なし｡

診療配録等の収集園･無〕

資料NO.

○

産業医意見書

〔有･園

(概要）

専門医意見番
(鯖求人提出）

〔有･園

(概要） ‘

句



5－2専門医の意見

＝
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部会

屑南同
監督署長依頼）

の意見書

（

(理〃力火匿具干唾V円8U塵PIPリノ昼兄ノ

1糖神陣害の発病について
請求人は、令和元年10月30日に部下から暴行を受け、同年11月上旬頃から、両手の震え、不
眠、不安と恐怖からの外出困難を申述している。
主治医意見では令和元年10月30日に急性ストレス反応を発病したと診断されているが、診療記
録や申述を踏まえ、出現した病状をIC"10の診断ガイドラインに照らして分類すると、謂求人は
令和元年11月上旬頃に、外傷性ストレス障害(F43. 1)を発病したもの判断する

2業務による心理的負荷の検討

｡

労働基準監督署の調査結果によれば、請求人は、令和元年10月30日に部下に業務上の注意をし
たところ、部下が逆上し回し蹴りをして右足が論求人の下顎に当たり、謂求人は顎関節脱臼を
負ったことが認められた。
当該部下は、 日頃からの諭求人による脱教に不満を持っていたこともあり逆上してしまい、回
し蹴りを当てるつもりはなかったと申述しているが、脅かすつもりで当該行為を行ったとも申述
しており、結果、館求人に顎関節脱臼を負わせていることから、当該行為は事故ではなく暴行と

。

》
。
』
え

一
言
ロ

請求人には既往症として顎関節症が認められるが、地方労災医員意見では暴行による外力を原
因とする顎関節脱臼と罷められ、全治2週間の療養を要したことが確認される。
したがって、この出来事を認定基準の別表1に照らし、具体的出来事の「同僚等から、暴行又
は（ひどい）いじめ．嫌がらせを受けた」に咳当しその平均的な強度は「Ⅲ」であり、心理的負
荷の総合評価は「強」程度と考えられる。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検肘
これらについては確認されていない。

4結論
本件については、認定要件をすべて満たし、業務上の疾病に該当するものと判断する。
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6就業条件等一般的事項

1 －289－

学歴 最終学歴〔中学校・高等学校
ロ■■■■■■■■■■

大学‘
－ 大学院・その他( ･ ). H29年 3月 日 翌･中退〕 資料No.

職歴

{瀞1
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞1

｛

所定労働時間、
所定休慾時間、
所定休日等

当咳労働者に
ついて配載
すること。 I

事業場名 職種

〔 日比谷不動産] IH29年 4月 1B～ 年 月 日] [ 営業 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 ・ 職種

Ｊ
１
Ｊ
１

１
１
１
ｔ

』
ｊ
ｊ
１

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

ｆ
ｌ
ｆ
ｆ

ｊ
Ｊ
ｊ
１

ｔ
ｆ
ｆ
に

分
分
０
０
３
３

時
時
８
７１

●
●
●
守

刻
刻
時
時
業
業
癖
癖

※遅出勤務有 ｛
所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間) 40 時間 0 分．

所定休憩時刻： 12時00分～ 13時 0分 ． （体感時間． 1 時間 0 分）

所定休日： の週休1日制②週休2，日制 雨壱万=罰冒万語臣1 ④その他

|蝋……………
労働時間制度： 「面両軍砺謬銅両面、②1年単位変形労働時間剃

③フレックスタイム制④餓量労働制⑤その他

|･蕩嘩……………
勤務形態： 「両雨砺1②2交代制(日勤･夜勤)③3交代制 ④その他

|"‐
雇用形態： ｢碇痂頁嘉顯。②契約社員③派遣労働者

④パート・アルバイト⑤その他
I

出退勤の管理の状況:[宙両面秀三下]②出勤簿③管理者による砿鱈④本人の申告⑤その他

ｌ
１
１
１

|、… ’
その他特配事項： り ●

0
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（

当該労働者の
日常業務

具体的に妃載
すること。 ｝

不動産の売買にかかる営莱、契約密作成など 資料NO.

0

事業場(所属部署)内
における当咳労備者

’
の位匠づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付紀すること。

●

ｳ

社長

事業場以外にお

ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

よ
聴
○
こ

に
に
は
る

図
共
に
す

織
と
者
記

組
す
施
付Ｉ

（同

偏
■

特支
(姉

特支金治
(父）

銀子
）
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7労働時間を認定した根拠

翅91-

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

時間外労働の申し立ては無いため、時間集計は省略した。

ゴ

● ●

資料恥

○



事例14同僚等から人格や人間性を否定するような言動を繰り返し執鋤に受け

た事案（業務による心理的負荷評価表の項目30）

○事案のポイント

・被災者は、同僚からいじめ。嫌がらせを受けた。

○出来事評価のポイント

・同僚から受けた単独のいじめ・嫌がらせは、項目30で評価する。

・同僚から受けたいじめ・嫌がらせの内容（人格・人間性否定など）及び反復・継続な

ど執勧に行われたか否かについて評価する。

・同僚間の業務をめぐる方針等の対立であれば、項目32で評価する。

医学意見の聴取のポイント

･総合解価の結果、明確に「強」に該当するが、発病時期や疾患名等、主治医の医学的

判断の補足が必要な場合は、専門医意見で決定する。

○

(心理的負荷表（抜粋)）

-292-

出来事

の■国

平均睡心I

一

唾■
一璽
煙
－
１

坤
一
且

皮

皿
一
四

心■的負衝の斡台僻侭の視白
心■ぬ負再のご唾亨■』『中』『強』と何断する具体例

■ I 中 強

鋤

⑭対人
■係

■僚守か

ら､＆行又

は《ひどい〉

いじめ･嫁

がらせを受
けた

☆

・配又はL屯め･鉦がらせの内

寺.■皮専

・反復･虹”ど執働性の
煙

・会社の財応の石■及び内容．

政■の状現

【解■】
■僚唖二よる品行又はいじめo唾餓らせが『麹の唾1屯らなも咽台､心■
凸ち呈壽寺二呈嵜二一二星會堂舎えてr■』又は『中』醒■

【｢■』
g

の

嘩等から､『中』I王ら郵哩童
…受けた姻合 ’

る■】

･寓癖から一筆唾■錘し唾
の■行を受け.行あが反芭･韓て
いな↓咽倉
。R彼専から.人絡や人間罐否定
するよ…唾晏峰行あが反■。

些虫でL竜L咽食

◎同僚むから､凸行又はひどいいじめ｡■がらせを受
睦

【『伽である■】
・す一今.~､ﾛ ﾄ長一 蛤一■す…のB碑を受けた咽倉

｡■僚軸も.■…垂…含
・寅函から.人■や△……碗…垂
…食

。…負…はf中』、の”又嵐“･■“せを
量…配おっ唖…して鍾睡対嘩鍾屯軍■
さ…っ輝合

32

⑤対人
■鷺

向僚との

”ルが
あった

卜

☆

。"ブルの内白､伍皮､同僚との
口亭卜の図係等
。その後の車囚への支は辱

【『■』I聿銅】
。ま厩をめぐる方針等において.貫伍

との寺え方の棺速が生じた(”釣に
はトラブルとはいえなL毛のも含む）

。■俵とのトラブルがあった

【r中』唾”】
・室醸め“…毒叱る■■
からも客“I…れる錘錘
離頁復との■に金峰

【『勘』I＝る例】
・塞面をめぐる方針専において､■■からも客領卸垂され
る“大倉な対立が多歓の阿僚との脚二生じ.その後の象■
I…な率を棄した



｢軍両面1様式1

精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

F記一胃-55_雪1

-293-

整理番号 ○

署
長

副
署
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6月 1 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償七郎

令和 2 年1 月 8 日

請求種別

凶療養凶休業u遺族

口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 飲食店

事業の名称 新橋キッチンハウス新橋本店 労働者数 55

人

事業場の所在

一

T 一

○○県○○市
電話 99 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

ちょうしゅうつとむ

徴収力
生年月日 平成10年5月 5 日 性別 男

職 種

ふりがな

請求人氏名

調理補助

ちょうしゆうつとむ

徴収力
続柄 本人

雇入年月日 平成31年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

適応障害 令和元年 7月下旬頃(発病時年齢〔舗求時〕疾患名： 発病日： 21歳）

． 〔決定時〕疾患名： 忽性ストレス反応(F43. 0) 発病日： 令和元年 7月上旬頃(発病時年齢 21歳）

現在の状況 匡召
死亡 （死亡年月日： 日 死亡時年齢年 月 歳）

請求人の申述

請求人徴収力（以下「請求人」 という。 ）は、平成31年4月から新橋キッチンハウスに入社し、
ホールで調理補助業務に従事していた。令和元年5月頃から同じ調理業務をしていた同僚から人格を
否定する言動やいじめを受けるようになった。令和元年7月頃から不眠と不安などの心身に異常がみ
られるようになり、同7月末にストレス反応と診断された。

事案の概要
(認定した

事実）

請求人は、令和元年7月初旬頃から、人とのコミュニケーション不良、食欲不振、不眠症状が出現
し、次第に不安感、恐怖感の症状がみられ、令和元年7月31日に木野瀬精神科クリニックを受診しス
トレス反応と診断されている。
請求人は、令和元年4月1日から新規採用者とし調理補助業務に従事していたところ、同期の同僚か
らひどいいじめ・嫌がらせを受けていた事実が認められる。また、人格や人間性を否定するような発
言も認められ、繰り返しいじめ。嫌がらせがを受けていたことが認められる。
業務以外の出来事及び個体側要因は確認されなかった。

総合判断
〔調査官の意見〕
本件は、 〔麗霧刀・ 業務外〕 と考える。

(理由）

請求人は、令和元年7月上旬に急性ストレス反応を発病していたものと認められる。
請求人は、平成31年4月1日から新入社員として調理補助業務に従事し、令和元年5月頃から、同期
の同僚から繰り返しひどいいじめ．嫌がらせを受けていた事実が認められ、同年6月中旬頃には、脅
迫とも捉えられる言動や人格や人間性を否定するような発言も認められた。また、その日以降も人格
や人間性を否定するような発言の継続性が認められる。
以上により、当該出来事は、具体的出来事の「同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせ
を受けた」に該当する。その平均的な強度は「Ⅲ」であり、人格や人間性を否定するような言動を繰
り返し執勧に受けていたと認められるため、心理的負荷は「強」程度と判断される。また、業務以外
の心理的負荷及び個体側要因は確認されなかったことから、本件は業務上と

（医学意見書： 雀竈
。

・ 部会）



9

1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

-294-

精神障害発病の有無
■■■■■■■

有
■■■■■■■

・ 無 発病時期 令和元年 7月上旬（頃）

疾 患 名
(IC"10診断ガイド
ラ インによる）

急性ストレス反応(F43. 0)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷がホ凰度のもの・極度の長時間労働

有（ ） ．囿

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 司 ・ 無 恒常的な長時間労働の有無
I■■■■■■■■

有
一

・無

具体的出来事
心理的負荷の
総合詳価の強度

(同僚等から、暴行又は(ひどい）いじめ．嫌がらせを受けた）平均( 1 ． Ⅱ 。

具体的な内容及び評価：
回

請求人は、平成31年4月1日から新入社員として鯛理補助業務に従事していたと

）

ころ、同僚1人から繰り返しいじめ。嫌がらせを受けていた事実が認められる。い
じめ・嫌がらせは令和元年5月頃から始まり、同年6月中旬頃には、脅迫とも捉え
られる言動や人格や人間性を否定するような発言も認められた。また、それ以降
も人格や人間性を否定するような発言の継続が認められた。
以上により、当該出来事は同僚からひどいいじめ。嫌がらせを受けていたこと
が認められるため、具体的出来事の「同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ。
嫌がらせを受けた」に該当し、人格や人間性を否定するような言動を繰り返し執
鋤に受けていたものと認められることから、その心理的負荷は「強」程度と判断
される。

（ 類推の有無 有．囿 ）

弱中 強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価；

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



／

膳以外の心理的負荷及び個体側要区

-295-

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：7月31日

発病前1か月

－ 時間

発病前2か月

一 時間

発病前3か月

ー 時間

発病前4か月

ー 時間

発病前5か月

一 時間

発病前6か月

－ 時間

複数の出来事の
全体評価

』形

総合評価 弱 中 囹

出来事の有無

図確認できなかった ．

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない
n確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる ．

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確親できなかった 〆

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等

依存状況

そ の 他

■

特になし

特になし

句

特になし



、

2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 摘名

初診〔木野瀬精神科クリニック] [ R1年 7月～ 年 月] [ 適応障害 〕

ｊ
Ｊ
Ｊ

ｌ
ｆ
く

１
１
Ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
Ｋ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ

に
ｌ
ｆ

年・月 鯖求人の申述 資料M. 調査結果 資料Nb．

R1年
7月

R1年
8月

令和元年7月初旬頃から、人とコミユニケー
ションを取ることが辛くなりました。次第に食
欲も落ちてきて、朝方まで眠れない日が何度か
ありました。仕事でも身が入らずミスが多くな
りました。 （聴取客）

令和元年7月下旬頃には、不安感と恐怖感で家
から外に出ることが辛くなり、度々仕事を休み
ようになりました。私の異変を感じた両親に連
れられ、令和元年7月31日に木野瀬精神科クリ
ニックに受診したところ、ストレス反応と診断
されました。 （聴取書）

令和元年8月1日から会社を休職しそのまま退
職した。 （申立書）

○

○

徴収さんは好青年で入社直後は元気がありました
が、令和元年7月頃からは、元気がない日が続いて
いました。朝の挨拶は小声で聞こえず、
たまっているように見えました。そのう

毎日疲れが
ちに、体閥

不良で休むとの電謡連絡が多くなりました。 （店長
合田）

徴収さんは、令和元年7月頃から元気がなく、体
憩中も雑麟に入らなくなりました。疲れたような表
情で、よく遅刻をするようになりました。 （先輩
太田）

入社当時は元気があったように見えた徴収さん
が、明らかに令和元年7月に入ってからは、覇気が，
無くなりました。一切世間話をしなくなり、職場の
人を避けているように見えました。 （同期前田〉

徴収さんは、命和元年6月頃までは朝から元気に
見えましたが、 7月に入り気力が無くなった感じが
しました。話し掛けても、怯えような表情であまり
返事が返ってきませんでした。 （同期高田）

ゆ
り

○
○
○
○
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2－2 自殺の状況に関する事項

’二m、の、 Yh’二m、の、 Yh

-29罪

自殺の状況 自殺の手段 資梛

／



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ。､嫌がらせを受けた

年・月 請求人の申述 資料伽． 調査結果 資料恥

R1年

4月～

R1年
5月～

R1年
6月～

R1年
7月～

令和元年4月1日から新橘キッチンハウスに新入

社員として入社しました。 1週間の研修期間を経
て､･本店のホールで調理補助担当となりました。
ホールには同期の前田さん、高田さん、先輩の
太田さんがおり《私を含め4人で鯛理担当業務を
していました。

闘理自体は先輩が行い、私は野菜の刻み作業や
盛り付けなどを担当していましたが、令和元年5
月に入ってから、仕事中に前田さんによる嫌がら
せを受けるようになりました。
私は確かに仕事は早くありませんでしたが、野
菜のカットにばらつきが出ないように、時間が掛
かっても丁寧に作業をしていました。私は、一つ
のことに集中すると、同時の他のことをするが苦
手なタイプで、店が混む昼時は先輩の調理に野菜
のカット作業が追いつかない時もありました。そ
のことが原因だと思いますが、前田さんから「い
つまで切ってんだ」 、 「本当に鯛理師学校出てん
のかよ」 、 「使えね－」とホール内で言われるよ
うになりました。前田さんは同期ですが私より年
上で、飼理経験も上ですも

私は、6月になってもスムーズに作業をするこ
とができず、相変わらず前田さんから文句を言わ
れていました。このような日々を過ごしていたと
ころ、 6月15日だったと思いますが、私は大きな
ミスをして．しまいました。前田さんが調理補助を
していたハンバーグの盛り付けを間違えてしま

い、和風ハンバーグを出すところ、私が目玉焼き
を乗せてハンバーグを出してしまい、前田さんに
お客様からクレームが入り、ハンバーグを作り直
すことになってしまいました。
その日の休憩時間に、激怒した前田さんは、私
をトイレに呼び出し私の前髪をわしづかみ、 「お
い、なめてんのか殺すぞコラ」といきなり言って
きて、私は「大変申し駅ございませんでしたjと
言って頭を下げて謝りましたが、前田さんの怒り
は収まらず、 トイレのドアを右手で叩きながら
rお前は、みんな迷惑してる会社のゴミだ」 、

｢今すぐ辞めろ、辞めなければ次は殺す」などと
大声で言ってきました。私はその時本当に恐怖を
感じましたの
盛り付けを間違えてからは、7月に入っても何
かにつけて、前田さんはカットした野菜を何度も
だめ出ししたり、ホール内で他の人が聞こえるよ
うに私のことを「のろまくん」と呼び、 「のろま
くんまだ辞めないの」 、 ｢臭い、風呂入ってんの
か」 、 「のろまくんの料理は家畜しか喰わねえ
な」 、 「○○調理師学校の一番の汚点者」などと
暴言を言われ続けました。 （聴取書）

○ 徴収さんは、令和元年4月1日から新橋本店

の閥理補助をしていました。前田さんとは同期
ですが、前田さんの方が年上なので、仕事のこ
とを相談したり、前田さんが徴収さんのことを
あだ名で呼んでいて、二人の関係は良好だと
思っていました。 （店長合田）

徴収さんは、器用な方ではありませんでし

た。仕事は早いとは言えず、店が混む昼時は徴
収さんの仕事を手伝っていました。
徴収さんは、前田さんに仕事の相麟をして、
よく文句を言われていましたが、鯛理場は忙し
いので前田さんが何を言っていたかは知りませ
ん。 （フロアー班長田森）

徴収さんは不器用な人でした。仕事が遅くこ
の店では長続きは無理そうでした。年上の同期
として前田さんは最初の頃は、徴収さんの面倒
を普通に見ていましたが、令和元年5月頃か
ら、ホール内で何回も徴収さんに対して、乱暴
な言葉で文句を言うようになりました。前田さ
んは､同期の中では元々言葉遣いが乱暴な人な
ので、私は気になりませんでしたが、徴収さん
も覚えが悪いので、何回も同じことで文句を言
われいました。 （同期高田）

徴収さんは、入社以降ほぼ毎日前田さんから
厳しい口鯛で叱られていました。徴収さんは新
人なので仕事が遅いのは当たり前なことなの
に、同期の中で、前田さんの徴収さんに対する
態度は異常だと感じていました。
令和年6月中旬だったと思います。私が休憩
時間中トイレに入っていたときに、前田さんの
怒号が聞こえ、同時に徴収さんの. 「申し訳ござ
いませんでした」との声が聞こえてきました。
私は気まずくなり、その場を出ることができず
二人の会話を聞いていましたが、前田さんは徴
収さんに対しかなりひどい言葉を浴びせて怒っ
ていました。 「殺すと」とか「辞めろ」 「会社
のゴミ」などと言っていました。また、 トイレ
のドアを「ドン、 ドン」と強く叩いていまし
た。この日以降前田さんは、ホール内で他の人
に聞こえるように徴収さんを「のろまくん」と
呼び馬鹿にするような発奮をするようになりま
した。 （先輩太田）

徴収さんは仕事の覚えが悪く、同期として私
は相談に乗っているつもりでした。私の口が悪
いことは同期の中では誰もが知っていたので、
徴収さんも承知していると思っていました。徴
収さんに文句を言うときについ乱暴な言葉に
放ってしまっていましたが悪気はありませんで
した。
令和元年6月15日に徴収さんを強く怒ったこ
とは覚えています。あまりにも初歩的なミス
で、私がお客様からクレームを受けたので、強
く怒ってしまいました。 「辞めろ」 、 「会社の
ゴミ」 、 「殺すぞ」と曾ったかもしれません。
｢殺すぞ」は私の口癖で、勿験本意で言った言
龍ではありません。この時、徴収さんの前髪を
わしづかみにした記憶はありません。おでこを
右手で突いてい顔を持ち上げた程度だったと思
'､ま､ｳ＄トイレのドアは興奮していたので何回
ｳ鎬手で叩いていたのは事実です。
この出来事以降も徴収さんがミスしたことに
吋しては文句を言いました。7月から徴収さん
りことを「のろまくん」と呼んでいたのは事実
です。ただ、私は冗談で親しみを込めて呼んで
'､たつもりでした。 （同期前田） ．

○
○
○
○
○



認定事実

鯖求人は、平成31年4月から新入社員として調理補助の業務に従事し、同期の同僚1人から、繰り返しいじめ.嫌がらせを受
けていた事実が認められる。いじめ・嫌がらせは令和元年5月から始まり、令和元年6月中旬には、脅迫とも捉えられる言動や
人格や人間性を否定するような発言も露められた°また、同年6月中旬以降も、人格や人間性を否定するような発言の継続が
潔められた。
なお、当該同僚は鯖求人より職務上の地位が上位の者ではなく、その同僚から協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行
うことが困難な状況でもないことから、 「パワーハラスメント」に咳当しない。

'

1
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （ ､有 ・圃）

上記が有の場合その内容

8

-300-

出来事： なし

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

● ●

麗定事実、



5－1主治医・産業医等の意見

少

-301-

主治医の意見害

圃・無〕

(概要)．
守 ｡

勺
凸

(木野瀬糊申科クリニック木野瀬平喜医師の意見御

1令和元年7月31日初診 ．
2人とコミュニケーション不良、食欲不振、不眠を主訴に当院受診。
3他覚所見としては、恐怖心、不安感が顕著。
4上記の症状から適応障害と診断。
5発病時期は、本人の主詠を前提とすれば、上記の症状が強く見られるようになった令
和元年7下旬と判断される。
6本人は、会社内の同僚から嫌がらせや叱責されていることを述べていることから、そ
のストレス要因で発病したと考えられる。
7精神療法、薬物療法、セルシン（不眠時） 、サインバルタ（抗うつ剤）を実施。
8精神障害の既往歴なし。
9その他参考事項なし。

診療記録等の収集圃・無〕 ．

○

産業医意見書

〔有･園

慨要）

● ■

専門医意見書
(暗求人提出）

〔有･園

(概要）



5－2専門医の意見

-302-

部会

「軍両面
監督署長依頼）

の意見書

（

(地方労災医員中越清心医師の意見）

1精神障害の発病について
錆求人は、平成31年4月から新入社員として鯛理補助業務に従事し、同僚からひどいいじめ，嫌
がらせを受けるようになり、令和元年7月上旬頃から、人とのコミュニケーション不良、食欲不
振、不眠を生じるようになり、同月下旬頃からは上記症状に加え不安感、恐怖心も生じるように
なった旨を申述している。
主治医意見では令和元年7月下旬頃Iこ適応障害を発病したと診断されているが、診療記録や申述
を踏まえ、出現した病状をID-10の診断ガイドラインに照らして分類すると、精求人は令和元年7
月上旬頃に、急性ストレス反応(F43． 0) )を発病したもの判断する。

2業務による心理的負荷の検討
労働基準監督署の鯛査結果によれば、謂求人は、平成31年4月1日に新入社員として調理補助業
務に就き、仕事のミスをした都度、同期の同僚から文句を言われ、令和元年5月頃からひどいいじ
め・嫌がらせを繰り返し受けていたことが鯉められた。
いじめ。嫌がらせの内容は、当初は「いつまで切ってんだ」 、 「本
よ」 、 「使えね－」等の発言であったが、同年6月中旬に、 『お前は、

当に鯛理師学校出てんのか
みんな離礁してる会社のゴ

ﾐだ」 、 「今すぐ辞めろ、 「辞めなければ次は殺す」 との脅迫とも捉えられる言動や人格や人間
性を否定するような発言が認められた。これ以降もあだ名と称し論求人を「のろまくん」 と呼ぶ
など、人間性を否定するような発言の継続性が認められる。
したがって、この出来事を認定基準の別表1に照らし、具体的出来事の「同僚等から、暴行又
は（ひどい）いじめ。嫌がらせを受けた」に該当しその平均的な強度は「Ⅲ」であり、心理的負
荷の総合評価は「強」程度と考えられる。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検肘
これらについては確認されていない。

4結論
本件については、認定要件をすべて満たし、業務上の疾病に該当するものと判断する。
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6就業条件等一般的事項

-303-

学歴 最終学歴〔中学校･高等学校･大学･大学院･悟房藺 ： 飼理専門学校) H31年 3月 日 翌･中退〕 資料No.

職歴

|瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

I瀞I

｛

所定労働時間、
所定休甑時間、
所定休日等

当咳労働者に
ついて記載
すること。

8

I

事業場名 職種

．〔 新檎キツチンハウス] (H31年 4月 1日～ 年 月 日] [ 鯛理補助 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

１
１
１
ｊ

助檎理鯛ｆ
ｆ
ｆ
６

Ｊ
ｊ
ｊ
１

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

Ｇ
○
■
■
《月

月
月
月

４年
年
年
年

１噸Ｉ
ｌ
ｌ
１

１
Ｊ
ｊ
ｊ

ス・ワハンチツキ蝿ｆ
ｆ
Ｋ
ｆ

所定始業時刻; 10時 30分 ．

所定終業時刻： 19時 30分
※週出勤務有 ｛

所定労儀時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間 0 分

所定休憩時刻： 14時00分～ 15時 0分 （体感時間 1 時間 0 分）

所定休日： ①週休1日制②週休2日制 ｢面扉万二辱辰万語壷1 ④その他

|､熟………………
「面…耐1②'年単位変形労働時間制労働時間制度：

③フレックスタイム制④裁量労働制⑤その他

|･爵職……………。
勤務形態： 両雨砺]②2交代制(日勤･夜勤)③3交代制 ④その他

'｡…
雇用形態： ｢両定砺~ﾃ罷顯弓1

● ●

②契約社員③派遺労働者

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況:顧両蚕秀=下1②出勤簿③管理者による確露④本人の申告⑤その他

I
特配事項

その他特配事項：

１
１
１
１

I

’

○
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｛

当醸労働者の
日懲業務

具体的に記軟
すること ｡． I

鯛理補助業務（店舗の清掃、食器洗浄、食材のカット、盛り付け等）
資料No.

0

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

’
の位匝づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付記すること。

○

○

0

’

’

面-両面テモョ
(同期） （同期） （先輩）

エリア

マネージャー

店長
合田

フロアー座長

(キッチン担当）田

森

’

事業場以外にお
ける当麟労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を

付記すること。

零
徴収納
(父）

C

D

●

●

句
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7労働時間を認定した根拠

-305-

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ・口出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

、 （労働時間の推計方法）
b

時間外労働の申し立ては無いため、時間集計は省略した。

､

申

資料恥

○



事例15同僚等から人格や人間性を否定するような言動を受け、行為が反復・

継続していない事案（業務による心理的負荷評価表の項目30）

○事案のポイント

・被災者は、同僚からいじめ・嫌がらせを受けた。

○出来事評価のポイント

・同僚から受けた単独のいじめ・嫌がらせは、項目30で評価する。

・同僚から受けたいじめ｡嫌がらせの内容（人格・人間性否定など）及び反復・継続な

ど執勘に行われたか否かについて評価する。

・同僚間の業務をめぐる方針等の対立であれば、項目32で評価する。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、明確に「強」ではない場合は、専門医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）
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事
且
家
■
画
の

平均錘“
｜
嘩
一

h

｡辺1

1

甘～壷

■密逵旦

■ 画

心■ぬ負再室堂舎肝■の視血
心理堂負宜の唾竃暫同』r中』『強』と再頂する具体■

■ I 中 ■

”

⑤対人
■係

■僚牢か

ら､＆行又

は(ひどい）

いじめ･樺

がらせを受
けた

★

・＆行又はいじめ･繊がらせの内
客､租皮導
・反■･■餌など軌勧性の
状現

・金社の対応の有侭及び瘤．
改己の状現

【”】
阿伍毎による巳行又はいじめ･像がらせが『釦の皿垂らなL咽含､心■
的負賓のは含酔医の担当奎室えてr固｣又は『中』野■

【『■』1＝る、
｡■僚専から.『中』l垂ら“唖皮
のp……合 ’

【r中』になる例】
｡■■毎から､鎗嘩要錘L唾
の＆歴受け.行あ猷反笹･厚■' で
いない岨合
・同僚等から､人格や人里性書害き
するよ騨曾垂受け､行為が反■。

些室qてL噂し岨台

。■値専から､■行又はひどいいじめ･丘がらせを畳
睦

【『■』で“例】 ’
。”“ら.鰭療を要する唖のB感受…合

:目織 。
ｑ

ら
ら
…I垂咋■台
入棺や人■壁写蓉悉錨睡“に受
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⑤封入
■昼
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ラプルが

あった

卜

☆
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”上の■毎専
・その彼の■■への率毎
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録ラプルとはいえないものも食む）

◎屑■とのトラブルがあった

【『中』であ麺
。…めぐる調等唾し竃.■■
舎呈自営写宰で垂食冬坐営壷

が庚低“■嘩嘩

【『釦画る偶】
。■笛をめぐる方針等'零
るよ…な対立が多彼の
I……聾L全

､て.■■からも函蜘＝■念単
民僚との即垂じ､“彼の露■
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精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

盲 罰

-307-

整理番号 ○

署
長

副
署
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

令和 2 年6月 1 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （令和 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官補償八郎

令和 2 年2月 7 日

請求種別

口療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 卸売・小売業

事業の名称 西日本機器販売株式会社 労働者数 70

人

事業場の所在

〒 000 － 0000

○○県○○市
電話 99 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

けんあんゆうすけ

健安祐介
生年月日 平成6年9 月 4 日 性別 圓.女

職 種

ふりがな

請求人氏名

修理担当窓口

けんあんゆうすけ

健安祐介
続柄 本人

雇入年月日 平成29年4月 1 日

疾患名及び

発病時期

〔購求時〕疾患名： 適応障害(F43. 2) 発病日：令和

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43. 2) 発病日：令和

一
元
一
元

１
１
歳
歳

５
５
２
２

齢
齢
年
年
時
時
病
病
発
発
く
く
頃
頃
句
旬
下
下

月
月

２
２
１
１

年
年

現在の状況
I牛即字I

死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

謂求人健安祐介（以下、 「鯖求人」 という。 ）は、令和元年12月13日に、同僚から、 「もう、お前、ほんと使

えないな」 、 「馬鹿なの？」 、 「迷惑だから、仕事辞めちゃえよ」 と言われたと申述している。
その後、心身の変調が生じ、令和2年1月7日に厚生診療内科を受診したところ、適応障害と診断された。
錆求人は、同僚から受けた発言以外に原因が思いつかないと申述し、労災謂求している。

事案の概要
(認定した

事実）

請求人は、令和2年1月7日に厚生心療内科を受診し、適応障害と診断されている。
錆求人の申述のとおり、同僚から、請求人の人格や人間性を否定する言動を受けたことが確認された。請求人
は、同僚からの言動を受け、ハラスメント相談窓口に相談したところ、当該同僚からの謝罪、社内で請求人と当
該同僚が関わらないように配慮する措置が取られた。
業務以外の心理的負荷となる出来事は、特段確認されなかった。
個体側要因について、平成28年4月頃から同年7月頃にかけて、こころの心療クリニックに、抑うつ状態の治療
のため、通院していたことが確認された。

総合判断
〔調査官の意見〕
本件は、 〔業務上 ．

~~て種~~簡
匿壷ﾛ 〕 と考える。

4■■ーー■■■■■■■■■■■■＝ーー■■■■ー■■■■＝■■■■■■■■■■■■ーー■■■■ー■■画■■‐ー■■＝ー‐＝■■ーー■■■■■■ー■■ーー‐■■ーー■■■■ーー‐ー■■ー■■■■＝■■■■■■■■ｰ■■■■■■■－－－－ｰー‐ｰ■■ーー‐ー

請求人は、令和元年12月下旬頃、適応障害(F43.2)を発病したと認められる。
請求人は、同僚から、人格や人間性を否定する言動を受けたことが確認されている。同僚による人
格や人間性を否定するような発言は反復・継続していなかった。以上により、確認された出来事は、
｢同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ．嫌がらせを受けた」に該当し、その心理的負荷の強度
は、 「中」 と判断される。
業務以外の心理的負荷は、特段確認されなかった。個体側要因について、平成28年4月頃から同年7
月頃にかけて、こころの心療クリニックに、抑うつ状態の治療のため、通院していたことが確認され
ている。

（医学意見書： 團亙国 ・ 部会）



1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

I

-308-

精神障害発病の有無 ・ 無 発病時期 令和元年 12月下旬（頃）

疾 患 名
(Im-10診断ガイド
ラ イン‘による）

適応障害(F43． 2)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ )国

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の．評価

出来事の有無 閨・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有．閨

具体的出来事
心理的負荷の
縫合評価の強度

(同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ．嫌がらせを受けた）平均( I 。 Ⅱ ．

具体的な内容及び評価：

回

請求人は、同僚から、諮求人の人格や人間性を否定する言動を受けたことが確
認された。同僚の言動は、反復・継続するものではなかった。
開求人から通報を受けたハラスメント相麟窓口は、社内で実態鯛査を行い、概
ね請求人の訴えのとおりの発言があったと認定した。
結果、請求人は当該同僚から謝罪を受け、社内で請求人と当該同僚が関わらな
いように配慮する措置が取られたことを確認した。
同僚による人格や人間性を否定する言動が行われたが、その行為が反復・継続
していないことから、その心理的負荷の強度は、 「中」と判断される。

）

（ 類推の有無 有・團 ）

弱 回 強

（ ） 平均( I ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

●
旬

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強

（ ） 平均( 1 ･ Ⅱ ．m )

具体的な内容及び評価：

0 6

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

0

1

-30味

労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

一 時間

発病前2か月

－ 時間

発病前3か月

一 時間

発病前4か月

－ 時間

か月
0 6

一 時間

発病前6か月

－ 時間

複数の出来事の
全体評価

総合評価 弱 囲
●

強

出来事の有無

凶確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発痛したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

】

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

口確認できなかった

回確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと罷められる 、

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等

依存状況

そ の 他

平成28年4月頃から同年7月頃にかけて、こころの心療クリニックに、抑うつ状
態の治療のため、受診していたことが確認された。当時の主治医の意見書による
と、就職活動で悩んでいたと記載されている。

特になし｡

特になし。
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療磯関名 受診期間 病名

初診〔厚生心療内科 ] ( R2 年 1月～ 年 月] [適応障害 〕

Ｊ
１
１

ｆ
ｆ
ｆ

ｌ
ｌ
ｌ

月
月
月

年
年
年

《
へ
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
Ｋ
ｌ

Ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
ｆ
ｆ

年・月 請求人の申述 資料M. 鯛査結果 寅料MOb

令和元
年12月
13日

令和元
年12月
19日

令和元
年12月
末頃

令和2年
1月6日

佐藤さんにひどいことを言われた後、頭

が真っ白となり、呆然としてしまいまし
た。その日は、仕事が手につきませんでし
た 回

(請求人聴取書）

ハラスメント相談窓口に相談したとこ
ろ、佐藤さんから私に酎罪がありました
が、 「なんで、自分がこんな目に合わなけ
ればならないんだろう？」と思いがありモ
ヤモヤは晴れませんでした。
(謂求人聴取書）

年末頃から夜に眠れなくなりました。ま
た、食事が咽を通らなくなりました。
少し何
にもなり蕊

るだけで、疲れを感じるよう
た｡

(請求人聴取翻

○
○
○

佐藤さんに、厳しいことを言われた後、健安
さんはしばらく呆然としていました。
翌日以降は、しばらくいつもの健安さんの様
子だったように思います。
(同僚小林聴取書）

12月の終わり頃になると健安さんの様子がい
つもより暗くなったように感じました。
私が健安さんに声をかけると、健安さんは、
｢大丈夫です」と言っていましたが、今までよ
りも疲れた様子でしたし、明らかに口数が少な
くなっていた印象でした。
(同僚小林聴取書）

た
年明けから健安さんは出勤しなくなりまし
｡

(同僚小林聴取害）

○
○
○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容

-311-

出来事： 同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ、嫌がらせを受けた

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

元
月

元
月
一

和
哩
日

榊
糊
蠅
令
年
畑

私が仕事をしていたら、佐藤さんが私のと
ころにやってきて、 「今まで何回も言った
じゃないですか」 、 「なんできちんとやって
くれないんですか？」と急に言ってきまし
た ｡

私は何のことを言われているのかよくわか
らなかったので、侮蕊さんに、 「何のことで
すか？」 、 「何か問題でもありましたか？」
と聞きました。
すると、佐藤さんはいきなり、 「もう、お
前、ほんと使えないな」 、 「馬鹿なの？」 、

｢迷惑だから、仕事辞めちゃえよ」と私に言
いました。
私は今までそんなひどいことを人に言われ
たことがなかったので、呆然としてしまいま
した。
佐藤さんは営業担当で、私が受け付けた修
理依頼を営業に取りついでいました。関係性
としては同僚になると思います。
(請求人聴取害）

私は、佐藤さんから言われたことが頭から
離れず、非常に悔しい思いをしたので、会社
のハラスメント相談窓口に相談しました。
ハラスメント相談窓口の担当の田中さんが
私の話を聞きに来ました。
私の話を聞いて田中さんは、佐藤さんの話
を聞きに行ったようです。
後日、田中さんから佐藤さんが私に謝りた
いと言っていると聞き、佐藤さんから謝罪を
受けました。田中さんは、しばらく佐藤さん
と関わることがないように配慮するという話
をしていました。
(稲求人聴取書）

○

○

私は健安さんの後の工程を担当している
のですが、健安さんの仕事に間違いがあっ
たため、私のところで健安さんの仕事の間
違いの直しをしたことが何度かありまし
た。 。健安さんにはその都度、こうしてく
ださいということを伝えていました。
健安さんが間違いをしたので、私は、
｢またか」と思ってイライラして、 「今ま
でに何度も説明したじゃないですか」と言
いに行きました。健安さんは、何も問題は
ないというようなことを私に言いました。
私は思わず、かっとなって、健安さん
に、 「ほんと使えないな」 、 「馬鹿なの
か？」 、 「迷惑だから、仕事辞めちゃえ
よ」というようなことを思わず言ってしま
いました。 ‐
その時は頭にきて、思わず言ってしまし
ましたが、健安さんには悪いことをしてし
まったと思い、後日、耐罪しました。
(同僚佐藤聴取書）

健安からハラスメント相縦窓口に通報が
あった。佐藤に事実関係を確認したとこ
ろ、概ね健安から報告があったとおりの言
動を佐藤が行ったことを確認した。
佐藤から健安に酎罪をしたいという希望
があり、佐藤が健安に謝罪した。
会社としては、当面の対応として健安と
佐藤がなるべく接触することがないように
業務の割り振りを－部変更する措置を取っ
た｡

(使用者報告書）

○
○

認定事実

請求人が同僚から、請求人の人格や人間性を否定する言動を受けたことが確開された。同僚から請求人に対す
る人格や人間性を否定する発言は、当該発言のみで、反復・継続するものではなかった。
請求人は、同僚から受けた発言について、会社のハラスメント相談窓口に通報し、それを受けて、社内で実態
調査が行われ、概ね請求人の脈えのとおりの発言があったことが確認された。
請求人は当該同僚から謝罪を受け、社内で請求人と当該同僚が関わらないように配慮する措置が取られたことを
確認した。



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （囿・ 無）
上記が有の場合その内容

平成28年4月頃から同年7月頃にかけて、こころの心療クリニックに、抑うつ状態の治療のため、通院していたこ
とが確認された。
当時の主治医の意見害によると、就職活動で悩んでいたと記載されている。

-312-

出 罪; なし

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

l■■■■■■■■■■■■■■

①

認定事実

《
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5－1主治医・産業医等の意見

、

-313-

主治医の意見書

囹 ．無〕

慨要）

(厚生心療内科医師の意見書）

《

1初診日は、令和2年1月7日である。
2 自分でインターネットを調べて来院された。不眠、食欲不振、易疲労感を訴えてい
た｡ 。

3初診時の症状は、上記2の主訴のほか、気分の落ち込みも認められた。
4適応障害
同僚から言われた言動がストレス因となっていて、上記症状が確認されたため。
5令和元年12月下旬頃。
6本人によると同僚から暴言を吐かれたことが原因であると聞いており、それがストレ
ス因になっていた模様。上記症状が12月末頃から生じていたことから、同時期と判断し
た｡

7抗うっ剤を投与し、通院を継続している。
8平成28年頃に半年懇度、こころの心療クリニックに通院していた。
9他の医療機関は受診していない。
10疲れやすくなっているため、長時間の聴取は望ましくない。 e b

①

診療紀録等の収集 周 ｡無〕 ．

資料恥．

○

産業医意見書

〔有因〕

(概要）

専門医意見書
(鯖求人提出）

〔有．圖〕

(概要）

● ●



5－2専門医の意見

）

-314-

船
・

函
(監督署長依頼）

の意見書

1精神障害の発病について

健安祐介（以下、 「健安」という。 ）は、平成29璃月に西日本機器販売株式会社（以下、 「事
業場」という。 ）へ入社し、修理担当窓口業務に従事していた。
健安は、心身の変調について、令和元年12月末頃に、不眠、食欲不振、易疲労感が出現したと
述べている。
事業場関係者は、 「 （令和元年12月13日に）呆然としていたが、翌日以降、しばらくは普通の
様子だった。 」 、 「 （12月末頃に）いつもより暗くなった、今までよりも疲れた様子だった、明
らかに口数が少なくなっていた。 」と述べ、健安の変調について申述している。
令和2年1月7日に受診した、厚生心療内科の医師が作成した意見書によると、受診の端緒及び初
診時の主所は、 「自分でインターネットを調べて来院された。不眠、食欲不振、易疲労感を訴え
ていた。 」 、疾患名及び診断根拠は、 「適応障害同僚から言われた言動がストレス因となって
いて、上記症状が確認されたため。 」 、発病時期及び診断根拠は、 「上記症状が12月末頃から生
じていたことから、同時期と判断した。 」と記載されている。
以上を踏まえ、健安の心身の変調等をICD-10の診断ガイドラインIこ照らし、疾患名、発病時期
を検討する。診療記録、謂求人、職場関係者の心身の変調に関する申述等を踏まえると、主治医
の意見のとおり、令和元年12月下旬頃に、適応障害(F43.2)を発病したものと判断される。

2業務により心理的負荷の検討
署の調査によると、健安は、令和元年12月13日に、同僚から、請求人の人格や人間性を否定す
る言動を受けたことが確認された。同僚からの健安に対する人格や人間性を否定する発言は、当
該発言のみであったことが確認されている。
健安が、会社のハラスメント相醗窓口に通報したところ、会社内では実態鯛査が行われ、当該
同僚から健安に対し謝罪があり、また、当骸同僚と関わらないように配慮する措置が社内で取ら
れたことが確認されている。
この具体的出来事は、 「同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた」に該当
し、同僚による人格や人間性を否定する言動が行われたが、行為が反復・継続していないことか
ら、同出来事の心理的負荷の強度は、 「中」 と判断される。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検肘
個体側要因について、平成28年4月頃から同年7月頃にかけて、こころの心療クリニックに、抑
うつ状態の治療のため、通院していたことが砺認されている。



6就業条件等一般的事項
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学歴 喉学歴〔中学校･高等学校･医至]大学院･その他( ) H29¥. 3月 31日 翌･中週 資鰻俶｡．

職歴

{瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞I
所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

|孝瀞I

事業場名 職種

〔 西日木槌圏隅売橡式金社] !H29年 4月 1日～ 年 月 日] [ 修理担当窓口〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

〔 修理窓口 〕 旧29年 4月 1日～ 年 月 日〕 〔 修理担当窓口〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

分
分
０
０
３
３

時
時
８
７１

噛
翻
業
業
始
終
淀
淀 I

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間 0 分

淀休憩時刻： 12時00分～ 13時 00分 （休憩時間 1 時間 0 分）

i定休日： ①週休1日制 蛎掘~雨1 ③カレンダー等で指定④その他

特配事項 ‘

職時間制度： ①1か月単位変形労働時間制②1年単位変形労働時間制

特記事項

③フレックスタイム制④裁丑労働制⑤その他

1週間40時間、 1日8時間の通常の労働時間制度の適用である。 ．

■ ◆

i務形態：

特配事項

1用形態：

1退勤の管理の状況：

匝亟園 ②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制④その他

匪砺了蕊司 ②契約社員③派逓労働者
④パート・アルバイト⑤その他 ．

②出勤簿③管理者による確偲④本人の申告⑤その他

特記事項 ‘

■ ◆

『の他特記事項： ．

I

ｌ

①タイムカード

○
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（

当咳労働者の
日常業務

具体的に配戦
すること。 ｝

鯵埋志凹担雪とし~‘、顧呑に販ｸEしに撫審IL奴陣かのつに蕊盲．、恋凹とばつ L願肴珂

応及び営業担当や製造メーカーに取り次ぐ。営業担当やメーカーと顧客の間に立ち、見
積もり、修理契約、集金等の業務を行っている。

資料MOb

0

事業場(所属部署)内
における当該労働者

！
の位匝づけ

組織図により表

すと共に聴取実
施者にはO印を
付肥すること。

二購求 ○

-訓
oL国璽
同僚小

修理窓口

人

営業

同僚佐藤 林

I

事業場以外にお
ける当麟労働者
との相関図

(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を

付記すること。

○

丁 6

F

父

請求人

母
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与 悶 した

b
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(労働時間の把握方法）
Ｏ
び
り

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による碓認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）
タイムカードにより労働時間を確認したが、時間外労働時間数は月に30時間程度であり、長時間労働の
実態はない。また、請求人も長時間労働については主張していない。
以上により、労働時間集計表の作成は省略した。

‐■

資料恥

○



事例16セクシュアルハラスメントを受けた事案（業務による心理的負荷評価

表の項目37）

○事案のポイント

・請求人は、発病gか月前に上司から体を触られ、その後も私的なメールを継続的に送

信されるなどのセクハラを受けた。

・会社に相談したところ、同僚等から中傷を受けるなど職場環境が悪化した。

○出来事酔価のポイント

・項目37の総合評価の視点のうち「会社の対応等」に関しては、セクハラが生じた場

合における事後の迅速かつ適切な対応等に着目し、会社の講じた対処等の具体的内

容、実施時期等、さらには職場の人間関係の変化、その他出来事後の状況について、

十分に検討する。

・セクハラのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体

のものとして評価することから、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合

でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為

を評価の対象とする。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、 「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）
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具噸
出来事

－

…負
一垂
0屯

I

■

負■

Ⅱ

■

疸窟

亘

心■釣負冑の毎台卿伍の視白
心垣的負有の強皮割■』｢中』『■』と頁鯖する■体例

■ 中 輸

ユア

ク
ア
ラ

唯
ま
い
ス”卜

ﾝ盛け
た

☆

・セクシュアルハラスメントの内

宙.■度■

・その唾する状理

・食杜の封竃の有簸及び内口、
改”検混.■増の人固■■毎

【『■』になる例】
・ rooちゃん』辱のセクシュアルﾊ

ｦｽﾒﾝﾄに■たる免詑さh“合
・邸内I討憂の文”種差
罐■掌された筆食

Oセクシュアル"⑤ス弘ン卜を受
けた

【r中』である■】

。■緬準の身…食むセク
ｼﾕｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄで錘てL行あ
麺…おらず.…旬か詞
室垂宰q邑垂暫郵告壁
｡ あ罹早Tも唾唾皇曾②琴竺
セ”宰岬､…ﾝ癌あって.侮

酋舗色哩乱吃も唖食
・身一のなL唾蝉免曾のみの

ｾｸｼｭｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄであって､檀
、…“の③.会…旬か
つ迅郵謝応L侭白痴…が■了
し蝿含

【面』I葬る■】

・飼や■毎へ②身体捜単を含むセクシュアルﾊﾗｽﾒﾝﾄで
あって‘ 早唾して行われ“台
・鷹や■←の身体”を倉むセクシュアルダ場スメ

あぅて.伺鄭…てL唯いが.会社に楯麟しても■
ン
切
卜で

な対

応“<･重■されなかぅた又は会社への枢敏等の後lむぁの
』ロロ包剖■位'た埠舎

・身鯉坤なL荘鈍免甘のみのセクシュアルﾊﾗｽﾒﾝﾄ
であって.n百の中に人唾蕃諏“うなものを含み.かつ■
屋唾され鐸酋

・身体…なL…甘のみのセク…ｱ心､ラェント
であって.性鍾鞄言…■Lて…､か丞社錠ｸシユア

ﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ敵塁卜F■1'ていても速切な対応がなく､政■
敵なされなかつ幽合



原研面様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

「55一盲一記一罰

－319－

整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 27 年2月23 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官労災月江

平成 26 年10月 2 日

請求種別

日療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 病院

事業の名称 医療法人厚労会大臣病院 労働者数 60 人

事業場の所在

ー

T －

○○県◆◆市
電話 99 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

もとよしはるこ

本省春子
生年月日 昭和55年11月 19 日 性別 女

職 種

ふりがな

網求人氏名

医療事務

もとよしはるこ

本省春子
続柄 本人

雇入年月日 平成20年4月 1 日

疾患名及び

発病時期

〔購求時〕疾患名： うつ病 発病日： 平成25年 5月 上旬(頃)(発病時年齢 32歳）

〔決定時〕疾患名: F32うつ病エピソード 発病日： 平成25年 5月 上旬(頃)(発病時年齢 32歳）

現在の状況 陛国
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

平成20年4月に入社して、主に外来患者の受付や診療費の計算などの医療事務に携わっていたが、平成24年8
月ごろに上司である医事課長にセクシュアルハラスメントを受け、辛かった。また、平成25年4月5日に勤め先
の相談窓口に上記の事実を申し出たところ、職場の同僚等から悪口を言われるようになり、平成25年5月16日に
は「うつ病」 と診断され出勤ができない状態となった。

事案の概要
(潔定した
事実）

錆求人は、平成25年5月16日に受診し、 うつ病と診断されている。
謂求人の申し立てのとおり、平成24年8月頃に、医事課長から胸や尻を触られる、抱きつかれるなどのセク
シュアルハラスメントを受けており、
の出来事があったことが認められる。

その後も平成25年2月までの間に4， 5回、私的なメールを送られるなど
また、法人事務局のセクシュアルハラスメント相談窓口に相談したとこ

ろ、同僚等から誹膀中傷を受ける等、職場環境が悪化したことが認められる。
業務以外の心理的負荷、個体側要因については、特に評価すべきものは確認されなかった。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合議による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

回
次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する



調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合繊による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

回上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

-320‐

1 自殺事案 ．

2 業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3 業務による心理的負荷が「強』に咳当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が蕗められる

4 錆求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断について
高度な医学的検討が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が「強」に咳当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が明確に「強」に骸当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が罷められる
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1鯛査結果のまとめ

(2)業務による心理的負荷

-321-

精神障害発病の有無 匿 ・無 発病時期 平成25年 5月上旬(頃） 自殺 。 生存

疾 患 名 うつ病エピソード(F32)

（ ）について主治医の判断の補足が必要･匡雪

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの回 鼠度の長時間労働

有（ ） 。 囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 囿・無 恒常的な長時間労働の有無 有。 盆

具体的出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

（ セクシュアルハラスメントを受けた ）平均 ( 1回Ⅲ）
具体的な内容及び評価： ．
平成24年8月頃、上司である医事課長から胸や尻を触られる、抱きつかれると
いったセクシュアルハラスメントを受け、その後も平成25年2月までの間に数回
私的なメールを送られるなどの出来事があったことが認められる。これらの出来
事は「セクシュアルハラスメントを受けた」の「中」の具体例に当てはまると考
えられるが、平成25年4月に法人事務局の相醗窓口へ相談した後に、他課の者を
含め、病院内の大半の者が請求人を無視し、閨醗中傷するなど、職場の雰囲気が
鯛こしていることから、総合評価は「強」と判断される。

1

(類推の有無 有 ・図）

弱中国

不明

（ ） 平均( I 。Ⅱ。Ⅲ）

具体的な内容及び評価： ．

● ●

C ■

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明

（ ） 平均( 1 ．Ⅱ。Ⅲ）

具体的な内容及び評価：

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

ダ
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労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前lか月

10:00 時間

発病前2か月

6:00 時間

発病前3か月

12:00 時間

発病前4か月

8:00 時間

発病前5か月

4300 時間

発病前6か月

10;00 時間

複数

総合評価 Q団 ②中③弱④強か否か不明⑤中か弱か不明
｡◆

出来事の有無

図確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のどおりで顕著なものと考えられる

① 寺

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

鰡推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし
■
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項

毛23-

当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 ・ 受診期間 病名

初診〔松田クリニック ] [ H25年 5月～ 年 月] [. うつ病エピソード 〕

ｊ
ｊ
ｊ

ｆ
ｆ
ｆ

Ｊ
１
１

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｆ
ｆ

Ｊ
ｊ
Ｊ

ｆ
ｆ
ｆ

年・月 諸求人の申述 資料恥‘ 關査結果 資料No.

H25年

2月

H25年

4月

H25年

5月

平成25年2月末頃、残業していたところ、課内に
残っていたのは熊田課長と私だけになってしまった。
課長から「社内メールにメールを送ったけど、見てく
れた？jと話しかけられ、怖くなって逃げるように会
社から出た。
それまでにも4， 5回ほど熊田課長から男女の勝い
のようなメールを送信されており、この時は課内に人
もおらず、近づかれ、直接賭しかけられた恐怖と動揺
から帰宅してもしばらく何も手に
後数日間は鱗かに相談すべきかど
だ｡ ．

つかなかった。その
うか分からず悩ん

平成25年4月上旬、勤務先の相麟窓口に熊田腺長か
らのセクシュアルハラスメントについて打ち明けたと
ころ、その後熊田課長は処分を受けて同じ法人の他の
病院に異動になったが、あることないこと標々な噂が
社内で飛び交うようになった。人がこそこそ話をして
いると自分の悪口を宮っているように思えた。

何事に対してもやる気が起きず、めまいや動悸が1
日中続くようになり、会社でのことを考えると夜まつ
たく眠れない日.が続くようになった。
このため、平成24年5月16日に心療内科を受診した
ところ、うつ病と診断され、会社を休業することを勧
められたので、その月から休んだ。

○
○
○

本省さんがセクハラの事実を事務局に打ち明
けたことはすぐに職場内に知れ渡り、本省さん
は日頃から熊田課長に気に入られようと好意的
に接していたのに急にセクハラであると訴える
のは恩を仇で返す行為だなどと、駅の分からな

い無責任な噂鯖ばかり流れるとうになった。当
然、本省さんが噂話のように熊田諜長に好意的
に接していた事実はない。この頃の本省さん
は、努めて明る･く振舞っていたが、相当落ち込
んでいたように感じられた。以前はよく参加し
ていた同僚同士の飲み会には全く来なくなっ
た。 （同僚岡田の申述）

平成25年5月の連休明け頃から、本省さんは
よく 「もう仕事には行きたくない」と言うよう
になり、元気がなく思いつめているような姿を
みせ、以前とは明らかに様子が違っていた。
(同僚岡田の申述）

■ ■

○

○



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： セクシュアルハラスメントを受けた

年・月 錆求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥

H20年
4月

H24年
8月

年
一
理
月
Ｈ
９

H25年
2月

H25年
4月

q

会社に入社し、医事課に配属された。

平成24年8月頃、給湯室で1人で洗い物をして
いたところ、突然背後から熊田課長が私の胸を服
の上から触り、更に服の中にも手を入れようとし
たため避けたが、突然だったので声を出すことが
できなかった。
そのときは非常に恐怖を感じたので、同僚の岡
田さんに相陵したが、会社に居づらくなるかもし
れないと思い会社に報告はしなかった。

平成24年9月以降、熊田課長から4， 5回、男
女の脈いのようなメールが送られてきた。私は怖
くてずっと無視していた。

平成25年2月末頃、残業していたところ、諜内
に残っていたのは熊田課長と私だけになってし
まった。課長から「社内メールにメールを送った
けど、見てくれた？」と話しかけられ、怖くなっ
て逃げるように会社から出たも
それまでにも4， 5回ほど熊田裸長から男女の
鱗いのようなメールを送信されており、この時は
課内に人もおらず、近づかれ、直接露しかけられ
た恐怖と動揺から帰宅してもしばらく何も手につ
かなかった。その後数日間は誰かに相談すべきか
どうか分からず悩んだ。

平成25年4月上旬、勤務先の相駿窓口に熊田課
長からのセクシュアルハラスメントについて打ち
明けたところ、その後熊田課長は処分を受けて同
じ法人の他の病院に異動になったが、あることな
いこと犠々な噂が社内で飛び交うようになった。
人がこそごそ話をしていると自分の悪口を官って
いるように思えた。

○
○
○
○
○

8

社員名簿から、謂求人は平成20年4月1日付
けで医事課に配属されていた。 （会社から提出
された社員名簿）

給湯室で本省さんの胸などを触ったのは事実
である。その年の5月に本省さんから連休中の
旅行のお土産をもらったことをきっかけに、そ
れ以前よりも親しくなったように感じ、なにか
と声をかけるようになった。触ったときも驚い
ていた感じは受けたが、嫌がる素振りはなかっ
た。触った翌日にも普通に私と接していたので
受け入れてくれていると思い、その後も私的な
メールを送って鯨ったりした。 （熊田腺長申
述）
平成24年8月頃、仕事が終わった後、本省さ
んから「熊田課長からいきなり胸を触られ
た。 」という相陵を受けた。会社に報告したら
どうかと言ったが、本省さんは言い出せず、そ
の後ずっと悩んでいた。 （同僚岡田申述）

8月に抱きついてから、何度か隣いのメール
を送ったと思う。それ以来全然反応してもらえ
なくなり、だんだん話しかけづらくなった。
メールは4， 5回くらい送ったと思う。 （熊田
課長申述）

平成25年2月末、本省さんからの返事が欲し
くて「メールを院んでくれたか』と直接砿隠し
た。本省さんは恥ずかしそうにすぐ席を立つ
た。 （熊田課長申述）

平成24年2月の終わりに、本省さんから「去
年の夏から熊田課長からいやらしいメールが来
て無気持ち悪い。 」と聞いた。 （同僚岡田申
述）

事務局は請求人からの相陵を受け、熊田課長
に事実を確駆したところ、見解の相違はあるも
のの、事実関係におおむね誤りはなかったこと
から、平成25年4月20日付けで当法人が運営す
る政務病院医事操に異動させた。
なお、本件相鮫事実を担当者が漏えいした事
実は確認できない。 （会社からの報告書）

本省さんがセクハラの事実を事務局に打ち明
け、そのため熊田課長が処分を受け異動させら

れたことはすぐに職場内に知れ渡った。本省さ
んは日頃から熊田腺長に気に入られようと好意
的に接していたのに急にセクハラであると解え
るのは恩を仇で返す行為だなどと、訳の分から
ない無責任な噂鰭ばかり流れるようになった。
当然、本省さんが噂話のように熊田課長の気を
惹こうと接していた事実はない。 （同僚岡田の
申述）

○
○
○
○

○
○
○

認定事実

請求人が申し立てる、平成24年8月頃に胸や尻を触られる、抱きつかれるといったセクシュアルハラスメントがあったこと
については、加害者である熊田課長が概ね事実を鱒めている。その後も熊田繰長は、鯖求人に対して4， 5回程度、社内の
メールを使って私的なメールを送信していたことも認められた。また、同僚の申述から、法人事務局への相談後、上司や同僚
から誹跨中傷を受けていたことが認められる。
以上のことから、身体接触を含むセクシュアルハラスメントがあり、それ自体は継続的ではないものの、その後も私的な
メールを送り付けるなどの行為が続き、さらに、法人事務局への相談後に職場漂境が悪化していたことが露められる。
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ･園）
上記が有の場合その内容
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』

出来事： なし

年・月 諸求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥

■■■■■■■■■■■■■

● q

●

駆定事実 ． ．

● ｡



5主治医・産業医等の意見
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主治医意見書

(囿無）

(概要）

1平成25年5月16日、当院初診｡
2平成25年5月初めより抑うつ気分、不安感、集中力の低下、睡眠障害、めまい、動悸が出現。
職場において、セクハラ行為があったとのこと。
3活気が無く、沈んだ表情で面談中に涙ぐんだ。
4疾患名：うつ病エピソード(F32)
診断根拠：抑うつ気分、集中力低下、不眠、倦怠感、意欲低下がみられること。
5発病時期：平成25年5月上旬頃
理由：本人が平成25年5月の初め頃から不鯛が生じたと申し立てているため。
6上司から何度もセクハラを受けたこと、本社にセクハラの事実を酢えたところ上司が配置転換
になったこと、その後の職場の同僚等の自分に対する態度が変わったこと、上記症状が出現した経
過から、これらのストレス要因と症状発現の時期に相関があると判断した。
7パキシル、メイラックス、ソラナックスを投与。休職により症状は改善している。
8精神障害の既往歴はなし。
9他の医療機関の受診の有無は不明。
10聴取は可鮨であるが、出来る限り女性の職員が対応することが望ましい。

診療記録等の収集 （囿・ 無）

資料No.

産業医意見書

（有囹）

(概要）

専門医意見書

(錆求人提出）

（有函）

(概勤
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6就業条件等一般的事項
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学歴 最終学歴.〔中学校.高等学校一大穀.その他( ) H14年 3月 日建参 中退〕 資料NO.

職歴

{瀞I
率の事業場に
雇入後の配属先

I瀞I
所定労働時間、
所定休感時間、
所定休日等

I蓄瀞1

事業場名 職種

〔 大臣病院 〕 【腿0年 4月 1日～ 年 月 日〕 〔 医療事務〕

〔 野田医院 ] ( H14年 4月 1日～ H19年 12月 ･31日] [ 医療事務〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

１
Ｊ
１
１

務事療医１
ｆ
ｔ
ｆ

ｊ
１
１
１

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
へ
一
一

日
日
日
日

１月
月
月
月

４畔
年
年
年

胞１１
ｆ
１
ｆ

ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ

腺事
‐

医に
ｆ
ｆ
ｆ

分
分

時
時
９
８１

刻
刻
時
時
業
業
始
銘
定
定
所
所 I

所定労鋤時間

(ユ 日） 8 時間 分

(1週間) 40 時間 分

所定休憩時刻： 12時分～ 13時 分 （体感時間 1 時間 分）

所定休日： ①遍休1日制 ｢爾蔬壺珂 ③カレンダー等により指定 ④その他

|"・
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時間制②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④餓量労働制⑤その他

|"”
同雨耐1②2交代制(日勤･夜勤)③3交代制 ④その他勤務形態9

I"..｡
雇用形態： ①正規職員・従業員

出退勤の管理の状況：

’
特記事項

その他特配事項：

塵亟国 ③派遺労働者
④パート・アルバイト⑤その他 ．

②出勤鋒③管理者による砿隠④本人の申告⑤その他

－
１
１
１

I
①タイムカード
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｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に配載

すること。 1

汐r不四画ツジ3国HL,ヱーI可奉”－V診巫五uソロU暴禾画Iｰ唾… 賢料No.

亭業場(所属部署)内
における当餓労働者

’
の位低づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

(大臣病院）

甘崎網院長

’
○ 熊田医事腺長

O鯖求人 ○岡田 畑山

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付稗すること。

（両親とは別居）

色

本省次郎（父）
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7労働時間を認定した根拠

-329-

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

タイムカードで確認したが、時間外労働は最長でも月12時間であり、請求人も長時間労働については主
張していない。このため、労働時間集計表の作成は省略した。

● ‐

＄

q¥

資料恥



事例17業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者に係る事案（業務によ

る心理的負荷評価表の項目①）

○事案のポイント

・鯖求人は、仕事中のケガによる療養中に、体が思うように動かないことや社会復帰へ

の不安から精神障害を発病した。

○出来事評価のポイント

・業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者が、その傷病によって生じた強い苦痛

や社会復帰が困難な状況を原因として対象疾病を発病したと判断される場合には、当

該苦痛等の原因となった傷病が生じた時期は発病の6か月よりも前であったとして

も、発病前おおむね6か月の間に生じた苦痛等が、ときに強い心理的負荷となること

にかんがみ、項目①で評価する。

・この場合、発病前おおむね6か月の間において、当該苦痛等が存在していれば、症状

の急変等が生じていることは必要な条件ではない（症状が急変し極度の苦痛を伴った

場合には、 「特別な出来事」で評価する｡)。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、明確に「強」に該当するが、個体側要因（顕著なものを除く｡）が

麗められる場合は、専門医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）

-33い

出来事
の麺

平■癖心Ⅱ

具体的
出来事

一

唾負
一

…

【

■■

、

、

亘

心理的負冑の■含解伍の視点
心垂負再の壁宣を『■』r中』｢強』と卿断する具体例

■ I 中 ■

1

①事故
や税■
の体敏

(五度の）
bケガ ☆

・病気やケガの魁度
・後遺■■の函皮.粉今■Gの
繭隼等

【解酬
右の■壁'五らなL頓鳳やケガについて､その湿皮■からr■』又は『中』と脚
■．

O■■の冑且や冠■した．

【面』電函
｡長■■f堂奪哩垂か月畦)の入隣を要する.又…の
博群血卒■すら差し<は四への■毎が…<なる後■
厚…す垂”上の痢巨や”をLた
。P寧卜垂宴F蝉口か同室Qで堅中の釦＝､て･■
醸痘宮F型＝写鐘ロ…空F垂全J”恐侮や郵1
■■が生睦



｢軍同T71様式1

精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

FBF盲－M－罰

-331-

整理番号 ○

署
長

次
長

裸
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年3 月 10 日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2 下記事由により再調査を要する，

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官雇用花子

平成 25 年11月 15 日

請求種別

回療養口休業口遺族

口葬祭口障害

その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 造園業

事業の名称 丸ノ内造園㈲ 労働者数 6

人

事業場の所在

Ⅱ■■■■

T 一

○○県＝＝市
電話 9999 （ 99 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

ろうほたろう

労保太郎
生年月日 昭和41年10月22 日 性別 圓・女

職 種

ふりがな

鯖求人氏名

造園工

ろうほたろう

労保太郎
続柄 本人

雇入年月日 昭和60年5月 15 日

疾患名及び

発病時期

〔舗求時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成25年 3月 上旬頃（発病時年齢妬歳）

〔決定時〕疾患名： うつ病エピソード(F32) 発病日： 平成25年 3月 上旬頃（発病時年齢46歳）

現在の状況
些翻
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

平成24年6月に発生した労働災害により脊髄損傷を負い、請求人は現在も療養中であるが、受傷後は身体が思
うように動かなくなったことに加え、平成24年12月頃には、主治医から「仕事を再開するまでにはかなりの時間
がかかる」 と言われ、 自分が仕事に戻れなかったら妻や子どもたちはこれからどうやって生活していくのかと不
安が募り、 日々思い悩む中で、精神障害を発症した。

事案の概要
(認定した
事実）

謂求人は、平成24年6月14日、丸の内中央公園の植木の剪定作業中に脚立から転落し、脊髄損傷を負う労働災
害に遭い、以後、現在に至るまで療養を行っている。療養期間中においては、脊髄損傷による苦痛に加え、主治
医の発言等から社会復帰が困難な状況にある現実に直面し、家族の今後の生活等を考えては落ち込むという日々
を繰り返しており、このような経過の中、平成25年3月上旬頃に精神障害を発病した。

総合判断
■■■■

〔調査官の意見〕

本件は、 〔 ［葉震日 ・ 業務外〕 と考える。
、

瞳~~節~~~~~~~~~~~~~~~~~....~~~~~..~..~~~~~~~~~~~~~~..~....~~~~~....~~~~~~~~~~~~~~．.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....~~~~~~~~~..‐
請求人は、平成25年3月上旬頃にうつ病エピソード(F32)を発病したものと認められる。
諸求人は、平成24年6月14日の労働災害により脊髄損傷を負い、以後、 6か月を超えて療養していたものであ
るが、療養期間中においては、脊髄損傷による苦痛に加え、
実に直面し、家族の今後の生活等を考えては落ち込むという
荷の総合評価は「強」 と判断される。

主治医の発言等から社会復帰が困難な状況にある現
日々を繰り返しており、この苦痛等に係る心理的負

業務以外の心理的負荷は認められず、また、顕著な個体側要因も確認されていないことから、本件は業務上と
判断する。

（医学意見書： ｢軍再匡1 ・ 部会）



1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

『

-332-

精神障害発病の有無
－

有
■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成25年 3月 上旬頃

疾
矼
ラ
の一

イ

患 名
10診断ガイド
ンによる）

うつ病エピソード(F32)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ ）囹

発病前6か月間
に起きた糖神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無
ﾛ■■■■■■■

有
一

・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有。 ~嘉
一

具体的出来事 心理的負荷の
総合評価の強度

（ （重度の）病気やケガをした） 平均( 1 ． Ⅱ 。

具体的な内容及び評価：
回

請求人は、平成24年6月14日の労働災害により脊髄損傷を負い、以後、 6か月
を超えて療養していたものであるが、療養期間中においては、脊髄損傷による苦
痛に加え、主治医の発言等から社会復帰が困難な状況にある現実に直面し、家族
の今後の生活等を考えては落ち込むという日々を繰り返すなど、強い心理的負荷
が生じていたものと考えられるため、心理的負荷の総合評価は「強jと判断す
る ◎

（ 類推の有無 有.園

）

）

弱 中

j
○

強

（ ） 平均( I 。 Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強

（ ） 平均( I ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

0
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労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

0 時間

発病前2か月

0 時間

発病前3か月

0 時間

発病前4か月

0 時間

発病前5か月

0 時間

発病前6か月

0 時間

複数の出来事
全体評価

の

総合評価 弱 中 図

出来事の有無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無． 有・無）

(類推の有無 有・無）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

口確認できなかった

回確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下配のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

請求人は、平成17年に不眠等により公立数理病院を受診している。請求人の申
述によると、当時の同僚と金銭トラプルになったことが原因で不眠等の症状が生
じたため、数回受診したとのことである。その後の精神科受診歴はない。

特になし

特になし
「



2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する糖神
科等の医療
機関の受診
状況

医療磯関名 受診期間 病名

初診〔 メンタルクリニツクさつま] [ H25年 3月～ 年 月] [ 適応障害 〕

ｊ
Ｊ
ｊ

ｆ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｆ
ｆ

ｌ
ｌ
Ｊ

ｆ
ｌ
ｌ

年・月 鯖求人の申述 資料恥． 調査結果 資料No.

肥5年
3月

千厩乙包手ご月エ旬頃刀｡b枠鯛刀色お刀あし､なりま

した。
症状としては、
･不眠、食欲不擬が現れ、便や尿も出にくくなり
ました。睡眠導入剤を飲んでも眠れない日があり
ました。

･テレビや新聞を見る気にもなれず、何かの行動
をすること自体が億劫になりました。
・服のボタンを掛け違い、服裟の乱れを指摘され
ることもありました。
・先生（医師）からの質問に答えられない日があ
りました。

○ 平成25年2月下旬～3月上旬頃だったと思います

が、この頃から夫は夜眠れない禄子でした。食事垂
も以前と比べてかなり減っ
には、ボタンを掛け間違う

ていました。着替えの際
こと多々ありましたの

で、なるべく私が着せるようにしていました。
また、この頃には常に苛立ったり、不安そうな様
子を浮かべたりと、感情の波が激しくなっていたよ
うにも思います。普段の会箭では、 「俺はもう何も
できない」 、 『死にたい」といったこともロにする
ようになりました。 （妻労保啓子）

時期は覚えていませんが、病院を退院した後、自
宅にお見舞いに行った際の労保さんの犠子として、
活気がない、 目が虚ろ、痩せて細くなったといった
印象を受けました。 （事業主）

○

○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容

U

-335-

出来事： （重度の）病気やケガをした

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

"4年
10月～

年
へ
溺
月
Ｈ
１

平成24年6月14日の労働災害により脊髄損傷を
負うことになり、以後、現在に至るまで療養を
行っていますが、 日々の生活では常に痛みを感
じ、時に激しい痛みを伴うこともありました。ま
た、思うように身体が動かないことも辛かったで
す。 （聴取書）

平成24年10月10日に手術を行い、同年11月10日
まで入院しました。
退院後、今度はリハビリのために労基病院へ入
暁することとなり、平成24年11月17日から平成25
年2月20日まで入院することになりました。
リハビリ期間中の平成24年12月頃だったと思い
ますが、主治医の先生からは、 「仕事を再開する
までにはかなりの時間がかかる」と言われ、自分
はもう再起不能なのかなと思い、かなり落ち込ん
でしまいました。隠取書）

年を越した辺りから、自分が仕事に戻れなかつ
たら妻や子どもはこれからどうやって生活してい
くのかと不安が募るようになり、 日々思い悩む時
間が多くなっていきました。 日増しに辛さが増し
ていくような感覚がありました。 （聴取書）

旬 ､

6

○
○
○

脊髄損傷を負ってからの夫は、 日常的に身体
の痛みを感じているようで、常に辛そうでし
た。 （妻労保啓子）

、

入院中、労保さんには仕事を再開するまでに
は相当の時間がかかると思いますということを
伝えました。日常的な痛みに加え、仕事に復帰
できないかもしれないという事実を受け止めの
か、非常に憾悴した椴子でした。なお、回復の
見込みについては、労保さんから詳しく教えて
欲しいと依頼があったものです。 （労基痢院
平戸医師）

主治医の先生からのお蔭の時は私も立ち会っ
ていました。仕事に復帰できるようになるまで
には相当時間がかかるとのことで、夫はショッ
クを受けていたようでした。夫は私たち家族の
生活のことを常に気にしていて、療養中も早く
仕事に復帰しなければと言っていました。家族
の生活への責任を感じている中で、今後の見通
しが立たないことは相当辛かつたと思います。
(妻労保啓子）

怪我による痛みは相変わらずのようでした。
この頃から落ち込んでいる機子の日が多くな
り、私が賭しかけてもすぐに応答が返ってこな
いことがありましたので、今日も悩んでいるの
かなと思っていました。 （妻労保啓子）

○
○
○
○

認定事実 a

鯖求人は、平成24年6月14日の労働災害により脊髄損傷を負い、以後、 6.か月を超えて療養していたものであるが、療養期
間中においては、脊髄損傷による苦痛に加え、主治医の発言等から社会復帰が困難な状況にある現実に直面し、家族の今後の
生活等を考えては落ち込むという日々を繰り返していたと判断される。



膳以外の心理的負荷の有燕及びその内宅

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （回・ 無）
上記が有の場合その内容

舗求人は、平成17年に不眠等により公立数理癌院を受診している。鯖求人の申述によると、当時の同僚と金銭トラブルになっ
たことが原因で不眠等の症状が生じたため、数回受診したとのことである。その後の精神科受診歴はない。
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閉塞車： なし

年・月 錆求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

罷定事実
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5－1主治医・産業医等の意見

q

、
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主治医の意見書

圃･無〕

(概要)．

(メンタルクリニックさつま大沢一郎医師の意見書）
1祇診日は平成25年3月18日
2主所は抑うつ気分、不安感
3初診時の症状は、抑うつ気分、食欲減
4適応障害と診断b診断根拠は診断ガイ
5発病時期は平成25年3月上旬

退、不安感
ドラインによる。

6発病原因は労働災害とその後の長期入院が関係していると考える。
7月1～2回パキシル錠20mg/日内服
8本人の申立てによれば精神障害の既往歴は寵められない。
9他の医療椴関の受診は無し
10聴取は可能

診療記録等の収集 （囿・ 無）

(公立数理病院鈴木医師の意見書）
2005年4月18日から同年11月7日にかけて3回、当院精神科を受診して不安・不眠・緊張等を主症
状とした状態での加療歴がある。睡眠導入剤を処方内服していただき症状は軽快したものと思われ
る。その後の受診歴はない。

診療記録等の収集 （囿・ 無）

グ ー

資料恥．

産業医意見書

〔有･園

(概要） ．

Q *

専門医意見書
(錆求人提出）

〔有･園

(概要）

G ひ

● ､●
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5－2専門医の意見

（地方労災医員登戸研医師の意見書）

1精神障害の発病について
錆求人は、平成24年6月に労働災害により脊髄損傷を負い、現在に至るまで療養を行ってい
る。

療養期間中においては、脊髄損傷による苦痛に加え、平成24年12月頃に主治医から社会復帰が
困難な状況にある旨告知されており、家族の今後の生活等を考えては落ち込むという日々を繰り
返していた。このような経過の中、平成25年3月上旬頃に精神障害を発病した。
主治医は謂求人に出現した病状をICD-10の診断ガイドラインに照らして適応障害を発病したも
の診断しているが、署の調査から明らかになった舗求人の心身の症状等を踏まえ、疾患名をうつ
病エピソード(F32)に変更する。

2業務による心理的負荷の検討
署の調査によれば、請求人は、平成2拝6月14日の労働災害により脊髄損傷を負い、以後、 6
か月を超えて療養していたものであるが、長引く療養期間中において主治医から社会復帰が困難
な状況にあることを告げられ、家族の今後の生活等を悲観して落ち込んでいた状況が認められる
ことから、業務上の傷病による療養生活が強い心理的負荷となっていたと考えられるため、心理
的負荷の総合評価は「強」と判断する。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討
鯖求人は、平成17年に不眠等により公立数理病院の精神科を数回受診しているようであるが、
当時の主治医の意見書などからも当時の症状は診断ガイドラインを満たさない軽度の不眠症状で
あり、軽快したものと考えられる。その後、本件の発病に至るまでの期間、なんら支障なく通常
の仕事に従事していることから、本件発病とは無関係と判断して差し支えない。

4結輪
本件については、關定要件をすぺて満たし、業務上の疾病に該当するものと判断する。

部会

「壹南屋1
(監督署長依頼）

の意見書

(参考）本事(参考）本事案における様式2の｢専門医への意見依頼内容及びこれに対するその見解等｣の記載例案における様式2の｢専門医への意見依頼内容及びこれに対するその見解等｣の記載例

業務以外の心理的負荷及び個体側要因の評価について

業務による心理的負荷については､平成24年6月の労働災害による脊髄損傷のため現在に至るまで療
養中という状況において､脊髄損侮による苦痛に加え､主治医の発言等から社会復帰が困難な状況にあ

る現実に直面するなど､強い心理的負荷が生じていたものと考えられることから､総合評価は｢強｣と判断
される。

一方で､主治医意見等によれば､請求人には平成'7年に3回､精神科を受診していたという既往歴があ
る(不安､不眠､緊張等を主症状としており､睡眠導入剤の処方内服により軽快｡その後の受診歴はな
し｡)｡署では､この既往歴による発病とは判断できないと考えているが､本件について､個体側要因によ

り発病したと判断すべきか否かについて､見解をご教示いただきたい。

心理的負荷及び個体側要因の評価について

》理的負荷については､平成24年6月の労働災害による脊髄損傷のため現在に至るまで療
刷において､脊髄損侮による苦痛に加え､主治医の発言等から社会復帰が困難な状況にあ

するなど､強い心理的負荷が生じていたものと考えられることから､総合評価は｢強｣と判断

業務以外の1

業務によるII

養中という状削

る現実に直面

される。

一方で､主荒

る(不安､不眠

し｡）。署では、

り発病したと半

I医意見等によれば､請求人には平成17年に3回､精神科を受診していたという既往歴があ
､緊張等を主症状としており､睡眠導入剤の処方内服により軽快｡その後の受診歴はな
この既往歴による発病とは判断できないと考えているが､本件について､個体側要因によ

断すべきか否かについて､見解をご教示いただきたい。
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6就業条件等一般的事項
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学歴 最終学歴〔中学校…大学･大学院･その他( ) S59年 3月 卒業〕 資料恥．

職歴

I騨I
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞I
所定労働時間、
､所定休思時間、
所定休日等

|孝聯I

0

ノ

事業場名 職種
0

Ｊ
１
ｊ

工園造１
ｌ
ｆ

ｊ
ｊ
１

日
日
日

月
月
月

年
年
年

一
一
一

日
・
日
日

６１月
月
月

５年
年
年

０６ｓＩ
１
１

Ｊ
１
Ｊ

㈲圃造内ノ丸ｆ
ｌ
ｆ

配属先
、

職種

Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ

ｆ
ｆ
ｌ
１

１
１
Ｊ
ｊ

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

ｔ
ｆ
ｌ
１

Ｊ
３
３
Ｊ

ｔ
ｆ
ｔ
ｆ

e ､

分
分
０
０

時
時
８
７１

刻
刻
時
時
業
業
始
終
定
定
所
所 I

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間、 0 分

所定休憩時刻： 12時 0分～ 13時 0分 （体感時間 1 時間 分）

所定休日： ①週休1日制 ｢面面雨~百雨1 ③カレンダー等により指定 ④その他

I｡…
労働時間制度： ①lか月単位変形労働時間制 ②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④戯迂労働制⑤その他

|"…
面雨砺~]②2交代制(日勤･夜勤)③3交代鰯 ④その他勤務形態：

|､…
雇用形魍： ｢碇扉頁了露司 ②契約社員③派遺労働者

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況：①タイムカード

’
特配事項

その他特配事項：

｢面砺嗣 ③管理者による砿偲④本人の申告⑤その他①

－
１
１
１

I

1

〕

フ
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[

当咳労働者の

日常業務

具体的に記戦
すること。 ｝

民家の庭や公園の植木の剪定
資料恥．

事業場(所属部署)内
における当餓労働者

’
の位匝づけ

組織図により表
すと共に穂取実
施者には○印を
付記すること。

○

0

Q

■

事業主

’

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図

(家族・友人等）

組織図により表

すと共に聴取実
施者には○印を

付記すること．

○

工
(同居） （同居）

鋪求人

長男

○

も



●一寺司 P一屯ー

一－－‐ =－■－－q■■■■■■●‐●守一■●■■一一一一一一ユー争一旬一一一勺守寺マー■●●一色－0● 0－■---=-■一一一一一一一一‘ 圭一ニーヘ- - .Gつ~①一・一今や ●－■ ■－－■－－－－

7労働時間を認定した根拠

I

-341-

(労働時間の把握方法）

ロタイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による確罷 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）

うつ病の発病前の6か月間は労働災害による休業期間であり、就労は認められない。
｡

●

I

資料恥



事例18精神障害が発病後増悪した事案（業務による心理的負荷評価表の特別

な出来事）

○事案のポイント

・被災者は、私病である精神障害を患っていたが、顧客の無理な要望に対応するために

極度の長時間労働に従事した後、自殺した。

○出来事評価のポイント

， ｡業務以外の原因により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合、原

則としてその悪化について業務起因性は鯉められないが、 ｢特別な出来事」に該当す

る出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪

化したと医学的に窪められる場合については、その「特別な出来事」による心理的負

荷が悪化の原因であると推湧し、悪化した部分について業務上の疾病として取り扱

う。

○医学意見の聴取のポイント

・自殺事案は、専門部会意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）
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1総合判断

(2)業務による心理的負荷

-344-

』

精神障害発病の有無 有
■■■■■ﾛ■■■

■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成21年 5月 日(頃）
｡

悪化の有無
■■■■■■■

有
I■■■■■■■■

・ 無 翻上時期 平成24年 2月中旬

疾 患 名
(Iの-10診断ガイド
ラ インによる）

F32 うつ病エピソード
業災のうつ病エピソードは、平成24年1月上旬には、寛解．症状固定とまでは判断できない
ものの一定の小康状態にはあったところ、遅くとも同年2月中旬には、以前には認められな
かった希死念慮や改善していた不眠等の症状が強く現れるようになり、自然経過を超えて著し
く悪化していたものと判断される。

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が’ 厘度のもの・ ’ 函度の， 時間労働

囿 （ 極度の長時間労働 ）無

自殺直前の1か月（1月19日～2月17日）の時間外労働は182時間に及んでおり、この間に徹夜
勤務が2回含まれている（悪化時期が平成24年2月中旬のため、 2月11日から自殺前日の17日まで
を発病日として8通り計算した結果、平成24年2月17日を起点とする1か月間において上述の時間
外労働が認められた。下記「労働時間の状況（時間外労働時間数） 」参照。 ）
このような長時間労働となった理由は以下のとおりである。

◎

･平成23年12月20日に、業災が設計を担当したマンションについて、藩工後の設計変更の要請が
あった。平成24年1月下旬になって納期が同年2月中と示されたが、その内容及び納期はともに厳
しいもので、納期の変更を求めたが応じてもらえず、期限内に仕上がらなければ、既に契約してい
る別案件について解約するとのことだった。当該案件は、大型の再開発プロジェクトに関するもの
であり、4期まで予定された工事で契約は4期分締結されており、 2期分まで既に着工していた。

･業災のアシスタントをしていた部下が、平成24年1月16日に通勤途中に負傷し、入院のため休業
することなった。他にも部下はいたが、新人であり、ベテランのアシスタントが欠けることで業災
の業務負担が増加した｡.会社は、他の部署の職員に、業災の補佐をするよう指示したが、具体的な
役割分担を示さず抽象的なものであったため、負担軽減につながるものではなかった。

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 有 ・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有 。 無

具体的出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

（ ） 平均( I ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

0

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強

（ ） 平均( I ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強

（ ） 平均( I 。 Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

…

-345-

労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）
起算日 ： 2月17日

発病前1か月

182 時間

発病前2か月

70 時間

発病前3か月

56 時間

発病前4か月

24 時間

発病前5か月

17 時間

発病前6か月

25 時間

(＊発病は悪化と読み替える）

複数の出来事
全体評価

の

総合評価 弱 中 強

出来事の有無

凹確記できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた糒神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

口確麗できなかった

回確寵できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口碓認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと麗められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

平成21年5月にうつ病を発病し、通院治療中であった。

アルコールは飲まない

特になし ，



2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する糊申
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔やまなみ精神科 ] [ H21年 5月～ 年 月] [ うつ病 〕

ｊ
Ｊ
ｊ

ｆ
ｌ
ｔ

ｌ
ｌ
ｌ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｔ
ｆ

ｊ
ｊ
ｊ

ｆ
く
ｆ

年・月 請求人の申述 資料Nb． 鯛査結果 資料No.

H21年

5月

H23年

5月頃

H23年

12月下旬

H24年

L月下旬

・平成21年の年明けから、夫嘩災）の母が入院
し、私の父も駆知症が進み、介護がたいへんだっ
た。夫の母は長野の病院に入院しており、遠距獣
介護で週末は家事もできない状態だった。
･介護等で留守がちにしていたためか、隣人が
自治会用務やマンシ
などで理由がないよ

、

ヨンの共用部分の使用のこと
うな苦情を言ってくるように

なり、夫はその対応でも憶悴していた。まじめで
賊実な性格のため、相手の言い分を聞いて丁寧に
対応していた。
。このようなことが年明けから春先まで続き、 5
月に入り眠れないので辛いと言い出したため、気
人の紹介を受け精神科を受診したところ、 うっ系
との診断を受け通院することになった。

再開発プロジェクトの仕事が本格化したと言っ
ていた・大変だがやりがいを感じているようでも
あった。前年末から療養しているので、無理をし
なければよいと心配していたが、本人は、大丈
夫
た
、
。

久しぶりの大型物件でがんばると言ってい

亡くなる前の年末に、ぐったりした様子で帰宅
し、驚いて声を掛けたことがある。理由を聞いた
が、 「お正月どころじゃなくなるな」と鯖したき
り、黙ってしまった。
いたのだとは思うが、

仕事で大変なことが起きて
私が仕事のことを尋ねるの

を好まないのでそのまま、そっとしておいた。

平成24年1月27日（金）は帰宅せず、±晒日の
夕方にぐったりして帰ってきた。部下の林さんが
大けがをして入院したため、股計変更の仕事の段
取りを変えなければいけなくなったとのことで、
「たいへんだ、たいへんだ、もう間に合わない」
と消え入りそうな声で話して少し休むからと寝室
で横になったが、眠れてはいないようだった。
『主治医の山脈先生に相淡に行こう」と勧めた

ｳ§、 『時間がないんだよ」と言ったきり黙ってし
まった。

･業災とは大学時代からの友人で、家族状況も知っ

ているが、自分の親と奥さんの親の介護がたいへん
だと聞いたことがある。
。近隣トラブルの件は知らなかったが、確かに、平
成21年頃は疲れた感じがしていた。
・うつ病で治療を受けていること､も知らなかった。
仕事ぶりに変わったところは見られなかった。
･事務所の中ではリーダー的な存在で、部下に対す
る指導も適切で頼りになる存在だった。最近まで治
療を続けていたこともまったく気がつかなかった。
(上司（事務所代表）森の申述）

再開発プロジェクト第2期工事の主査を業災に任
せた。知戚、経験、能力等、彼をおいては適任者は
なく、施工業者との信頼関係も良好であり、本人も
やる気を見せていた。心配になる面は何もなかつ
た。 （上司（事務所代表）森の申述）

再開発プロジェクト第2期工事の件で、施主の都
合で、エントランスの段計を変更する必要が生じ
た
P

｡

フ。

変更の要望は、平成23年12月20日に聞いたと思
業災はベテランであり、これまでにも段計や納

期の変更等の鯛整も難なくこなしてきているので、
任せていた。今回は、碗かに大型の案件であり、負
担は大きかったと思うが、私が「頼むぞ」という
と、 『何とかする」と答えた。口数は多くないの
で、それ以上の発言はなかったと思う。表情の変化
等は、特に気がつかなかった。
(上司（事務所代表）森の申述）

再開発プロジェクトの担当は、主査が業災さん
で、私がアシスタントをしていた。設計変更の連絡
を受け、内容を確認した業災さんがrう～ん」と
言って、天を仰ぐような格好をしたのが配憶に残っ
ている。弱音や愚痴は言わない方なので、他には何
も言わなかったと思う。
(部下林の申述）

平成24年1月16日、業災の部下の林が通勤途中に
ケガをして入院した。応援体制をとることを話した
が、業災は「後で相淡します」と答えて自分の仕事
を続けていた。悩んでいるようには見えなかった
が、表情がこわばっているような感じがした。
(上司（事務所代表）森の申述）

私がケガをして入院したと連絡したとき、業災さ
んは電話の向こうで絶句したように感じました。す
ぐに、 「お大事に、こちらは心配しなくてよいか
ら」と言ってくれましたが、後で、同僚に聞いた
ら、周りから声をかけられないくらい怖いような顔
をして黙っていたということだった。弱音を言わな
し､人なので、所長（森代表）にも、相縦できなかつ
膣のではないかb
(部下林の申述）
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2－2 自殺の状況に関する事項
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年・月 鮪求人の申述
●

資料NO. 鯛査結果 資料No.

睡
明
4年 連日、帰宅が遅く、深夜になることもあり、着

替えに帰ってくるような感じだった。元気もな
く、話しかけても上の空で、心配になり、会社を
休んだらと諾したが、もう少しで終わるからと
いって休もうとしなかった。ベッドで横にはなる
が、眠れてはいないようだった。声を掛けるのが
ためらわれるような、ひどく疲れた表情をしてい
た｡

亡くなる前2日ほど、深夜2時から3時の帰宅
が続いた。亡くなった日も明け方に帰ってきて、
自宅には入らずにそのまま屋上に向かってしまつ
た。

設計変更の期限が、平成24年2月中に殴定され、

連日、事務所の全員が遅くまで残業していた。業災
はさらに遅くまで残っており、 「間に合うか」と声
を掛けたが、 「もう少しだから、何とかするから」
と答え、細部の確駆作業をしていた。声を掛けにく
いような集中した表情に見えた。疲れは見えていた
が、事務所全体が同じような状態だったため、自殺
するほどの気持ちになっていることに気がつかな
かつた。

業災は普段から口数は多くないが、声を掛ければ
必ず何か返してくれるのに、亡くなる前は、無言の
まま返事がないことが多かった。
(上司（事務所代表）森の申述）

自殺の状況

I

自殺の手段

'｡割…‘蝋'｡…” ｜
自殺直前の状況 （特配事項がある場合にのみ記載）

|~徴…………｡……… ’
遺書の有無：

遺害の内容

③ ･無

手帳の間に、妻宛てと代表宛ての遺書があった。
妻宛ての遺書には、 「すまない。かあさんを頼む。ずっと一緒にいてくれてありがと ．
う。 」等と書かれていた。また、代表宛ての遺害には、 「迷惑を掛けて申し訳ない。完
成できず残念だ。許してくれ。 」等と書かれていた。

検視者： 所属 北 警察署

職名 検視官 氏名 東西 美波

検案医師： 所属 中央警察 ・ 病院

判定された死因

I

職名 医師 氏名 畑耕三

墜落死（自殺）

安料No.



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 特別な出来事（極度の長時間労働）

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

H24年

1月～

急な股計変更に対応するため、連日、帰宅でき

ないような長時間労働を強いられていた。
平成24年1月に、夫のアシスタントをしていた
職員が、通勤途中に凍結した路面で転倒して負償
し入院した。アシスタントを欠いた状態で、事務
所からは特に支援もなかった。 1月下旬に前年1(
月に藩工したマンション工事で、急な設計変更が
必要になり、 1か月以内に終了するよう無理な拒
示を受けた。夫は、無理な仕事を強いられて自殺
したものであり、仕事が原因である。 （申立書）

※その他「2－1 出現した心身の症状等に関
する事項」に配戦のとおり。

○ 会社ではタイムカードは使用していない。ま
た、業災は管理職のため労働時間の紀録はな
い。業災のパソコンの記録、取引先へのメール
の送信時刻、警備記録、タクシーの使用紀録等
を収集、分析したところ、自殺する前1か月の
時間外労働は182時間に及んでいる。また、警
備記録から、帰宅せずに徹夜で作業した日が平
成24年1月及び2月に計3日間認められる。
(事業場提出資料）

業災が担当していた再開発プロジェクトは、
4期まで予定された工事で契約は4期分締結さ
れており、 2期分まで着工していた。工事の規
模としては全体の鯖負金額が5億を超えるよう
なもので、当社が設計を担当する案件として
は、数年に1件あるかないかの大規模なもので
あった。 （上司（事務所代表）森の申述）

施主の要望であるエントランスの殴計変更
は、強度上の問題でエントランス以外の構造部
分にも影稗する可能性があり、対応が困難なも
のであった。要望を平成23年12月20日に聞き、
平成24年1月下旬になって、 2月中に変更案を
固めてほしいということであったが、通常であ
れば3か月以上かかってもおかしくないような
大幅な変更を伴うものであった。私自身が変更
期限の延長を施主と交渉したが、どうしても了
解を得られず、期限内に仕上がらなければ既に
契約している第3期、第4期案件の契約を解約
するとの強硬な姿勢であったので、やむなく2
月中という期限を受け入れた。 （上司（事務所
代表）森の申述）

業災の部下の林が、平成24年1月16日の出勤
途中に凍結した路面で輯倒し、骨折等のため約
2か月入院するごととなった。林は、業災のア
シスタントとして再開発プロジェクトのサプ

リーダーのような形で仕事をしており、入社15
甲目のベテランで経験も豊富であった。業災の
下には林のほかにも鈴木、田中がいたが、いず
h′も入社ユー4年目であり、林のように自分で
ある程度の判断をして業災の補助ができるとい
うレベルではなかった。
別件のアシスタントである入社8年目の木村
こ業災の補佐をするよう言ったが、具体的な指
示はしなかった。業災にも応援体制をとること
壁話したが、業災は「後で相陵します」と答
危、私もついそのままにしてしまった。木村に
ももちろん本来の業務があるため、いまにして
aえば、結果として林の補充はまったくできて
『､ない状況であった。施工会社等との連絡鯛整
ま林が行っていた部分も多く、林の休業により
その負担を業災が被ったと思う。 （上司（事務
脈代表）森の申述）

照その他「2－1出現した心身の症状等に
阿する事項」に配載のとおり。

○

句

認定事実

業災は、担当していた再開発プロジェクト第2期工事に関し、平成23年12月下旬に顧客から股計変更の指示を受け、平成24
年1月下旬に同年2月中という納期が確定し、これを厳守するよう指示され対応していた。また、同時期（平成24年1月16
日）に、業災の部下が負傷して入院する事態が発生したことにより、業災の負担が急激に増加し、労働時間が長時間化した。
自殺直前の時間外労働時間は、自殺直前の1か月間で182時間に及んでおり、極度の長時間労働が露められる。業災が従事し
た業務は、業務経験が長く、高度な知餓を有する者にとっても質、量ともに困難なものであったと兜められる°



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容平成24

個体側要因 （⑥． 無）
上記が有の場合その内容

平成21年5月にうつ病を発病し、やまなみ精神科に通院治療している。自殺する前月まで、定期的に通院し、投
薬されていた。
当初の発病原因は、家族の痛気、隣人とのトラブルである旨謂求人が述べ、主治医もその旨意見書に記載してい
る。

｡
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出ジ ﾓ事： なし

年・月 論求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥

f

ナ

0

9 ･

認定事実

P G

6

1
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主治医の意見書

⑨無〕

(概要）

1 当院初診平成21年5月21日
2業災氏の義父が受診したことがあるため。
初診時には、強い不眠と不安を解えた。
3職業柄、知的で理購的な応答をされていたが、隣人とのトラブルがあり悩んでいること、怒りは
ないが、隣人を脱得できないことに焦りと無力感を感じること、 10日近く眠りが浅く疲れがとれな
い、朝早く目が覚めてしまうこと等を述ぺられた。
4 F32 うつ痛エピソードと診断した。抑うつ気分、
価値感、睡眠障害、食欲不振が罷められる。 ，

易疲労感の増大がみられ、自僧の低下、無

5発綱時期は平成21年5月上旬。
6発病原因は、隣人とのトラブルで悩んでいること、家族（実父）が遠方の痛院に入院中で心配し
ていることを述べている。
7職場には出勤できており、本人も勤務制限は避けたい意向が強いため、当面、 2週間に1回の通
院と服薬を指示した。
8既往歴はない。
9他の医療機関の受診等は不明。

(平成24年2月18日に自殺されたことについて）
このような結果になり、非常に残念です。平成21年5月の初診以来、通院、服薬等の指示を正しく
理解され、定期的に通院し、職業との両立も果たされていました。治療を継続する中で、当初の不眠
の症状はほぼ改善しましたが、不安を強く所えることもあり、症状に動揺がみられるため寛解には
至っていないと判断しています。終診は、平成24年1月12日。同年2月16日にも受診予定でしたが、
来院されていません。また、初診以来、当院での診察の際に、希死念慮を誘えられることはありませ
んでした。
平成24年1月の診察の際に、仕事のことを尋ねると、 「そろそろ一線から退いてもよい頃でしょう
か。 」と答えられました。何かあったのか問いかけたところ、 「最近、少し忙しいんですよ。でも仕
事があることは良いことですよね。 jと答えられました。仕事の内容はあまり具体的に話されたこと
がないので､碗記しませんでした。月10時間程度の残業であれば、負担にはならないと思いますが、
お聞きしたところ困難な業務で徹夜勤務もあったとのことですので、自殺直前の業災氏の症状からす
れば、そのような勤務状態で強いストレスが与えられ、睡眠不足の状況が続けば、これにより急激に
症状が悪化し、これまで少なくとも表面上はほとんどみられなかった希死念慮が強く現れ自殺に至っ
た可能性は高いものと考えます。

診療配録等の収集 ③ 無〕 、

資料駒．

産業医意見害

〔有．⑳

(概要） 。

鷺見害
提出）

〔有｡③

(概要）
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5－2専門医の意見
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●

専門医
(監督署長依頼）

の意見書

部会 1本件は、 自殺事案であるが、自殺の約2年9か月前にうつ病を発病し、治療を継続しなが
ら、就労を継続していたものである。
主治医は、平成21年5月上旬にうつ病エピソードを発病したと診断している。
うつ病の発病原因については、主治医意見、妻である謂求人の申述等から、隣人トラブル、家
族の病気等の業務以外の出来事が原因であったと認められる。
業災のうつ病の状態について、主治医によれば、当初の強い不眠症状は改善したものの、不安
や無価値感を強く所えるなど症状に動揺がみられるとされており、また、請求人、上司、部下の
申述からは、平成23年12月までの就労状況に欠勤や遅刻、心身の不鯛による業務への支障等はみ
られないが、時折、主治医に強い不安等を訴えていたことが認められ、寛解・症状固定には至っ
ていなかったものと判断する。

2業災は、初診以来、不安や無価値感などの訴えはあったものの、直接希死念慮を鯨えること
はなかったとのことであり、主治医も平成24年1月12日の受診時において自殺の危険性が高いと
は認識していなかった様子が伺われる。また、同時点での主治医の判断では不眠症状は改善して
いたとのことであったが、請求人は、同年1月28日の業災の様子について、 「少し休むからと寝
室で横になったが、眠れてはいないようだった。 」と述べ、また、同じく同年2月中の状況につ
いて、 「元気もなく、話しかけても上の空で、心配になり、会社を休んだらと話したが、もう少
しで終わるからと言って休もうとしなかった。ベッドで横にはなるが、眠れてはいないようだっ
た。声を掛けるのがためらわれるような、ひどい疲れた表情をしていた。 」と述べている。さら
に、業災が同年2月18日に自殺したこと、主治医が「自殺直前の業災氏の症状からすれば、その
ような勤務状態で強いストレスが与えられ、睡眠不足の状況が続けば、これにより急激に症状が
鰯上し、これまで少なくとも表面上はほとんどみられなかった希死念慮が強く現れ自殺に至った
可能性は高いものと考えます。 」との意見を述べていることを考慮すると、業災のうつ病エピ
ソードは、同年1月上旬には、寛解・症状固定とまでは判断できないものの一定の小康状態には
あったところ、遅くとも同年2月中旬には以前には認められなかった希死念慮や、改善状況に
あった不眠等の症状が強く現れるようになり、自然経過を超えて悪化していたものと判断され
る ⑥ ．

9

3業務による心理的負荷の状況をみると、自殺の約3か月前に時間外労働が前月比で倍以上に
増え、 2か月前には更に増え、自殺直前の1か月間は182時間に及ぶ時間外労働を行っている。業
務内容は、急遼、施主から指示された設計変更への対応であり、厳しい期限を付される一方で、
部下が休業するという事態も生じ、極めて困難なものであったと評価できる。業災が従事した業
務について、自殺直前の業務状況は極度の長時間労働に該当するものと判断できる。

4上記1のとおり、業災が加療していたうつ病は、寛解・症状固定には至っていなかったもの‘
の、建築士としての通常業務は支障なく遂行していたところ、自らが担当した大規模案件で段計
変更が指示され、厳しい期限を付されことにより、業務量が急激に増加し、また、部下の休業に
よる欠員等も重なり、極めて大きな負担が生じたため、既に発病していたうつ病が、平成2岬2
月中旬頃、自然経過を超えて著しく副こし自殺に至ったものと認められることから、本件自殺に
よる死亡は業務に起因するものと判断する。 ．



6就業条件等一般的事項

-362-

学歴 舷鋳学歴〔中学校･高等学挟･大学･鰯その他( ) S59年 3月 日睦参 中退〕 資料No.

職歴

I瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

i瀞 I

｛

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

当餓労働者に
ついて起戟
すること。 I

事業場名 職租

〔 開ｽｲｶ魅猿股叶事■所] [S59年 4月 1日～ 腿2年 2月 18日] ( 一級建築士〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 ， 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

Ｊ
Ｊ
ｊ
ｌ

ｆ
ｆ
１
ｆ

Ｊ
１
Ｊ
Ｊ

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

一
一
一
一

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

ｔ
ｔ
ｆ
ｆ

ｊ
１
Ｊ
Ｊ

ｔ
ｔ
ｆ
１

分
分
０
０

時
時

９
８１

銅
熱
業
業
始
終
定
定
所
所 I

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間 0 分

所定休憩時刻： 12時分～ 13時 分 （体感時間 1 時間 分）

所定休日： ①週休1日制 ③カレンダー等により指定 ④その他
●

|"…
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時間制②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④裁量労働制⑤その他

'｡．
勤務形旭： ②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制④その他

|"…
応扉買ﾃ羅詞②契約社員③派遺労働者雇用形態：

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況：①タイムカード②出勤隊③管理者による破鱒④本人の申告⑤その他

|鰯…訓……繍……
その他特配事項：

被災労働者は、会社の代表者に次ぐ立場であったが、取締役には就任していない。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

②週休2日鯛

①日勤勤務



-353=

｛

当餓労働者の．
日常業務

具体的に記載
すること ｡ 1

設計業務
監理業務
鯛査企画業務

資料Nb．

事業場(所属部暑)内
における当該労働者
の位匿づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

言
（業災のアシスタント）

O代表者森富士雄

業災太郎（被災労働者）

○主任

林岳夫
鈴木修木村．峻

’

事業場以外にお
ける当餓労働者
との相関図

(家族・友人等）

組織図により豪
すと共に聴取実
施者には○印を

付配すること。

(長野県在

Q

も

り

(長野県在住） （鯖求人とは別世

(入院中）

T

母

海野みどり

○業災花子（妻）
(鯖求人）

業災商
(長男）

母

業災理子

業災太郎
(被災労働者）

父

海野広
父

業災徳治



7労働時間を認定した根拠

-354-

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 回施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 回上司・同僚からの聴取

日その他 (パソコンのログ、メール送信時刻、ファイル更新時刻、タクシー乗車記

録）

(労働時間の推計方法）

同社では、一般事務員はタイムカードを使用しているが、被災労働者については、管理職扱いでもあっ
たため、労働時間は記録されていない。

このため、パソーンの記録、取引先、上司、部下あてのメール送信記録、会社事務所の警備記録、帰宅
用のタクシーの記録等から労働時間を推計した。 （始業時刻については、所定始業時刻又はパソコンを立
ち上げた時刻のいずれか早い方を採用した。終業時刻については、警備記録上業災が施錠している日につ
いては当該施錠時刻、施錠日以外で帰宅用にタクシーを使用し、その乗車記録が残っている場合には当該
乗車時刻の10分前、それ以外の日については、業務に関するメールの最終の送信時刻又は業務に関する文
書の最終更新時刻の5分後を、終業時刻として採用した。 ）

警備記録から、帰宅せずに徹夜で作業した日が平成24年1月及び2月に計2日間認められる。

資料Nd



事例19通勤災害の事案（業務による心理的負荷評価表の項目①）

○事案のポイント
●

・諸求人は、通勤途中で交通事故に適い、その療養中に糟神障害を発病した。

○出来事評価のポイント

・精神障害が通勤による疾病に該当するか否かについても、麗定基準を準用して判断す

る（参考：業務による心理的負荷と通勤による心理的負荷を全体評価することはせ

ず、別個に評価した上で、それぞれ業務起因性と通勤起因性を判断する｡)。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、 「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）

-355-

事
亘
来
■
出
の

平均”心ロ

具体的
出泉事

心回

I

白目

Ⅱ 亘

心垣的負肴のは台肝■の視点
心理的負荷のご壁『同』『中』｢強』と科断する具体例

■ ’ 中 碗

1

唾
諏
や

〔■Eの）

病気やケガ
錘た

☆

・病■やケガの■皮

・彼逮ばちの■度､社会毎局の
園■性専

【”】
右の■室に塑こむい痢風…こついて.その■度等から『■』又は「中』と屍
■．

。■空の白艮や”をした．

【画』であ麺
。“■噛鐵わZか月幽の入唾要する､又…の
、年α心白する箸L<は皿への伍酔で“ぬる彼竃
”を墨す蝿な象■上の病■やケガを陸
・律＝トのご重F2りB穿月を■■で蜜昼中の釦＝竃.■
険昼璽Fj堅舎些巳掌皀ご字や密睦尋らた急室の邑邑…1
”が錘た



｢師1様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

-356-

整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

平成26 年12月20 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再鯛査を要する。

鯛査官職氏名

受付年月日
ノ

厚生労働事務官審理太郎

平成 26 年10月10日

購求種別
回療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 社会福祉法人

事業の名称 社会福祉法人労働厚生会ケアハウス補償 労働者数 35

人

事業場の所在

q■■■

T 一

○○県ロロ市

、

電賭 099 （ 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

きんせいいちろう

勤生一郎
生年月日 昭和45年7月25 日 性別 ヨ ・ 女

職 種

ふりがな

鯖求人氏名

介鐘スタッフ

きんせいいちろう

勤生一郎
続柄 本人

雇入年月日 平成20年4月 1 日

疾 〔鯖求時〕疾患名； うつ病 発病日： 平成26 年 7月 下旬（頃)(発病時年齢鰹歳）

〔決定時〕疾患名8 軽症うつ病エピソード(F32.0)発病日： 平成26 年 7月 下旬（頃)(発痛時年齢44歳）

現在の状況 L生壷」
死亡 （死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述
平成26年7月7日、バイクで通勤する途中に交通事故に遭って重傷を負い、そのまま入院することになった。
大きな怪我であったこともあり、入院中は、治療やリハビリの経過において悲観的な感情が次第に強くなって
いき、結果、 うつ病となった。

事案の概要
(飽定した
事実）

平成26年7月7日、自宅から事業場まで原付バイクで通勤する途中に停車中のトラックに追突し、労働市民病
院に救急餓送された。

労働市民病院では「外傷性大動脈解離、右横隔膜損傷、右脛骨高原骨折」と診断され、搬送当日は、右横隔膜
損傷に対し緊急手術が施行された。勤生は人工呼吸管理とされ、平成26年12月27日まで入院治療を行っており、
長期間（約5か月半）の入院を要する重度な怪我をしたものと鰯められる。
なお、通勤遂行性については、別途復命済みである。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合鮭による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に咳当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

回蕊農繼蕊れにも咳当せず､通勤による強い心選飽負榊鱒められることから､主繼医による意見香により､通勤災

○○ 局 ○○ 署



！

鯛査官意見の詳細（以下、 ｢業務」を「通勤」と読み替える。 ）

1）意見を求める相手方

●

【

ヨーリ@

回上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により通勤災害として認定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

-357-

1 自殺事案
q

2 業務による心理的負荷の強度について「強」に咳当するかどうかも含め判断しがたい

3
業務による心理的負荷が『強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められ
る

4 鯖求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断につ

いて高度な医学的検討が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

、

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない
、 旬

8 業務による心理的負荷が「強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる



1－1調査結果のまとめ（以下、 「業務」を「通勤jと読み替える。 ）

-358-

精神障害発病の有無
■■■■■■■

有 ・ 無 発病時期 平成 26年 7月下旬（頃） 自殺．
■■■■■■■■■■■■■■

生存

疾 患 名 軽症うつ病エピソード』 (F32.0)

（ ） について主治医の判断の補足が必要・
合

不要

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの ・ 極度の長時間労働

有（ ）・ ・閏

発病前6か月間
|こ起きた箱神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無
一

有
■■■■■■■■

・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有 。罰
具体的出来事

心理的負荷の
鍵合評楠の翰磨

（ （重度の）病気やケガをした ） 平均( I 。 Ⅱ 。
具体的な内容及び酔価：

四

平成26年7月7日、自宅から事業場まで原付バイクで通勤する途中に停車中のトラック
に追突し、搬送先の病院で「外傷性大動脈解離、右横隔膜損傷、右脛骨高原骨折」と診断
され、平成26年12月27日まで入院治療を行った。
長期間（約5か月半）の入院を要する霞度な怪我をしたものと露められるので、
価は「強」と判断する ｡

（ 類推の有無 有。

総合評

函

）

）

弱 中

不明

回

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ 。Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱 中強

不明
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

少

-359-

労働時間の状況
(時間
時間数）

発病前1か月

時間

発病前2か月

時間

発病前3か月

時間

発病前4か月

時間

発病前5か月

時間

発病前6か月

時間

事の
● ｡

歩

総合評価 匝詞 ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明

出来事の有無

凶憾罷でさなかった

口確關できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる．

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

（ 類推の有無 有・無 ）

（ ．類推の有無 有・無 ）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

凹羽園認できなかった 。

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価（顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

なし

なし

なし



2－1 出現した心身の症状等に関する事項

-360-

当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 労働市民病院 〕 〔 舵6年 8月～ 年 月〕 〔 軽捷うつ病ｴピｿｰﾄﾞ 〕

ｊ
ｊ
ｌ

ｌ
ｆ
ｆ

ｌ
Ｊ
ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｆ
ｔ

ｌ
Ｊ
ｊ

ｌ
ｆ
ｆ

年・月 鯖求人の申述 資料No. 調査結果 資料No.

年
一
蠅
明

12月

平成26年7月7日の交通事故により入院するこ
とになったが、怪我の程度はひどく、また、治療
には相当期間を要することが見込まれたこともあ
り、治療やリハビリの過穆で悲観的になることが
次第に増えていき、非常に辛かった。
食欲減退、表情喪失、悲観的な感情の持続と
いった状況から、精神科への受診を勧められ、平
成26年8月初めに労働市民病院の精神科を受診し
たところ、 うつ病と診断され、投薬治療を開始し
た ｡ (申立書）

○

』

平成26年8月1日、部屋を訪問した際、 （勤生さ
んが）泣いていた。声をかけると泣き止んだが、そ
の場を去るとまた泣き出していた。 （労働市民病院
零護記録）

平成26年8月4日、精神科を受診し、 うつ病と診
断される。
その後、平成26年8月10日の整形外科の受診時に
おいては、 「死にたい」 、

｢周囲に迷惑をかけている」
『自分が嫌になった」 、
、 「死んだほうがまし

だと思う」などと口にしていた。 （労働市民病院精
神科診療録）

○



3通勤による心理的負荷の有無及びその内容

-361-

出来事： 画 (重度の）病気やケガをした

年・月 請求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥．
年
一
記
月
Ⅱ
７

12月
白 ①

平成26年7月7日、自宅から事業場まで原付パ

イクで通勤する途中に停車中のトラックに追突
し、搬送先の病院で「外傷性大動脈解離、右横隔
膜損傷、右脛骨高原骨折jと診断され、平成26年
12月27日まで入院治療を行った。聴取害）

○ 右横隔膜破裂、右脛骨高原骨折で呼吸状態が

悪いため、右横隔膜に対して緊急手術を施行。
挿管人工呼吸管理となり、ICU入院
CT画像で外傷性大動脈解離が閲められた。右
腎動脈と左右腸骨動脈が虚血になり、腎不全が
進行した。
平成26年7月13日、人工呼吸器離脱
平成26年8月1日、右脛骨高原骨折に対して
観血的整復固定術を施行
平成26年8月10日、 リハビリテーション開始
平成26年12月27日、退院
(労働市民痛院診療録）

○

認定事実 ．

平成26年7月7日、自宅から事業場まで原付バイクで通勤する途中に停車中のトラックに追突し、労働市民病院に救急搬送
された。
労働市民病院では「外傷性大動脈解離、右横隔膜損傷、右脛骨高原骨折」 と診断され、搬送当日は、右横隔膜損傷に対し緊
急手術が施行された。勤生は人工呼吸管理とされ、平成26年12月27日まで入院治療を行っており、長期間（約5か月半）の入
院を要する重度な怪我をしたものと露められる。



4－1通勤以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

欝瀦合易内鰈｣）

-362-

出来事： なし

年・月 鯖求人の申述 資料恥 鯛査結果 資料恥

罷定事実： ．
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5－1主治医・産業医等の意見

-363-

主治医の意見書

〔囿無〕

(概要）

(労働市民病院広島医師の意見書）
１
２
め
３
、

死念

初診日は平成26年8月4日
平成26年7月7日、交通外傷のため当院へ入院○入院中に抑うつ気分、希死念慮が出現したた
併診となる。
自分で思っていた以上に怪我が重くてショックを受けたとのことで、抑うつ気分、罪業念慮、希
慮、 不眠、食欲低下を翻めた。また、本症例においては、交通外傷以前には糖神疾患の既往がな
く、交通外傷後の入院中に「死にたい」 、 「自分が嫌になった」 、 「周囲に迷惑をかけている』 、

｢死んだほうがましだと思う」といった本人の発言がみられ、交通外傷を機に精神障害を発病したも
のと考えられた。
4疾患名：軽症うつ病エピソード
診断根拠：上記3の症状が入院中持続していたため。
5発痛時期：平成26年7月下旬頃
6入院中から薬物療法を開始。
8精神障害の既往歴は鰯められない。
9 当院以外の医療磯関の受診はない。
10聴取に当たっての留意事項は特になし。

診療罷録等の収集 （囿・ 無）

資料恥．

、

産業医意見害

〔有･園

(概要）

専門医意見書
(鯖求人提出）

〔有･園

噸要）

’

9



6就業条件等一般的事項

-364-

学歴 量終学歴【中学校電獅大学･大学院･その他（ ） 平成元年 3月 卒業』 資料恥．

職歴

|瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

I瀞1

{

所定労働時間、
所定休愈時間、
所定休日等

当該労備者に
ついて記戦

すること。 1

事業場名 職種

〔 ケアハウス補償] ( H20年 4月 1日～ 年 月 日] [ 介圃スタッフ 〕

〔 管理産業㈲ ] [ H10年 6月 1日～ H19年 12月 31日] [ 営業 〕

〔堺レストランズ㈱] [ H2年 6月 1日～ H10年 5月 31日〕 【 鯛理 〕

配属先 職種

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 ‘日〕 〔 〕

１
Ｊ
Ｊ

１
ｆ
ｆ

ｊ
ｊ
ｊ

日
日
日

月
月
月

年
年
年

へ
一
一

日
日
日

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｆ

ｊ
ｊ
Ｊ

ｆ
ｆ
ｆ

分
分
０
０

時
時

１
１
１
２

刻
刻
時
時
業
業
始
終
定
定
所
所 I

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間 0 分

所定休恩時刻： （休憩時間時 分～ 時 0分 2 時間 0 分）
』

鷺…:…｡""｡｡ ｡…"…
応I両軍莅燕痴蒔両嗣 ②]年単位変形労働時間制労働時間制度：

③フレックスタイム制④哉丑労働制⑤その他

|"．
勘務形態： ①日勤勤務②2交代閥(日勤・夜勤） ③3交代制

I"-
已用形魍.：

出退勤の管理の状況：

{
特配事項

その他特記事項：

｢碇溺頁~ﾃ羅頁可 ②契約社員③派遣労働者

④パート・アルバイト⑤その他

1両ﾗ7万二両 ②出勤鋒 ③管理考による確麗④本人の申告⑤その他

１
１
１
１

1

I |

④その他

○

○
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I

当峡労働者の
日常業務

具体的に配軟
すること。 ］

資料鮠．

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

’
の位匠づけ

組織図により表

すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

’

事業場以外にお
ける当餓労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を

付肥すること。
P

b

妻

子


